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論　説

わが国大学における知的財産活動の最近の状況と課題
金澤　良弘（＊）

わが国大学は，1990 年代末から政府の支援のもとに産学連携連携活動を本格化したが，産学連携部門の運営
資金に対する直接補助が終了した 2013 年度以降は自立化が求められ，知的財産活動についても各大学は自主的
な財源による活動への移行が進められた。
本稿は，一般社団法人大学技術移転協議会が実施する大学知的財産活動に関するサーベイを基礎資料とし，同
一大学を対象とした時系列データを作成することにより，この間のわが国大学の知的財産活動の動向を，主に活
動資金に着目して把握した。
その結果，対象とした大学全体としては，2018 年度には 2012 年度とほぼ同規模の特許出願・登録が行われ，
ライセンス件数・収入も順調に増加したが，活動規模が小さい大学では特許出願・登録に関して，費用を抑制す
る傾向がみられた。
これに基づき，大学の研究成果の社会実装を促進する観点から，知的財産関係支出の確保及びそれに対する支
援の充実が課題であることを指摘した。

目次
Ⅰ　はじめに
Ⅱ　研究の方法
Ⅲ　調査結果と考察
１．産学連携部門に係る運営資金
２．特許出願・登録関係支出
３．特許出願（国内・外国）
４．特許登録（国内・外国）
５．特許等のライセンス

Ⅳ　まとめ及び今後の課題
Ⅴ　おわりに

Ⅰ　はじめに

（研究の背景）
わが国大学における技術移転活動は，大学技術移転
促進法（１998 年）が施行された １990 年代末以降本格化
した。各大学は，バブル経済崩壊後不振が続くわが国
経済の回復・発展を目指す政府の支援のもと，大学の
研究成果の権利化とそれらの企業へのライセンス活動
を開始した。当時，政府は大学の技術移転活動を促進
するため，TLO補助金，大学知的財産本部整備事業
等を通じて，産学連携部門の体制整備や技術移転活動
の実施に必要な資金を提供する等の支援を行った。こ
の支援は暫くの間続けられたが，各大学の組織体制の

整備が進み，活動も次第に軌道に乗ってきたことから，
産学官連携自立化促進事業が終了した ２0１３ 年度以降
は，産学連携部門の運営に対する直接的な支援に代わ
り，産学連携に関する特定の課題への取組に対する支
援が中心となった。各大学は自主的な財源により技術
移転活動を含む産学連携活動を行うことが求められた。
知的財産活動は，大学の研究成果を経済的・社会的
価値につなげる活動であり，その成果を得るためには，
産学連携部門としてのスキルの向上とともに，価値の
源泉となる知的財産の充実を図る必要がある。産学連
携部門の財政的自立化にあたり，多額の費用を必要と
する知的財産活動をいかに効率的・効果的に行うかが
課題となった。
産学連携活動の自立化が求められてから １0 年近く
が経過した今日，これまでの各大学における知的財産
活動をデータにより検証することは，現在の課題の発
見及び今後の対応を考えるうえで有益であると考えら
れる。

（研究の目的）
本研究の目的は，一般社団法人大学技術移転協議会

（UNITT）が大学技術移転サーベイ（大学知的財産年報，
以下「UNITTサーベイ」という）を基礎資料として，わ
が国大学の知的財産活動（特許等の出願・権利化及び
そのライセンス）が本格化してから直近時点までの活
動の状況を，主に資金面に着目して把握することによ

（＊）	 日本大学法学部特任教授
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り，２0１３ 年度以降の大学の知的財産活動の自立化に
向けた取組を検証し，そこで生じる課題を明らかにす
ることである。

（大学の知的財産活動に関する資料，調査・研究）
大学の知的財産活動に関する実績等の資料は，産学
連携の推進に当たる官署において継続的に調査・公表
されている。
文部科学省は，２00３ 年度から大学等における産学

連携活動の実績等に関するアンケート調査を取りまと
め「大学等における産学連携等実施状況について（1）」を
公表している。そのなかで，大学の知的財産活動に関
する個別大学のデータ（特許出願件数，特許権実施等
件数，特許権実施等収入，特許保有件数，実施許諾中
特許権数，ランニングロイヤリティ収入のあった特許
権数等）を ２0１8 年度から公表している。
経済産業省は，わが国の知的財産活動の実態を把握
するため ２00２ 年度から「知的財産活動調査（2）」を実施
し，業種別にその動向を取りまとめており，大学に関
しては「教育・TLO・公的研究機関・公務」のなかで
示されている。
知的財産の技術移転に関する研究は多数行われてい
る。西村（3）は，特許の権利移転に関する論文をサーベ
イし，どのような要因が権利移転の促進あるいは阻害
するのか，どのような特徴をもつ特許が権利移転しや
すいかといった研究について多くの蓄積があること，
権利移転による経済的・経営的な効果についての実証
的な研究は十分でないことを指摘している。
大学の知的財産活動のパフォーマンスの関する分析
としては，経済産業省が ２0１５ 年に「産学連携活動マネ
ジメントに関する調査（4）」を通じて 96 大学から収集し
た産学連携活動に関する ２0１４ 年度実績データ（特許保
有件数，特許権の実施許諾や譲渡による収入，共同・
受託研究の契約件数や契約額等のデータ）等を踏まえ，
２0１6 年 ３ 月に「データに基づく大学における産学連携
活動マネジメントの手引き（5）」を作成・公表している。
本研究の基礎資料とするUNITTサーベイは，一般
社団法人大学技術移転協議会（UNITT）が大学，TLO

（1）	 文部科学省website（https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/sangakub.htm）
（2）	 特許庁 website（https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/chizai_katudo/index.html）
（3）	 西村陽一郎「特許の権利移転研究の動向と権利移転データの留意点」，日本知財学会誌，Vol.	１7	No.１	p３１-４１	（２0２0）
（4）	 経済産業省website（https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H２8FY/000２7３.pdf）
（5）	 経済産業省website（https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/houkokusho/sangakurenkei_management_tebiki.pdf）
（6）	 金澤良弘「最近の大学技術移転の動向─UNITTサーベイの分析から─」UNITTサーベイ ２0１6 年度版 p6-２５，（２0１7）
（7）	 吉岡（小林）徹「大学技術移転サーベイで出来ること」，UNITTサーベイ ２0１7 年度版 p6-２１，（２0１8）
（8）	 知的財産活動に関する費用としては，これ以外にも係争関係費用，発明者への補償費用等があるが，これらは裁量的な費用ではないため，

本稿では取り扱わないことにする。

及び公的研究機関を対象として技術移転活動に関する
アンケート調査を実施し，その結果を中心に取りまと
められたものであり，２006 年度（２00５ 年度の実績が対
象）から毎年刊行されている。わが国大学，TLO，公
的研究機関における知的財産の創出（発明届出）から権
利化，ライセンスまでを同時に把握できること，産学
連携に係る組織の運営に関する情報（人員構成，特許
出願関係費用，運営資金等）を把握できること，米国
AUTM（Association	 of	 University	 Technology	
Managers）Licensing	Activity	Survey	との比較が可能
な調査として設計されていること，２00５ ～ ２0１8 年度
まで長期間にわたる動向を把握できること等，他の調
査報告にはない特長がある。
UNITTサーベイに関しては，金澤（6）が ２0１５ 年度ま

でのデータに基づき，わが国大学の技術移転活動の概
況とその米国との比較について報告している。また，
吉岡（小林）（7）は，UNITT サーベイのデータの活用方
法について，技術移転の経済効果等国レベルの分析や
ライセンス・知財管理職員数やTLOへのライセンス
業務委託の増加の新たなライセンス契約実現への寄与
等機関レベルの分析に活用できる可能性があること等
を示している。

Ⅱ　研究の方法

上記の目的を達成するため，まず，産学連携部門に
係る運営資金の動向を把握し，次に，知的財産活動に
フォーカスして，特許の出願・登録関係支出の動向（8）

を把握する。そのうえで，特許出願・登録，ライセン
ス等知的財産に係る具体的な活動の動向を調べ，これ
らから，財政的自立の過程で知的財産活動にどのよう
な変化がみられたのかを検証する。

（対象大学の抽出とグループ化）
UNITT サーベイは，当初は UNITT の会員機関

（TLO及び大学知的財産本部）を対象としてスタート
したが，その後，知的財産活動を行う会員外の大学が
増加したため，サーベイのカバー率を高めるため調査
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対象を逐次拡大してきてきた（２00５ 年度の回答機関が
69 機関であるのに対し，２0１8 年度の回答機関は １１0
機関）。
本稿では，大学における知的財産活動の状況を時系
列で把握するため，調査期間を通じて継続的にアン
ケートに回答（9）した ３５ 大学を調査対象とした。
これらの大学には，わが国大学における知的財産活
動の初期から継続して活動を行ってきた主要な大学の
多くが含まれており，例えば，２0１8 年度における国
内特許出願件数の ５8％をこれら ３５ 大学でカバーして
いる（10）。
また，知的財産活動の全体的な傾向を把握するため，
本稿では主に ３５ 大学の合計値を示した。併せて，知
的財産活動の規模に着目してA群（２0１8 年度の国内外
特許出願件数が ２00 件以上の大学，全て国立大学）と
B群（同 ２00 件未満の大学）に区分し，B群については，
さらに設立主体によりB１群（国立大学）とB２群（私立
大学）に区分して，各群ごとに合計値を示した。対象
とした大学及びグループ分けは表 １の通りである。な
お，今回の対象に該当する公立大学はなかった。グ
ループ化の基準とした各大学の ２0１8 年度の特許出願
件数の分布を図 １に示す。

表 1　調査対象大学

グループ 大学

A群
（国立大学，
8大学）

北海道大学，東北大学，東京工業大学，
東京大学，名古屋大学，大阪大学，京
都大学，九州大学

B１群
（国立大学，
１7 大学）

群馬大学，筑波大学，電気通信大学，
東京医科歯科大学，東京海洋大学，東
京農工大学，横浜国立大学，金沢大学，
新潟大学，岐阜大学，豊橋技術科学大
学，名古屋工業大学，神戸大学，奈良
先端科学技術大学院大学，山口大学，
九州工業大学，熊本大学

B２群
（私立大学，
１0 大学）

中央大学，東京電機大学，東京理科大
学，日本大学，明治大学，早稲田大学，
東海大学，関西学院大学，同志社大学，
立命館大学

（9）	 ２00５ ～ ２0１8 年度に実施されたUNITTサーベイのアンケート調査に対して，無回答が １回以内の大学を抽出した。
（10）	 UNITTサーベイにおける当該件数を文部科学省「大学等における産学連携等実施状況について」における当該件数で除して算出した。

図1　調査対象大学の特許出願件数（国内・外国合計）分布（2018年度）

なお，グループ化は，知的財産活動の規模及び設立
主体の差異が知的財産活動に及ぼす影響を大きな括り
で把握することが目的であり，各グループに含まれる
大学の状況が類似していることを示すものではない。
実際に，同じグループに含まれる大学間でのばらつき
が大きい場合があることに留意する必要がある。

（調査対象期間）
UNITT サーベイからは，２00５ ～ ２0１8 年度のデー

タを得ることができるが，調査初年度である ２00５ 年
度（２006 年度に調査実施）は未記載，記載不備の項目
が比較的多数みられたことから，本稿では調査対象か
ら除き，２006 ～ ２0１8 年度を対象期間とした。

（データの追補，修正）
各大学の回答のなかには，一部の項目について未記
載である箇所が散見された。このような場合には，
データが得られなかった年度の前後の年度における値
の平均値（２年連続してデータが得られない場合には
その前後の値を案分）した値を当該年度の値として追
補した。追補したデータ数は，全データ数の約 ２％で
ある。
なお，３年連続してデータが得られない場合には，

その項目については当該大学を調査対象から除外した。
また，回答の中にある明らかに不合理あるいは誤記
と考えられる箇所については，他の資料等により修正
を行った（４か所）。
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Ⅲ　調査結果と考察

1．産学連携部門に係る運営資金
UNITT サーベイは，産学官連携部門が産学連携活
動を行うために必要な資金（以下「運営資金」という）に
ついて調査している。本稿では，運営資金を国や地方
公共団体の補助金等のなかから産学連携部門の運営資
金に充当された資金（以下「公的資金（11）」という）と大
学が独自に調達した資金（以下「内部資金（12）」という）
に区分してそれぞれの動向を把握した。
なお，運営資金に関しては，運営資金に係る時系列
データが得られなかった １0 大学（A群 ２校，B１ 群 7 校，
B２ 群 １ 校）を除いた ２５ 大学（A群 6校，B１ 群 １0 校，
B２ 群 9 校）を調査対象とした。

（公的資金）
運営資金のうち公的資金は，２0１２ 年度までは大学

産学連携部門の運営に必要な経費に対する国の補助金
等が継続して交付（13）されていたため，毎年 １0 ～ ２0
億円程度で推移した。２0１２ 年度に産学官連携自立化
促進プログラムの終了した後は，産学連携に関する特
定の課題に取り組む大学に対する補助金等が散発的に
年間 ２～ ３億円程度計上されるにとどまった。
この結果，２006 ～ ２007 年度には運営資金の約 60％
を占めていた公的資金は，２0１３ 年度以降は運営資金
の ５～ 6％程度にとどまり，運営資金のほとんどが内
部資金で手当てされるようになった（図 ２）。

図 2　産学連携部門に係る運営資金の推移

（11）	 本稿では，UNITTサーベイの調査項目「TLO補助金」，「国の補助金等からの運営資金（２0１３ 年度までは，知的財産本部整備事業及び産学官
連携自立化促進プラグラムを対象として設問されていた）」及び「自治体等からの補助金」の合計額を公的資金とする。

（12）	 本稿では，UNITTサーベイの調査項目「ライセンス収入等からの運営資金」，「大学の内部資金」及び「その他」の合計額を内部資金とする。
（13）	 大学等技術移転促進事業（TLO補助金，１998 ～ ２0１２ 年度），知的財産本部整備事業（２00３ ～ ２007 年度），特定分野重点技術移転事業（スーパー

TLO補助金，２00４ ～ ２008 年度），産学官連携自立化促進プログラム（２008 ～ ２0１２ 年度）等

（内部資金）
運営資金のうち内部資金は，産学連携活動が本格化
するのに伴い急速に増加し，２0１0 年度以降も緩やか
な増加が続いた。その結果，２0１8 年度の運営資金は
ほとんど内部資金のみで ２0１２ 年度の水準を超えた
（２0１8 年度の運営資金は ２0１２ 年度に比べ ３.7％増）。
内部資金の状況を群別にみると，A群では，期間を
通じて内部資金の額が増加（２0１8 年度は ２0１２ 年度に
比べ ４３.9％増）し，B２ 群においても増加基調（同
１３.7％増）で推移した。これに対して B１ 群は，２0１４
年度以降減少（同 ２４.8％減）が続いた（図 ３）。

図 3　運営資金のうち内部資金の推移



● 9 ●
知財ジャーナル　2021

2 ．特許出願・登録関係支出
特許出願・登録関係支出は，産学連携部門の運営資
金の ３0.５％を占める（14）ことから，産学連携部門の自
立化に当たり，その効率的・効果的な実施は重要な課
題である。
この間の特許出願・登録関係支出（15）をみると，
２0１４ 年度に減少したが，その後緩やかに増加し ２0１8
年度には ２0１２ 年度をわずかに下回る水準となった
（２0１２ 年度に対して ２.１％減）。国内・外国出願別には，
２007 年度以降外国が国内を上回っており，２0１8 年度
は外国が 6２.6％を占めた。
群別には，A群が ２0１8 年度には ２0１２ 年度に対して

２１.9％増加したのに対し，B１ 群は同 ２7.４％減，B２ 群
が ３５.7％減となり，特許出願・登録への支出が ２0１２
年度以前よりも縮減した（図 ４）。

図 ４　特許出願・登録関係支出（国内・外国合計）の推移

（国内特許出願・登録関連支出）
国内特許出願・登録関連支出は，２0１２ 年度までは
増加し，それ以降は減少ないし横ばいで推移した。
２0１8 年度の支出額は 78５ 百万円であり，２0１２ 年度に
対して 9.３％減少した。毎年度特許出願を継続すれば，
過年度出願分の中間処理や維持年金等に要する費用が
増加すると考えられるため，新規出願に支出された額
はさらに減少したものとみられる。
群別には，A群は ２0１２ 年度以降も国内特許出願・

登録関係支出が増加し，２0１8 年度には ２0１２ 年度に対
して ２３.7％増加した。これに対し，B１群は同 ３３.４％減，

（14）	 運営資金の調査対象とした ２５大学について，２0１8 年度の特許出願・登録関係支出の合計を求め，当該年度の運営資金の合計で除して算出した。
（15）	「特許出願から中間処理等の権利化作業，登録後の維持にかかる特許事務所への手数料，特許庁に支払う費用について大学が負担した金額」

（UNITTサーベイ記入上の留意点）。
（16）	 イノベーション促進産学官対話会議産学官連携深化ワーキンググループ第 ３回（２0１6 年 １１ 月 ２ 日）配布資料 ４-４「大学知財マネジメントの重

要課題（科学技術振興機構後藤理事提出資料）」による。このなかで後藤氏は，JSTは大学の単独外国出願の殆どを支援してきたこと，JSTに
よる支援の減少に伴い大学の負担が増加していることを指摘している。（https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__
icsFiles/afieldfile/２0１6/１１/１0/１３79１３7_008.pdf）

（17）	 UNITTサーベイにおいては，JSTの支援により行った外国特許出願に係る費用は出願・登録関係支出に含まれる。

B２ 群は同 ３５.５％減となり，A群とは対照的な動きと
なった（図 ５）。

図 ５　国内特許出願・登録関係支出の推移

（外国特許出願・登録関連支出）
大学が外国特許出願・登録関連で支出した額は，
２007年度には早くも国内出願・登録関係支出を上回り，
その後も ２0１４ 年度まで増加が続いた。２0１５ 年度以降
は一転して減少傾向となり，２0１8 年度は １,３１４ 百万円
（ピークであった ２0１４ 年度に対して 9.１％減）となった
（図 6）。
外国特許出願・登録関連支出に関しても，A群とそ
の他のグループでは動きが異なった。A群は ２0１５ 年
度に一旦支出額が減少したが，その後は緩やかな増加
基調にある（２0１8 年度は ２0１２ 年度に対して ２１.0％増
加）。これに対して，B１ 群は ２0１４ 年度をピークとし
て支出額が急速に減少し（同 ２２.0％減），B２ 群は ２009
年から減少傾向が続いている（同 ３6.0％減）。
２0１５ 年度以降の外国特許出願・登録関連支出の減

少については，国立研究開発法人科学技術研究機構
（JST）の知財活用支援事業（権利化支援事業）の支援件
数の減少の影響が考えられる。同事業は，わが国大学
の外国特許出願・登録の多数を支援してきたが，２0１３
年度以降支援件数が急速に減少（16）しており，このこ
とは大学における外国特許出願・登録関係支出の減
少（17）（外国特許出願・登録件数の減少）の一因となっ
たと考えられる。
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よる支援の減少に伴い大学の負担が増加していることを指摘している。（https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__
icsFiles/afieldfile/２0１6/１１/１0/１３79１３7_008.pdf）

（17）	 UNITTサーベイにおいては，JSTの支援により行った外国特許出願に係る費用は出願・登録関係支出に含まれる。

B２ 群は同 ３５.５％減となり，A群とは対照的な動きと
なった（図 ５）。

図 ５　国内特許出願・登録関係支出の推移

（外国特許出願・登録関連支出）
大学が外国特許出願・登録関連で支出した額は，
２007年度には早くも国内出願・登録関係支出を上回り，
その後も ２0１４ 年度まで増加が続いた。２0１５ 年度以降
は一転して減少傾向となり，２0１8 年度は １,３１４ 百万円
（ピークであった ２0１４ 年度に対して 9.１％減）となった
（図 6）。
外国特許出願・登録関連支出に関しても，A群とそ
の他のグループでは動きが異なった。A群は ２0１５ 年
度に一旦支出額が減少したが，その後は緩やかな増加
基調にある（２0１8 年度は ２0１２ 年度に対して ２１.0％増
加）。これに対して，B１ 群は ２0１４ 年度をピークとし
て支出額が急速に減少し（同 ２２.0％減），B２ 群は ２009
年から減少傾向が続いている（同 ３6.0％減）。
２0１５ 年度以降の外国特許出願・登録関連支出の減
少については，国立研究開発法人科学技術研究機構
（JST）の知財活用支援事業（権利化支援事業）の支援件
数の減少の影響が考えられる。同事業は，わが国大学
の外国特許出願・登録の多数を支援してきたが，２0１３
年度以降支援件数が急速に減少（16）しており，このこ
とは大学における外国特許出願・登録関係支出の減
少（17）（外国特許出願・登録件数の減少）の一因となっ
たと考えられる。

● 10 ●
知財ジャーナル　2021

図 ６　外国特許出願・登録関係支出の推移

3．特許出願件数（国内・外国）
①　発明届出件数
大学の知的財産活動は研究者からの発明の開示から
始まる。発明届出件数は大学の知的財産活動にとって
最も重要な指標の一つである。
２006 年度以降の発明届出件数の推移をみると期間
を通じて緩やかな減少傾向が続いた（図 7）。２0１8 年度
の発明届出件数は ４,５08 件であり，２006 年度に対して
２３.５％，２0１２ 年度に対して ５.0％減少した。
一方，この期間，各大学が獲得した研究資金の
額（18）は一貫して増加した。このため，発明届出一件
当たりの研究資金（19）は次第に増加し，２0１２ 年度には
6１.6 百万円であったものが，２0１8 年度には 8３.５ 百万
円（２0１２ 年度に対して ３５.6％増）に達した。研究資金
の面からみた発明創作の効率は低下傾向にある。

図 ７　発明届出件数の推移

（18）	 UNITT サーベイは，研究資金に関する調査を ２0１0 年度から行っている。調査項目として「科学技術研究費補助金」，「その他政府系資金」及
び「民間からの資金」を設定しており，本稿ではその合計値を当該年度の研究資金の額とした。

（19）	 当該年度の研究資金の額を同年度の発明届出件数で除して算出した。
（20）	 大学と企業との共同出願の場合，わが国では多くの大学は出願・登録関係費用について共同出願相手企業に負担を求めるのが通例である。

このため，費用負担を伴う出願の多くは，大学単独出願である。
（21）	 出願件数全体から大学の費用負担のない出願件数を減じて算出した。

②　国内特許出願
（国内特許出願件数）
国内特許出願件数は，２0１２ 年度以降ほぼ横ばいな

いし微増で推移した。２0１8 年度の国内特許出願件数
は ３,808 件であり，２006 年度に対して １１.6％減少，
２0１２ 年度に対しては ３.２％増加した（図 8）。
群別には，２0１２ ～ ２0１8 年度の間にA群が ５.４％増，

B２群が9.0％増加したのに対し，B１群は４.１％減少した。

図 8　国内特許出願件数の推移

（大学の費用負担の有無別国内特許出願件数）
UNITT サーベイは，出願費用の全額を共願の相手
先企業が負担した出願（20）（以下，「大学の費用負担が
ない出願」という）件数を調査している。これによれば，
当初は大学の費用負担を伴う出願件数（21）が大学の費
用負担がない件数を上回っていたが，２0１0 年度頃か
らは費用負担を伴う出願と費用負担がない出願がほぼ
同数で推移した（２0１8 年度の大学の費用負担を伴う出
願件数の割合は ４8.0％）。国内特許出願の約半数が企
業の全額費用負担のもとに行われた。なお，大学が費
用負担する場合には，大学とともに企業が費用の一部
を負担する場合や公的資金の支援を受けて大学負担す
る場合が含まれることに注意が必要である。
大学の費用負担の有無別の出願件数の推移は，群に
よって状況が異なった。A群は，当初から大学の費用
負担がない出願件数の割合が高かったが，それが
２0１５ 年度に増加から減少に転じ，一方，大学の費用
負担を伴う出願件数は ２0１２ 年度以降増加傾向にある
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（２0１8 年度の大学の費用負担を伴う出願の割合は
４５.0％）。これに対して，B１ 群，B２ 群では，期間を
通じて大学の費用負担がない出願件数が増加する一方，
費用負担を伴う出願件数は減少ないし横ばいで推移し
た（２0１8 年度の大学の費用負担を伴う出願件数の割合
は，それぞれ ５３.7％及び ５0.9％）（図 9）。

図 9　国内特許出願件数の推移（群別・大学の費用負担の有無別）

（大学単独出願件数）
UNITTサーベイは，２0１３ 年度から国内特許出願件

数のうち大学単独出願件数を調査している。それによ
れば，２0１３ ～ ２0１8 年度の国内特許出願のうち，大学
単独出願の割合は ３6.6％（平均値）であった。この間
の国内特許出願の約 ３分の ２が企業等との共同出願で
あった。
群別には，A群が最も単独出願の割合が低く（同
３１.9％），B１ 群は同 ４５.0％，B２ 群は同 ４１.３％であった。
２0１8 年度のわが国大学の国内特許出願件数の
３４.8％が大学単独出願，残る 6５.２％が企業との共同出
願であり，また，国内出願件数の ５２.２％が大学の費用
負担を伴わない出願であった。大学単独出願に要する
費用は大学が全額負担していると考えられるので，企
業との共同出願については，約 80％が大学の費用負
担なしに，残りの ２0％は大学が何らかの費用負担を
伴って行われたことになる。

（発明届出件数に対する国内特許出願の割合）
発明届出件数が減少傾向にあることから，発明届出
件数に対する国内特許出願件数の割合（22）は ２006 年度
以降，増加傾向が続いており，２0１２ 年度には 77.7％
であったものが，２0１8 年度には 8４.５％と 6.8 ポイント

（22）	 当該年度の国内特許出願件数を同年度の発明届出件数で除して算出した。

上昇した。
知的財産活動を通じた社会実装の成果を高めるため
には，届出られた発明を事業化の観点から精査し，技
術移転の可能性の高い知的財産に経営資源を集中する
ことが効果的であると考えられることから，発明届出
をこれまで以上に奨励することが重要であると考えら
れる。

③　外国特許出願
（外国特許出願件数）
２006 ～ ２0１8 年度の外国特許出願件数は，期間を通
じて増加基調で推移した。２0１8 年度の出願件数は
２,9５３ 件であり，２0１２ 年度に対して １５.7％増加した。
また，群別の ２0１２ 年度と ２0１8 年度の間の増減は，
A群が ２２.6％増，B２ 群が 9.0％増であったが，B１ 群
は １.３％減と出願件数が減少した（図 １0）。

図 10　外国特許出願件数の推移

（大学の費用負担の有無別外国特許出願件数）
外国特許出願件数についても，当初は大学の負担を
伴う出願件数が大学の費用負担がない出願件数を上
回っていたが，２0１１ 年度以降は大学の費用負担がな
い出願件数が上回って推移した。２0１6 年度以降大学
の費用負担を伴う件数が増加したため，２0１8 年度は
両者がほぼ同数となった（２0１8 年度の費用負担を伴う
出願件数の割合は ４8.５％）。外国特許出願についても，
約半数が企業の全額費用負担のもとに行われた。
群別には，A群では，大学の費用負担がない件数が
２0１４ 年度から横ばい傾向にある一方，２0１１ 年度以降，
大学の費用負担を伴う件数が増加した（２0１8 年度の費
用負担を伴う件数の割合は ５２.１％）。これに対して，
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（２0１8 年度の大学の費用負担を伴う出願の割合は
４５.0％）。これに対して，B１ 群，B２ 群では，期間を
通じて大学の費用負担がない出願件数が増加する一方，
費用負担を伴う出願件数は減少ないし横ばいで推移し
た（２0１8 年度の大学の費用負担を伴う出願件数の割合
は，それぞれ ５３.7％及び ５0.9％）（図 9）。

図 9　国内特許出願件数の推移（群別・大学の費用負担の有無別）

（大学単独出願件数）
UNITTサーベイは，２0１３ 年度から国内特許出願件
数のうち大学単独出願件数を調査している。それによ
れば，２0１３ ～ ２0１8 年度の国内特許出願のうち，大学
単独出願の割合は ３6.6％（平均値）であった。この間
の国内特許出願の約 ３分の ２が企業等との共同出願で
あった。
群別には，A群が最も単独出願の割合が低く（同
３１.9％），B１ 群は同 ４５.0％，B２ 群は同 ４１.３％であった。
２0１8 年度のわが国大学の国内特許出願件数の
３４.8％が大学単独出願，残る 6５.２％が企業との共同出
願であり，また，国内出願件数の ５２.２％が大学の費用
負担を伴わない出願であった。大学単独出願に要する
費用は大学が全額負担していると考えられるので，企
業との共同出願については，約 80％が大学の費用負
担なしに，残りの ２0％は大学が何らかの費用負担を
伴って行われたことになる。

（発明届出件数に対する国内特許出願の割合）
発明届出件数が減少傾向にあることから，発明届出
件数に対する国内特許出願件数の割合（22）は ２006 年度
以降，増加傾向が続いており，２0１２ 年度には 77.7％
であったものが，２0１8 年度には 8４.５％と 6.8 ポイント

（22）	 当該年度の国内特許出願件数を同年度の発明届出件数で除して算出した。

上昇した。
知的財産活動を通じた社会実装の成果を高めるため
には，届出られた発明を事業化の観点から精査し，技
術移転の可能性の高い知的財産に経営資源を集中する
ことが効果的であると考えられることから，発明届出
をこれまで以上に奨励することが重要であると考えら
れる。

③　外国特許出願
（外国特許出願件数）
２006 ～ ２0１8 年度の外国特許出願件数は，期間を通
じて増加基調で推移した。２0１8 年度の出願件数は
２,9５３ 件であり，２0１２ 年度に対して １５.7％増加した。
また，群別の ２0１２ 年度と ２0１8 年度の間の増減は，
A群が ２２.6％増，B２ 群が 9.0％増であったが，B１ 群
は １.３％減と出願件数が減少した（図 １0）。

図 10　外国特許出願件数の推移

（大学の費用負担の有無別外国特許出願件数）
外国特許出願件数についても，当初は大学の負担を
伴う出願件数が大学の費用負担がない出願件数を上
回っていたが，２0１１ 年度以降は大学の費用負担がな
い出願件数が上回って推移した。２0１6 年度以降大学
の費用負担を伴う件数が増加したため，２0１8 年度は
両者がほぼ同数となった（２0１8 年度の費用負担を伴う
出願件数の割合は ４8.５％）。外国特許出願についても，
約半数が企業の全額費用負担のもとに行われた。
群別には，A群では，大学の費用負担がない件数が
２0１４ 年度から横ばい傾向にある一方，２0１１ 年度以降，
大学の費用負担を伴う件数が増加した（２0１8 年度の費
用負担を伴う件数の割合は ５２.１％）。これに対して，
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B１ 群，B２ 群は期間を通じて大学の費用負担を伴う件
数が減少ないし横ばいで推移し，費用負担がない件数
は増加した（同 ４0.４％及び ３6.7％）（図 １１）。

図 11　外国特許出願件数の推移（群別・大学の費用負担の有無別）

（大学単独出願件数）
外国特許出願のうち，２0１３ ～ ２0１8 年度の単独出願

の割合は ３0.３％（平均値）であり，国内特許出願と同
様に出願件数の約 ３分の ２が企業との共同出願であっ
た。群別には，A群が ２9.１％，B１ 群が ３４.５％，B２ 群
が ２9.２％であった。

4 ．国内特許登録件数（国内・外国）
①　国内特許登録件数
（国内特許登録件数）
国内特許登録件数は，大学の特許出願が本格化して
から間もない ２007 年度（23）にはわずか ３77 件であった
が，その後出願件数が毎年累積するのに伴って急速に
増加し，２0１２ 年度は ２,708 件（２006 年度の 7.２ 倍）に達
した。その後は一転して減少に転じ，２0１8 年度は
１,89４ 件（２0１２ 年度に対して ３0.１％減）となった（図 １２）。
群別では，A群が同 １8.6％減，B１ 群が同 ４２.３％減，
B２群が同４５.6％減とB１群，B２群の減少幅が大きかっ
た。
各大学における国内特許出願は ２00４ 年前後から毎

年度行われており，国内登録対象案件は一定数継続的
に発生していたものと考えられるため，２0１３ 年度以
降は登録案件の絞り込みがそれまで以上に厳密に行わ
れていたと推測される。

（23）	 特許登録件数は，２007 年度から調査対象に加えられた。

図 12　国内特許登録件数の推移

（大学の費用負担の有無別国内特許登録件数）
UNITT サーベイは，特許登録に関しても費用の全
額を共有権利者である企業が負担した登録件数を調査
している。これによれば，国内特許登録件数が全体と
して減少に転じた ２0１２ 年度以降は，大学の費用負担
がない登録件数がほぼ横ばいで推移した（２0１8 年度は
２0１２ 年度に対して ４.１％減）のに対し，大学の費用負担
を伴う件数は顕著に減少した（同 ５0.２％減）。２0１２ 年度
以降，国内特許登録件数が減少したのは，主に大学の
費用負担を伴う登録件数が減少したことによる（図 １３）。
また，群別にみると，２0１２ ～ ２0１8 年度の増減率は，
A群が ３５.0％減，B１ 群が ５6.0％減，B２ 群が 68.５% 減
であり，B１群，B２ 群の減少幅が大きかった。
２0１8 年度における国内特許登録件数に占める大学
の費用負担がない件数の割合は ５9.9％であり，２007
年度の １6.５％から ５３.４ ポイント急増した。国内特許
登録の約 6割が企業の全額費用負担のもとに行われた。

図 13　国内特許登録件数の推移（群別・大学の費用負担の有無別）
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（国内特許保有件数）
UNITTサーベイは，２0１３ 年度から特許保有件数を

調査している。これによれば，国内特許保有件数は，
２0１３ ～ ２0１8 年度の間一貫して増加し，２0１8 年度は
１6,66５ 件と ２0１３ 年度に対して ５３.３％増加した。この
間の増加件数 ５,797 件のうちA群の増加分が ４,077 件
（増加分の 70.３％），B１ 群が １,66２ 件（同 ２8.7％），B２
群が ５8 件（同 １.0％）であり，B２ 群では国内特許保有
件数がほとんど増加しなかった。

②　外国特許登録件数
（外国特許登録件数）
外国特許登録件数は，２007 年度には １３0 件に過ぎ
なかったが，その後は急増し，２0１8 年度には １,99５ 件
に達した（２0１２年度に対して２0１8年度は１8４.8％増加）
（図 １４）。
群別では，A群が同 78.５％増，B１ 群が同 ２0.0％増，
B２ 群が同 １１.２％増であり，A群の増加幅が大きかった。

図 1４　外国特許登録件数の推移

（大学の費用負担の有無別外国特許登録件数）
２0１8 年度の外国特許登録件数のうち，大学の費用
負担がない登録件数は １,２３３ 件，費用負担を伴う件数
は 76２ 件であり，大学の費用負担を伴う件数の割合は
３8.２％であった。当初は大学の負担を伴う登録件数が
多数であったが，その後費用負担がない登録件数が増
加し，２0１３ 年度以降は ４0％前後で推移した。外国特
許登録についても，その 6割が企業の全額費用負担の
もとに行われた。
大学の費用負担の有無別外国特許登録件数を群別に

（24）	 UNITT サーベイにおいてライセンス契約は，AUTMサーベイとの整合性を図るため，特許権に加え，実用新案権，意匠権，著作権，回路
配置利用権，育成者権，マテリアル提供（MTAによる）に基づく実施許諾契約（譲渡を含む）も対象となっている。
なお，UNITTサーベイにおいてライセンス件数は，契約単位の件数と権利単位の件数の両方を調査している。ここでは権利ベースの件数を
用いる。

みると，A群は，２0１8 年度の登録件数が ２0１２ 年度よ
りも ２9２ 件増加し，そのうち ４0.6％が大学の費用負担
を伴うものであったが，B１群は ２6 件の増加のうち費
用負担を伴うものは １４.１％にとどまり，B２ 群では １３
件増加したが，大学の費用負担を伴う件数は４0件減少
した（費用負担がない登録件数が ５３ 件増加）。（図 １５）

図 1５　外国特許登録件数の推移（群別・大学の費用負担の有無別）

（外国特許保有件数）
外国特許保有件数は，２0１３ ～ ２0１8 年度の間一貫し
て増加した。２0１8 年度の保有件数は １0,0２0 件であり，
２0１３ 年度の ２.２２ 倍となった。この間の増加件数 ５,４97
件のうち，A 群の増加分が ４,３２１ 件（増加分全体の
78.6％），B１ 群が １,0２6 件（同 １8.7％），B２ 群が １５0 件
（同 ２.7％）であり，増加分の大部分はA群によるもの
であった。

5 ．特許等のライセンス
①　新規ライセンス契約件数（24）

（新規ライセンス契約件数）
新規ライセンス契約件数は，２006 年度以降着実に
増加し，２0１8 年には ２006 年度に対して ３.３9 倍，２0１２
年度に対しては 7４.３％増となった（図 １6）。
また，２0１２ 年度から ２0１8 年度の増加幅は，A群が
88.３％増，B１ 群が ２7.２% 増，B２ 群が ５8.0％増であった。
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図 1６　新規ライセンス契約件数の推移

（大学単独保有の権利（25）によるライセンス契約件数の
割合）
新規ライセンス契約件数のうち，大学単独保有の権
利によるライセンス契約件数は，２0１３ 年度から調査
されている。これによれば，２0１３ ～ ２0１8 年度の新規
ライセンス契約件数のうち，大学単独保有の権利によ
るものは全新規ライセンス契約件数の ５0.8％（平均値）
を占めた。単純には比較できないが，同期間の特許出
願のうち大学単独出願件数の割合（国内 ３6.6％，外国
３0.３％）よりも ２0％程度高かった。

②�　当該年度にランニング・ロイヤルティ収入が得ら
れたライセンス契約件数
ランニング・ロイヤルティは，ライセンスされた技
術が実際の製品に継続的に活用されているものであり，
研究成果の社会実装の成果を示す重要な指標の一つで
ある。
当該年度にランニング・ロイヤルティ収入が得られ
たライセンス契約は，期間を通じて増加傾向にあり，
２0１8 年度は １,４２8 件（２0１２ 年度に対して 66.５％増）と
なった（図 １7）。
群別には，A群が同 78.9％増加，B１ 群が同 77.0％
増加したのに対し，B２群は １４.５％にとどまった。

（25）	 出願中のものも含めている。
（26）	 各大学のライセンス収入である「ランニング・ロイヤルティ収入」，「株式関連によるライセンス収入」，「それ以外の方式によるライセンス収

入」の合計から「他機関に支払った額」を差し引いた額。これらのうち，他機関に支払った額とは，例えば，技術移転活動を外部TLO等に委
託し，その対価そして支払った費用の額。
なお，「それ以外の方式によるライセンス収入」には著作権及び成果有体物によるものを含む。２0１8 年度における著作権及び成果有体物によ
るライセンス収入がネット・ライセンス収入に占める割合は，ネット・ライセンス収入の ４.１％及び １0.３％であった。

図 1７　当該年度にランニングロイヤルティ収入が得られた
ライセンス契約件数の推移

③　ライセンス収入
（ライセンス収入）
UNITTサーベイは，ライセンス収入が大学とTLO
で二重計上されることを回避するため，ネット・ライ
センス収入（26）を調査している。
調査期間中，ネット・ライセンス収入は一貫して増
加し，２0１8 年度には ４,077 百万円（２0１２ 年度に対して
１9５.9％増，２006 年度に対して ５.7 倍）となった（図 １8）。
知的財産活動の果実が次第に得られつつある。
群別にみると，A群が急増した。２0１8 年度は ２0１２
年度に対して ４.２7 倍（２0１２ 年度から ２0１8 年度の増加
分をほぼ独占した）となった。また，B１群はこの期間
に ５２.４％増加したが，B２群は逆に同 ３４.３％減少した。

図 18　ネットライセンス収入の推移



● 15 ●
知財ジャーナル　2021

（当該年度に １億円以上ロイヤルティ収入を獲得した
ライセンス契約件数）
ライセンス収入に関連して，UNITT サーベイでは，
当該年度に １億円以上のライセンス収入があったライ
センス契約の件数を調査している。これによれば，１
億円以上の収入があったライセンス契約は ２0１１ 年に
初めて報告された。その後は毎年度報告事例があり，
２0１8 年度までにのべ ２２ 件となった。そのうちの ２１
件は A群において契約されたものであった（他の １件
は B２ 群）（図 １9）。これらが A群におけるライセン
ス収入の増加に寄与していると考えられる。

図 19　当該年度に 1億円以上のライセンス収入があった
ライセンス契約件数

Ⅳ　まとめ及び今後の課題

1．同一の大学を対象とした時系列データの
作成
UNITT サーベイを基礎資料として，同一の大学を
対象として，大学の知的財産活動に関する １３ 年間に
わたる時系列データを作成した。この期間は，わが国
大学が知的財産活動を本格的に開始してから直近まで
の期間であり，また，大学が政府による強力な政策支
援のもとに開始した知的財産活動の自立化に取り組ん
だ期間でもある。本稿により得られたデータは，この
間における大学の対応状況を明らかにするものである。
また，UNITT サーベイは，他の調査では取り扱わ
れていない産学連携部門やTLOの人員構成，運営資
金，知的財産活動関連支出等知的財産活動を行う組織
の運営に関する情報も対象としている。本稿では，特
に，知的財産活動を支える資金に着目し，知的財産の
創出からライセンスまでの各段階の活動について状況
を把握した。

2 ．2013 年度以降の大学における特許出願・
登録の状況と課題

（２0１３ 年度以降の動向）
大学産学連携部門の運営資金に対する公的資金が激
減した ２0１３ 年度以降の特許出願・登録関係支出は，
年度により増減があったが，２0１8 年度には ２0１２ 年度
をやや下回る水準となった。出願・登録に対する支出
の面からみれば，この間，わが国大学における特許出
願・登録活動は全体としては拡大しなかったと言える。
群別には異なる傾向がみられた。知的財産活動の規
模が相対的に大きいA群では，出願・登録関係費用
が増加（活動規模が拡大）し，相対的に小さいB１，B２
群では減少（活動規模が縮小）した。
一方，特許出願件数を見ると，国内特許出願数は
２0１３ 年度以降ほぼ横ばいで推移し，外国特許出願は
増加基調で推移した。国内特許出願が増加しなかった
背景には，この期間発明届出件数が減少傾向であった
ことが影響していると考えられる。
特許出願についても，群により異なる傾向がみられ
た。A群では，国内・外国とも大学の費用負担を伴う
出願（多くは単独出願）が増加し，費用負担のない出願
（ほとんどが企業との共同出願）が減少した。大学組織
で行う活動は，あらかじめ設定された予算の中で行わ
れるのが通常であると考えられるので，支出の増加に
つながるこのような出願傾向は，組織としての方針の
もとに行われたと考えられる。
B１，B２ 群では，逆に費用負担を伴う出願が減少し，
費用負担を伴わない出願が増加した。このことは，出
願関係支出の制約があり，そのなかでベストプラク
ティスを目指した結果であると推測しても不合理では
ないであろう。
また，特許登録件数については，２0１３ 年度以降国
内・外国とも大学の費用負担を伴うものが費用負担を
伴わないものよりも抑制的に取り扱われた。特許登録
については，出願された発明の技術移転可能性判断が
的確に行われれば，特許登録に至る前に活用あるいは
放棄等の対応が可能であるため，登録件数の増減がそ
のまま大学の知的財産力に影響するとは言えないが，
費用面を理由に権利化を過度に抑制することがあれば，
知的財産ポートフォリオの適切な形成を損なうことが
懸念される。

（特許出願・登録活動の含意と今後の課題）
大学から企業への技術移転の場合，共同出願特許に
比べ単独出願特許の方がライセンスに結びつきやすい
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の期間であり，また，大学が政府による強力な政策支
援のもとに開始した知的財産活動の自立化に取り組ん
だ期間でもある。本稿により得られたデータは，この
間における大学の対応状況を明らかにするものである。
また，UNITT サーベイは，他の調査では取り扱わ
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年度により増減があったが，２0１8 年度には ２0１２ 年度
をやや下回る水準となった。出願・登録に対する支出
の面からみれば，この間，わが国大学における特許出
願・登録活動は全体としては拡大しなかったと言える。
群別には異なる傾向がみられた。知的財産活動の規
模が相対的に大きいA群では，出願・登録関係費用
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増加基調で推移した。国内特許出願が増加しなかった
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ことが影響していると考えられる。
特許出願についても，群により異なる傾向がみられ
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出願（多くは単独出願）が増加し，費用負担のない出願
（ほとんどが企業との共同出願）が減少した。大学組織
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もとに行われたと考えられる。
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費用負担を伴わない出願が増加した。このことは，出
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ティスを目指した結果であると推測しても不合理では
ないであろう。
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放棄等の対応が可能であるため，登録件数の増減がそ
のまま大学の知的財産力に影響するとは言えないが，
費用面を理由に権利化を過度に抑制することがあれば，
知的財産ポートフォリオの適切な形成を損なうことが
懸念される。

（特許出願・登録活動の含意と今後の課題）
大学から企業への技術移転の場合，共同出願特許に
比べ単独出願特許の方がライセンスに結びつきやすい
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ことが知られており（27），本稿の調査結果もこのことを
支持している（28）。A群の出願傾向は，出願に関する費
用は増加するが，知的財産活動の成果を高めることに
つながると考えられる。B１，B２ 群についても，ライ
センスの成果を得るためには，特許出願・登録に対す
る支出の増加と事業化の可能性を秘めた魅力的な発明
への資源集中による知的財産の充実が必要であろう。
基本特許を大学単独で取得し，それを基に，企業と
の共同研究につなげることにより，大きな技術移転成
果を得ることができる。また，大きな成果を目指す際
には，外国出願は欠かせない。外国出願における
JST による支援の減少を補う活動資金の増加が課題
である。
また，B１群（国立大学）とB２群（私立大学）の間では，
特許出願・登録活動に関する傾向の特徴的な差異はみ
られなかった。設立主体の差が，知的財産活動に及ぼ
す影響は大きくないことが示唆される。
大学の研究成果の企業への技術移転を実現するため
には，技術移転を担う産学連携部門のスキル向上と技
術移転の対象となる知的財産の充実の両面が必要であ
る。前者については，本調査の対象とした大学はいず
れも約 ２0 年の技術移転活動の経験を経ており，また，
技術移転の促進に有効なプレマーケティング手法を紹
介する「大学技術移転のロールモデル（29）」の公表，先
進的なTLOが潜在力のある大学とネットワーク形成
して産学連携の促進を目指す文部科学省「イノベー
ションマネジメントハブ形成支援事業（30）」（２0１9 年度
～）が実施されており，技術移転人材の育成に関して
は，UNITT による研修の実施，技術移転人材の国際
的な資格制度であるRTTP（国際認定・技術移転プロ
フェッショナル）の取得促進など，様々な支援策が講
じられている。
一方，技術移転の対象となる知的財産の充実につい
ては各大学に委ねられるが，活動を支える知的財産関
係支出が減少傾向にある大学が多い。本調査の対象と
した ３５ 大学のうち，２0１8 年度の特許出願・登録関係
支出が 6年前の ２0１２ 年度に比べて増加した大学は １５
校にとどまり，残る ２0 校は減少していた。
本調査の結果は，将来の果実を得るための先行投資
である知的財産活動を戦略的に進め，大学の研究成果
の社会実装を促進する観点から，知的財産の充実につ

（27）	 金井昌宏「大学等の単独保有特許と技術移転成果との関係」産学連携学，Vol.１４，No.２（２0１8）等。
（28）	 前述の（大学単独所有の権利によるライセンス契約件数の割合）を参照されたい。
（29）	 JST	website（https://www.jst.go.jp/chizai/news/doc/role_model_２0１6１１0２.pdf）
（30）	 文部科学省website（https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/１４１５8１５.htm）

ながる知的財産関係支出の確保及びそれに対する支援
の充実が課題であることを示している。

Ⅴ　おわりに

データに基づく効果的な産学連携が求められるなか，
UNITT サーベイは有益な示唆を与えてくれる貴重な
資料である。本稿では，知的財産活動に関する資金面
に着目したが，このほかにも有益な情報が提供されて
いる。UNITT サーベイが今後とも継続され，活用さ
れることを期待したい。

（謝辞）
本稿の作成に当たり，データへのアクセスを承認い
ただき，また有益なご助言をいただいた一般社団法人
大学技術移転協議会及び羽鳥賢一氏，福田猛氏に対し
て，この場をお借りして心より感謝申し上げる。
	 （２0２１ 年 １ 月 8 日投稿）
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論　説

著作者名の省略に関する一考察
齋藤　崇（＊）

著作者は自己の著作物について，実名にせよ，変名にせよ，自己の氏名をつけることがある。これは，著作権
法において規定されている著作者人格権のうち，氏名表示権（19 条）によって保障されている。もっとも，氏名
表示権は制限される場合もあり，このうち，19 条 3 項では，著作者名を省略することができる場合について規
定されている。ただ，同一性保持権の制限規定であるやむを得ない改変についての 20 条 2 項 4 号と比較して，
19 条 3 項の議論が活発に展開されてきたとはいい難い。しかし，19 条 3 項の解釈に関する従前の議論であったり，
近時の最高裁判決の判示事項以外の部分において，さらに検討すべき課題があったりすること等に鑑みると，よ
りさまざまな議論が展開されていくと思われる。このような事情に鑑みて，本稿では，氏名表示権の制限規定の
一つである 19 条 3 項に関して考察する。

（＊）	 日本大学法学部助教
（1）	 本稿では，条文については別途表記しない限り，著作権法の条文を示す。
（2）	 さしあたり，上野達弘「著作物の改変と著作者人格権をめぐる一考察（一）─ドイツ著作権法における「利益衡量」からの示唆─」民商法雑誌第

120巻第4・5号（平成11年）748-779頁，上野達弘「著作物の改変と著作者人格権をめぐる一考察（二・完）─ドイツ著作権法における「利益衡量」
からの示唆─」民商法雑誌第 120 巻第 6号（平成 11 年）925-969 頁などがある。

（3）	 小倉秀夫・金井重彦編『著作権法コンメンタール〈改訂版〉Ⅰ』（第一法規，2020 年）493 頁〔山本順一〕。また，中山信弘『著作権法〔第 3版〕』（有
斐閣，2020 年）637 頁では，「4号の規定ぶりはいわゆる「小さい一般条項」とでも称すべきものであり，1号から 3号で具体的例外事由を掲げ，
4号でそれと同程度の事由が存する場合の規定と解されている。」と述べられている。

（4）	 この点を指摘するものとして，田村善之「リツイートにシステム上伴うトリミングにより著作者名が表示されなかったことについて氏名表示
権侵害を肯定した最高裁判決～リツイート事件最高裁判決（令和 2 年 7 月 21 日言渡）の検討～」WLJ 判例コラム第 213 号（文献番号：
2020WLJCC025）16 頁。（http://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20201005.pdf）

Ⅰ．はじめに
Ⅱ．氏名表示権の制限規定をめぐる議論
1．氏名表示権の立法趣旨
2．氏名表示権の制限規定
3．19 条 3 項に係る裁判例の紹介
（ 1）　肯定例
（ 2）　否定例
（ 3）　検討

Ⅲ．技術的な仕様に伴う著作者名の省略
1．リツイート事件最高裁判決
（ 1）　事実の概要
（ 2）　判旨
2．検討

Ⅳ．考察
Ⅴ．おわりに

Ⅰ．はじめに

著作者は自己の著作物について，実名にせよ，変名
にせよ，自己の氏名をつけることがある。これは，著
作権法（1）において規定されている著作者人格権のうち，

氏名表示権（19 条）によって保障されている。
ところで，著作権法には権利制限規定が置かれてお
り（30 条以下），これらに該当するものであれば，著
作権による権利行使は制限され，著作権侵害が否定さ
れる。
もっとも，上記の権利制限規定は，あくまでも著作
権については及ぶが，著作者人格権については及ばな
いため（50 条），著作者人格権の場合は，著作者人格
権ごとに規定されている権利制限規定によってその権
利行使が制限され，著作者人格権侵害が否定される。
著作者人格権の制限規定をめぐる議論には，同一性
保持権の制限規定である「前 3号に掲げるもののほか，
著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らし
やむを得ないと認められる改変」（20 条 2 項 4 号）の
解釈のあり方に関するものが多く，その議論も活発に
行われている（2）。これは，同一性保持権の制限規定で
ある「やむを得ない改変」（20 条 2 項 4 号）が，一般条
項（3）としての性格を有しているからであろう。
さて，一般条項としての性格を有している権利制限
規定は，氏名表示権にも存在している（4）。それは，著
作者名の省略（19 条 3 項）についての規定であり，こ
の 19 条 3 項という著作者名の省略についての権利制
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限規定も，20 条 2 項 4 号と同様に一般条項としての
性格を有しているものであるため（5），その解釈に柔軟
性をもたせることができる。
また，学説では，「19 条 3 項の内容は抽象的であり，
裁判例の蓄積によって明らかにされていく性質のもの
である。」（6）という見解が述べられており，さらに現行
法の起草担当者は，19 条 3 項の解釈指針について「…
本項は拡大解釈されて適用される危険性の高い規定で
ありまして，それを避けるためにも著作権界に公正な
慣行が確立されて歯止めとなるよう期待したいところ
です。」（7）と述べられている。
20 条 2 項 4 号と比較して，19 条 3 項の議論が活発
に展開されてきたとはいい難いところがあるが，上記
に鑑みると，著作者人格権に関する議論として 19 条
3 項について検討することには意味があると考えられ
る。また，後述する近時の最高裁判決の判示事項以外
の部分において，さらに検討すべき課題が顕現化して
いる。19 条 3 項の解釈に関する従前の議論の検討に
加えて，この最高裁判決も 19 条 3 項の解釈に関する
素材の一つとして検討してみる余地があろう。
このような事情に鑑みて，本稿では，氏名表示権の
制限規定の一つである 19 条 3 項に関して考察する。

Ⅱ．氏名表示権の制限規定をめぐる議論

1．氏名表示権の立法趣旨
氏名表示権は，「著作者は，その著作物の原作品に，
又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し，
その実名若しくは変名を著作者名として表示し，又は
著作者名を表示しないこととする権利を有する。その
著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供
又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示につい
ても，同様とする。」と規定されている（19 条 1 項）。
その立法趣旨は，「…著作者の創作という個人的事
実によって生ずる著作者と著作物の人格的不離一体性
に着目し，その人格的利益を保護するために，著作者

（5）	 田村・前掲註（4）16 頁。
（6）	 諏訪野大「氏名表示権と公正な慣行〔セキスイツーユーホーム事件〕」小泉直樹・田村善之・駒田泰土・上野達弘編『著作権判例百選［第 5版］』

（有斐閣，2016 年）87 頁。
（7）	 加戸守行『著作権法逐条講義	六訂新版』（著作権情報センター，平成 25 年）172 頁。
（8）	 加戸・前掲註（7）170 頁。
（9）	 田村善之『著作権法概説	第 2 版』（有斐閣，2001 年）427 頁。
（10）	 田村・前掲註（9）427 頁。
（11）	 中山・前掲註（3）605 頁。
（12）	 ほかに，行政機関情報公開法等との関係においても氏名表示権は制限されるが（19 条 4 項），本稿では割愛する。

がその著作物の創作者であることを主張する権利を認
める趣旨に出たものであります。」（8）と説明されている。
ちなみに，私的領域であれば，著作権は権利制限規
定（30 条 1 項）により，その権利行使が制限されるが，
前述のように，著作者人格権である氏名表示権はその
影響を受けないと規定されている（50 条）。また，「氏
名表示権は，複製物に関しては，公衆への提供，提示
される場合に及ぶに止まる。裏からいえば，著作者は，
私的な場面で著作物が複製される場合，自己の意に添
わない氏名の表示が行われたとしても，これを問責す
ることはできないことになる。」（9）と解されており，
「著作物の原作品に関しては，公衆への提供または提
示は要件とされていない。したがって，著作者は，原
作品に自己の同意のない著作者名表示が行われる場合，
それが私的な領域に止まっているとしても，これを氏
名表示権侵害として禁止することができる。原作品に
対しては，複製物とは異なる特別の人格権を認めたも
のであろう。」（10）と解されている。

2 ．氏名表示権の制限規定
もっとも，利用者は著作物を利用するにあたって，
氏名表示権の権利制限規定によりその侵害が否定され
る。氏名表示権の権利制限規定が設けられているのは，
「氏名表示権を厳格に貫くと著作物の円滑な流通・利
用に不都合をもたらすおそれがある」（11）ことがその謂
れである。
氏名表示権の制限規定には，次の二つがある（12）。
まず，一つ目の氏名表示権の制限規定として，「著
作物を利用する者は，その著作者の別段の意思表示が
ない限り，その著作物につきすでに著作者が表示して
いるところに従つて著作者名を表示することができ
る。」と規定されている（19 条 2 項）。
この 19 条 2 項の規定は，「第 2 項は，既に著作者
によって表示されている著作者名をそのとおり表示
して著作物を利用することは著作者の人格を傷つけ
るものではないところから，著作物を利用する者は，
著作者から別段の意思表示がない限り，既に表示され
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た著作者名を表示することができる旨を定めておりま
す。」（13）と説明されている。ちなみに，学説では，改
変された著作物の場合について，「…利用者のところ
で著作物が改変される場合には，原著作物の既存の表
示方法に従った表示をなすことで氏名表示権侵害を免
れることは許されないと解される。」（14）という見解も
述べられている。
次に，二つ目の氏名表示権の制限規定として，「著
作者名の表示は，著作物の利用の目的及び態様に照ら
し著作者が創作者であることを主張する利益を害する
おそれがないと認められるときは，公正な慣行に反し
ない限り，省略することができる。」と規定されている
（19 条 3 項）。
この 19 条 3 項の規定は，「第 3項は，著作者の人格
的利益を損うおそれがなく，かつ，社会的実態として
必要妥当性が認められる一定の場合に，著作者名の表
示を省略することができる旨を定めた規定です。」（15）

と説明されている。
19 条 3 項の各要件の解釈については，現行法の起
草担当者によると，次のように説明されている。
「「著作物の利用の目的及び態様に照らし」といいま
すのは，著作物の利用の目的が閉鎖的な範囲内におけ
る内部的利用であって著作者名表示が問題とならない
場合，例えば自分の研究用にコピーをとる場合とか，
あるいは著作物の利用態様が著作者名表示になじまな
い場合，例えばバック・グラウンド・ミュージックと
して音楽の曲をメドレー演奏するというような場合と
か，著作物利用の性質からして著作者名表示の必要性
がないか著作者名表示が極めて不適切であるような
ケースを指します。」（16）

「「著作者が創作者であることを主張する利益を害す
るおそれがないと認められるとき」といいますのは，
裏返していいますと，著作者名表示が省略されること
によって，著作者名を意図的に隠匿したと考えられる
場合とか，別の人が著作者ではないかという誤解を招
くおそれがある場合とか，あるいはこの作品は著作名
表示がないから無名作品であるという錯覚を抱かせる

（13）	 加戸・前掲註（7）171 頁。
（14）	 田村・前掲註（9）430 頁。
（15）	 加戸・前掲註（7）171 頁。
（16）	 加戸・前掲註（7）172 頁。
（17）	 加戸・前掲註（7）172 頁。
（18）	 加戸・前掲註（7）172 頁。
（19）	 小倉ほか・前掲註（3）462 頁〔山本順一〕。
（20）	 小倉ほか・前掲註（3）462 頁〔山本順一〕。
（21）	 中山・前掲註（3）606 頁。
（22）	 田村・前掲註（4）13 頁。

ような場合とか，そういうケースに該当しない場合を
いうことです。」（17）

「「公正な慣行に反しない限り」といいますのは，音
楽のメドレー演奏のように演奏最中における著作者名
アナウンスが不可能な場合でも，演奏会ならプログラ
ム配布とか，テレビ放送ならテロップ挿入とかいう公
正な社会慣行があれば，それに従って表示する必要が
あるということであります。」（18）

また，19 条 3 項の各要件の解釈については，別の
論者の見解によると，次のように説明されている。
「「著作者が創作者であることを主張する利益」とい
うのは，文言からすれば著作者の主観が投影された個
体差の大きなもののように読めるが，予見可能性，法
的安定性の要請から一定程度客観的な利益でなければ
ならない。だとすれば，平均的な著作者を想定したと
き（これを通常人（英米法でいうところの reasonable	
person）と呼んでもかまわない），当該著作物の具体的
な利用のされ方が創作者である著作者の社会経済的利
益の目に見えるであろう減少，業界における創作者と
しての自負心の毀損，精神的安寧の破綻を招来するで
あろうことが認識できる客観的状況の把握が前提とな
る。」（19）

「「公正な慣行」とは，それぞれの著作物の種類に
よって異なるが，その特定の著作物の種類に見合って
社会的に成立している通常の利用のされ方をい
う。」（20）

さらに，この「公正な慣行」要件について，学説では，
「…慣行とはあくまでも「公正」な慣行のことを指し，
単に業界で広く行われているというだけでは足りな
い。」（21）という見解も述べられている。
また，19 条 2 項と 19 条 3 項の解釈のあり方の違い
については，19 条 2 項は「定型的」に氏名表示権侵害
を否定するものであり，19 条 3 項は「著作物の利用の
目的及び態様に照らし」という要件があるため，「利益
衡量」によって氏名表示権侵害を否定するものである
という旨の見解が示されている（22）。
ともあれ，このようにみてみると，19 条 3 項の解
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よって異なるが，その特定の著作物の種類に見合って
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さらに，この「公正な慣行」要件について，学説では，
「…慣行とはあくまでも「公正」な慣行のことを指し，
単に業界で広く行われているというだけでは足りな
い。」（21）という見解も述べられている。
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釈にあたっては，さまざまな事情に鑑みて柔軟に解釈
することが許されるものであると解される。ただし，
前述のように，現行法の起草担当者は，19 条 3 項の
解釈指針について「…本項は拡大解釈されて適用され
る危険性の高い規定でありまして，それを避けるため
にも著作権界に公正な慣行が確立されて歯止めとなる
よう期待したいところです。」（23）とも述べられており，
その適正な解釈のあり方に留意する必要がある。

3 ．19 条 3 項に係る裁判例の概観
前述のように，19 条 3 項が適用されることによっ
て氏名表示権の権利行使が制限され，すなわち，著作
者名の表示を欠く（省略される）場合であっても，氏名
表示権侵害が否定されることになる。
そこで，ここでは，19 条 3 項の適用可否について
争われた従前の裁判例について，その判旨を肯定例
（侵害否定）と否定例（侵害肯定）に分けて紹介する（24）。

（ 1）　肯定例
〈バス車体絵画事件〉（25）

「…被告書籍には，原告作品を車体に描いた本件バ
スの写真が，表紙の中央に大きく，また，本文 14 頁
の左上に小さく，いずれも，原告作品の特徴が感得さ
れるような態様で掲載されているが，他方，被告書籍
は，幼児向けに，写真を用いて，町を走る各種自動車
を解説する目的で作られた書籍であり，合計 24 種類
の自動車について，その外観及び役割などが説明され
ていること，各種自動車の写真を幼児が見ることを通
じて，観察力を養い，勉強の基礎になる好奇心を高め
るとの幼児教育的観点から監修されていると解される
こと，表紙及び本文 14 頁の掲載方法は，右の目的に
照らして，格別不自然な態様とはいえないので，本件
書籍を見る者は，本文で紹介されている各種自動車の
一例として，本件バスが掲載されているとの印象を受
けると考えられること等の事情を総合すると，原告作
品が描かれた本件バスの写真を被告書籍に掲載し，こ
れを販売することは，「専ら」美術の著作物の複製物の

（23）	 加戸・前掲註（7）172 頁。
（24）	 下記裁判例の選定については，諏訪野・前掲註（6）86-87 頁，志賀典之「氏名表示権と公正な慣行〔歴史小説事件〕」小泉直樹・田村善之・駒田

泰土・上野達弘編『著作権判例百選［第 6班］』（有斐閣，2019 年）66-67 頁を参考にした。
（25）	 東京地判平成 13・7・25 判時 1758 号 137 頁，判タ 1067 号 297 頁。ちなみに，本件は，46 条柱書および 46 条 4 号該当性が主な争点として判

断された事案である。したがって，本件の評釈は，46 条柱書および 46 条 4 号に関するものとなる。この点については，村井麻衣子「アクセ
ス可能な著作物に対する公衆の利用の自由─はたらくじどうしゃ事件─」知的財産法政策学研究Vol.10（2006 年）247-260 頁，小島立「公開美
術著作物の利用〔バス車体絵画事件〕」小泉直樹・田村善之・駒田泰土・上野達弘編『著作権判例百選［第 5版］』（有斐閣，2016 年）162-163 頁，
吉田広志「公開美術著作物の利用〔バス車体事件〕」小泉直樹・田村善之・駒田泰土・上野達弘編『著作権判例百選［第 6班］』（有斐閣，2019 年）
154-155 頁などがある。

（26）	 大阪地判平成 17・1・17 判時 1913 号 154 頁。
（27）	 知財高判平成 28・6・29 裁判所ウェブサイト。

販売を目的として複製し，又はその複製物を販売する
行為には，該当しないというべきである。」
「なお，被告書籍中に，原告作品の著作者氏名の表
示はされていない。しかし，前記のとおり，被告書籍
における著作物の利用の目的及び態様に照らし，著作
者氏名を表示しないことにつき，その利益を害するお
それがないと認められる。」

〈セキスイツーユーホーム事件〉（26）

「本件写真は，「セキスイツーユーホーム」の宣伝誌
である「ツーユー評判記」に掲載するために，すなわち
「セキスイツーユーホーム」の宣伝広告に用いる目的で
撮影されたものであるところ，本件使用も，まさに
「セキスイツーユーホーム」の広告である新聞広告に用
いたものである。そして，原告本人尋問の結果によれ
ば，一般に，広告に写真を用いる際には，撮影者の氏
名は表示しないのが通例であり，原告も従来，この通
例に従ってきたが，これによって特段損害が生じたと
か，不快感を覚えたといったことはなかったことが認
められる。」
「上記の事情に照らせば，本件使用は，その目的態
様に照らし，原告が創作者であることを主張する利益
を害することはなく，公正な慣行にも合致するものと
いえるから，同項によって原告の氏名表示を省略する
場合に該当するというべきである。」
「この点につき，原告は，本件使用は無断使用であ
ることを理由に，同項の適用はない旨主張する。しか
しながら，著作者人格権と著作権は別個の権利であり，
前者は著作者に専属するものであるのに対し，後者は
著作者が他者に譲渡することができるものであること
に照らせば，著作物の使用が著作権者の許諾を受けた
ものであるか否かは，同項の適用の可否とは関係がな
いものというべきである」

〈怪獣ウルトラ図鑑復刻版事件〉（27）

「本件書籍における氏名表示の方法は，2ページの
目次の左側に「さし絵」と記載した欄があり，そこに控
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訴人を含む 6名の氏名を列記するというものであると
ころ，控訴人は，本件書籍におけるように，イラスト
ごとに著作者名を表示するのではなく，特定のページ
にその氏名をまとめて表示した場合，どのイラストを
誰が描いたのか全く分からないから，このような方法
は，著作権法 19 条が氏名表示権を規定する趣旨を没
却するものであり，許されない旨主張する。」
「しかし，…〔1〕本件書籍がテレビ番組に登場する
主人公，武器，怪獣等を専ら子供向けに紹介する図鑑
であり，本文を構成する約 170 ページのほとんどの
ページに大なり小なりイラスト又は写真が掲載されて
いること，〔2〕本件書籍の原書籍においても，本件書
籍におけるのと同様の表示がされていたことに加え，
…単行本として発行される図鑑や事典において，そこ
に含まれるイラストの著作者が複数いる場合，イラス
トごとにそれに対応する作成者の氏名を表示せず，冒
頭や末尾に一括して作成者の氏名を表示することも一
般的に行われていると認められることに照らせば，本
件書籍の内容や体裁において，イラストごとにそれに
対応する作成者の氏名が表示されていなければ氏名表
示がされたことにならないとまでいうことはできず，
本件書籍における氏名表示の方法が，公正な慣行に反
し，控訴人の本件イラストに係る氏名表示権を侵害す
るものであるということはできない。」

〈歴史小説事件〉（28）

「仮にそうでないとしても，同条 3項は，「著作者名
の表示は，著作物の利用の目的及び態様に照らし著作
者が創作者であることを主張する利益を害するおそれ
がないと認められるときは，公正な慣行に反しない限
り，省略することができる」と規定するところ，そも
そも，…本件において著作権（複製権，翻案権）侵害が
認められるのは，被告各番組のうち，被告番組 1につ
いては被告番組 1-2-1，被告番組 2については被告番
組 2-5-6，被告番組 3 については被告番組 3-4-6，被
告番組 4については被告番組 4侵害認定表現部分，被
告番組 5については被告番組 5侵害認定表現部分に限
られ，ほとんどの部分において複製権侵害，翻案権侵
害のいずれも成立していないこと，そして，前記のと
おり被告各番組のエンドロールにおける上記表示にお
いて，「参考文献」として原告各小説が原告の実名とと
もに表示されており，かかる表示態様である以上，被

（28）	 知財高判平成 28・6・29 裁判所ウェブサイト。なお，本件では，氏名表示権侵害の成否についての原判決（東京地判平成 27・2・25 裁判所ウェ
ブサイト）における判断部分が引用されている。

（29）	 東京地判平成 5・1・25 判時 1508 号 147 頁，判タ 870 号 258 頁。

告各番組が原告各小説に依拠して制作されたことが十
分に感得できること，この点，…被告は，シリーズ
「THEナンバー 2～歴史を動かした陰の主役たち」の
テレビ番組において，被告各番組と同様に，その回の
主要参考文献とした作品については，番組のエンド
ロールにおいて「参考文献」として当該作品のタイトル
とその著者名を併記したものを字幕表示していたこと
が認められること，それらの諸事情を総合すると，本
件においては「著作物の利用の目的及び態様に照らし
著作者が創作者であることを主張する利益を害するお
それがない」（同条 3項）と認めるのが相当である。」
「また，歴史小説を題材に制作されたテレビ番組に
おいて，番組のエンドロールにおいて題材にされた歴
史小説のタイトルとその著者名を併記したものを字幕
表示するという方法は，通常行われる方法であるとい
えるところ，被告が被告各番組において行った前記の
表示態様は，上記の方法に沿って行われたものである
から，「公正な慣行に反しない」（同項）ものであると
認めるのが相当である。」

（ 2）　否定例
〈ブランカ事件〉（29）

「…雑誌ブランカの予定読者，発行部数，一号毎，
一頁毎の写真の使用枚数，その写真の著作者，提供者
が多数であること，中頁に使用される写真は，主とし
て記事の臨地感を持たせ，読者の興味を惹くためのも
のではあるが，本件掲載写真の中には撮影対象につい
て説明が付けられて，単に記事を引き立てるだけでな
く，記事とは独立して写真自体により観光地の景観等
を読者に紹介しているものもあり，また，世界の観光
地の風景，施設，観光対象という撮影対象の性質上，
写真の美的印象，構図，カメラアングル，露光時間，
シャッターチャンス等に著作者の力量が表れ，写真自
体が読者の関心を惹くことも充分考えられることを考
え合わせれば，右のような中頁に使用される写真につ
いても著作者である原告が創作者であることを主張し，
他人の著作物と区別することを求める利益は充分に是
認することができ，他方，たとえ，全ての個々の写真
毎にその脇に著作者名を表示することが不適切な場合
があったとしても，頁毎，あるいは記事のまとまり毎
に写真を特定して著作者を表示することまでも不適切
とする事情は認められないから，中頁に使用された本
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訴人を含む 6名の氏名を列記するというものであると
ころ，控訴人は，本件書籍におけるように，イラスト
ごとに著作者名を表示するのではなく，特定のページ
にその氏名をまとめて表示した場合，どのイラストを
誰が描いたのか全く分からないから，このような方法
は，著作権法 19 条が氏名表示権を規定する趣旨を没
却するものであり，許されない旨主張する。」
「しかし，…〔1〕本件書籍がテレビ番組に登場する
主人公，武器，怪獣等を専ら子供向けに紹介する図鑑
であり，本文を構成する約 170 ページのほとんどの
ページに大なり小なりイラスト又は写真が掲載されて
いること，〔2〕本件書籍の原書籍においても，本件書
籍におけるのと同様の表示がされていたことに加え，
…単行本として発行される図鑑や事典において，そこ
に含まれるイラストの著作者が複数いる場合，イラス
トごとにそれに対応する作成者の氏名を表示せず，冒
頭や末尾に一括して作成者の氏名を表示することも一
般的に行われていると認められることに照らせば，本
件書籍の内容や体裁において，イラストごとにそれに
対応する作成者の氏名が表示されていなければ氏名表
示がされたことにならないとまでいうことはできず，
本件書籍における氏名表示の方法が，公正な慣行に反
し，控訴人の本件イラストに係る氏名表示権を侵害す
るものであるということはできない。」

〈歴史小説事件〉（28）

「仮にそうでないとしても，同条 3項は，「著作者名
の表示は，著作物の利用の目的及び態様に照らし著作
者が創作者であることを主張する利益を害するおそれ
がないと認められるときは，公正な慣行に反しない限
り，省略することができる」と規定するところ，そも
そも，…本件において著作権（複製権，翻案権）侵害が
認められるのは，被告各番組のうち，被告番組 1につ
いては被告番組 1-2-1，被告番組 2については被告番
組 2-5-6，被告番組 3 については被告番組 3-4-6，被
告番組 4については被告番組 4侵害認定表現部分，被
告番組 5については被告番組 5侵害認定表現部分に限
られ，ほとんどの部分において複製権侵害，翻案権侵
害のいずれも成立していないこと，そして，前記のと
おり被告各番組のエンドロールにおける上記表示にお
いて，「参考文献」として原告各小説が原告の実名とと
もに表示されており，かかる表示態様である以上，被

（28）	 知財高判平成 28・6・29 裁判所ウェブサイト。なお，本件では，氏名表示権侵害の成否についての原判決（東京地判平成 27・2・25 裁判所ウェ
ブサイト）における判断部分が引用されている。

（29）	 東京地判平成 5・1・25 判時 1508 号 147 頁，判タ 870 号 258 頁。

告各番組が原告各小説に依拠して制作されたことが十
分に感得できること，この点，…被告は，シリーズ
「THEナンバー 2～歴史を動かした陰の主役たち」の
テレビ番組において，被告各番組と同様に，その回の
主要参考文献とした作品については，番組のエンド
ロールにおいて「参考文献」として当該作品のタイトル
とその著者名を併記したものを字幕表示していたこと
が認められること，それらの諸事情を総合すると，本
件においては「著作物の利用の目的及び態様に照らし
著作者が創作者であることを主張する利益を害するお
それがない」（同条 3項）と認めるのが相当である。」
「また，歴史小説を題材に制作されたテレビ番組に
おいて，番組のエンドロールにおいて題材にされた歴
史小説のタイトルとその著者名を併記したものを字幕
表示するという方法は，通常行われる方法であるとい
えるところ，被告が被告各番組において行った前記の
表示態様は，上記の方法に沿って行われたものである
から，「公正な慣行に反しない」（同項）ものであると
認めるのが相当である。」

（ 2）　否定例
〈ブランカ事件〉（29）

「…雑誌ブランカの予定読者，発行部数，一号毎，
一頁毎の写真の使用枚数，その写真の著作者，提供者
が多数であること，中頁に使用される写真は，主とし
て記事の臨地感を持たせ，読者の興味を惹くためのも
のではあるが，本件掲載写真の中には撮影対象につい
て説明が付けられて，単に記事を引き立てるだけでな
く，記事とは独立して写真自体により観光地の景観等
を読者に紹介しているものもあり，また，世界の観光
地の風景，施設，観光対象という撮影対象の性質上，
写真の美的印象，構図，カメラアングル，露光時間，
シャッターチャンス等に著作者の力量が表れ，写真自
体が読者の関心を惹くことも充分考えられることを考
え合わせれば，右のような中頁に使用される写真につ
いても著作者である原告が創作者であることを主張し，
他人の著作物と区別することを求める利益は充分に是
認することができ，他方，たとえ，全ての個々の写真
毎にその脇に著作者名を表示することが不適切な場合
があったとしても，頁毎，あるいは記事のまとまり毎
に写真を特定して著作者を表示することまでも不適切
とする事情は認められないから，中頁に使用された本
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件掲載写真について，著作権法一九条三項所定の著作
者名の表示を省略できる場合に該当するものとは認め
られない。」

〈国語検定教科書準拠書籍事件〉（30）

「…「著作物の利用の目的及び態様に照らし」とは，
著作物の利用の性質から著作者名表示の必要性がない
か著作者名表示が極めて不適切な場合を指すと解され
るところ，教科書に著作者名が掲載されるからといっ
て，それとは別個の書籍である上記各書籍に著作者名
表示の必要性がないということはできないし，上記各
書籍には容易に著作者名を表示するができると考えら
れるから，著作者名表示が極めて不適切であるという
こともできない」

〈世界の車窓事件〉（31）

「被告らは，本件ビデオ映像は撮影対象である SL
の希少性に主たる価値があること，本件テレビ番組は
被告オスカ企画が本件ビデオ映像のごく一部を抽出し
て編集したものであり，本件ビデオ映像の全体とは相
当質の異なる作品となっていること，映像作品におい
ては，放送時間の制約もあり，氏名表示についても一
定の制約があることなどを挙げ，本件テレビ番組に原
告の氏名の表示を省略したとしても，著作物の利用の
目的及び態様に照らし，著作者が創作者であることを
主張する利益を害するおそれがなく，公正な慣行にも
反しない（著作権法 19 条 3 項）と主張する。」
「しかしながら，著作権法は，著作者の人格的利益
を保護するために，著作者人格権としての氏名表示権
を認めており，同権利は，二次的著作物の公衆への提
供等に際しての原著作物の著作者名の表示についても
認められることに鑑みれば，仮に，本件ビデオ映像の
価値や本件テレビ番組の編集方法について，被告らの
主張する事実が認められるとしても，そのことのみを
もって，本件ビデオ映像を撮影した原告の氏名を，同
映像を素材として制作された本件テレビ番組に表示し
ないことが，原告が著作者であることを主張する利益
を害するおそれがないものとも，公正な慣行に反しな
いものであるともいうことはできない。」

〈基幹物理学事件〉（32）

「…被告らは，分冊〈1〉の前付に，「底本」として，本

（30）	 東京地判平成 13・12・25 裁判所ウェブサイト。
（31）	 東京地判平成 24・3・22 裁判所ウェブサイト。
（32）	 東京地判平成 25・3・1 判時 2219 号 105 頁，判タ 1414 号 375 頁。

冊が表示され，そこに「著者	W・X4」との記載がされ
ており，また，被告Y3の「まえがき」，原告X4の「『基
幹物理学』序文」及び被告Y2 の「『基幹物理学』はじめ
に」に書誌が掲載されていることから，分冊〈1〉が本冊
を改訂した著作物であることが明らかにされていると
して，法 19 条 3 項により，原著作者である亡Ｗの名
を省略することができると主張する。」
「しかし，書籍の著作者名は，その表紙及び奥付等
に「著者」又は「著作者」などとして記載する方法によっ
て表示されるのが一般的であるところ，法 14 条が，
著作物に著作者名として通常の方法により表示されて
いる者を当該著作物の著作者と推定すると規定してい
ることにも鑑みると，通常，読者は，そこに表示され
た者を当該書籍の著作者として認識するものと解され
る。そうすると，分冊〈1〉についても，その読者は，
その著作者名表示から，著作者が被告Y3 であると理
解するものと解される。」
「この点，確かに，分冊〈1〉の前付の底本の表示や
「まえがき」等の文章を参照すれば，分冊〈1〉が，本冊
を分冊化したものであり，本冊を一部改訂したにすぎ
ないものであることは容易に認識し得るが，この前付
は，分冊〈1〉の表紙をめくった書籍の内側に記載され
ているにすぎず，分冊〈1〉を外側から観察しただけで
は，それを読み取ることができない。また，本件にお
いて，分冊〈1〉の表紙や奥付に亡Wの名を著作者名と
して表示することが困難又は不適当であったと解すべ
き事情は認められない。そうすると，上記のように，
前付の記載によって本件著作物の著作者が亡Wであ
り，分冊〈1〉がそれを分冊化したものであることが認
識できるとしても，それを理由に，分冊〈1〉の表紙及
び奥付に，亡Wの氏名が著作者名として表示されず，
被告Y3 が単独著作者として表示されることによって，
亡Wがその「創作者であることを主張する利益を害す
るおそれがない」（法 19 条 3 項）と認めることはでき
ない。」
「よって，公正な慣行に反するかどうかを判断する
までもなく，本件は，著作者名の表示を省略すること
が許される場合には当たらないから，分冊〈1〉の著作
者名の表示は，少なくとも亡Wの氏名表示権の侵害
となるべき不適法なものであったというべきである。」
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（ 3）　検討
さて，上記において紹介してきた，19 条 3 項の適
用可否の判断に係る裁判例について検討する。
まず，19 条 3 項の適用肯定例（侵害否定）では，著
作物への著作者名の表示を省略したことに関して，そ
れがその業界内で広く行われてきたことや，著作物ご
とに著作者名を表示するのではなく，どこかにまとめ
て一括で掲載（表示）したこと等によって，19 条 3 項
が適用され侵害が否定されている（著作者名の省略が
認められている）ことがうかがえる。
次に，19 条 3 項の適用否定例（侵害肯定）では，著
作物への著作者の表示を省略したことに関して，他人
の著作物を利用する際に，利用者側の都合によりその
著作者名をあえて表示しなかったことや，一見しただ
けでは著作者を認識することができない場合に誤解を
与えてしまったこと等によって，19 条 3 項が適用さ
れず侵害が肯定されている（著作者名の省略が認めら
れない）ことがうかがえる。
また，19 条 3 項の適用肯定例であれ否定例であれ，
かつては「公正な慣行」が存在するのか否かが不明確で
あったため，「利益を害するおそれ」の有無によって判
断されてきたと指摘されている（33）。
その後，セキスイツーユーホーム事件において，上
記の19条3項のいずれの要件をも充足することによっ
て著作者名の表示を省略することが認められると判断
されて以降，いずれの要件にも言及する裁判例が増え
ているとも指摘されている（34）。
ところで，従前の裁判例に鑑みると，他人の著作物
を利用するに際して，その利用態様自体は，書籍や映
像などさまざまなものに利用されているが，その理由
づけが適当なものであったのか否かはさておき，業界
内の慣行などの理由によって，あえて著作者名を表示
しなかったのである。それゆえ，利用者側が，結果と
して 19 条 3 項の適用を模索し，著作者名の表示を省
略することができる場合に該当するかもしれない，と
捉えていたように思われる。
そうすると，従前の裁判例の場合，著作者名の積極
的な省略に対して 19 条 3 項の適用可否が判断されて
いたと考えられる。もっとも，このような場合に対し

（33）	 諏訪野・前掲註（6）87 頁，志賀・前掲註（24）67 頁。
（34）	 志賀・前掲註（24）67 頁。
（35）	 最三小判令和 2・7・21 裁判所ウェブサイト。なお，下記事実の概要は，本最高裁判決の記載内容に基づく。また，判旨は，19 条についての

判示事項のみを紹介する。
（36）	 プロバイダ責任制限法 4条 1項では，「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は，次の各号のいずれにも

該当するときに限り，当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下「開示関係役務提供者」とい
う。）に対し，当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報（氏名，住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情
報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。）の開示を請求することができる。」と規定されている。

て 19 条 3 項の適用可否を判断することが多いのが，
通常であろう。
しかし，このことが，利用者側の都合によってはど
うにもできない場合はどうであろうか。この点に関し
ては，近時の最高裁判決がその素材になるといえるた
め，次にこの最高裁判決を紹介したのち検討する。

Ⅲ．技術的な仕様に伴う著作者名の省略

1．リツイート事件最高裁判決（35）
（ 1）　事実の概要
本件は，本件写真の著作者である被上告人が，ツ
イッターのウェブサイトにされた投稿により本件写真
に係る被上告人の氏名表示権等を侵害されたとして，
ツイッターを運営する上告人に対し，特定電気通信役
務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示
に関する法律（プロバイダ責任制限法）4条 1項（36）に基
づき，上記投稿に係る発信者情報の開示を求めた事案
である。その事実関係は，次のとおりである。
平成 21 年，被上告人は，本件写真の隅に「©自己
の氏名」（本件氏名表示部分）として付加した画像（本
件写真画像）を自己のウェブサイトに掲載したところ，
平成 26 年 12 月，「アカウント 2」のツイッター上の各
アカウント（本件アカウント）によって，被上告人に無
断で，本件写真画像を複製した画像の掲載を含むツ
イートが投稿された。これにより，本件写真画像を複
製した画像（本件元画像）が，URL（本件画像ファイル
保存用URL）の画像ファイルとしてサーバーに保存さ
れた。
その後，「アカウント 3～ 5」のツイッター上の各ア
カウント（本件各アカウント）において，上記のツイー
トについてリツイートがされた。これにより，不特定
の者が閲覧することができる本件各アカウントの各タ
イムラインに，本件各表示画像が本件各リツイート記
事の一部として表示されるようになった。本件各表示
画像は，本件元画像の上部および下部がトリミング
（一部切除）されており，本件氏名表示部分が表示され
なくなっている。
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（ 3）　検討
さて，上記において紹介してきた，19 条 3 項の適
用可否の判断に係る裁判例について検討する。
まず，19 条 3 項の適用肯定例（侵害否定）では，著
作物への著作者名の表示を省略したことに関して，そ
れがその業界内で広く行われてきたことや，著作物ご
とに著作者名を表示するのではなく，どこかにまとめ
て一括で掲載（表示）したこと等によって，19 条 3 項
が適用され侵害が否定されている（著作者名の省略が
認められている）ことがうかがえる。
次に，19 条 3 項の適用否定例（侵害肯定）では，著
作物への著作者の表示を省略したことに関して，他人
の著作物を利用する際に，利用者側の都合によりその
著作者名をあえて表示しなかったことや，一見しただ
けでは著作者を認識することができない場合に誤解を
与えてしまったこと等によって，19 条 3 項が適用さ
れず侵害が肯定されている（著作者名の省略が認めら
れない）ことがうかがえる。
また，19 条 3 項の適用肯定例であれ否定例であれ，
かつては「公正な慣行」が存在するのか否かが不明確で
あったため，「利益を害するおそれ」の有無によって判
断されてきたと指摘されている（33）。
その後，セキスイツーユーホーム事件において，上
記の19条3項のいずれの要件をも充足することによっ
て著作者名の表示を省略することが認められると判断
されて以降，いずれの要件にも言及する裁判例が増え
ているとも指摘されている（34）。
ところで，従前の裁判例に鑑みると，他人の著作物
を利用するに際して，その利用態様自体は，書籍や映
像などさまざまなものに利用されているが，その理由
づけが適当なものであったのか否かはさておき，業界
内の慣行などの理由によって，あえて著作者名を表示
しなかったのである。それゆえ，利用者側が，結果と
して 19 条 3 項の適用を模索し，著作者名の表示を省
略することができる場合に該当するかもしれない，と
捉えていたように思われる。
そうすると，従前の裁判例の場合，著作者名の積極
的な省略に対して 19 条 3 項の適用可否が判断されて
いたと考えられる。もっとも，このような場合に対し

（33）	 諏訪野・前掲註（6）87 頁，志賀・前掲註（24）67 頁。
（34）	 志賀・前掲註（24）67 頁。
（35）	 最三小判令和 2・7・21 裁判所ウェブサイト。なお，下記事実の概要は，本最高裁判決の記載内容に基づく。また，判旨は，19 条についての

判示事項のみを紹介する。
（36）	 プロバイダ責任制限法 4条 1項では，「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は，次の各号のいずれにも

該当するときに限り，当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下「開示関係役務提供者」とい
う。）に対し，当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報（氏名，住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情
報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。）の開示を請求することができる。」と規定されている。

て 19 条 3 項の適用可否を判断することが多いのが，
通常であろう。
しかし，このことが，利用者側の都合によってはど
うにもできない場合はどうであろうか。この点に関し
ては，近時の最高裁判決がその素材になるといえるた
め，次にこの最高裁判決を紹介したのち検討する。

Ⅲ．技術的な仕様に伴う著作者名の省略

1．リツイート事件最高裁判決（35）
（ 1）　事実の概要
本件は，本件写真の著作者である被上告人が，ツ
イッターのウェブサイトにされた投稿により本件写真
に係る被上告人の氏名表示権等を侵害されたとして，
ツイッターを運営する上告人に対し，特定電気通信役
務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示
に関する法律（プロバイダ責任制限法）4条 1項（36）に基
づき，上記投稿に係る発信者情報の開示を求めた事案
である。その事実関係は，次のとおりである。
平成 21 年，被上告人は，本件写真の隅に「©自己
の氏名」（本件氏名表示部分）として付加した画像（本
件写真画像）を自己のウェブサイトに掲載したところ，
平成 26 年 12 月，「アカウント 2」のツイッター上の各
アカウント（本件アカウント）によって，被上告人に無
断で，本件写真画像を複製した画像の掲載を含むツ
イートが投稿された。これにより，本件写真画像を複
製した画像（本件元画像）が，URL（本件画像ファイル
保存用URL）の画像ファイルとしてサーバーに保存さ
れた。
その後，「アカウント 3～ 5」のツイッター上の各ア
カウント（本件各アカウント）において，上記のツイー
トについてリツイートがされた。これにより，不特定
の者が閲覧することができる本件各アカウントの各タ
イムラインに，本件各表示画像が本件各リツイート記
事の一部として表示されるようになった。本件各表示
画像は，本件元画像の上部および下部がトリミング
（一部切除）されており，本件氏名表示部分が表示され
なくなっている。
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本件各アカウントの各タイムラインに本件表示画像
が表示されるのは，本件各リツイートにより各タイム
ラインのウェブページ（本件ウェブページ）に，本件画
像ファイル保存用URLの本件元画像ファイルへのリ
ンク（いわゆるインラインリンク）が自動的に設定され
るためである。
すなわち，本件各リツイートがされることによって，
自動的に，上記リンクを指示する情報およびリンク先
の画像の表示の仕方（大きさ，配置等）を指定する情報
を記述した HTML等のデータ（本件リンク画像表示
データ）が，本件各ウェブページ（リンク元のウェブ
ページ）に係るサーバーに記録される。ユーザーが本
件各ウェブページにアクセスすると，自動的に，①本
件リンク画像表示データが，本件各ウェブページに係
るサーバーからユーザー端末に送信され，②これによ
り，ユーザーの操作を介することなく，本件元画像の
データ（リンク先のファイルのデータ）が，本件画像
ファイル保存用URLに係るサーバーからユーザー端
末に送信され，③ユーザー端末の画面上に当該画像が
上記指定に従って表示される。
上告人が提供しているツイッターのシステムにおい
ては，リンク先の画像の表示の仕方に関する HTML
等の指定により，リンク先の元の画像とは縦横の大き
さが異なる画像やトリミングされた画像が表示される
ことがあるところ，本件においても，これにより，本
件各表示画像は，トリミングされたかたちでユーザー
端末の画面上に表示され，本件氏名表示部分が表示さ
れなくなったものである。

（ 2）　判旨
「所論は，①本件各リツイート者は，本件各リツ
イートによって，著作権侵害となる著作物の利用をし
ていないから，著作権法 19 条 1 項の「著作物の公衆へ
の提供若しくは提示」をしていないし，②本件各ウェ
ブページを閲覧するユーザーは，本件各リツイート記
事中の本件各表示画像をクリックすれば，本件氏名表
示部分がある本件元画像を見ることができることから，
本件各リツイート者は，本件写真につき「すでに著作
者が表示しているところに従って著作者名を表示」（同
条 2項）しているといえるのに，本件各リツイートに
よる本件氏名表示権の侵害を認めた原審の判断には著
作権法の解釈適用の誤りがあるというものである。」
〈所論①について〉
「著作権法 19 条 1 項は，文言上その適用を，同法
21 条から 27 条までに規定する権利に係る著作物の利

用により著作物の公衆への提供又は提示をする場合に
限定していない。また，同法 19 条 1 項は，著作者と
著作物との結び付きに係る人格的利益を保護するもの
であると解されるが，その趣旨は，上記権利の侵害と
なる著作物の利用を伴うか否かにかかわらず妥当する。
そうすると，同項の「著作物の公衆への提供若しくは
提示」は，上記権利に係る著作物の利用によることを
要しないと解するのが相当である。」
「したがって，本件各リツイート者が，本件各リツ
イートによって，上記権利の侵害となる著作物の利用
をしていなくても，本件各ウェブページを閲覧する
ユーザーの端末の画面上に著作物である本件各表示画
像を表示したことは，著作権法 19 条 1 項の「著作物の
公衆への…提示」に当たるということができる。」
〈所論②について〉
「…被上告人は，本件写真画像の隅に著作者名の表
示として本件氏名表示部分を付していたが，本件各リ
ツイート者が本件各リツイートによって本件リンク画
像表示データを送信したことにより，本件各表示画像
はトリミングされた形で表示されることになり本件氏
名表示部分が表示されなくなったものである（なお，
このような画像の表示の仕方は，ツイッターのシステ
ムの仕様によるものであるが，他方で，本件各リツ
イート者は，それを認識しているか否かにかかわらず，
そのようなシステムを利用して本件各リツイートを
行っており，上記の事態は，客観的には，その本件各
リツイート者の行為によって現実に生ずるに至ったこ
とが明らかである。）。また，本件各リツイート者は，
本件各リツイートによって本件各表示画像を表示した
本件各ウェブページにおいて，他に本件写真の著作者
名の表示をしなかったものである。」
「そして，本件各リツイート記事中の本件各表示画
像をクリックすれば，本件氏名表示部分がある本件元
画像を見ることができるとしても，本件各表示画像が
表示されているウェブページとは別個のウェブページ
に本件氏名表示部分があるというにとどまり，本件各
ウェブページを閲覧するユーザーは，本件各表示画像
をクリックしない限り，著作者名の表示を目にするこ
とはない。また，同ユーザーが本件各表示画像を通常
クリックするといえるような事情もうかがわれない。
そうすると，本件各リツイート記事中の本件各表示画
像をクリックすれば，本件氏名表示部分がある本件元
画像を見ることができるということをもって，本件各
リツイート者が著作者名を表示したことになるもので
はないというべきである。」
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「以上によれば，本件各リツイート者は，本件各リ
ツイートにより，本件氏名表示権を侵害したものとい
うべきである。」
なお，本最高裁判決では，戸倉三郎裁判官の補足意
見と林景一裁判官の反対意見が述べられている。

2 ．検討
本最高裁判決では，ツイッターの機能として実装さ
れているリツイートの仕様により，トリミングされた
状態で著作物がリツイートされ，その際に著作者名が
欠落した状態の著作物が表示されてしまったことにつ
いて，当該リツイート者，すなわち，ツイッター利用
者の行為は氏名表示権侵害であると判断された。
本最高裁判決の所論②によれば，リツイートに係る
事案において，上告人から 19 条 2 項の適用がある旨
主張されており，これも争点とされていたところ，最
高裁は，所論②に対し上記判示事項を述べて 19 条 2
項の該当性を否定し，上告人の主張を退けている（37）。
さて，上記からもわかるように，本最高裁判決にお
いて，氏名表示権の制限規定に係るものとして 19 条
2 項の該当性は否定されているが，他方，そもそも 19
条 3 項の適用可否についての判断が示されているわけ
ではない。したがって，本最高裁判決の判示事項の部
分自体は，本稿が扱う 19 条 3 項の解釈に直接つなが
るわけではない。
しかし，かねてより，原審（38）の評釈等においては，

19条3項の適用可能性がある旨示唆されており（39），ま
た，本最高裁判決の戸倉三郎裁判官の補足意見におい
ても，「さらに，著作権法 19 条 3 項により，著作者名
の表示を省略することができると解される場合もあり
得るであろう。」とその適用可能性がある旨述べられて
いるため，本最高裁判決について 19 条 3 項の観点か
らも検討してみることは（40），今後の 19 条 3 項に対す
る解釈のあり方を考えていくために意味があると考え

（37）	 なお，所論①に対し 19 条 1 項の解釈についても判示されているが，本稿の内容に直接的に関連するものではないため，本稿では割愛する。
（38）	 知財高判平成 30・4・25 判時 2382 号 24 頁。
（39）	 たとえば，谷川和幸「Twitter に投稿された画像の同一性保持権侵害等が認められた事例：Twitter リツイート事件控訴審：（知財高判平成 30

年4月25日裁判所HP（平成28年（ネ）第10101号））」福岡大学法学論叢第63巻第2号（2018年）50頁，長谷川遼「リツイート事件（控訴審判決）」
著作権法学会『著作権研究	第 45号』（有斐閣，2019 年）284-285 頁，小坂準記「デジタル時代の著作者人格権」コピライトNo.698	Vol.59（2019 年）
9-11 頁などがある。

（40）	 本最高裁判決の評釈である，田村・前掲註（4）13-14 頁，奥邨弘司「リツイートと氏名表示権侵害」法学教室 11 月号（有斐閣，2020 年）69-70 頁
においても，19 条 3 項の適用可能性に関して検討されている。ほかに，本最高裁判決の評釈として，小泉直樹「リツイートによる氏名表示権
侵害の主体」ジュリスト 11 月号／ 1551 号（有斐閣，2020 年）8-9 頁，生田哲郎・寺島英輔「ツイッター上でのリツイート行為が，判示の事実
関係のもとで，著作者の氏名表示権を侵害する旨判断した最高裁判決」発明	The	Invention 第 117 巻第 11 号（発明推進協会，令和 2年）45-47
頁などがある。

（41）	 奥邨・前掲註（40）69 頁。
（42）	 たとえば，奥邨・前掲註（40）70 頁では，「①本件でもし 19 条 3 項の適用可能性が争われていた場合，②今後，リツイート者に対する侵害訴

訟が行われそこでリツイート者が 19 条 3 項の適用を主張した場合，③仮にYを侵害主体とする訴訟が行われ，そこでYが 19 条 3 項の適用
を主張した場合」の三つの点があげられている。

られる。
したがって，本最高裁判決の判示事項以外の部分に
おいて，19 条 3 項の適用可能性が存在しているとい
う検討すべき課題があり，それゆえ，この点を看過す
べきではない。
前述のように，本最高裁判決の戸倉三郎裁判官の補
足意見によると，19 条 3 項の適用可能性が示唆され
ていると考えられる。また，学説では，「本件各表示
方法に Xの氏名がなく，かつ，Y表示方法の著作者
名表示該当性が認められないとしても，本来なら，直
ちに氏名表示権侵害となるわけではない。なぜなら，
前記のような状態を著作者名表示の省略と捉えると，
著作物の利用の目的および態様に照らし著作者が創作
者であることを主張する利益を害するおそれがないと
認められ（要件①），かつ，公正な慣行に反しない限り
（要件②）省略できるとする 19 条 3 項が適用できるか
らである。」（41）という見解が述べられている。
このように，本最高裁判決も学説も，今回のような
事案が，直ちに氏名表示権侵害を構成するものである
と捉えているわけではないようである。
そこで，本最高裁判決において，かりに 19 条 3 項
の適用可否に関して判断されていた場合，どのように
考えることができるのかについて検討する（42）。
まず，19 条 3 項の一要件である，「著作物の利用の
目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主
張する利益を害するおそれがない」に関してはどのよ
うに考えることができるであろうか。
元ツイートの元画像には著作者名が表示されていた
が，その後，リツイート者によって当該画像がリツ
イートされたことによってトリミングされ，その著作
者名が欠落し表示されなくなってしまったため，この
問題が顕現化したのである。ただし，それはツイッ
ターというプラットフォーム側の技術的な仕様による
ものであり，しかもリツイートされた画像は，あくま



● 25 ●
知財ジャーナル　2021

「以上によれば，本件各リツイート者は，本件各リ
ツイートにより，本件氏名表示権を侵害したものとい
うべきである。」
なお，本最高裁判決では，戸倉三郎裁判官の補足意
見と林景一裁判官の反対意見が述べられている。

2 ．検討
本最高裁判決では，ツイッターの機能として実装さ
れているリツイートの仕様により，トリミングされた
状態で著作物がリツイートされ，その際に著作者名が
欠落した状態の著作物が表示されてしまったことにつ
いて，当該リツイート者，すなわち，ツイッター利用
者の行為は氏名表示権侵害であると判断された。
本最高裁判決の所論②によれば，リツイートに係る
事案において，上告人から 19 条 2 項の適用がある旨
主張されており，これも争点とされていたところ，最
高裁は，所論②に対し上記判示事項を述べて 19 条 2
項の該当性を否定し，上告人の主張を退けている（37）。
さて，上記からもわかるように，本最高裁判決にお
いて，氏名表示権の制限規定に係るものとして 19 条
2 項の該当性は否定されているが，他方，そもそも 19
条 3 項の適用可否についての判断が示されているわけ
ではない。したがって，本最高裁判決の判示事項の部
分自体は，本稿が扱う 19 条 3 項の解釈に直接つなが
るわけではない。
しかし，かねてより，原審（38）の評釈等においては，

19条3項の適用可能性がある旨示唆されており（39），ま
た，本最高裁判決の戸倉三郎裁判官の補足意見におい
ても，「さらに，著作権法 19 条 3 項により，著作者名
の表示を省略することができると解される場合もあり
得るであろう。」とその適用可能性がある旨述べられて
いるため，本最高裁判決について 19 条 3 項の観点か
らも検討してみることは（40），今後の 19 条 3 項に対す
る解釈のあり方を考えていくために意味があると考え

（37）	 なお，所論①に対し 19 条 1 項の解釈についても判示されているが，本稿の内容に直接的に関連するものではないため，本稿では割愛する。
（38）	 知財高判平成 30・4・25 判時 2382 号 24 頁。
（39）	 たとえば，谷川和幸「Twitter に投稿された画像の同一性保持権侵害等が認められた事例：Twitter リツイート事件控訴審：（知財高判平成 30

年4月25日裁判所HP（平成28年（ネ）第10101号））」福岡大学法学論叢第63巻第2号（2018年）50頁，長谷川遼「リツイート事件（控訴審判決）」
著作権法学会『著作権研究	第 45号』（有斐閣，2019 年）284-285 頁，小坂準記「デジタル時代の著作者人格権」コピライトNo.698	Vol.59（2019 年）
9-11 頁などがある。

（40）	 本最高裁判決の評釈である，田村・前掲註（4）13-14 頁，奥邨弘司「リツイートと氏名表示権侵害」法学教室 11 月号（有斐閣，2020 年）69-70 頁
においても，19 条 3 項の適用可能性に関して検討されている。ほかに，本最高裁判決の評釈として，小泉直樹「リツイートによる氏名表示権
侵害の主体」ジュリスト 11 月号／ 1551 号（有斐閣，2020 年）8-9 頁，生田哲郎・寺島英輔「ツイッター上でのリツイート行為が，判示の事実
関係のもとで，著作者の氏名表示権を侵害する旨判断した最高裁判決」発明	The	Invention 第 117 巻第 11 号（発明推進協会，令和 2年）45-47
頁などがある。

（41）	 奥邨・前掲註（40）69 頁。
（42）	 たとえば，奥邨・前掲註（40）70 頁では，「①本件でもし 19 条 3 項の適用可能性が争われていた場合，②今後，リツイート者に対する侵害訴

訟が行われそこでリツイート者が 19 条 3 項の適用を主張した場合，③仮にYを侵害主体とする訴訟が行われ，そこでYが 19 条 3 項の適用
を主張した場合」の三つの点があげられている。

られる。
したがって，本最高裁判決の判示事項以外の部分に
おいて，19 条 3 項の適用可能性が存在しているとい
う検討すべき課題があり，それゆえ，この点を看過す
べきではない。
前述のように，本最高裁判決の戸倉三郎裁判官の補
足意見によると，19 条 3 項の適用可能性が示唆され
ていると考えられる。また，学説では，「本件各表示
方法に Xの氏名がなく，かつ，Y表示方法の著作者
名表示該当性が認められないとしても，本来なら，直
ちに氏名表示権侵害となるわけではない。なぜなら，
前記のような状態を著作者名表示の省略と捉えると，
著作物の利用の目的および態様に照らし著作者が創作
者であることを主張する利益を害するおそれがないと
認められ（要件①），かつ，公正な慣行に反しない限り
（要件②）省略できるとする 19 条 3 項が適用できるか
らである。」（41）という見解が述べられている。
このように，本最高裁判決も学説も，今回のような
事案が，直ちに氏名表示権侵害を構成するものである
と捉えているわけではないようである。
そこで，本最高裁判決において，かりに 19 条 3 項
の適用可否に関して判断されていた場合，どのように
考えることができるのかについて検討する（42）。
まず，19 条 3 項の一要件である，「著作物の利用の
目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主
張する利益を害するおそれがない」に関してはどのよ
うに考えることができるであろうか。
元ツイートの元画像には著作者名が表示されていた
が，その後，リツイート者によって当該画像がリツ
イートされたことによってトリミングされ，その著作
者名が欠落し表示されなくなってしまったため，この
問題が顕現化したのである。ただし，それはツイッ
ターというプラットフォーム側の技術的な仕様による
ものであり，しかもリツイートされた画像は，あくま
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でもサムネイル画像であるので，それをクリックすれ
ば元画像がそのまま表示される状態，すなわち，著作
者名が表示されている状態の画像が表示されるのであ
る。
したがって，ツイッターの仕様とはいえども，元画
像にはすでに著作者名が表示されており，その画像を
クリックすれば著作者名を確認することができるので
あるから，このような事情に鑑みれば，「著作物の利
用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であること
を主張する利益を害するおそれがない」ものであると
解することもできよう（43）。
次に，同じく 19 条 3 項のもう一つの要件である，

「公正な慣行に反しない限り」に関してはどのように考
えることができるであろうか。
ツイッターの機能として実装されているリツイート
は，そもそもツイッター利用者（ツイッター自体は全
世界で利用されているものであるが，本最高裁判決の
戸倉三郎裁判官の補足意見によれば，日本国内だけで
も約 4500 万人の利用者がいるとされる。）であれば，
基本的には誰しもが知っている機能であるといえよう。
そういう事情のもとでは，リツイートの仕組みとして，
元ツイートの元画像がトリミングされた状態で表示さ
れているものとみるのは，ツイッターの利用者にして
みればごく自然な認識であり，格別なことではないと
思われる。
また，本最高裁判決におけるツイッター利用者のリ
ツイートの仕方を推測してみても，特殊な利用方法で
あるわけでもないであろうし，やはり通常の利用方法
にほかならない。
したがって，ツイッターの機能として実装されてい
るリツイートを用いることによって画像を表示するこ
とは，このような事情に鑑みれば，「公正な慣行に反
しない」ものであると解することもできよう（44）。
上記を踏まえると，本最高裁判決において，かりに
19条3項の適用可否が主張され判断されていたならば，
19 条 3 項が適用されていたと考えられる。
また，本最高裁判決について 19 条 3 項の適用可能

（43）	 この点に関しては，奥邨・前掲註（40）70 頁を参照。同文献同頁では，「要件①であるが，Y表示方法の著作者名表示該当性が認められないと
しても，ワンクリックで著作者名が確認できる以上，著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれはない。利用の目的・態様
についても，リツイート者は，本件元画像の氏名表示部分を表示しないことを殊更に意識したわけではなく，ツイッターの仕様上，自動的
にそうなったに過ぎないことを考慮すべきであろう…。」と述べられている。また，原審である知財高裁判決に対する見解であり，本最高裁
判決に対する見解ではないが，同旨の見解を示唆するものとしては，小坂・前掲註（39）10 頁を参照。

（44）	 この点に関しては，奥邨・前掲註（40）70 頁を参照。同文献同頁では，「要件②については，世界中のツイッター利用者にとって，Y表示方法
は通常のことであって，公正な慣行に反しないものといえると思われる…。」と述べられている。

（45）	 田村・前掲註（4）13 頁。
（46）	 田村・前掲註（4）16 頁。
（47）	 志賀・前掲註（24）67 頁。

性に関する一素材とみる場合，前述したような従前の
19 条 3 項に係る裁判例においてみられた著作者名の
積極的な省略ではなく，著作者名の消極的な省略であ
ると考えられる。したがって，本最高裁判決のような
事案は，19 条 3 項に係る新たな枠組みの一つである
と捉えることもできよう。

Ⅳ．考察

さて，19 条 3 項に係る従前の議論（著作者名の積極
的な省略に関するもの）や近時のリツイート事件最高
裁判決（著作者名の消極的な省略に関するもの）につい
て 19 条 3 項の適用可能性という観点から検討してき
たわけであるが，俯瞰的な観点からはどのように考え
ることができるであろうか。
まず，そもそもの19条3項の解釈のあり方としては，
どのように解されているのであろうか。
前述のように，「定型的」に氏名表示権侵害を否定す
る 19 条 2 項と異なり，19 条 3 項には「著作物の利用
の目的及び態様に照らし」という要件があるため，「利
益衡量」による氏名表示権侵害の成否を判断すること
が許されるものであると解されている（45）。また，19 条
3 項は，同一性保持権の権利制限規定である「やむを
得ない改変」（20 条 2 項 4 号）と同様に，一般条項と
して位置づけられるため（46），さまざまな事情に鑑みて
柔軟に解釈することができる。さらに，前述のように，
セキスイツーユーホーム事件を境にして，著作者名の
省略には，19 条 3 項の「著作物の利用の目的及び態様
に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を
害するおそれがないと認められる」ことと，「公正な慣
行に反しない」ことという，いずれの要件をも充足す
ることが必要であると解されているわけである（47）。
また，著作者名の積極的な省略と消極的な省略の両
方に共通することとしては，かりに著作者名が省略さ
れていたとしても，当該著作物の通常の利用方法に鑑
みて，「同時に」，「直ちに」，「別途」等の場合によって
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著作者名を確認することができ（これを「アクセス容易
性」（48）と呼ぶこととする。），その方法に「公正な慣行」
があるのであれば，19 条 3 項の適用可能性があると
みてもよいと思われることである（49）。
次に，上記を前提としながら，著作者名の省略に対
する 19 条 3 項の適用可否の判断については，どのよ
うに解すればよいのであろうか。この点について，従
前の議論（著作者名の積極的な省略に関するもの）と近
時のリツイート事件最高裁判決に鑑みた議論（著作者
名の消極的な省略に関するもの）に分けて論じていく。
前述のように，従前の議論の場合，19 条 3 項の適
用可否の判断については，著作者名の積極的な省略に
対するものであったと解される。すなわち，ある著作
物を利用しようとする利用者は，たとえば，業界内の
考え方や雑誌等への掲載時の見栄えに影響する等，そ
の理由にはさまざまなものがあると思われるが，当該
著作物の利用に際して，あえて著作者名を表示しな
かった（省略した）のである。もっとも，従前の裁判例
では，実に著作者名を表示しなかったということも
あったが，個別的に表示したのではなく，まとめて表
示したような場合もあった。これは，利用者側の都合
による著作者名の省略である。
ある著作物を利用する際にそれぞれ個々に著作者名
を表示するのではなく，まとめて表示するような場合
（書籍の最初や最後の部分や，映像のテロップやエン
ドロールの部分など）でも，「著作物の利用の目的及び
態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利
益を害するおそれがない」ものであると評価されよう。
前述のように，「同時に」，「直ちに」，「別途」等の場合
によって著作者名を確認することができるという「ア

（48）	「アクセス容易性」の着想は，小坂・前掲註（39）10 頁における次の見解から着想を得ている。
「そこで，著作物の適切な円滑利用との関係で，法第 19 条第 3項のもつ意義が自然と大きくなります。つまり，表示上は氏名が不表示と
なったとしても，ユーザーは氏名が表示された元の著作物にアクセスできること，絵画の例でいえば，絵画の横に氏名と絵画のタイトルが
表示されたものが絵画と一緒に付されていることであったり，パンフレットに記載していることをもって，省略することができる場合であ
ると解釈する余地を認め，著作物の円滑な利用に支障が生じないようにする必要があると考えます。」
「そのように考えると，［リツイート事件］のように，第三者の著作物が無断でアップロードされている場合において，これを（仮に第三者
が）違法にアップロードされたことを知らずにリツイートし，その結果，リツイート者の意思にかかわらず，リツイートの仕組みから氏名表
示部分がトリミングされてしまった場合であっても，そもそも氏名が表示されていないことをもって「著作物の利用の目的及び態様に照らし
著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき」には当たらないと解釈される，という危惧もあるかもし
れません。」
「この点，［リツイート事件］では，被告らから主張はなされていないようですが，トリミングされた画像は，あくまでもサムネイル表示で
あり，サムネイル画像をクリックすると，トリミングされていない画像が表示されていることなどに照らせば，実際には，原告の著作者名
がトリミングされていないオリジナル画像に容易にアクセスすることができたといえます。そのような前提事実が，仮に考慮されていれば，
本件においても，トリミングされた画像の表示にアクセスできることから，「著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であるこ
とを主張する利益を害するおそれがない」と認められ，またオリジナル画像においては氏名表示部分を残していることに照らし，「公正な利
用に反しない」として，同条第 3項の適用が認められた可能性は十分にあると考えます。」

（49）	 このような考え方は，前述の現行法の起草担当者の見解とも平仄が合うように思われる。
（50）	 もっとも，前述のように，中山・前掲註（3）606 頁では，「…慣行とはあくまでも「公正」な慣行のことを指し，単に業界で広く行われていると

いうだけでは足りない。」と述べられている。
（51）	 この点を指摘するものとして，加戸・前掲註（7）172 頁。
（52）	 この場合，とくに著作者名への「アクセス容易性」は，通常の場合よりも困難性を伴う。
（53）	 リツイート事件最高裁判決は，まさにこの一例である。

クセス容易性」がある場合に該当するからである。
また，この場合，そこで要求される「公正な慣行」の
ハードルは，当該業界内で通常広く行われている（き
た）ことをもって充足されると解することも許されよ
う（50）。著作者名への「アクセス容易性」の方法には，各
業界においてさまざまな場合（著作者名をどこかにま
とめて表示する等）がありうるからである。
ただし，かりに完全に著作者名を省略してしまうの
であれば，無名の著作物の扱いを受けてしまうおそれ
があることも懸念されるため（51），19 条 3 項のいずれの
要件を充足するにあたってのハードルはかなり高
く（52），その射程は極めて狭いものになると解すべきで
ある。すなわち，19 条 3 項の著作者名を省略するこ
とが必然的であった等，例外的な事情がなければなら
ないであろう。
他方，著作者名の省略が消極的なものであった場合
は，この判断要素が異なってくると考えられる。リツ
イート事件最高裁判決のように，プラットフォーム側
の技術的な仕様によって，利用者側の都合ではないか
たちで元の著作物の著作者名が欠落してしまう（表示
されない）ことも，とくにインターネット上における
著作物の利用では生じうるものであると思われる。こ
れは，利用者側の都合によらない著作者名の省略であ
り，たとえば，サムネイル画像への変換などがあげら
れる（53）。
このように，利用者にしてみれば，当該プラット
フォームの技術的な仕様に従わざるを得ず，それに従
うかたちで著作物を利用するほかないにもかかわらず，
当該プラットフォームの利用者は，そこの機能として
実装されているものを利用していた，いわば通常の利
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著作者名を確認することができ（これを「アクセス容易
性」（48）と呼ぶこととする。），その方法に「公正な慣行」
があるのであれば，19 条 3 項の適用可能性があると
みてもよいと思われることである（49）。
次に，上記を前提としながら，著作者名の省略に対
する 19 条 3 項の適用可否の判断については，どのよ
うに解すればよいのであろうか。この点について，従
前の議論（著作者名の積極的な省略に関するもの）と近
時のリツイート事件最高裁判決に鑑みた議論（著作者
名の消極的な省略に関するもの）に分けて論じていく。
前述のように，従前の議論の場合，19 条 3 項の適
用可否の判断については，著作者名の積極的な省略に
対するものであったと解される。すなわち，ある著作
物を利用しようとする利用者は，たとえば，業界内の
考え方や雑誌等への掲載時の見栄えに影響する等，そ
の理由にはさまざまなものがあると思われるが，当該
著作物の利用に際して，あえて著作者名を表示しな
かった（省略した）のである。もっとも，従前の裁判例
では，実に著作者名を表示しなかったということも
あったが，個別的に表示したのではなく，まとめて表
示したような場合もあった。これは，利用者側の都合
による著作者名の省略である。
ある著作物を利用する際にそれぞれ個々に著作者名
を表示するのではなく，まとめて表示するような場合
（書籍の最初や最後の部分や，映像のテロップやエン
ドロールの部分など）でも，「著作物の利用の目的及び
態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利
益を害するおそれがない」ものであると評価されよう。
前述のように，「同時に」，「直ちに」，「別途」等の場合
によって著作者名を確認することができるという「ア

（48）	「アクセス容易性」の着想は，小坂・前掲註（39）10 頁における次の見解から着想を得ている。
「そこで，著作物の適切な円滑利用との関係で，法第 19 条第 3項のもつ意義が自然と大きくなります。つまり，表示上は氏名が不表示と
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本件においても，トリミングされた画像の表示にアクセスできることから，「著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であるこ
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いうだけでは足りない。」と述べられている。
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（52）	 この場合，とくに著作者名への「アクセス容易性」は，通常の場合よりも困難性を伴う。
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クセス容易性」がある場合に該当するからである。
また，この場合，そこで要求される「公正な慣行」の
ハードルは，当該業界内で通常広く行われている（き
た）ことをもって充足されると解することも許されよ
う（50）。著作者名への「アクセス容易性」の方法には，各
業界においてさまざまな場合（著作者名をどこかにま
とめて表示する等）がありうるからである。
ただし，かりに完全に著作者名を省略してしまうの
であれば，無名の著作物の扱いを受けてしまうおそれ
があることも懸念されるため（51），19 条 3 項のいずれの
要件を充足するにあたってのハードルはかなり高
く（52），その射程は極めて狭いものになると解すべきで
ある。すなわち，19 条 3 項の著作者名を省略するこ
とが必然的であった等，例外的な事情がなければなら
ないであろう。
他方，著作者名の省略が消極的なものであった場合
は，この判断要素が異なってくると考えられる。リツ
イート事件最高裁判決のように，プラットフォーム側
の技術的な仕様によって，利用者側の都合ではないか
たちで元の著作物の著作者名が欠落してしまう（表示
されない）ことも，とくにインターネット上における
著作物の利用では生じうるものであると思われる。こ
れは，利用者側の都合によらない著作者名の省略であ
り，たとえば，サムネイル画像への変換などがあげら
れる（53）。
このように，利用者にしてみれば，当該プラット
フォームの技術的な仕様に従わざるを得ず，それに従
うかたちで著作物を利用するほかないにもかかわらず，
当該プラットフォームの利用者は，そこの機能として
実装されているものを利用していた，いわば通常の利
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用をしていただけで，けれども，著作者名の欠落とい
う事実をもって氏名表示権侵害が肯定されてしまうお
それがある。
しかし，プラットフォームにおいて，その利用者が
そこで実装されている機能を用いて通常の利用方法に
よって利用している場合，元の著作物へアクセスする
ことができる状態であり，そこで著作者名を確認する
ことができる状態にあったとするならば，そのことを
もって著作者名が表示されているとみることもでき，
このことによって 19 条 3 項が適用され，氏名表示権
侵害が否定されると解することもできよう（54）。
これについても，前述のように，「同時に」，「直ち
に」，「別途」等の場合によって著作者名を確認するこ
とができるという「アクセス容易性」がある場合に該当
するからであり，それゆえ，「著作物の利用の目的及
び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する
利益を害するおそれがない」ものであると評価されよ
う。
さらに，著作者名の積極的な省略の場合と比較する
と，そこで要求される「公正な慣行」のハードルは低い
ものであると解することも許されよう。
これについては，プラットフォームの利用者が，当
該プラットフォームについて通常どおりに利用してい
ることをもって（そのように利用している場合に限り），
それを「公正な慣行」と捉えることもできるように考え
られる（55）。利用者にしてみれば，技術的な仕様の都合
上，それしか利用方法がないためにそれに従って利用
することは，著作物の通常の利用方法であると解され
るからである。
このように，新たな技術（とくにインターネット関
連技術）による著作物の利用は，従前に考えられてき
た利用方法とは異なるものであることを念頭に置く必
要があり，著作者名の消極的な省略の場合には，19
条 3 項の「利益衡量」（56）という考え方に基づきより柔
軟に解釈することも，19 条 3 項の解釈としてなしう
るように思われる。

（54）	 この点に関しては，小坂・前掲註（39）10 頁を参照。
（55）	 たとえば，奥邨・前掲註（40）70 頁では，「…ツイッターのような新しい利用方法の場合に，公正な慣行を強調しすぎることは，自動的に 19

条 3 項の適用を排しかねないから，伝統的な利用方法の場合とは，その意味合いが異なると解されるべきだろう…」と述べられている。
（56）	 田村・前掲註（4）13 頁。
（57）	 たとえば，中山・前掲註（3）602 頁では，「著作者の氏名表示は著作者と著作物とを結ぶ紐帯であり，著作物への著作者の刻印であるといえ

る。」と述べられている。
（58）	 中山・前掲註（3）605 頁。
（59）	 田村・前掲註（4）13-16 頁。

Ⅴ．おわりに

氏名表示権は，その立法趣旨に鑑みれば，著作者と
著作物を結びつけるものとして重要な著作者人格権で
あるといえるが（57），前述のように，「氏名表示権を厳
格に貫くと著作物の円滑な流通・利用に不都合をもた
らすおそれがある」（58）ことの謂れから，氏名表示権の
制限規定の一つである 19 条 3 項によって，著作者名
の省略が認められる場合もありうる。
これまで検討してきたことによれば，この著作者名
の省略には，積極的な省略の場合と消極的な省略の場
合があるといえよう。かねてより，19 条 3 項が予定
していた著作者名の省略というのは，著作者名の積極
的な省略であり，これは当該著作物を利用するにあ
たっての利用者側の都合に起因するものであった。し
かし，新たな技術（とくにインターネット関連技術）が
登場してくることによって，従前は予定されていな
かった著作物の利用方法も出てくると予測される。こ
の場合，当該技術的な仕様によって利用者側の都合に
起因しない著作者名の省略，すなわち，著作者名の消
極的な省略となってしまうこともありうる。
また，前述のように，19 条 3 項は一般条項として
の性格を有しており，「利益衡量」による解釈が認めら
れているため（59），その解釈に柔軟性をもたせることも
できるわけである。したがって，著作者名の積極的な
省略にせよ，著作者名の消極的な省略にせよ，19 条 3
項の適用可能性があることに変わりはない。
そこで，19 条 3 項にみる著作者名の省略について
の判断基準として，かりに著作者名を省略した著作物
の利用であったとしても，「同時に」，「直ちに」，「別途」
等の場合によって著作者名を確認することができると
いう「アクセス容易性」があり，その方法が「公正な慣
行に反しない」ものである限り，19 条 3 項の適用可能
性があると解することもできると考えられる。また，
この場合の「公正な慣行」の考え方については，すでに
述べたとおりである。
これを判断基準として，もし著作者名が完全に表示
されていないのであれば，いずれの要件もハードルを
上げてかなり厳格に解釈しなければならないであろう



● 29 ●
知財ジャーナル　2021

し（60），また，著作者名の消極的な省略の場合には，「公
正な慣行」要件のハードルを下げて解釈することも許
されよう。もちろん，どのような場合であったとして
も，著作物の利用方法やそもそもの著作者名の有無に
は注意が必要である。
本稿では，氏名表示権の制限規定の一つである 19
条 3 項に関して考察した。これまで論じてきた内容は，
前述の現行法の起草担当者による 19 条 3 項の解釈の
あり方についての見解（61）と平仄が合わないものとは
いえないと思料される。もっとも，本稿において論じ
た内容は，19 条 3 項の解釈のあり方に関する一考察
であるため，今後さらなる裁判例が蓄積され（62），議論
が展開されていくことに期待したい。

（60）	 なお，このような場合，原則として氏名表示権の侵害が肯定されると考えられるが，そうするに至ったさまざまな諸事情を総合的に考慮し
て，例外的に 19 条 3 項が適用されうる場合もあるように考えられる。

（61）	 加戸・前掲註（7）172 頁。
（62）	 冒頭部分の繰り返しであるが，この点を指摘するものとして，諏訪野・前掲註（6）87 頁では，「19 条 3 項の内容は抽象的であり，裁判例の蓄

積によって明らかにされていく性質のものである。」と述べられている。
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論　説

TRIPS 協定下の世界市場における知的財産制度の
「当為」あるいは「正当性／正義」に関する検証

森　哲也（＊）・加藤　浩（＊＊）

開発途上国を抱える世界市場に先進国が構築した知的財産制度を展開すると，知的財産創造で遅れている開発
途上国の利益を害する可能性がある。そこに，反知的独占論が台頭して来た。従って，ここで改めて知的財産制
度の「当為」あるいは「正当性 /正義」を，多角的な観点から検証が必要である。
現代知的財産制度の先駆は米国でありそれは米国の憲政史に観ることができる。その米国が TRIPS 協定の成
立を仕掛けた。しかし，TRIPS 協定の性格や構築された内容は，開発途上国が協定に加盟し易いように，その
性格に柔軟性を持たせてあり，開発途上国支援のための「国際開発」の文脈の規定も備えている。米国の知的財産
制度とアジアの知的財産制度の先駆日本のそれが，途上国の知的財産開発の未来への軌道を示唆する。

１ ．はじめに
２ �．現代 IP 制度の先駆は米国そしてアジアの IP
先駆日本・途上国の未来
３．TRIPS 協定成立の経緯
４ �．TRIPS 協定の性格及び規律範囲・強化点並び
に権利行使・「法の支配」に関する合意
5．TRIPS 協定の性格
⑴　柔軟性の規定
⑵　途上国への協力配慮の規定─「国際開発」の文
脈
⑶　規律範囲の現代化対応及び強化点
6 �．権利行使並びに IPに関する「法の支配」に関す
る合意（協定第 ４１-４9 条，第 50-6４ 条）
⑴　一般的義務
⑵　民事上及び行政上の手続及び救済措置
7 �．TRIPS 協定下の途上国に効果的な IP 制度及
びその運用
⑴　職務発明・職務意匠制度における「特許・意
匠登録を受ける権利」の帰属原則の整備
⑵　特許審査における「進歩性」判断の内国人技術
水準（以下「技術水準」）との調整
⑶　途上国の商業的体質に適合する意匠・商標制
度の活用強化

8 �．ボルドリンらの反知的独占論の根拠とする事例
の概要
9 �．IP 保護の歴史的事実及びこれを支持する諸学
説と相違う反知的独占論
⑴　法哲学からのアプローチ

⑵　「法の支配」からのアプローチ
⑶　市場原理論からのアプローチ
⑷　途上国の教育水準・識字率・「潜在能力」・「国
際開発」からのアプローチ

１0．おわりに

1 ．はじめに

WTO付属書 １-C の「貿易関連の知的財産側面に関
する合意（the�Agreement�on�Trade-Related�Aspect�of�
Intellectual�Properties:�以下『TRIPS 協定』」が成立し
て久しく，知的財産（Intellectual�Property:�IP）を独
占排他権である知的財産権で保護する制度
（Intellectual�Property�System: 以下「IP制度」）は，現
在，国際的に普遍的な制度となっている。
そこに，「IP 懐疑論」及び「反知的独占論」（以下こ
れら二つの論をまとめて「反知的独占論（against�IP-
monopoly�doctrine）」という。）が台頭して来た。この
「反知的独占論」は，IPR に関する多数のネガティブ
事例を挙げて IP制度の非なる意義を唱えている。
TRIPS 協定を仕掛けたのは経済大国のアメリカ合
衆国（以下「米国」）であるだけに，定点的な見方をすれ
ば，IP制度の世界大の展開はとりわけ開発途上国（以
下「途上国」）と利害を異にすることになり，前記「反知
的独占論」を頷かせることになる。
そこで，更めて，IP 保護の「当為（E:oughtness�
G:sollen）あ る い は 正 当 性 ／ 正 義（E:legitimacy/

（＊）� 校友，特許業務法人日栄国際特許事務所会長，弁理士，日本大学大学院博士後期課程在学。
（＊＊）�日本大学法学部　教授
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⑶　市場原理論からのアプローチ
⑷　途上国の教育水準・識字率・「潜在能力」・「国
際開発」からのアプローチ

１0．おわりに

1 ．はじめに

WTO付属書 １-C の「貿易関連の知的財産側面に関
する合意（the�Agreement�on�Trade-Related�Aspect�of�
Intellectual�Properties:�以下『TRIPS 協定』」が成立し
て久しく，知的財産（Intellectual�Property:�IP）を独
占排他権である知的財産権で保護する制度
（Intellectual�Property�System: 以下「IP制度」）は，現
在，国際的に普遍的な制度となっている。
そこに，「IP 懐疑論」及び「反知的独占論」（以下こ
れら二つの論をまとめて「反知的独占論（against�IP-
monopoly�doctrine）」という。）が台頭して来た。この
「反知的独占論」は，IPR に関する多数のネガティブ
事例を挙げて IP制度の非なる意義を唱えている。
TRIPS 協定を仕掛けたのは経済大国のアメリカ合
衆国（以下「米国」）であるだけに，定点的な見方をすれ
ば，IP制度の世界大の展開はとりわけ開発途上国（以
下「途上国」）と利害を異にすることになり，前記「反知
的独占論」を頷かせることになる。
そこで，更めて，IP 保護の「当為（E:oughtness�
G:sollen）あ る い は 正 当 性 ／ 正 義（E:legitimacy/

（＊）� 校友，特許業務法人日栄国際特許事務所会長，弁理士，日本大学大学院博士後期課程在学。
（＊＊）�日本大学法学部　教授
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justification�G:Legilimität/Rechligkeit）」を多角的観点
から検証し，更に TRIPS 協定が，途上国を含めて
IP 保護の世界大での拡大強化を目的として展開され
ていることの「合理性（E:rationality�G:Rationalität）」
をも検証する。
なお，これらの検証にあたっては，米国や途上国に
おける憲法体制に関連する途上国特有の法文化と法理
を背景に意識した。

2 ．現代 IP 制度の先駆米国とアジアの
IP 先駆日本が示す途上国が向うべき
IP 制度の軌道

TRIPS 協定を仕掛けた米国の憲法（以下「米国憲
法」）（1）の前文には，次のように建国の理念が掲げられ
ている。

「我々合衆国人民は，より完全な合衆国を形成し，
法の正義（Justice）を確立し，国内の平穏を確保し，
共同の防衛に備えをし，一般の福祉を増進し，そして，
我々自身と我々の子孫に自由の恵沢を保障するために，
このアメリカ合衆国憲法を制定する。」（筆者訳）

この前文の文脈から，米国が，自由の恵沢をもたら
す民主主義と，そのための「法の支配（rule�of�law）」も
建国の理念としていることが理解できる（2）。その自由
の恵沢には，合衆国内での経済活動や精神活動の成果
が含まれることは言うまでもない。
そして，この前文に掲げられた理念を具体化するよ
うに，本文第 １条 8節 8 項（3）は，著作者と発明者の保
護を規定する。
米国は，憲法に国防や税制などと並んで IP制度の

「正統性（political�rationality）」を定め，著作者や発明
者を，その精神活動の成果である著作物と発明につき

（1）� National�Constitution�Center（１988）�“THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES”�Philadelphia,�p.�１ を参照。
www.constitutioncenter.org，２0１9 年 ３ 月 １２ 日アクセス。
Declarational�Preamble�
‘WE�THE�PEOPLE�of�the�United�States,�in�order�to�form�a�more�perfect�Union,�establish�justice,�insure�domestic�tranquility,�provide�for�
the�common�defense,promote�the�general�welfare,and�secure�the�blessings�of�liberty�to�ourselves�and�our�posterity,do�ordain�and�establish�this�
CONSTITUTION�for�the�United�States�of�America.’�

（2）� AMEARICAN�CENTER�JAPAN,�“Rule of Law”
https://americancenterjapan.com/aboutusa/tanslations/３086/，２0１9 年 ３ 月 １２ 日アクセス。

（3）� 前掲注（１）を参照。
（4）� William�B.�Bennett（１97２）�“The American PATENT SYSTEM An ECONOMIC iterpretation”�pp.�7１,�7２ を参照。

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm�
（5）� ヘンリー幸田（１999）『米国特許法逐条解説＜第 ３版＞』発明協会 p.�３ を参照。
（6）� Ian�Brown（１999）�pp.�２-３,�9,�２60-２70�“ECONOMIC CHANGE IN SOUTH-EAST ASIA c.1850-1980”�Oxford�University�Press を参照。

期限付きの独占排他権 IPR を付与して保護し，以て
文化と共に米国の産業を発達させようとしたのである。
ウイリアム�ベネット（William�B.�Bennet）の著書（4）

では，民主主義及び自由主義と，とりわけ特許制度と
の深い関係が指摘されている。
この民主主義思想が特許制度と関連して述べられて
いる理由は，米国の特許制度が，「発明者主義」で一貫
していることにあると理解できる。
つい最近まで米国で IP実務家として活動していた
故ヘンリー幸田（Henry�Koda）は，１776 年の米国独立
宣言文を起草して後に第 ３代大統領となったトーマス�
ジェファーソン（Thomas�Jefferson）の功績を挙げ，特
許制度は米国の憲政史の中で，重要な位置付けがなさ
れたと言う（5）。
そのジェファーソンは，特許法案を起草し，これが，
憲法制定の ３年後の １790 年に連邦法である特許法（以
下「３5USC」）として制定された。この ３5USC は，意
匠の保護も規定し，商標法（１5USC）による商標の保
護も併せて，米国の IP制度の主軸となって米国を現
在の産業大国に導いた。
しかし途上国（developing�countries）の殆どは，イア
ン・ブラウン（Ian�Brown）が言うように，商業中心の
生業で宿命的な「商業国家（commercial�states）」として
永く生き続けて来た（6）。しかも先進国の植民地支配を
受けてモノカルチャー（mono-culture）となった宿命が
ある。それらの地域では，既存の経済的価値の取引が
中心で，科学技術の分野で新たな経済的価値の創造を
旨としない傾向が強く残っている。
米国 IP制度の国家そしてその産業への貢献の歴史
は，１00 年以上も前の １885（明治 １8）年から知財立国
をしてアジアの IP先駆となった日本のそれと共に，
IP 制度を採用している現在の途上国が未来の運命開
拓に向かう明確な軌道を示すことになるはずである。
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3 ．TRIPS 協定成立の経緯

１88３ 年に「工業所有権の保護に関するパリ条約」が
成立し，その ３年後の １886 年に「文学的及び美術的著
作物の保護に関するベルヌ条約」が成立し，その後
数々の IP 関係条約が結ばれて IP 保護の国際化が進
行した。
TRIPS協定は IP保護の更なる強化拡充を目指して，
WTO協定の成立過程の中で締結されたのであるが，
直接の要因は，１980 年代初頭の頃から低下しつつあっ
た米国の産業競争力である。
時の大統領ロナルドW.�レーガン（Ronald�Wilson.�

Reagan）は，大統領産業競争力委員会（the�President’s�
Commission�on�Industrial�Competitiveness）に命じ，
「グローバルな競争─新たな現実（Global Competition 

-�The New Reality）」と題した報告書を作成させた。
これがいわゆるヤング・リポート（Young�Report）で
ある。
尾島明は，同レポートの中には，米国が他国との競
争で優位にある技術開発力を維持し強化するのには，
IP の保護をグローバルな，すなわち世界大の広がり
で強化することが必要であると述べられていることや，
その後の経緯を解説している（7）。
米国が，このような姿勢でGATT協定の交渉に臨
んだ結果，WTO 協定及びその附属書 -１C である
TRIPS協定が成立したのである。
すなわち，WTO協定は，１9４7 年の関税貿易一般協
定（General�Agreement�on�Tariffs�and�Trade:�GATT）
の下で立ち上げられたウルグアイ�ラウンドで起草さ
れたが，１99４ 年 GATT はWTO 協定附属書 １A の一
部ととして妥結され，１995 年にその体制が成立した。
それまで，物品中心のGATTにおいて大きな議題
となっていたのが，IP 保護に関する実効性を担保す
る紛争解決手続と，その手続の限定的な適用範囲につ
いてであった。
そこで，GATTの物品の貿易に関する部分を「物品
の貿易に関する多角的協定」のかたちでWTO協定の
附属書 -１A として吸収し，サービス貿易に関する一
般 協 定（General�Agreement�on�Trade�of�Services:�
GATS）をWTO 協定附属書 -１B とし，更に IP の保
護の充実・拡大・強化のために，TRIPS 協定が

（7）� 尾島明（２0１２）『逐条解説�TRIPS 協定～WTO知的財産協定のコンメンタール～ Detailed Analysis of the TRIPS』（２0１２）日本機械輸出組合
pp.�１-7 を参照。

（8）� 小寺彰（２000）『WTO体制の法構造』東京大学出版会 pp.�１１-２１ を参照。

WTO協定附属書 -１C として締結された。
このように，WTO協定の附属書 -１ におけるA，B
そしてCの協定で，GATT体制の物品からサービス，
及び IP に貿易規律の対象が拡大したことを，GATT
からの規律拡大という。
従って，WTO協定の紛争解決に関しては，IPには
GATT 協定第 ２２ 条と同第 ２３ 条が TRIPS 協定第 6４
条経由で，また，サービス貿易にはGATT協定第 ２２
条と第 ２３ 条経由で，司法的構造を採る「紛争解決に係
る規則及び手続に関する了解」（WTO協定附属書 -２）
が適用されることになった（8）。

４．TRIPS 協定における知財保護と途上
国ノ利害の調整

このようなTRIPS 協定に参加した途上国は，IPR
の権利行使（enforcement）に関する制度整備，並びにIP
に関して権利保護を旨とする実質論にいわゆる「法の支
配（rule�of�law）」の「実定性（substantive�effectiveness）」
が強く要求されることになる（協定第 ４１-４9 条・第
50-6４ 条）。
途上国側は，自らの IP 制度を先進国（developed�
countries）並みに強化することで，IPR によって当面，
先進国に技術的あるいは経済的に支配されることにな
り，先進国とは利害が真っ向から対立する立場にある。
従ってTRIPS 協定には，途上国の利害との調整機能
がなければならない。
この調整機能は，経過措置を含んだ柔軟性あるいは
弾力性（以下「柔軟性 :flexibility」）の規定構成と，「国
際開発（international�development）」の文脈上にあると
言える途上国への支援ないし協力の配慮規定に顕れて
いる（協定第 66 条第 ２項・同第 67 条）。
しかし，途上国では，TRIPS 協定の要請を満足さ
せる制度枠組の構築はするものの，IPに関する「法の
支配（rule�of�law）」は，概して形式論の範疇の「法によ
る支配（rule�by� law）」に止まる傾向にあり，現在まで
のところ，実質論のそれを満足するものではない。
TRIPS 協定は，途上国に，その内国人のうち少な
くとも IP創造者の財産 IPを「所有権化（monopolize）」
する道を開かせ，「法の支配」の下に途上国自体の経済
発展に貢献することになる。
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何れにしても既存のパリ条約，ベルヌ条約，その後
のローマ条約やワシントン条約では，IP 保護の枠組
構築が相当程度に各加盟国の裁量に委ねられていたと
ころ，TRIPS 協定ではその保護枠組み構築の準則が
強化された（9）。

5 ．TRIPS 協定の性格

⑴　柔軟性の規定
TRIPS 協定は，対立が錯綜する多国間関係の持つ
宿命でもあるが，条約の国際間の「実定性（substantive�
effectiveness）」を保つために，権利・義務に関して曖
昧さを含んだ柔軟性（flexibility）を有しているのであ
る（10）。
TRIPS 協定前文の第 7段には，「後発開発途上国が
健全かつ存立可能な技術的基礎を創設することを可能
にするために，国内における法令実施の際の最大限の
柔軟性に関するこれらの諸国の特別なニーズを認め
…」とある。
この基本方針に沿って第 １条第 １項では加盟国の義
務を緩やかにし，第 8条では，公衆の健康及び栄養，
公共の利益促進のための国内措置の自由を，第 65 条
では，この協定の適用義務の １年猶予や期間延長，中
央計画経済から自由企業経済への移行過程にあり，
IP 制度の構造改革と整備が必要な国に対する期間運
用に関する配慮，技術分野によって物質特許を認めて
いない加盟国が，その分野に物質特許を導入するとき
の更なる期間適用延期を定める。

⑵　途上国への協力配慮の規定─「国際開発」
の文脈
第 66 条第 ２項は，「先進加盟国は，後発開発途上加
盟国が健全かつ存立可能な技術的基礎を創設すること
ができるように技術の移転を促進し及び奨励するため，
先進加盟国の領域内の企業及び機関に奨励措置を提供
する。」と規定する。これは，途上国のうちの後発開発
途上国に特化した規定である。
第 67 条は，「この協定の実施を促進するため，先進
加盟国は，開発途上加盟国及び後発開発途上加盟国の
ために，要請に応じ，かつ，相互に合意した条件によ
り，技術協力及び資金協力を提供する。その協力には，

（9）� 加藤暁子（２00３）「WTOの TRIPs における医薬品関連発明保護制度の斬新的発展─特許権を中心に─」『特許庁委託平成 １４ 年度産業財産権
研究推進事業報告書』財団法人知的財産研究所 pp�.１,�２ を参照。

（10）� ピーターK.�ユー（Peter�K.�YU）「国際的な囲い込みについて⑶」『知的財産法政策研究 １8 号』（２007）�pp.�３0-３３ を参照。

知的所有権の保護及び行使並びにその濫用の防止に関
する法令の準備についての支援並びにこれらの事項に
関連する国内の事務所及び機関の設立又は強化につい
ての支援（人材の養成を含む。）を含む。」と規定する。
これは，後発開発途上国と開発途上国の両方に適用さ
れる規定である。
これらの規定は，幅広い「国際開発（international�
development）」の文脈となっている。

⑶　規律範囲の現代化対応及び強化点
ここでは，主だった事項とその関連規定について挙
げ，その検討をする。
TRIPS 協定の成立により，WTO体制の貿易制度
の規律範囲が，GATT の物品すなわち有体物
（corporeal�thing）の経済的価値から，IP という無体
物（incorporeal�thing）の経済的価値へと，更に拡大・
強化する国際的な制度（regime）が成立したことになる。
TRIPS 協定における規律範囲の拡大点，及び規律
のあり方を含めた強化点を要約すれば，規律範囲，す
なわち規律対象についてはその現代化であり，規律の
あり方，すなわち規律の強化点については，権利行使
（enforcement）を容易にして，前述の実質論で言う「法
の支配」の「実定性」を強化する方向性を明確にしたこ
と，そして，特に発明特許について特許の存続期間の
最低限を明定したことである。

①　著作物（第９条 -14 条）について
TRIPS 協定は，１88３ 年に成立していたパリ条約や，
その ３年後に成立した著作物の保護に関するベルヌ条
約の基本的な規律範囲を踏襲している。
TRIPS 協定では，ベルヌ条約が対象とする著作物
について，経済的な権利とは言えない著作人格権を除
いて，保護範囲の遵守が要求されており，また，著作
物に関しても規律範囲の現代化が行なわれている。
すなわち，コンピュータ・プログラム（ソース・
コードのものであるかオブジェクト・コードのもので
あるかを問わない。）や，素材の選択又は配列によって
知的創作物を形成するデータその他の素材の編集物
（edited�works: 機械で読取可能なものであるか他の形
式のものであるかを問わないが，当該データその他の
素材を除く。）が対象となっている（第 １0 条）。なお，
これは，２00２ 年に成立した「著作権に関する世界知的
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所有権機関条約」の第 6条にも対応している。
途上国でも，当面，著作物保護の制度の普及・運用
に注力することは，その国の産業の発達にも大きく奏
効する重要な IP法制策となろう。
その他，コンピュータ・プログラム及び映画の著作
物に関してその原作品又は複製品の商業的に公衆に貸
与する貸与権（協定第 １１ 条）があり，これも，規律範
囲の現代化対応の典型である。
そして，著作隣接権（right�adjoined�to�the�witten/
composed�works: 協定第 １４ 条）を明定する。
著作隣接権とは，実演家・レコード制作者・放送機
関を保護する権利のことである。なお，この保護期間
が ２0 年と短いのは，原作を創造した者ではなく単に
商業化して経済的利益を得ている者に対する保護だか
らである。

②　商標（協定第 15-21 条）について
協定第 １5 条第 １項の末尾に，「加盟国は，標識を視
覚によつて認識することができることを登録の条件と
して要求することができる。」と規定しているが，この
規定は視覚によらない商標の運用を否定していない。
つまり，商品やサービスを識別することができるので
あれば，視覚に限らず広く「知覚」で認識できる，例え
ば音や匂いなども商標（trademark）であり得ると反対
解釈ができるのである。
現に日本では，平成２7年，すなわち２0１5年から「知
覚によつて認識できる標識」（日本商標法第 ２条 １項）
としてハナマルキ株式会社の「『塩こうじな～らハナマ
ルキ』」が音登録第 60２968１ 号が「新しい商標」の態様と
して登録されている。
いずれにしても，貿易が行われて市場が世界大の広
がりを持つようになっている現在では，商標の保護も
世界大に展開されなければならない。
前述したように，当面「商業国家」において商標を市
場で特別顕著なかたちで選択することは，途上国内国
人（national�citizen）の非科学技術分野の高い能力・資
質が，市場に商品を効果的に認識させる商標の的確な
選択を可能にし，商標制度が途上国に格好な IP制度
であることも明らかである。

③　地理的表示（協定第 22条）について
この地理的表示（geographic� indication）は，ある商

（11）� 尾島明（２0１２）『逐条解説�TRIPS 協定～WTO知的財産協定のコンメンタール～ Detailed Analysis of the TRIPS』日本機械輸出組合 p.�１0３ を
参照。

品に関し，その確立した品質，社会的評価その他の特
性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場
合において，当該商品が加盟国の領域又はその領域内
の地域若しくは地方を原産地とするものであることを
特定する表示を言うものとされる（協定第 ２２ 条 １ 項）。
加盟国の多くは，主として不正競争防止法の規制に
よりその保護を図っている。この地理的表示は，一次
産品の輸出をする途上国における共同体のブランド形
成に有効であり，そのTRIPS 協定のこの規定に従っ
た制度設計は途上国にとって重要である。
この地理的表示は，途上国の商標制度において，日
本の「地域団体商標」保護の制度（日本商標法第 7条の
２）と同じ制度を設ければ，独占排他権により地域共同
体のブランド形成・保護に貢献するはずである。

④�　ぶどう酒・蒸留酒の地理的表示の追加（協定第
23-24 条）について
EU諸国の地名に対する強い独占的保護の主張と，
ヨーロッパの地名と同一又は類似の地名が多く存在し
ていることから来る米国やラテン系諸国の独占反対の
主張とが対立する場で，突然の議長裁定の判断により，
ぶどう酒等の地理的表示の追加的保護としてこの規定
が容れられたという経緯がある（11）。
この議長裁定は，例えば，ぶどう酒を地域ブランド
にしようとしている途上国と，途上国のブランドを普
通名称として使用しようとする先進国との対立に断を
下したことに意義がある。

⑤　意匠（協定第 25-26 条）について
意匠（design）は，日本の例でいえば，令和 ２年の改
正法によれば，「物品（物品の部分を含む…）の形状，
模様，若しくは色彩若しくはこれらの結合（以下『「形
状等』という。），建築物（建築物の部分を含む。…）の
形状等又は画像（機器の操作の用に供されるもの又は
機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの
に限り，画像の部分を含む。…）であって，視覚を通
じて美観を起こさせるものをいう。」される。
従って，意匠保護の対象は，「物品」に限定されてい
た意匠の対象が建築物のような不動産や通信機器など
の操作画面に及び，意匠制度の機能が拡大した。
TRIPS 協定は，独自に創作された新規性（novelty）
又は独創性（originality）のある意匠の保護要件を定め，



● 35 ●
知財ジャーナル　2021

所有権機関条約」の第 6条にも対応している。
途上国でも，当面，著作物保護の制度の普及・運用
に注力することは，その国の産業の発達にも大きく奏
効する重要な IP法制策となろう。
その他，コンピュータ・プログラム及び映画の著作
物に関してその原作品又は複製品の商業的に公衆に貸
与する貸与権（協定第 １１ 条）があり，これも，規律範
囲の現代化対応の典型である。
そして，著作隣接権（right�adjoined�to�the�witten/
composed�works: 協定第 １４ 条）を明定する。
著作隣接権とは，実演家・レコード制作者・放送機
関を保護する権利のことである。なお，この保護期間
が ２0 年と短いのは，原作を創造した者ではなく単に
商業化して経済的利益を得ている者に対する保護だか
らである。

②　商標（協定第 15-21 条）について
協定第 １5 条第 １項の末尾に，「加盟国は，標識を視
覚によつて認識することができることを登録の条件と
して要求することができる。」と規定しているが，この
規定は視覚によらない商標の運用を否定していない。
つまり，商品やサービスを識別することができるので
あれば，視覚に限らず広く「知覚」で認識できる，例え
ば音や匂いなども商標（trademark）であり得ると反対
解釈ができるのである。
現に日本では，平成２7年，すなわち２0１5年から「知
覚によつて認識できる標識」（日本商標法第 ２条 １項）
としてハナマルキ株式会社の「『塩こうじな～らハナマ
ルキ』」が音登録第 60２968１ 号が「新しい商標」の態様と
して登録されている。
いずれにしても，貿易が行われて市場が世界大の広
がりを持つようになっている現在では，商標の保護も
世界大に展開されなければならない。
前述したように，当面「商業国家」において商標を市
場で特別顕著なかたちで選択することは，途上国内国
人（national�citizen）の非科学技術分野の高い能力・資
質が，市場に商品を効果的に認識させる商標の的確な
選択を可能にし，商標制度が途上国に格好な IP制度
であることも明らかである。

③　地理的表示（協定第 22条）について
この地理的表示（geographic� indication）は，ある商

（11）� 尾島明（２0１２）『逐条解説�TRIPS 協定～WTO知的財産協定のコンメンタール～ Detailed Analysis of the TRIPS』日本機械輸出組合 p.�１0３ を
参照。

品に関し，その確立した品質，社会的評価その他の特
性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場
合において，当該商品が加盟国の領域又はその領域内
の地域若しくは地方を原産地とするものであることを
特定する表示を言うものとされる（協定第 ２２ 条 １ 項）。
加盟国の多くは，主として不正競争防止法の規制に
よりその保護を図っている。この地理的表示は，一次
産品の輸出をする途上国における共同体のブランド形
成に有効であり，そのTRIPS 協定のこの規定に従っ
た制度設計は途上国にとって重要である。
この地理的表示は，途上国の商標制度において，日
本の「地域団体商標」保護の制度（日本商標法第 7条の
２）と同じ制度を設ければ，独占排他権により地域共同
体のブランド形成・保護に貢献するはずである。

④�　ぶどう酒・蒸留酒の地理的表示の追加（協定第
23-24 条）について
EU諸国の地名に対する強い独占的保護の主張と，
ヨーロッパの地名と同一又は類似の地名が多く存在し
ていることから来る米国やラテン系諸国の独占反対の
主張とが対立する場で，突然の議長裁定の判断により，
ぶどう酒等の地理的表示の追加的保護としてこの規定
が容れられたという経緯がある（11）。
この議長裁定は，例えば，ぶどう酒を地域ブランド
にしようとしている途上国と，途上国のブランドを普
通名称として使用しようとする先進国との対立に断を
下したことに意義がある。

⑤　意匠（協定第 25-26 条）について
意匠（design）は，日本の例でいえば，令和 ２年の改
正法によれば，「物品（物品の部分を含む…）の形状，
模様，若しくは色彩若しくはこれらの結合（以下『「形
状等』という。），建築物（建築物の部分を含む。…）の
形状等又は画像（機器の操作の用に供されるもの又は
機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの
に限り，画像の部分を含む。…）であって，視覚を通
じて美観を起こさせるものをいう。」される。
従って，意匠保護の対象は，「物品」に限定されてい
た意匠の対象が建築物のような不動産や通信機器など
の操作画面に及び，意匠制度の機能が拡大した。
TRIPS 協定は，独自に創作された新規性（novelty）
又は独創性（originality）のある意匠の保護要件を定め，
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その際，その物品の外観が，技術的・機能的な由来に
より特定されているときは保護してはならないと規定
する（協定第 ２5 条 １ 項）。
意匠は，消費者の購買意欲を直接刺激するものであ
り，商品の販売促進に直接的に貢献して市場を活性化
する（12）。しかし，この分野は，直接的には科学技術に
関係せず . 途上国内国人（national�citizen）の非科学技
術分野のとりわけ美術的な創作における高い能力・資
質で，市場の購買意欲を直接刺激する商品の外観を創
作することができるので，意匠制度の普及と強力な運
用は，途上国にとって重要な法政策となる。

⑥　発明（協定第 27-34 条）について
TRIPS 協定第 ２7 条 １ 項は，発明（invention）保護の
要件（特許要件）として，新規性（novelty），進歩性
（inventive�step/non-obviousness）及び産業上の利用可
能性（industrial�applicability）を示している。
協定第 ２7 条にある「注」の規定は，明らかに米国の
３5USC 第 １0３ 条の影響を直接受けているものである
が，米国ではこの概念の判断要素と「新規性」との判断
手順につき，多くの訴訟で争われている（13）ほどに曖
昧なのである。
この「発明」の成立については，製品開発の研究者で
ある大門博が明快に教示している（14）。すなわち，発明
は，「問題情報あるいはニーズ（needs），すなわち技術
課題」と，「そのような問題解決にはこのような手段，
すなわち技術情報（technological�information/seeds）と，
それらの「組み合わせ（combination）」力の三要素で成
り立つとされる。
これを，簡単な公式で表すと
発明＝（問題情報すなわち技術課題Ａ＋技術情報Ｂ）
� ×（ＡとＢの組合力）
となる。
従って，市場にある問題情報を新しく認識し，その
問題情報に合った技術情報すなわち解決手段を「組み
合わせ」ることで「新規性」のある発明が完成する。そ
して，これらの情報への「当業者」の認識力と「組合力」
における難易度がその発明の「進歩性」となる。

実際には，問題情報の的確な把握が産業上有用な発

（12）� 高田忠（１969）『意匠』有斐閣 p.�１ を参照。
（13）� ヘンリー幸田（１999）『米国特許法逐条解説＜第 ３版＞』発明協会 pp.�7３-9３ を参照。
（14）� 大門博（１967）『製品開発と特許戦略』東洋経済新報社 pp.�67,�68 を参照。
（15）� ゲオルク・フリードリッヒA. ハイエク（田中真晴・田中秀夫編訳）（２00４）『市場・知識・自由─自由主義の経済思想─』ミネルヴァ書房，pp.�

5２-6２ を参照。ハイエクは「社会における知識の利用」に関して「現場の人」の問題提起力を示唆している。
（16）� 前掲注（１１）p.�１２9 を参照。

明をするための要であり，これは，抽象的に研究者の
思索によって検知できることもあるが，多くは，前掲
ハイエクが言う「現場の人（a�person�on�hands-on�hands�
experience）」（15）からもたらされるものである。
そうであれば，この問題情報に，的確に，しかもよ
り速くアクセスできるのは「現場の人」，つまり，途上
国ならばその内国人であるから，その内国人は，その
国内で有用な発明をする競争において，IPR を外国
人に先んじて獲得できるはずである。
要するに，途上国においては，その審査基準は内国
人の技術水準と密接に関連し，特に技術水準の低い内
国人の発明を特許するべきである。TRIPS協定には，
「進歩性」の水準を低く運用しあるいは「進歩性」を要求
しない制度設計も可能とする柔軟性がある。
また，発明には，概して物の発明，方法の発明，そ
して物を生産する方法の発明があるが，TRIPS 協定
第 ２7 条 １. によれば，発明は，物であるか方法である
かを問わずに保護しなければならないとされる。
従って，TRIPS 協定に加盟した途上国も，国民健
康・公衆衛生に直結する医薬品及びその材料である効
能物質（共に物の発明）に対する特許は拒否できない。
これは IP保護の強化である。
そして，同条 ２項は，一般的な不特許事由に関する
ものであるが，公の秩序又は善良の風俗の判断基準は，
国の文化が異なればそれによって異なるので，各加盟
国に独自な不特許事由が規定される可能性がある。
これに加えて，同条 ３項は，加盟国が医療（診断方
法・治療方法・外科的方法）や微生物関係以外の本質
的に生物学的方法に特化して不特許事由を規定できる
とする。
医療に関して不特許事由を規定するのは，これに独
占排他的効果のある特許権を設定することは，国民健
康・公衆衛生等の観点から好ましくないという理由か
らであり，また，本質的に生物学的方法を不特許事由
とするのは，倫理・宗教上の問題が想定される可能性
があるとの理由からである（16）。
なお，TRIPS協定におけるこの不特許事由は，ヨー
ロッパ連合理事会の指令（Directive）とヨーロッパ特
許条約（Europian�Patent�Convention:�EPC）で固めら
れた ‘ordre public and morality issue’の思想による
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と説明されている（17）。

⑦�　特許出願人に対する発明開示要求（協定第 29 条）
について
これは，発明の明細書による開示要求であり，例え
ば先進国からの特許出願を途上国が受けた場合は，そ
の明細書が後に続く発明創造のためのテキストとなり
途上国の内国人はこの明細書から先進国の発明の技術
を学ぶことができる。
この発明には，国際特許分類（International�Patent�
Classification:�IPC）で精緻な類別と関連体系が付与さ
れる。
この発明の開示が，特許出願の願書に添付される明
細書によるものとされることは，IP 保護のグローバ
ル化第 １波として成立したパリ条約が前提とするとこ
ろであり，特許制度のある全ての国でこの明細書の制
度が採用されている（18）。

⑧�　強制実施権の設定を含む特許権者の許諾を得てい
ない他の特許発明の使用（協定第 31条）について
この制度は，協定第 ３0 条が想定した試験・研究な

どのために実施することに対する特許権の効力が及ば
ないとした限定的な列挙範囲の場合とは別に，強制的
に特許発明を実施しなければならない場合に発動され
るものであり，典型的には強制実施権の設定を含む。
なお，この概念に入る制度は，日本のように（米国
を除く）先進国にも存在するが，日本ではその発動の
実績はない。しかし，カナダ，米国，ドイツや，最近
ではイスラエルなどその発度実績が見受けられる。
この制度は，運用の次第によっては，特に途上国に
有利に機能する制度である。
しかし，契約自由の原則，あるいは私的自治の原則
の例外として国家が実施契約に介入する制度であるこ
とから，「法の支配」の下に政府の恣意を抑えるために，
事前協議の実行を義務づけるなどTRIPS 協定はその
発動を制限する条件を規定する。

⑨　集積回路の回路配置（協定第 35-38 条）について
これも規律範囲の現代化の典型例である。この集積
回路の回路配置については，「集積回路についての回
路配置に関する知的所有権に関する条約」があり，

（17）� Joseph�Straus（２0１３）� ‘Order�pubric�and�morality�issues�in�patent�eligibility’�Toshiko�Takenaka（Editor）�“Intellectual Property in Common 
Law and Civil Law”�Edward�Elgar�Publishing�Limited（２0１３）�Toshiko�Takenaka（Editor）�pp.�１9-４9 を参照。

（18）� パリ条約は，その第 ４条Ａ（３）で，優先権の申立てをするもの対して，加盟国は，最初の出願に係る出願書類（明細書，図面等を含む。）の謄
本の提出を要求することができるとしている。

TRIPS 協定は，基本的にはその条約の規定に従って
保護を定めるとする（協定第 ３5 条）。

⑩�　開示されていない情報の保護（協定第 39 条）につ
いて
パリ条約 １0 条の ２ に規定する不正競争行為に関連
して保護されるべき対象に，開示されていない情報
（protection�of�classified�information）を具体的に挙げ，
加盟国はそれを保護する義務があると規定した。これ
も規律範囲の現代化の例であると言える。

6 ．権利行使並びに IP に関する「法の支
配」に関する合意（協定第 41-49 条，第
50-64 条）

TRIPS 協定は，権利行使や「法の支配（rule�of�
law）」に関する詳細な合意を包含する。ここでは，と
りわけ途上国の IP保護における制度設計及びその利
害と密接かつ直接の関係がある事項を採り上げて論じ
ることにする。

⑴　一般的義務
侵害行為に対する効果的な措置を採る義務であり，
これには，迅速な措置と予防措置が含まれ，加えて，
濫用防止措置に関する制度作りも義務とされる（協定
第 ４１ 条 １-３ 項）。特に，IP 関係の決定は，司法審査
に服することを義務づける（同条 ４項）。IP に関する
措置が司法審査に服するとされるのは，「法の支配」の
「実定性」を担保するための国際的な努力の顕れである。

⑵　民事上及び行政上の手続及び救済措置
①　公正かつ公平な手続（協定第 42条）
いわゆる正当手続（due�process）の保障であり，こ
こでは，IP 民事訴訟につき独立の「弁護人」を代理人
として選ぶことを認め，過度に重い手続上の負担を当
事者に課してはならないとする。
ここにいう「弁護人」には，「審決取消訴訟代理権」を
有し「特定侵害訴訟代理資格」も有する日本の弁理士は
含まれないとされる。それは，弁理士が独立して訴訟
遂行できる審決取消訴訟代理権は，審決という行政処
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と説明されている（17）。

⑦�　特許出願人に対する発明開示要求（協定第 29 条）
について
これは，発明の明細書による開示要求であり，例え
ば先進国からの特許出願を途上国が受けた場合は，そ
の明細書が後に続く発明創造のためのテキストとなり
途上国の内国人はこの明細書から先進国の発明の技術
を学ぶことができる。
この発明には，国際特許分類（International�Patent�
Classification:�IPC）で精緻な類別と関連体系が付与さ
れる。
この発明の開示が，特許出願の願書に添付される明
細書によるものとされることは，IP 保護のグローバ
ル化第 １波として成立したパリ条約が前提とするとこ
ろであり，特許制度のある全ての国でこの明細書の制
度が採用されている（18）。

⑧�　強制実施権の設定を含む特許権者の許諾を得てい
ない他の特許発明の使用（協定第 31条）について
この制度は，協定第 ３0 条が想定した試験・研究な
どのために実施することに対する特許権の効力が及ば
ないとした限定的な列挙範囲の場合とは別に，強制的
に特許発明を実施しなければならない場合に発動され
るものであり，典型的には強制実施権の設定を含む。
なお，この概念に入る制度は，日本のように（米国
を除く）先進国にも存在するが，日本ではその発動の
実績はない。しかし，カナダ，米国，ドイツや，最近
ではイスラエルなどその発度実績が見受けられる。
この制度は，運用の次第によっては，特に途上国に
有利に機能する制度である。
しかし，契約自由の原則，あるいは私的自治の原則
の例外として国家が実施契約に介入する制度であるこ
とから，「法の支配」の下に政府の恣意を抑えるために，
事前協議の実行を義務づけるなどTRIPS 協定はその
発動を制限する条件を規定する。

⑨　集積回路の回路配置（協定第 35-38 条）について
これも規律範囲の現代化の典型例である。この集積
回路の回路配置については，「集積回路についての回
路配置に関する知的所有権に関する条約」があり，

（17）� Joseph�Straus（２0１３）� ‘Order�pubric�and�morality�issues�in�patent�eligibility’�Toshiko�Takenaka（Editor）�“Intellectual Property in Common 
Law and Civil Law”�Edward�Elgar�Publishing�Limited（２0１３）�Toshiko�Takenaka（Editor）�pp.�１9-４9 を参照。

（18）� パリ条約は，その第 ４条Ａ（３）で，優先権の申立てをするもの対して，加盟国は，最初の出願に係る出願書類（明細書，図面等を含む。）の謄
本の提出を要求することができるとしている。

TRIPS 協定は，基本的にはその条約の規定に従って
保護を定めるとする（協定第 ３5 条）。

⑩�　開示されていない情報の保護（協定第 39 条）につ
いて
パリ条約 １0 条の ２ に規定する不正競争行為に関連

して保護されるべき対象に，開示されていない情報
（protection�of�classified�information）を具体的に挙げ，
加盟国はそれを保護する義務があると規定した。これ
も規律範囲の現代化の例であると言える。

6 ．権利行使並びに IP に関する「法の支
配」に関する合意（協定第 41-49 条，第
50-64 条）

TRIPS 協定は，権利行使や「法の支配（rule�of�
law）」に関する詳細な合意を包含する。ここでは，と
りわけ途上国の IP保護における制度設計及びその利
害と密接かつ直接の関係がある事項を採り上げて論じ
ることにする。

⑴　一般的義務
侵害行為に対する効果的な措置を採る義務であり，
これには，迅速な措置と予防措置が含まれ，加えて，
濫用防止措置に関する制度作りも義務とされる（協定
第 ４１ 条 １-３ 項）。特に，IP 関係の決定は，司法審査
に服することを義務づける（同条 ４項）。IP に関する
措置が司法審査に服するとされるのは，「法の支配」の
「実定性」を担保するための国際的な努力の顕れである。

⑵　民事上及び行政上の手続及び救済措置
①　公正かつ公平な手続（協定第 42条）
いわゆる正当手続（due�process）の保障であり，こ
こでは，IP 民事訴訟につき独立の「弁護人」を代理人
として選ぶことを認め，過度に重い手続上の負担を当
事者に課してはならないとする。
ここにいう「弁護人」には，「審決取消訴訟代理権」を
有し「特定侵害訴訟代理資格」も有する日本の弁理士は
含まれないとされる。それは，弁理士が独立して訴訟
遂行できる審決取消訴訟代理権は，審決という行政処
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分に対する抗告訴訟の代理権であって民事訴訟の代理
権ではなく，また，特定侵害訴訟代理権は，弁護士が
受任した事件についてのみ行使できるものであって
（弁理士法第 6条の ２），ここでいう独立の「弁護人」と
は解釈できないからである。

②　証拠方法の提出命令（協定第 43条 1，２項）
特に IP訴訟において問題になる証拠提出命令であ
るが，これは秘密情報保護を条件とする。そして，故
意にその提出命令に従わなかった場合には，相手当事
者の提出した証拠に基づき判決ができることを規定す
る。
日本では，民事訴訟法第 ２１9-３１４ 条にわたり，書証

となる文書や，これに準ずる図面，写真，録音テープ，
ビデオテープのような情報を表すために作成された物
件の提出命令を含んで詳細に規定されている。

③�　IPR 侵害品の水際差止（司法では協定第 44 条１
項・税関当局では第 51条）

④�　司法当局の損害賠償支払命令権限と訴訟費用敗者
負担の原則（協定第 45条 1，２項）
これには弁護人費用も含まれる。

⑤�　司法当局による IPR に関する侵害予防，侵害物
品及び侵害物品生産設備の廃棄命令（協定第 46条）

⑥�　司法当局による IPR 侵害者に対する侵害加担者
の情報提供命令（協定第 47条）

⑦�　訴訟当事者に権限行使手続の濫用があった場合の
司法当局による当事者に賠償の支払いを命じる権限
（協定第 48条１項）
これは，いわゆる濫訴を行った者に対して，被告に
生じた損害を賠償させることを規定する。

⑧　行政上の手続（協定第 49条）
司法手続によらない例えば税関当局による水際（国
境）手続などの行政上の手続も，正当手続の関係諸原
則に従わなければならないとしている。

（19）� 特許行政年次報告 ２0１１ 年版及びマレーシア知的公社（MyIPO）の統計データに基づいて推算した。

⑨�　刑事上の手続（協定第 61 条）及び紛争の防止及び
解決（協定第 63，64 条）
IPR の侵害と不正競争の防止に関する刑事上の手
続と刑罰を定めるとしている（第 6１ 条）が，これは罪
刑法定主義に則るべきことを宣言しているものである。
また，IP に関する国際間紛争の解決に関しては，
GATT協定の第 ２２ 条及び同第 ２３ 条と，TRIPS 協定
第 6４ 条の紛争解決に関する規定の規定を経由して，
WTO協定附属書 -２ として合意された「紛争解決に係
る規則及び手続に関する了解」の司法的構造により処
理される。

7 ．TRIPS 協定下の途上国に効果的な
IP 制度及びその運用

ここで，持てる資源の故に，オランダに続き英国の
植民地支配を受けてモノカルチャー（mono-culture）の
すがたで「商業国家」となった人口 ３,２00 万（２0１7 年現
在）の多民族分節社会を抱える半島国家マレーシアの
例を挙げて，途上国の内国人の IP創造状況を特許出
願件数，意匠登録出願件数，そして商標登録出願件数
をマレーシアに出願した外国人との対比で示す（19）。
すなわち，２0１0 年のマレーシアへの特許出願合計
件数は 6４6４ 件，うち内国人のものが １,２75 件で
１9.70％，同年意匠登録出願合計は １,４65 件，うち内国
人のものが 699 件で ４7.70％，そして同年の商標登録
出願合計件数は ２４,070 件，うち内国人のものが
１２,6１0 件で 5２.３8％となっているR。
マレーシアでは，科学技術に関する特許分野におい
て IP創造に遅れを示し，反面，非科学技術に関する
意匠・商標の分野では外国勢に対して健闘している様
子が窺える。
このような途上国の IP状況を踏まえて，途上国の
ための IP方策として以下の ３点を挙げることができ
る。

⑴　職務発明・職務意匠制度における「特許・
意匠登録を受ける権利」の帰属原則の整備
職務発明・職務意匠制度に関する制度設計と運用の
内容については，TRIPS協定に格別の義務規定はない。
換言すれば，加盟国は，自由にその制度設計と運用を
することができることになっている。
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発明や意匠の創作は，精神活動の結果であるから，
必ず自然人である個人がするものである。それ故に，
「特許・意匠登録を受ける権利」という概念が IPの分
野では重要視され，特に民主主義・自由主義の世界で
は，職務発明・職務意匠の創作であっても「特許・意
匠登録を受ける権利」は，IP創造をした個人に帰属す
ることを原則とする。
この原則を代表して発明者主義（inventor-ship�
oriented�principle）と言い，発明により国家が発展し
経済力を持った国，すなわち，米国，ドイツ，オース
トリア，そして日本を含む現在の先進国の多くがこれ
に立脚する。
これに対して，職務発明・職務意匠の創作の「特
許・意匠登録を受ける権利」には，発明・意匠の創作
に投資する事業主が原始取得するものであるとする使
用者主義（employer-ship�oriented�principle）がある。
それは，労働者の地位が低かった時代に多く観られた
が，現在は，英国，スイス，フランス，イタリア，ポ
ルトガル，スペイン，オランダなどに残っていて（20），
途上国の多くも同様な制度となっている。
現代における発明・意匠の大多数が職務発明・職務
意匠の創作であり，特に近時の技術の発達が職務発明
でもたらされたという事実（21），そして，後述するよう
に，世界における特許出願などの件数大国が，米国，
日本であったことを鑑みれば，発明者主義を職務発
明・職務意匠制度の基本原則として，「特許・意匠登
録を受ける権利」を発明者・意匠創作者たる従業員に
帰属させる原則が，IP 創造の促進に効果的であるこ
とが判る。
かかる原則に立っても，職務発明・職務意匠の創作
は，事業主の投資を考慮して，相当な対価を払って事
業主が「特許・意匠登録を受ける権利」を発明者・意匠
創作者から譲渡を受けて最終的には使用者たる企業が
特許権者・意匠権者となるので，衡平を失することは
ない。

⑵　特許審査における「進歩性」判断の内国人
技術水準（以下「技術水準」）との調整
途上国の特許制度の運用にとりわけ重要なのは，

（20）� 瀧野文三（１966）『使用人発明権論』中央大学出版部 pp.�２２-２6 を参照。
（21）� 前掲注（２0）p.�２１ を参照。
（22）� 加藤志麻子（２008）「科学分野の発明における進歩性の考え方」『パテント ２008�Vol.�6１�No.�１0v』日本弁理士会 p.�8 を参照。
（23）� 西島孝喜『発明の進歩性～判断の実務～』（２008）pp.�57,�58 を参照。
（24）� 筆者は，２0１２ 年 １0 月 ２7 日より同年 １0 月 ３１ 日にタイで行われたアジア弁理士協会チェンマイ総会における研究委員会の特許部会での「進歩

性の国際協調（A�harmonization� in� inventive�step）」に関するセッションに参加したが，そこで得た間接的な情報を元にして，タイのアソシ
エートS&I アジアに依頼して調査した結果，この判決が確認できた。

（25）� Ernest�Friedrich�Schumacher�“Small is Beautiful”.�Blond�and�Briggs�１97３.�London

「進歩性」の判断である。
その判断手順としては，日本の裁判所でも採用され
ているのであるが，①判断対象となる本発明の特定，
②引用発明の認定，③本発明と引用発明の共通点と相
違点の認定，④相違点に関する「容易性」の判断，とさ
れる（22）。
一般的にその「進歩性」の判断基準は，当該加盟国の
技術水準と発明保護の姿勢によって異なるべきである。
この「進歩性」の判断運用のあり方は一般的に確立され
ている（23）。
協定第 ２7 条 １ 項�注に「進歩性」を「自明のものでは
ないこと」と「同一の意義を有するとみなすことができ
る。」とあるのは，「進歩性」の判断運用次第で「新規性」
に近い水準とすることを可能とする協定の柔軟性の顕
れである。
例えば，通常の特許における「進歩性」の判断の基礎
となる「その発明の属する技術分野の通常の知識を有
する者つまり「当業者（a�person�skilled� in�the�art）」の
範囲を広く構えず，かつ発明の効果の程度に高いハー
ドルを設定しない審査を行うことである。
これによって，途上国の低い IP創造力の程度から
乖離しない運用で特許保護ができることになる。
例えば，鍛造の分野では，周知の冷間鍛造でなる鋼
棒を用いた「コンクリートの機械的接合を補強するた
めの方法及び装置」のタイ特許第 ４575 号の侵害刑事事
件において，冷間鍛造がコンクリートの機械的補強の
技術分野では周知ではなく当業者の知識の範囲ではな
いとして，「進歩性」を認めた王立国際貿易・知的財産
裁判所（CIPITC）の判決（No.１３58/２5４２）（24）は，「当業
者」を狭く想定した「当業者」の範囲を狭く採るアプ
ローチとして高く評価できる。
なお，小特許制度や実用新案制度は，「進歩性」を特
許要件としないかあるいは上述のように低い水準に設
定するので，A.�F.�シューマッハー（Ernest�Friedlich�
Schumacher）が 提 唱 す る「中間技術（intermediate�
technology）」（25）の保護が容易になり，内国人の IP�創
造の喚起に効果的である。
この「進歩性」の判断基準であるその発明の属する技
術分野，つまり「当業者」の範囲は，当該国の内国人の
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発明や意匠の創作は，精神活動の結果であるから，
必ず自然人である個人がするものである。それ故に，
「特許・意匠登録を受ける権利」という概念が IPの分
野では重要視され，特に民主主義・自由主義の世界で
は，職務発明・職務意匠の創作であっても「特許・意
匠登録を受ける権利」は，IP創造をした個人に帰属す
ることを原則とする。
この原則を代表して発明者主義（inventor-ship�
oriented�principle）と言い，発明により国家が発展し
経済力を持った国，すなわち，米国，ドイツ，オース
トリア，そして日本を含む現在の先進国の多くがこれ
に立脚する。
これに対して，職務発明・職務意匠の創作の「特
許・意匠登録を受ける権利」には，発明・意匠の創作
に投資する事業主が原始取得するものであるとする使
用者主義（employer-ship�oriented�principle）がある。
それは，労働者の地位が低かった時代に多く観られた
が，現在は，英国，スイス，フランス，イタリア，ポ
ルトガル，スペイン，オランダなどに残っていて（20），
途上国の多くも同様な制度となっている。
現代における発明・意匠の大多数が職務発明・職務
意匠の創作であり，特に近時の技術の発達が職務発明
でもたらされたという事実（21），そして，後述するよう
に，世界における特許出願などの件数大国が，米国，
日本であったことを鑑みれば，発明者主義を職務発
明・職務意匠制度の基本原則として，「特許・意匠登
録を受ける権利」を発明者・意匠創作者たる従業員に
帰属させる原則が，IP 創造の促進に効果的であるこ
とが判る。
かかる原則に立っても，職務発明・職務意匠の創作
は，事業主の投資を考慮して，相当な対価を払って事
業主が「特許・意匠登録を受ける権利」を発明者・意匠
創作者から譲渡を受けて最終的には使用者たる企業が
特許権者・意匠権者となるので，衡平を失することは
ない。

⑵　特許審査における「進歩性」判断の内国人
技術水準（以下「技術水準」）との調整
途上国の特許制度の運用にとりわけ重要なのは，

（20）� 瀧野文三（１966）『使用人発明権論』中央大学出版部 pp.�２２-２6 を参照。
（21）� 前掲注（２0）p.�２１ を参照。
（22）� 加藤志麻子（２008）「科学分野の発明における進歩性の考え方」『パテント ２008�Vol.�6１�No.�１0v』日本弁理士会 p.�8 を参照。
（23）� 西島孝喜『発明の進歩性～判断の実務～』（２008）pp.�57,�58 を参照。
（24）� 筆者は，２0１２ 年 １0 月 ２7 日より同年 １0 月 ３１ 日にタイで行われたアジア弁理士協会チェンマイ総会における研究委員会の特許部会での「進歩

性の国際協調（A�harmonization� in� inventive�step）」に関するセッションに参加したが，そこで得た間接的な情報を元にして，タイのアソシ
エートS&I アジアに依頼して調査した結果，この判決が確認できた。

（25）� Ernest�Friedrich�Schumacher�“Small is Beautiful”.�Blond�and�Briggs�１97３.�London

「進歩性」の判断である。
その判断手順としては，日本の裁判所でも採用され
ているのであるが，①判断対象となる本発明の特定，
②引用発明の認定，③本発明と引用発明の共通点と相
違点の認定，④相違点に関する「容易性」の判断，とさ
れる（22）。
一般的にその「進歩性」の判断基準は，当該加盟国の
技術水準と発明保護の姿勢によって異なるべきである。
この「進歩性」の判断運用のあり方は一般的に確立され
ている（23）。
協定第 ２7 条 １ 項�注に「進歩性」を「自明のものでは
ないこと」と「同一の意義を有するとみなすことができ
る。」とあるのは，「進歩性」の判断運用次第で「新規性」
に近い水準とすることを可能とする協定の柔軟性の顕
れである。
例えば，通常の特許における「進歩性」の判断の基礎
となる「その発明の属する技術分野の通常の知識を有
する者つまり「当業者（a�person�skilled� in�the�art）」の
範囲を広く構えず，かつ発明の効果の程度に高いハー
ドルを設定しない審査を行うことである。
これによって，途上国の低い IP創造力の程度から
乖離しない運用で特許保護ができることになる。
例えば，鍛造の分野では，周知の冷間鍛造でなる鋼
棒を用いた「コンクリートの機械的接合を補強するた
めの方法及び装置」のタイ特許第 ４575 号の侵害刑事事
件において，冷間鍛造がコンクリートの機械的補強の
技術分野では周知ではなく当業者の知識の範囲ではな
いとして，「進歩性」を認めた王立国際貿易・知的財産
裁判所（CIPITC）の判決（No.１３58/２5４２）（24）は，「当業
者」を狭く想定した「当業者」の範囲を狭く採るアプ
ローチとして高く評価できる。
なお，小特許制度や実用新案制度は，「進歩性」を特
許要件としないかあるいは上述のように低い水準に設
定するので，A.�F.�シューマッハー（Ernest�Friedlich�
Schumacher）が 提 唱 す る「中間技術（intermediate�
technology）」（25）の保護が容易になり，内国人の IP�創
造の喚起に効果的である。
この「進歩性」の判断基準であるその発明の属する技
術分野，つまり「当業者」の範囲は，当該国の内国人の
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技術水準と直接関係するので，特許審査におけるその
基準は，特許制度をその国の IP創出を喚起するよう
に機能させるために重要である。
その際，低い水準でその「進歩性」の審査をすれば，
当然，外国人の発明も多数特許されることになるが，
前述したように，内国人は国内の技術に関する問題情
報には「現場の人」としてより速く遭遇できる有利な立
場がある。
ここにいう国内の技術に関する問題情報とは，例え
ば，途上国によくある伝統技術や生活関連技術などの
前述「中間技術（intermediate�technology）」のそれであ
り，途上国の特許制度では，この「中間技術」に関する
技術の「特許化」が可能な「進歩性」の審査運用が肝要で
ある。
この「進歩性」については，前述したように，この協
定第 ２7 条 １ 項の注で，「自明」でなければ「進歩性」が
あるとみなすことができると規定している。その「自
明」は誰にとってそうなのかといえば，それは「当業
者」なのであるから，途上国では前述の「当業者」アプ
ローチを採る際にその範囲を狭く採れば，「自明」でな
い範囲が広がり，「進歩性」ありとされる範囲も広がる。
なお，途上国の中には，この「進歩性」に関して，と
りわけ小発明・実用新案の保護制度が，通常の特許制
度に比して低く抑える運用とするか，あるいは，「進
歩性」を特許登録の要件としない制度設計となってい
る国もある。
もっとも，特許制度は，本来，内国人の IP創造を
奨励してその国の産業の発達に寄与することを目的と
する。
その産業の発達には，一般的に，創造された発明が，
新しさ，すなわち「新規性（novelty）」と，「産業上の有
用性」，すなわち「産業上の利用可能性」，そして，当
該従来技術での「当業者」を基準としてどれだけ進歩し
ているか，すなわち「進歩性」を備えるものは保護され
ることである。
TRIPS 協定第 ２7 条 １ 項で，「……特許は，新規性，
進歩性及び産業上の利用可能性のあるすべての技術分
野の発明について与えられる。……」と規定するのは，
これらを特許要件とすることの「当為」を確認する意味
もある。
そこで問題になるのは，当該発明が従来技術に比し
てどの程度進歩しているか，すなわち発明の「進歩性」

（26）� V.G.R.�Chandran�Govindara.ju・Chan-Yuan�Wong�（２0１１）� ‘Patenting�activities�by�developing�coutries:�The�case�of�Malaysia’� “World 
Information 2011”�p.�5２ を参照。

が特許要件とされることである。
何故ならば，この要件の採り方の判断は，その基礎
を内国人の技術水準に根ざした水準に置くことで内国
人の発明考案を広く「所有権化」することができ，途上
国が TRIPS 協定の規律に従いながら自国の IP 戦略
を展開するのに有効な手段となる。

⑶�　途上国の商業的体質に適合する意匠・商
標制度の活用強化
著作物の分野は当然として，とりわけ意匠の創作は，
物品の外観の創作であって格別に技術的素養を必要と
しない。そして，途上国は，産業が商業中心の体質で
科学・技術の分野で当面ハンディキャップがあるもの
の，文学や美術の分野で内国人の能力・資質が先進国
に劣らない。従って，途上国にとって，意匠保護の制
度は，IP 創出で先進国をキャッチアップして市場優
位に立つための効果的な手段となる。
また，産業が商業中心の体質をもつ途上国では，市
場の信用を化体する商標を活用することで，市場優位
に立つ可能性が大いにある。例えば，マレーシアの例
ではあるが，チャンドラン�ゴヴィンダラジュ（V.G.R.�
Chandran�Govindara.ju）とチャン - ユアン� ウオン
（Chan-Yuan�Wong）が，商標はマレーシアにとって最
も馴染む IP であるといっている（26）のは，IP として
の商標も，途上国に当面の市場優位を与える有力な手
段であることを示唆する。
そして，意匠の創作や市場において特別顕著な商標
を選択することは，美術の分野，文学の分野で先進国
に比較して決して劣ることのない能力を有する途上国
の内国人にとって，市場優位に立つための好適な IP
制度であることは，5. ⑶⑤で述べたとおりである。

8 ．ボルドリンらの反知的独占論の根拠
とする事例の概要

UN の機関であるWHO，その他 NGO の運動で，
医薬品の特許権に強制実施権を設定する制度の運用要
件を途上国の国民健康や公衆衛生に関する福祉のため，
WTOのドーハ宣言がなされた。
しかし，WHO や関係 NGO の動きや圧力は，
TRIPS 協定の IP 保護を認めるという前提に立って
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いるので，いわばアンチ IP論であるピーター�ドラホ
ス（Peter�Drahos）の懐疑論やミケーレ�ボルドリン
（Michael�Bouldrin）の明確な反知的独占論（against�IP�
monopoly�doctrine�）の立場に立つとはいえない。�
ここで，そのアンチ IP論を代表して，特にミケー
レ�ボルドリン（Michael�Bouldrin）らの反知的独占論
“against IP monopoly doctrine”（27）がどのような事例
を挙げてその論を展開しているのか，その骨子を少し
敷衍したかたちで纏めて示すと，概ね次のとおりであ
る。

蒸気機関の蒸気を別容器で膨張，凝縮させる新型蒸
気機関を発明したジェームス�ワット（James�Watt）は，
１768 年にその特許出願をして翌年特許された。そし
て，ワットの共同事業者である金持ち事業家マシュー�
ボウルトン（Matthew�Boulton）が議会に働きかけをし
て，その特許権の存続期間を １800 年までに延長させ
た。
ワットらは，その間，その特許権により，他の発明
者が競争者となるのを抑止した。皮肉なことにワット
自身も，他人の特許権で技術改良が阻まれた。このよ
うに，特許権は，産業の発達を阻害するだけである。
その顕れとして，ワットの特許権の存続期間中には，
英国では蒸気機関の出力の伸びが年間 750 馬力に止
まった。しかし，その特許権の存続期間を過ぎて ３0
年間における蒸気機関の出力の伸びは，年間 ４000 馬
力以上であったし，特許権の存続期間中は殆ど変わら
なかったその燃費効率も，１8１0 年から １8３5 年までに，
推定であるが約 5倍に増大した。
このように，ワットの特許権存続期間が終了すると，
蒸気機関の生産性や効率が急上昇したばかりでなく，
蒸気動力自体が産業革命の牽引力となった。
ワットらが特許権を得ようとして議会工作したのは，
競争を抑制する特権を得ようとして行った，経済学で
いうレントシーキング（rent�seeking）であって，合法
的な独占という毒入り果実である。IPはイノベーショ
ンも創造性も伸ばさない。これらは不必要悪なのだ。
産業革命は遥か昔の出来事だ。これに対し IPR は
現代の問題である。現代では，著作権や特許権がなく
ても，凄まじい速さで創造が起こる事例はいくつもあ
る。例えば，オープンソースソフトウエアが独占なし
で成功している。

（27）� Michele�Boldrin・Devid�K.�Levine（２0１0）�“against intellectual monopoly”�CAMBRIDGE�UNIVERSITY�PRESS�pp.�１-４３ 及び pp.�１58-１60
を参照。

しかし，ソフトウエア産業では特許権と著作権で独
占化が進み，イノベーションも大幅に低下した。特許
権が大きく機能して現代的なソフトウエアがもたらさ
れたというのは，紛れもなく幻想にしか過ぎない。
この本は，法の現状についてではなく経済について
論じるのを旨とし，その経済において法はどうあるべ
きかを述べたものである。
従来の通説では，アイデア開発には，固定費と限界
費用がかかり，模倣者が競争に参入するとアイデアに
係る財の価格は限界費用にまで低下し，従って，競争
を抑える独占がないとイノベーションはないとされる。
しかし，この通説は，限界費用が一定の場合や，模
倣者の生産力に費用からくる制約がない場合にだけ有
効なのであり，実際は，限界費用は増加する場合があ
り，また，模倣者であっても模倣に費用がかかって，
生産力に費用からくる制約があるので現実的ではない。
何故なら，模倣に少しでも費用がかかれば競争はない。
また，現実的な問題として，殆どの産業でのイノ
ベーションの利益に重要なのは短期であり，長期にわ
たると新しいイノベーションにとって代わられる。
と。

9 ．IP 保護の歴史的事実と相違う反知的
独占論

ボルドリン（Bouldrin）らに代表される反知的独占論
は，IP 保護の当為（oughtness），あるいは正当性 /正
義（legitimacy/justification）」）を否定し，引いては
TRIPS 協定が目指す IP 保護とその強化の合理性を
も否定することにもなる。
この反知的独占論に対しては，実質的に民主主義・
自由主義の世界を代表する米国がその憲政史を以て反
論してくれた。しかし，多角的な視点からも理論的に
反論が出来るので以下に述べる。

⑴　法哲学と「開発法学」からのアプローチ
WTO・TRIPS 協定が展開する IP 保護の拡大・強
化の「合理性」は，先ず IP 保護の「当為あるいは正当
性 /正義」を前提とする。そして，その IP保護の「当
為」「正当性」「正義」の問題は，本質が情報という無
体物（incorporeal�thing）に所有権類似の独占排他権を
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いるので，いわばアンチ IP論であるピーター�ドラホ
ス（Peter�Drahos）の懐疑論やミケーレ�ボルドリン
（Michael�Bouldrin）の明確な反知的独占論（against�IP�
monopoly�doctrine�）の立場に立つとはいえない。�
ここで，そのアンチ IP論を代表して，特にミケー
レ�ボルドリン（Michael�Bouldrin）らの反知的独占論
“against IP monopoly doctrine”（27）がどのような事例
を挙げてその論を展開しているのか，その骨子を少し
敷衍したかたちで纏めて示すと，概ね次のとおりであ
る。

蒸気機関の蒸気を別容器で膨張，凝縮させる新型蒸
気機関を発明したジェームス�ワット（James�Watt）は，
１768 年にその特許出願をして翌年特許された。そし
て，ワットの共同事業者である金持ち事業家マシュー�
ボウルトン（Matthew�Boulton）が議会に働きかけをし
て，その特許権の存続期間を １800 年までに延長させ
た。
ワットらは，その間，その特許権により，他の発明
者が競争者となるのを抑止した。皮肉なことにワット
自身も，他人の特許権で技術改良が阻まれた。このよ
うに，特許権は，産業の発達を阻害するだけである。
その顕れとして，ワットの特許権の存続期間中には，
英国では蒸気機関の出力の伸びが年間 750 馬力に止
まった。しかし，その特許権の存続期間を過ぎて ３0
年間における蒸気機関の出力の伸びは，年間 ４000 馬
力以上であったし，特許権の存続期間中は殆ど変わら
なかったその燃費効率も，１8１0 年から １8３5 年までに，
推定であるが約 5倍に増大した。
このように，ワットの特許権存続期間が終了すると，
蒸気機関の生産性や効率が急上昇したばかりでなく，
蒸気動力自体が産業革命の牽引力となった。
ワットらが特許権を得ようとして議会工作したのは，
競争を抑制する特権を得ようとして行った，経済学で
いうレントシーキング（rent�seeking）であって，合法
的な独占という毒入り果実である。IPはイノベーショ
ンも創造性も伸ばさない。これらは不必要悪なのだ。
産業革命は遥か昔の出来事だ。これに対し IPR は
現代の問題である。現代では，著作権や特許権がなく
ても，凄まじい速さで創造が起こる事例はいくつもあ
る。例えば，オープンソースソフトウエアが独占なし
で成功している。

（27）� Michele�Boldrin・Devid�K.�Levine（２0１0）�“against intellectual monopoly”�CAMBRIDGE�UNIVERSITY�PRESS�pp.�１-４３ 及び pp.�１58-１60
を参照。

しかし，ソフトウエア産業では特許権と著作権で独
占化が進み，イノベーションも大幅に低下した。特許
権が大きく機能して現代的なソフトウエアがもたらさ
れたというのは，紛れもなく幻想にしか過ぎない。
この本は，法の現状についてではなく経済について
論じるのを旨とし，その経済において法はどうあるべ
きかを述べたものである。
従来の通説では，アイデア開発には，固定費と限界
費用がかかり，模倣者が競争に参入するとアイデアに
係る財の価格は限界費用にまで低下し，従って，競争
を抑える独占がないとイノベーションはないとされる。
しかし，この通説は，限界費用が一定の場合や，模
倣者の生産力に費用からくる制約がない場合にだけ有
効なのであり，実際は，限界費用は増加する場合があ
り，また，模倣者であっても模倣に費用がかかって，
生産力に費用からくる制約があるので現実的ではない。
何故なら，模倣に少しでも費用がかかれば競争はない。
また，現実的な問題として，殆どの産業でのイノ
ベーションの利益に重要なのは短期であり，長期にわ
たると新しいイノベーションにとって代わられる。
と。

9 ．IP 保護の歴史的事実と相違う反知的
独占論

ボルドリン（Bouldrin）らに代表される反知的独占論
は，IP 保護の当為（oughtness），あるいは正当性 /正
義（legitimacy/justification）」）を否定し，引いては
TRIPS 協定が目指す IP 保護とその強化の合理性を
も否定することにもなる。
この反知的独占論に対しては，実質的に民主主義・
自由主義の世界を代表する米国がその憲政史を以て反
論してくれた。しかし，多角的な視点からも理論的に
反論が出来るので以下に述べる。

⑴　法哲学と「開発法学」からのアプローチ
WTO・TRIPS 協定が展開する IP 保護の拡大・強
化の「合理性」は，先ず IP 保護の「当為あるいは正当
性 /正義」を前提とする。そして，その IP保護の「当
為」「正当性」「正義」の問題は，本質が情報という無
体物（incorporeal�thing）に所有権類似の独占排他権を
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設定することの是非の問題である。
ミシェル�ヴィレー（Michel�Villey）の『ローマ法』

（１955）には，要約すると次のことが述べられてい
る（28）。

彫像とその材料の陶土に関して，彫像は誰のものか
という議論がアリストテレス学派とストア学ザビニ派
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創出した彫刻家」の所有に帰する。
この議論では，アリストテレス学派は，物の本質は
形相（prudential� idea）であり，彫刻家の精神活動の成
果である形相はその創作者の財産として私権の対象と
なり得ると論証したのである。
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ことを広め，その後，ストア学派のルシウスA. セネ
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（corporeal�thing）と無体物（incorporeal�thing）と命名
した。

このように，ヴィレーは，哲学でいわれる形相，す
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した魁が古代ギリシアにあったことを教示する。
この議論により，無体物の概念が，ローマ法の歴史
の中では相続財産の総体や通行権等と共に拡大し，そ
の理論的帰結として IP保護の「当為」が確認され，そ
のことがIP保護の強化・拡大の「合理性（rationality）」
を裏付ける基礎とした。
そして，この知的創造の成果は創造した者に属する

という思想は，前述「職務発明制度（employee’�invention�
system）」における「従業者帰属の原則（inventor-ship�
oriented�principle）」の「当為」を裏づけることになる。
また，この議論からは，人の権利つまり人権の問題
として，IPに対する規範意識（norm�consciousness）の
原点を観察することができよう。
IPが IPR として保護されるべきことは，近世の法
哲学の分野でも明確に承認された。それは，IPR が

（28）� ミシェル・ヴィレー（田中周友・赤井節共訳）（１955）『ローマ法』白水社 pp.�77-86 を参照。
（29）� ゲオルク・ウィルヘルム・ヘーゲル（１955）（岡田隆平・速水啓二共訳）『法の哲学』岩波書店 pp.�67-69,�１00 を参照。
（30）� ジョン・ロック（加藤節訳）（２0１１）『統治二論』岩波書店 pp.�３２5-３３１ を参照。
（31）� 前掲注（１7）p.�１9 を参照。

人格権であるとする弁証法の創始者ゲオルク
W.F. ヘーゲル（Georg�Wilhelm�Friedrich�Hegel）や，
１7-１8 世紀に登場して天賦人権説を唱えた英国のトマ
ス�ホッブス（Thomas�Hobbes），労働価値説のジョン�
ロック（John�Lock）などによる。
ヘーゲルの IP 保護論が人格権論（personality�
theory）に立脚するものであるとされることには，大
いに異論のあるところではあるが，その IP保護論を
要約すると以下のようなものである（29）。

前述ローマ法における概念，無体物を「使用」という
行為の「物の非実体性」として把握し，次に，「精神的
産物」は，創作として，すなわち「外化」されたかたち
で，他人も利用できるようになるが，発明者や著作者
は，それが他人の所有に帰することなく自らの所有に
帰することを望むものであり，このことに，発明者や
著作者の権利の実体が求められなければならない。

これによれば，ヘーゲルの IP保護論は，むしろ所
有権論に近いものであろう。
また，天賦人権説を代表するロックは，個人の所有
権が成立する理論的な根拠を，個人の労働に置いてい
る（30）。

大地にあるものは，神が人類の生活のために与えた
人類の共有物であるから，そのままでは何人も排他的
な権利は持ちえない。しかし，この共有物でも，それ
に個人がその労働によって有益なものとした場合は，
そのものは同じく神が創ったその個人の排他権の対象
となる。

ここには，IP のように創造したその瞬間から情報
として創造者たる個人から離れて人類の共有物となる
性質のものに対して，個人固有の IP創造という労働
の成果として独占排他権を認めることの当為の論理が
展開されている。
ジョン�ロック（Jhon�Locke）を中心とする IP所有学
説は，ロッキアン（Lockean）といわれ（31），その思想は
前述アリストテレスの IP所有思想に系譜があると言
えよう。
何れにしても，IP に対する独占排他権を設定する
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ことの「当為」は，既に古代に論証されており，それが
ローマ法の時代に継承され，そして近世の法哲学にお
いて確立されて現在に至っていることが判る。
そして，最後に現代の碩学の論を観ることにする。
すなわち，ロバート�P. マ ー ジ ェ ス（Robert�P.�
Merges）は，IP 保護の「当為」あるいは「正当性
（legitimacy）」を「正義化（justifying）」の問題として捉
えて論じている（32）ので，その論理の都合上ここに要
約して示す。

ロックは，自然における有体物は万人に「競合的」で
あり，これに対して労働によって加工を加えて新しい
価値を形成した部分に所有が生じる。何故なら，その
労働はこれを行った個人が所有するものだからである
とする。
イマニエル�カント（Emaniel�Kant）は，所有は個人
の対象物に対する自立的占有の意志に根拠があり，占
有の意志が表明された後は，他人はこれを尊重しなけ
ればならないとする。
前者は労働に後者は個人の自律的な意志に所有の根
拠を置くがこれは共に支持できる。
そして財産権は，独占的なものであるから，社会に
おいては「配分的正義（distrbutive�justice）」に適うもの
でなければならない。知的財産は，それ自体社会に利
益をもたらすものであるから，「配分的正義」に適って
いる。

ここで途上国に特化した財産あるいは資産一般につ
いてではあるが，IP についても示唆に富んだ説示が
あるのでここに挙げる。
エルナンド・デ・ソト（Hernando�De�Soto）は言
う（33）。

途上国の内国人には，実は，豊富な「財産（asset）」
がある。しかし，彼らはそれを法的に確定する「所有
権化（monopolize）」の道を知らず，あるいはその認識
がない。「所有権化」されない「財産」はこれを運用する
のでなければ経済発展に繋がらない。財産をあるいは
資産を「所有権化」すれば運用可能な「資本（capital）」と
なり，その運用により経済発展を可能にする。
と。

（32）� Robert�P.�Merges（２0１１）�“Justifying Intellectual Property”�Harvard�University,�pp.�３２-４２,�7２-85 を参照。
（33）� Hernand�De.�Soto（２00１）�“The�Msystery�of�Capital”�Clays�Ltd.�pp.�Geat�Britain,�１-１３,�２３１-２３5 を参照。

もし途上国の内国人が発明をしたらそれは彼又は彼
女の財産となるが，無体財産（incorporeal�asset）であ
るが故にそのままではその発明者の経済活動には繋が
らない。そこで途上国が採用した特許制度で特許出願
がなされれば特許権を得ることができる。それは「所
有権」に近似した独占排他権となり，経済的に運用可
能な「資本」と化する。
ボルドリンらは，彼らの本が，経済について書かれ
たものであって，法の現状ではなく法はどうあるべき
かについて書かれたものだと述べながら，IP の属す
る無体物たる利益の保護についてあるべき法哲学の観
点を欠き，法はどうあるべきかについて言及がない。
また，ボルドリンらは，ワットの新型蒸気機関の発
明に特許が与えられたが，その特許権存続期間の間は
産業の発達を阻害したし，他人の関連特許でワット自
身もその他人の特許関連で実施を阻害されたという。
この場合，産業の発達が公益であるのだが，私権であ
る特許権との調整が問題となろう。
つまり，特許権は，存続期間という公益・私益の調
整手段により，所有権のような消滅することのない絶
対性が排除されたものである。しかし，ボルドリンら
はこのことを無視しているのみならず，私権である特
許権は，その気になれば契約により他人とのクロスラ
イセンスでその発明を実施化できたはずであったこと
も無視している。
なお，ボルドリンらは，特許権存続期間が切れた後
で蒸気機関の出力改善ができたということを指摘して
いるが，このことも，クロスライセンスにより改善発
明の実施化が行われなかっただけであって，それまで
に改善発明がなされず産業の発達に進展がなかったこ
とを意味しない。
そして，ボルドリンらは，ワットの特許に関するレ
ントシーキングを指摘するが，このことは，当時の英
国普通法の中にあった特許制度における議会工作が経
済学でいう市場原理と異なる活動であっただけであり，
制度の本質論とは無関係であろう。
特許制度がなくて発明者が特許を取得できなかった
ことにより，他人の模倣で発明者の事業が成り立たず，
実際に産業の発達に繋がらなかった例は日本には少な
からずあった。例えば，明治年代の専売特許条例
（１885 年）が施行される前のことであるが，ガラ紡発
明者の臥雲辰致のように，多くの者が発明の成果を模
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倣されてしまい，事業が成り立たないまま赤貧のうち
に没落してしまった（34）。
また，途上国に関しては，「開発法学（development�
jurisprudence）」からのアプローチは欠かせない。論述
の都合上，ここで「開発法学」の立場について述べる。
安田は，その「開発法学」の立場から，途上国の地域
には，その地の伝統に根差した共同体（community）の
共同法理（community-oriented�principle�of�law）をなす
固有法（proper� law）と，世界大で広がる市場法理
（market-oriented�principle�of� law）を な す 移 入 法
（imported� law）と，「開発体制」関連で政府権力の指令
をなす指令法理（directive-oriented�principle�of� law）
が共存すると言う（35）。
なお，安田は，また，市場と共に世界大の広がりを
有する移入法の IP制度による権利と途上国の�コミュ
ニティーにおける共有財産（public�goods: 公共財）との
調和・調整が重要であるともいう（36）。これは，IP 制
度が共同法理にも馴染む可能性を示唆するが，その一
方で，IP 制度の途上国への導入は，当該途上国の社
会の実態に基点をおいて慎重に進めなければならない
ことも示唆する。
何れにしても，ボルドリンらは，現在の「開発法学」
からの慎重なアプローチは全く考慮に入れておらず，
その主張は説得力に欠ける。

⑵　「法の支配」からのアプローチ
世界で，国家として承認されている殆どの国の IP
制度は，例えば，発明保護には特許法，意匠保護には
意匠法，そして商標保護には商標法，著作物保護には
著作権法という成文法による。
そこで IP保護の「当為」あるいは正当性 /IP 保護の
正義化」とその強化拡大の「合理性（rationality）」とを

（34）� 特許庁監修（１970）「資料編」『発明総覧』通称産業調査会 p.�１6 を参照。
（35）� 安田信之（２005）『開発法学アジア・ポスト開発国家の法システム』名古屋大学出版会 pp.�5-３２�江参照。
（36）� 安田信之（２0１0）「アジア知的財産政策と制度�過去・現在・未来─アジア法・開発法の視点から」小野昌延・岡田春夫共編『アジア諸国の知的

財産制度』青林書院 pp.�３-３２ を参照。
（37）� The�World�Justice�Project�２0１5（２0１5）�“Rule of Law Arround the World”�pp.１0-１5 を参照。

以下の如く「法の支配」の概念規準となる要素を挙げている（筆者訳）。
Factor�１:�Constrain�on�Government�Power（政府権力の制限）
Factor�２:�Absence�of�Corraption（汚職がないこと）
Factor�３:�Open�Government（開かれた政府）
Factor�４:�Fundamental�Rights（基本的人権）
Factor�5:�Order�and�Security（秩序と安全）
Factor�6:�Regulatory�Enforcement（適正な規制）
Factor�7:�Civil�Justice（民事訴訟手続の保障）
Factor�8:�Criminal�Justice（刑事訴訟手続の保障）
Factor�9:�Informal�Justice（略式訴訟手続の適正）

（38）� ローレンス・フォスター（田辺誠訳）（１99３）「中国と法の支配」『広島法学 １6 巻 ４ 号』広島大学，p.�３69 を参照。
（39）� Tom�Bingham（２0１１）�“The Rule of Law”�Penguin�Group�pp.�66-１09,�１１7,�１１8 を参照。
（40）� ゲオルク・フリードリッヒA．ハイエク（西山千明訳）（２0１３）『隷属への道』pp.�9２-１１0 を参照。

検証するには，現在の「法の支配（rule�of�law）」の概念
についての明確な認識が必要となる。
これは，難しいことではあるが，ザ�ワールド�ジャ

スティス�プロジェクトのリポートにある 9 ファク
ター（37）を規準とするのが，現代の「法の支配」の実態
が示すかたちが示唆されるので妥当である。
もとより，この「法の支配」の概念に基礎を与える考
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まじえず，周知の原理又は法律を適用して行われるこ
とによって，個人が政府の恣意から護られる法制度を
言うとされる（38）。
また，トム�ビンガム（Tom�Bingham）（39）は，国際法

の分野で，「法の支配」に人権思想が加わり，各国家内
の国内法に浸透してゆく関係や，その実定性を担保す
る法制度のあり方を論じている。
フリードリッヒA. ハイエク（Friedrich�August�von�
Hayek）は，「法の支配」を，「政府が行なうすべての活
動は，明確に決定され前もって公表されているルール
によって規制される，ということを意味する。」と言
う（40）。
ハイエクのこのような考えによれば，「法の支配」の
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法により自由裁量が限定されることで人権が護られる
点にあることにある。
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ブリアンZ. タマナハ（Brian�Z.�Tamanaha）は，「法
の支配」を形式論と実質論で論じることができるとし
て，次のように整理している（41）ので，要約して示す。

形式論は，「法の支配」を法「による（by）」支配である
とし，法を政府による支配の道具とする考えでありド
イツにおける概念「法治国家（rechtsstaat）」の一部であ
る。これは，議会法という民主主義の手続に則れば，
法の内容とは関係がなく，一般的，予測可能性，明確
性，確実性だけの形式的合法性があればよいとして，
かつての米国奴隷制度の容認もした。
実質論は，「法の支配」を，財産・契約・プライバ
シー・自治を中心とした個人の権利を包含し，尊厳へ
の権利及び /又は正義や社会福祉・実質的平等・共同
体の維持のための概念とみる。

この意味の「法の支配」によれば，また，在朝・在野
の法律専門家の資質や能力，裁判手続の迅速さ，そし
てその公正さ，特に刑事事件の被告に不利な証人の身
の安全確保手段などが確保されていなければならない
とされる（42）。
そもそも実質論での「法の支配」の思想は，紀元前の
古代ギリシアの哲学に遡るのであって，プラトンやア
リストテレスの議論とアテネの民主主義にその淵源が
求められる（43）。
そして，この思想に，１689 年の英国議会による人

権宣言（大憲章）と，１789 年のフランス革命による人
権宣言で人権思想が加わり，米国や西欧社会に普及し
た。それは，１9４8 年に UNでなされた世界人権宣言
で普遍的理念となり，その ２年後のヨーロッパ人権条
約で，少なくともヨーロッパ連合（European�Union:�
EU）の 中 で 規 範 と し て の「 実 定 性（substantive�
effectiveness）」が顕著になった（44）。
更に １9 世紀以降は，この立法の思想概念から拡大

して，法は願望として形成された立法意思の産物であ
るという概念，すなわち法を「道具」として捉える考え
方が広がった（45）。これは，「法の支配」を法「による」支
配とみる形式論の範疇に属する。
次に，東洋社会の典型である中国の「法の思想」関連

（41）� ブリアンZ�タマナハ（四本健二監訳）（２0１１）『法の支配を巡って�歴史・政治・理論』現代人文社�pp.�１２9-１6１ を参照。
（42）� Tom�Bingham（２0１１）�“The Rule of Law”�Penguin�Group�pp.�85-１09 を参照。
（43）� 前掲注（４２）の pp.�１0-３３ を参照。
（44）� 前掲注（４１）の p.�３9 を参照。
（45）� 経済産業研究所（２0１5）「中国における『依法治国』～四中全会決定と中国における法治の今後の展開」経済同友会中国委員会での講演を参照。
（46）� アンヌ・チャン（２0１0）『中国思想史』（志野好伸・中島隆博・廣瀬玲子共訳）知泉書房 pp.�１75-２0２ を参照。
（47）� Randall�Peerenboom（２00２）�“Chaina’s Long March toward Rule of Law”�Cambridge�University�Press�p.�４ を参照。
（48）� 前掲注（３6）の p.�３69 を参照。

の考え方（思想）を中心に検討する。
明代末の歴史家黄宋義は，中国では夏，殷，そして
周の二帝・三王のときまでは民を慮った法つまり実質
論の「法の支配」があったが，その後はその思想は消失
したと言う。
そうすると，アンヌ�チャン（46）によれば，現在の中

国で展開されている「依法治国」は支配の「道具」論とし
ての「法による支配（rule�by�law）」に通じるものとなる。
孔子が「国家統治の道具」として唱えた儒教の精神内面
に関する「仁」，及びそれを外面に表現する「礼」と，商
鞅と韓非子で知られる法家の「規矩」は，明らかに形式
論の「法による支配（rule�by�law）」に属する規範概念で
ある。
しかし，人間の自然・自由を「無為」として提唱する

「老子」の思想（47）は，実質論の「法の支配」に近い内容
を有している。
このように，中国の「法の支配」も西洋のそれと同様
に紀元前からの伝統を持ち，その概念は多様な内容を
含むので，現在の中国政府の「依法治国」を実質論の
「法の支配」と対照して論じるには，現実の政策展開が
どの内容に向かっているのかを深く慎重に観察する必
要がある。それは，中国の「法の支配」も，権力に制限
をかけるという作用があり，この意味で実質論の「法
の支配」と共存できる余地があると考えるからである。
なお，ローレンス�フォスター（Lawrence�Foster）は，
中華人民共和国の建国における １950 年憲法と共に進
められた「法の支配」は，１967 年に始まった文化大革
命がクライマックスに達した時期に実質論としての
「法の支配」は廃止されたと言い（48），次の毛沢東語録を
紹介している。

我々は法の支配よりも人の支配（人治）を選ぶ。すべ
ての人民が人民日報の社説に従っている。いま，法の
必要性がどこにあろうか。
と。
また，中国司法の頂点は最高人民法院であるが，と
りわけ最高人民法院は，全国人民代表大会とその常任
委員会に対して責任を負うことになっている（中国憲
法第 １２8 条）。そして，その院長は全国人民代表大会
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（41）� ブリアンZ�タマナハ（四本健二監訳）（２0１１）『法の支配を巡って�歴史・政治・理論』現代人文社�pp.�１２9-１6１ を参照。
（42）� Tom�Bingham（２0１１）�“The Rule of Law”�Penguin�Group�pp.�85-１09 を参照。
（43）� 前掲注（４２）の pp.�１0-３３ を参照。
（44）� 前掲注（４１）の p.�３9 を参照。
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● 46 ●
知財ジャーナル　2021

で選挙され，副院長，各「裁判廷」の廷長，副廷長，
「裁判員（裁判官）」は，同常任委員会によって任免され
る。この裁判官達を任免する実質的権限は，制度上党
にあることになっている（49）のであるから，基本的に
司法の独立はない。従って，「法による支配」はともか
く実質論の「法の支配」はない。
前掲ハイエクは，「社会主義は『法の支配』と相入れ
ない」とまで断言している（50）。
しかし，現在の中国では，市場経済と結合している
ことから，IP制度の分野においては，IP専門裁判所
を設け，前述「依法治国」の「法による支配」を，専門性
の観点から充実させて実質論の「法の支配」に近づけて
展開する努力は窺える（51）。
前述したような中国の形式論の「法の支配」，すなわ
ち広範囲にわたる含意ヴァリエーションの中でそれは
可能なのである。
この IP保護に関する現在中国の動きは，憲法上に
IP 創造奨励とその支援の要請があって（中国憲法第
４7 条）（52），その要請を司法分野で実効あらしめようと
する現体制での努力の顕れである。
そして，これらの中国政府の努力は，IP 制度を市
場法理と整合させる努力であり，その「法の支配」を実
質論のそれに近づけるものであって無駄ではない。何
故ならば，中国憲法で，中国が人民民主主義の国家で
あると謳い（第 １条），その全ての権力（主権）は人民に
属するとしている（第 ２条）のであるから，IP 制度を
民主主義の理念に沿って運用すれば，その「法の支配」
は，市場法理と整合することになる。
中国では IP模倣品が大量に製造されて国内市場に
蔓延し IPR 侵害事件の多発が深刻化している（53）ばか
りでなく，これらの IP模倣品がASEAN地域の国々
の市場を席巻している。
これは，中国の実用新案制度が方式中心の審査で制
度であって，登録前の考案の「新規性」「進歩性�」など

（49）� 豊平佳子（２008）「現代司法制度に関しての考察」『名古屋大学院論集�社会科学編第 ４４ 巻 ４ 号』pp.�２１7,�２１8 を参照。
（50）� 前掲注（４0）の pp.�１07-１１0 を参照。
（51）� 熊琳「中国でも知財裁判所が正式発足」『時事速報』p.�１�時事通信社を参照。
（52）� 中国憲法第 ４7 条�中華人民共和国の公民は，科学研究・文学・芸術創作・及びその他の文化活動を行う自由を有する。国家は，……人民に有

益な創造的活動を奨励し，援助する。
（53）� JETRO（２0１２）『模倣品対策マニュアル�中国編』pp.�１３0,�１３１ を参照。
（54）� JETRO（２007）『模倣品対策マニュアル�ベトナム編』p.�5 を参照。
（55）� JETRO（２008）『模倣品対策マニュアル�タイ編』p.�３5 を参照。
（56）� JETRO（２0１0）『模倣品対策マニュアル�マレーシア編』pp.�8-１３ を参照。
（57）� JETRO（２0１6）『インドネシアの模倣品対策に関する調査』p.�6 を参照。

https://www.jetro.go.jp/world/reports/２0１6/0２/096e１0２8806e98１a.html
（58）� The�World�Justice�Project（２0１5）�“Rule of Law Around the World”�pp.�6,�１5２ を参照。

http://worldjustceproject.org/factors
（59）� アムネスティ日本訳第 ２7 条 １.（前述）アムネスティ日本『世界人権宣言』を参照。

http//www.amnesty.or.jp/human-rights/music-and-art/passport/udhr.htm

の実体審査がなされなかったことで，制度乱用の素地
が中国社会にあることが原因の一つのように思える
転じて，途上国における IP関係の「法の支配」も，
実質論の淵源に遡った意味のそれとしては未だ曖昧で
あるといわなければならない。
何れにしても，中国の「法の支配」の現状は，
ASEAN諸国でもインドシナ半島大陸部で中国と国境
を接するベトナム（54），ミャンマーそしてラオスの隣国
タイ（55），更に華人が人口の３0％弱を占める半島・島嶼
部のマレーシア（56）やインドネシア（57）ように，国中に
IP模倣品が増大蔓延している事実が裏付ける。
それは，この地域の内国人（national�citizen）の，少
なくとも IP に関する規範意識（norm�consciousness）
の低さが原因しているものといえる。
かくして，途上国における IP関係の「法の支配」の
課題は，制度的な改革に加えて，大きく内国人の規範
意識の向上にある。
ところで，IP 保護関連の「法の支配」では，前述し
たように建国以来憲法上の要請として強力に展開して
来たのは米国である。
しかし，米国に対する一般的な「法の支配」の評価が，
１0２ カ国中 １9 位と低いことを前掲ザ�ワールド�ジャス
ティス�プロジェクトのリポート（58）が示している。こ
れは意外な事実であるが，建国時に胚胎していた人種
差別文化が根強いことによるものと推測される。
現代においては，１9４8 年 １２ 月 １0 日に UNの総会

で採択された世界人権宣言第 ２7 条が，発明者や著作
者の権利を人権として認めている（59）のであるから，
その保護に向かったIP制度の構築と運用こそ真に「法
の支配」に適うあり方であろう。米国は IP に限って
世に範を垂れていたとする他はない。
なお，現時点での途上国の「法の支配」については，
ニック�チースマン（Nick�Cheesman）の「法と伝統秩序
（law�and�order�tradition）」が，当面展開可能な「法の
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支配」概念として一考に値する。
このようにIP制度の有効な展開に必用とされる「法
の支配」について言及することなくして反知的独占論
を展開するべきではない。
ボルドリンらの反知的独占論は，前述IP保護の「当
為」「正当性」「正義」と，その拡大強化の「合理性」を
前提にした「法の支配」の展開の論証を踏まえていない。

⑶　市場原理論からのアプローチ
この市場原理（market�mechanism）（60）とは，市場に

備わる自動調節機能のことであるが，具体的には「個
体の最適化（optimization�of�an� individual）」と系の「予
定調和（preestablished�harmony�in�a�system）」である。
「個体の最適化」は，人間の例でいえば，受動的合理
性により環境に適応していく行動である。
例えば，ある価値のある財をある価格で製造・販売
する者がいる環境の市場系において，これと同じもの
を後から製造・販売する者は，先の製造・販売者の手
法を模倣できるから，それより安価な財を製造・販売
できる。これは，製造・販売者という個体が最適化行
動を採っていることを意味する。
このようにして，その市場系ではその財に関して価
格競争の連鎖が生じ，一物一価の法則に従い，最終的
には利益が出なくなる寸前まで価格が下落した状態で
収まり，その財について市場の活性は終息する。これ
が「系の予定調和」である。
この想定には，人間固有の能動的合理性は入ってお
らず，その能動的合理性の行動態様である発明や技術
革新が論外とされている。そこで，E.F. シュムペー
ター（Joseph�Alois�Schumpeter）は，この人間の能動
的合理性の顕れである発明，すなわち新商品の開発，
新技術開発の競争が資本主義経済をかたち作るとして
いる（61）。
これによれば，発明等の技術革新が市場系を活性状
態で予定調和させることになる。しかし，シュムペー
ターのこの理論によっても，模倣による価格競争はな
くならず，市場の活性状態は一時的なものに止まり，
最終的には終息状態で「予定調和」することになる。
そこで，新技術を中心とした IPの創造者に，一定

（60）� 永谷敬三（１999）『日本経済学』中央経済社 pp.�２-7 を参照。
（61）� シュムペーター（１995）ジョセフ�アロイス�シュムペーター（中山伊知郎・東畑精一共訳）『自由主義・社会主義・民主主義』東洋経済新報社，

pp.�１３0-１３２ を参照。
（62）� 拙著（２0１0）「自由主義経済の道理」『平成立国の書』社稷を知る弁理士の会，図を参照。
（63）� アマルティア・セン（大石りら訳）（２009）『貧困の克服─アジア発展の鍵は何か』集英社第 ２２ 刷 pp.�２４-２6 を参照。センは，ここで日本の明

治時代半ばのころの高い識字率について述べている。
（64）� ユネスコ統計研究所（２008）『アジア太平洋 ２0 カ国の識字状況の比較』p.�１ を参照。

http://www.accu.or.jp/shikiji/overview/ov0３j.htm

の期間，一定の範囲で独占排他権，すなわち IPR を
与え，模倣を抑止しながら市場に商品の流れに「落差
（potentiality）」を設けることが必要になって来る。
IPR は市場の流れにこの「落差」を形成し市場の活性
を維持するのである（62）。
IP 制度は，とりわけ新規の発明につきその発明概
念の範囲で独占排他権を設定する。その権利者の一定
の期間，一定の範囲で市場優位に立つことができ，市
場原理の支配する自由経済市場の活性を維持する機能
を有する。
ボルドリンらの反知的独占論では，市場原理が支配
する自由市場において，IPと IPR が市場の活性を維
持する機能を有していることが論じられていない。

⑷　途上国の教育水準・識字率・「潜在能力」・
「国際開発」からのアプローチ
IP 創造は，IP 創造行動を選択する「潜在能力

（capability）」の開発によって喚起されることは，アマ
ルティア・セン（Amartya�Sen）が示唆している（63）。
すなわち，IP を創造するには，ものを学び習う能
力が前提になり，これは識字能力が基礎となる。
翻って，２008 年 9 月のユネスコ統計研究所の推計

値では，識字率が，タイの女性 9２.３％男性 95.7％，ベ
トナムの女性 86.9％男性 9３.9％，マレーシアの女性
89.１％男性 9３.9％，その他，最近軍政からの脱却をし
つつあって明確に後発開発途上国であるミャンマーで
すら女性の 86.４％男性 9３.9％と非常に高く，１00 年余
り前の日本における産業の揺籃期を遥かに凌いでい
る（64）。
このように，現在の途上国内国人は，教育水準も識
字率も高い。
それにもかかわらず，途上国の内国人が IP創造の
道を選択することなく過ごしているのは，途上国産業
が未だに「商業国家」の体質のまま，内国人は自らの
「財産」を「資本化」することなく，しかも既存の経済的
価値の取引に終始していることによる。
ここに，途上国の国籍を有する内国人，そのうちの
とりわけ国内資本企業が，自律的に IP創造力を高め
IPR で自らの富を蓄え，グローバル市場で市場優位
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支配」概念として一考に値する。
このようにIP制度の有効な展開に必用とされる「法
の支配」について言及することなくして反知的独占論
を展開するべきではない。
ボルドリンらの反知的独占論は，前述IP保護の「当
為」「正当性」「正義」と，その拡大強化の「合理性」を
前提にした「法の支配」の展開の論証を踏まえていない。

⑶　市場原理論からのアプローチ
この市場原理（market�mechanism）（60）とは，市場に

備わる自動調節機能のことであるが，具体的には「個
体の最適化（optimization�of�an� individual）」と系の「予
定調和（preestablished�harmony�in�a�system）」である。
「個体の最適化」は，人間の例でいえば，受動的合理
性により環境に適応していく行動である。
例えば，ある価値のある財をある価格で製造・販売
する者がいる環境の市場系において，これと同じもの
を後から製造・販売する者は，先の製造・販売者の手
法を模倣できるから，それより安価な財を製造・販売
できる。これは，製造・販売者という個体が最適化行
動を採っていることを意味する。
このようにして，その市場系ではその財に関して価
格競争の連鎖が生じ，一物一価の法則に従い，最終的
には利益が出なくなる寸前まで価格が下落した状態で
収まり，その財について市場の活性は終息する。これ
が「系の予定調和」である。
この想定には，人間固有の能動的合理性は入ってお
らず，その能動的合理性の行動態様である発明や技術
革新が論外とされている。そこで，E.F. シュムペー
ター（Joseph�Alois�Schumpeter）は，この人間の能動
的合理性の顕れである発明，すなわち新商品の開発，
新技術開発の競争が資本主義経済をかたち作るとして
いる（61）。
これによれば，発明等の技術革新が市場系を活性状
態で予定調和させることになる。しかし，シュムペー
ターのこの理論によっても，模倣による価格競争はな
くならず，市場の活性状態は一時的なものに止まり，
最終的には終息状態で「予定調和」することになる。
そこで，新技術を中心とした IPの創造者に，一定

（60）� 永谷敬三（１999）『日本経済学』中央経済社 pp.�２-7 を参照。
（61）� シュムペーター（１995）ジョセフ�アロイス�シュムペーター（中山伊知郎・東畑精一共訳）『自由主義・社会主義・民主主義』東洋経済新報社，

pp.�１３0-１３２ を参照。
（62）� 拙著（２0１0）「自由主義経済の道理」『平成立国の書』社稷を知る弁理士の会，図を参照。
（63）� アマルティア・セン（大石りら訳）（２009）『貧困の克服─アジア発展の鍵は何か』集英社第 ２２ 刷 pp.�２４-２6 を参照。センは，ここで日本の明

治時代半ばのころの高い識字率について述べている。
（64）� ユネスコ統計研究所（２008）『アジア太平洋 ２0 カ国の識字状況の比較』p.�１ を参照。

http://www.accu.or.jp/shikiji/overview/ov0３j.htm

の期間，一定の範囲で独占排他権，すなわち IPR を
与え，模倣を抑止しながら市場に商品の流れに「落差
（potentiality）」を設けることが必要になって来る。
IPR は市場の流れにこの「落差」を形成し市場の活性
を維持するのである（62）。
IP 制度は，とりわけ新規の発明につきその発明概
念の範囲で独占排他権を設定する。その権利者の一定
の期間，一定の範囲で市場優位に立つことができ，市
場原理の支配する自由経済市場の活性を維持する機能
を有する。
ボルドリンらの反知的独占論では，市場原理が支配
する自由市場において，IPと IPR が市場の活性を維
持する機能を有していることが論じられていない。

⑷　途上国の教育水準・識字率・「潜在能力」・
「国際開発」からのアプローチ
IP 創造は，IP 創造行動を選択する「潜在能力

（capability）」の開発によって喚起されることは，アマ
ルティア・セン（Amartya�Sen）が示唆している（63）。
すなわち，IP を創造するには，ものを学び習う能
力が前提になり，これは識字能力が基礎となる。
翻って，２008 年 9 月のユネスコ統計研究所の推計

値では，識字率が，タイの女性 9２.３％男性 95.7％，ベ
トナムの女性 86.9％男性 9３.9％，マレーシアの女性
89.１％男性 9３.9％，その他，最近軍政からの脱却をし
つつあって明確に後発開発途上国であるミャンマーで
すら女性の 86.４％男性 9３.9％と非常に高く，１00 年余
り前の日本における産業の揺籃期を遥かに凌いでい
る（64）。
このように，現在の途上国内国人は，教育水準も識
字率も高い。
それにもかかわらず，途上国の内国人が IP創造の
道を選択することなく過ごしているのは，途上国産業
が未だに「商業国家」の体質のまま，内国人は自らの
「財産」を「資本化」することなく，しかも既存の経済的
価値の取引に終始していることによる。
ここに，途上国の国籍を有する内国人，そのうちの
とりわけ国内資本企業が，自律的に IP創造力を高め
IPR で自らの富を蓄え，グローバル市場で市場優位
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に立つことができるようにすることが必要になり，そ
れは，その国の IP法政策の選択により可能となる。
それと同時に，ここに，途上国においては，特に学校
での IP創造教育の重要性が高まるのである。
途上国の内国人は，文学の分野あるいは美術の分野
における資質と能力は，決して先進国の人々に劣るも
のではない。このことは，特に現在の途上国における
内国人の「潜在能力」の高さからして十分うなずけるこ
とである。
このことに思いを致せば，例えば，市場の取引秩序
を維持しながら商標に化体した信用を保護する商標制
度，市場の購買意欲を直接刺激する物の外観である意
匠を保護する意匠制度，そして，創作した著作物を保
護する著作権制度の運用強化は，途上国にとって当面
最適な IP法政策の選択であると言える。
また，前述したように TRIPS 協定自体も，「国際
開発」による途上国支援の規定（第66条２項，第67条）
を含んでいて，途上国もその支援を享受しつつあるこ
とは，TRIPS 協定で IP 保護の拡大・強化を指向す
ることの「合理性（rationality）」も裏付ける。
しかし，「反知的独占論」は，ひたすら IPR の独占
により IPの後発創造を妨げることを主張するのみで
ある。

1 0 ．おわりに

自由主義，民主主義を国家理念としている米国は，
建国・立憲のときから IPの保護をして現在に至って
いる。そして，TRIPS 協定を仕掛けたのも，経済大
国の米国であった。
この TRIPS 協定は，世界大の広がりで IP 保護の
強化・拡大をするために，広く途上国も巻き込んで締
結された。
このような IP保護の「当為（E:oughtness�G:Sollen）」
は，遠い昔のギリシアの哲学者達により論証され，そ
れはまた，その後の法哲学や「法の支配（rule�of�law）」
論に承継されて，現在は IP 保護の「正当性 / 正義
E:legitimacy/justification�G:Legilimität/Rechligkeit）」
として論じられている。「法による支配（rule�by�law）」
の概念は，これらの議論の歴史の中の現実主義
（pragmatizm）により生れた。
その後，市場のグローバル化という物理現象が，IP

保護の強化・拡大の「合理性（E:rationality�G:Rationalität）」
を実証している。

ただ，TRIPS 協定は，上記のように米国が仕掛け
たものであるから，途上国との利害関係を異にする側
面を有していることから，反知的独占論を頷かせるこ
とになった。
しかし，このような IP保護の強化・拡大を目指す
TRIPS 協定の「合理性（rationality）」は，協定自体が，
運用に柔軟性を持たせる規定や途上国を支援する文脈
の「国際開発（international�development）」の諸規定に
表れている。
それ故に，TRIPS 協定に加盟した国は，少なくと
も IP創造者にその「財産」IPの「所有権化」と「資本化」
をする道を開き，その「資本の活用」で経済発展に向か
うことになろう。
また，既に高い識字率で担保されている「潜在能力

（capability）」の開発は，途上国にとって，自律的な
IP 創造に大いなる可能性を持たせることになる。そ
れには，特に学校における IP創造教育が効果を発揮
する。
上記に鑑みれば，途上国も遠からず，IP 創造にお
いて先進国と肩を並べる日が来るであろうことは想像
するに難くないであろう。
かくして，多くの途上国が，TRIPS 協定に積極的
に参加している事実と，UNの世界人権宣言で IPR
が人権として宣言された事実で，IPの世界大に広がっ
た IPの保護思潮は不可逆なものとなったと言える。
現在では，産業の発達に寄与する IP 保護は「開発
法学」観点からも研究され推奨されるようになってい
る。
よって，台頭してきた IP 懐疑論や反知的独占論

（anti-IP-monopoly�doctrine）は，現代において成り立
つ余地がない。
� 以上
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研究ノート

ソニー株式会社におけるイノベーティブなデザイン開発と
知的財産の関係

増田　光吉（＊）

ソニー株式会社におけるデザイン開発の現状を説明するとともに，イノベーティブなデザインの重要性，並び
にデザインの貢献領域の広がりを事例を織り交ぜながら概説し，また，同社のデザイン開発と知的財産の関係に
ついて説明をし，今後わが国が進んでゆく価値創造社会に向けてデザイン開発と知的財産とが連携を強化すべき
旨を提言する。

（＊）	 校友，弁理士，ソニー株式会社　クリエイティブセンター　ソニーデザインコンサルティング株式会社。拓殖大学　工学部　非常勤講師。
（1）	 Sony	Design	History:	https://www.sony.co.jp/Fun/design/history/
（2）	 Sony	Design:	https://www.sony.co.jp/SonyInfo/design/

1 ．はじめに
2．当社におけるイノベーティブデザイン開発の取
組み
⑴　デザインの重要性
⑵　事例紹介
①　体験をデザインする /Any	surface
②　体験をデザインする /Affinity	 in	Autonomy
＜共生するロボティクス＞
③　見えないモノ，コトを可視化する /
「Vision-S（ビジョン	エス）	Prototyp」
④　見えないモノ，コトを可視化する /	
Sports	&	AI プロジェクト

⑶　ソニーデザインコサンルティング株式会社
3．当社のデザイン開発と知的財産の関係
⑴　産業界への影響
⑵　法制度への影響
⑶　デザイン開発と知財サポートの伴走支援
4．おわりに

1 ．はじめに

当社は，「人のやらないことをやる」をモットーとして，
日本初，世界初の商品を数多く創出している。古くは
国産初のテープレコーダーや世界初のオールトランジ
スタテレビに始まり，ステレオカセットプレーヤーの
ウォークマン®，パスポートサイズのビデオカメラ	ハン
ディカム®，最近ではAIロボティクスの aibo®などが記
憶に新しいところと思われる（1）。この創業精神は，当然
デザインにおいても遺憾なく発揮され，絶えずオリジ
ナリティーと先進性をあわせもったプロダクトデザイ

ンを創出し，製品競争力，差異化の源泉となっている。
また，最近では，映画や音楽などのエンターテインメ
ント，金融や保険などのファイナンスに至る幅広い事
業をグループ会社とともにグローバルに展開している。

このようなソニーグループの事業領域の拡がりとと
もに，デザイン領域も多様化してきており，ブランド
デザイン，ユニバーサルデザイン，サステナブルデザ
インといった領域横断型のデザイン領域に派生し，さ
らには，UXデザイン，インタラクションデザイン，
サービスデザインといった，人との関係性や体験価値
をデザインする領域にまで拡張してきている（2）。
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研究ノート

ソニー株式会社におけるイノベーティブなデザイン開発と
知的財産の関係

増田　光吉（＊）

ソニー株式会社におけるデザイン開発の現状を説明するとともに，イノベーティブなデザインの重要性，並び
にデザインの貢献領域の広がりを事例を織り交ぜながら概説し，また，同社のデザイン開発と知的財産の関係に
ついて説明をし，今後わが国が進んでゆく価値創造社会に向けてデザイン開発と知的財産とが連携を強化すべき
旨を提言する。

（＊）	 校友，弁理士，ソニー株式会社　クリエイティブセンター　ソニーデザインコンサルティング株式会社。拓殖大学　工学部　非常勤講師。
（1）	 Sony	Design	History:	https://www.sony.co.jp/Fun/design/history/
（2）	 Sony	Design:	https://www.sony.co.jp/SonyInfo/design/
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1 ．はじめに
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2 ．当社におけるイノベーティブデザイ
ン開発の取組み

⑴　デザインの重要性
当社におけるデザインの貢献領域は，⑴魅力ある製
品デザインの創出や原型創出への挑戦を通じての「ビ
ジネス貢献」，⑵テクノロジーを活用した新しいユー
スケースの開発や新規事業の創出をするための「新価
値創造」，⑶本社として発信するメッセージのデザイ
ンに関する「コーポレート貢献」にあると考えている。

このことは，2018 年 5 月 23 日に経済産業省・特許
庁が主催する産業競争力とデザインを考える研究会を
通じて発信された「デザイン経営」宣言（3）でも述べられ
ていることにも通じるものでして，デザイン経営は，
ブランド構築に資するデザインと，イノベーションに
資するデザインとを通じて，企業の産業競争力の向上
に寄与するものと定義されている。

AI（Artificial	Intelligence: 人工知能），IoT（Internet	
of	Things: モノのインターネット），ロボット，ブ
ロックチェーンなど，デジタル技術が急速に進展して
いる情報社会にあって，多様なニーズや課題を読み取

（3）	 「デザイン経営」宣言 :	https://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180523002/20180523002-1.pdf
（4）	 Any	surface:	https://www.sony.co.jp/SonyInfo/design/stories/anysurface/

りそれを解決するシナリオを設計する豊かな想像力と，
デジタル技術や溢れるデータを活用してそれを現実の
ものとする創造力を融合することで，新たな価値創造
してゆくことが大事になってきている。デザイナーは，
観察の達人であり，顧客の潜在ニーズの発見を主導す
ることができ（このことを「Insight」と呼称されること
があります。），また，言葉にならないものを形にして
開発サイクルを加速化する原動力として，イノベー
ションの創出に貢献している。

⑵　事例紹介
上述の通り，デザインを取り巻く環境の変化に伴っ
て，デザインの貢献する場が拡大・多様化されている
中で，見えないモノ，コトを視覚化し，概念を再定義
し，体験をデザインすることが求められるようになり，
UI/UX デザインのアプローチの重要性が増してきて
いる。このことについて，当社事例をいくつか紹介し
ながら説明する。

①　体験をデザインする /Any surface（4）

IoT × AI ×エージェントが進化してくると，あり
とあらゆるモノがディスプレイに化してゆき，ユー
ザーが欲する情報を欲するタイミングで表示するよう
になってくると考えている。例えば，家の中から雨降
る様子を窓越しに見ているときに，エージェントがさ
りげなくユーザーに問い掛けをしてきたり，あるいは，
外出の支度を終えたユーザーが窓から外を見る，と天
気予報に関する情報をさりげなく提示して，傘を持っ
て出かけるべきか否かの判断をサポートしてくれたり
することが考えられる。また，自動車の運転の最中に，
かかる自動車外部環境のセンシングから事故予測が推
定判断される場合に，フロントガラス越しに，外界視
認性を阻害しないようにして注意喚起を呼び起こすサ
インを表示することもあると思われる。また，室内で
音楽がかかっているときにテーブルをノックするなど
すると，音声調整をするための操作画像が表れて，音
量等をその場で調整することができるということも考
えられる。
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このように，これまでディスプレイとして機能して
こなかったモノをディスプレイに見立てて所定の情報
を提示する場合において，操作画像や所定の情報提示
の画像がいきなり突然表れてしまうと，ユーザーを驚
かせてしまって，予期せぬ事故につながってしまうか
もしれない。また，そもそもディスプレイ機器として
は機能してこなかった窓や家具に投影画像が表示され
るものなので，いきなり面構成の画像を表示させてし
まうと，その場の環境を阻害してしまって違和感を与
えてしまうといった問題も生じてしまう。
そこで，Any	surface と呼称しているデザインコン
セプトでは，まず点を表示させてから線を派生させ，
これら線が繋がって矩形枠を構成するというシーケン
スを一つのエレメントとしてアセット化し，かかる動
きの抑揚や浮遊感のある挙動によって独創的な世界観
と新しいユーザー体験（UX）を提案している。

② 　体験をデザインする /Affinity in Autonomy 
＜共生するロボティクス＞（5）

人とロボティクスの関係性について新しいビジョン

（5）	 Affinity	in	Autonomy ＜共生するロボティクス＞ :	https://www.sony.co.jp/SonyInfo/design/news/event/Affinity_in_Autonomy_tokyo/

を提案する取り組みとして，2019 年 4 月 9 日～ 14 日
まで，イタリア・ロンバルディア州・ミラノにて開催
された世界最大規模の国際家具見本市「ミラノサロー
ネ」にて，「Affinity	 in	Autonomy ＜共生するロボティ
クス＞」というテーマの下，5つの展示エリアにて人
とロボティクスの親和性が高まっていく過程を表現し
た展示を行った。その後，2019 年 12 月 14 日～ 2020
年 1 月 13 日にかけて東京凱旋展示と称して，Ginza	
Sony	Park でも展示した。
5つの展示エリアの構成は次の通りである。
⑴　Interaction1:	「Awakening ＜意識＞」
暗闇の中にロボティクスの知性の表現として光や音
が現れ，人をセンシングして反応し，ロボティクスと
の未知のふれあいを表現した。

⑵　Interaction2:	「Autonomous ＜自律＞」
吊り下げて展示されたゲージの中には自由に振る舞
う振り子のロボティクスがあり，意志が芽生えている
かのように，人の存在に反応し，視線を向けるかのよ
うな動きによって自律性ある動きを表現した。

⑶　Interaction3:	「Accordance ＜協調＞」
それぞれ異なった個性を持つ球体のロボティクスた
ちが，人と連動し，互いに連携し，協調して行動しま
す。予測できない動きを伴わせ，人とロボティクスと
の新しいコミュニティの在り方を表現した。
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⑷　Interaction4:	「Affiliation ＜共生＞」
ロボティクスが人とのインタラクションで感情を変
化させ，知性を発達させます。生命感を備えたロボ
ティクスと共生する社会や心の豊かさを表現した。

⑸　Interaction5:	「Association ＜連帯＞」
ロボティクスは生活の中だけでなく，インフラスト
ラクチャーとして社会へ浸透していくものと予想され
る。最後の展示では，ロボティクスが来場者に近づい
てフィードバックを伺いに自律的に近づいてくること
で，近い将来のロボティクスとの共生の在り方を表現
した。

③　見えないモノ，コトを可視化する /「VISION-S
（ビジョン エス） Prototype」（6）

2020 年 1 月に米国ラスベガスにて開催されたCES	
2020 にて，モビリティの進化への貢献を目的として，
安心・安全，快適さ，その先にあるエンターテインメ
ントなども追及する取り組みとして，新たに
「VISION-S」を発表し，ブースには試作車を展示した。
本試作車は，当社のイメージング・センシング技術を
はじめ，360	Reality	Audio を各シートに内蔵させた
スピーカーで提供し，また直観的な操作性を実現する
パノラミックスクリーンなどによるエンタテインメン
トの追求や，AI や通信，クラウド技術も活用した車
載ソフトウェアの制御により，機能が継続的にアップ
デートされ，進化し続けることを目指すべく，未来の
モビリティの進化の在り方を可視化することで，新価
値創造に大きく貢献した。
このPrototype は，安全基準，現行法規，安全基準
を漏れなく満たすこと，つまり「公道で走れること」を
絶対条件として，ライトやターンシグナルの位置から

（6）	 VISION-S	Prototype:	https://www.sony.co.jp/SonyInfo/design/stories/vision-s03/

クラスターディスプレイの視認性，ステアリングの操
作性に至るまで，制約条件を満たすべく厳密にデザイ
ンしている。
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④ 　見えないモノ，コトを可視化する / 
Sports & AI プロジェクト（7）

この事例も先の事例と同様，CES	2020 に出展した
もので，センサーとAI を用いたライブスポーツの制
作技術に関するデザイン提案である。卓球の試合を撮
影しながら，物体認識 /追跡処理を組み込んだ高速ビ
ジョンセンサーと独自の骨格推定技術を使って，球や
選手の動きをリアルタイムに解析し，これまで見えな
かった球の奇跡，選手の骨格や姿勢を可視化すること
で，今後のスポーツ放送の魅力向上に活かしていきた
いと考えている。このように，もともとユーザーが素
の状態では見えていなかったモノやコトを可視化する
ことでスポーツの楽しさを向上させることにも，デザ
イン開発がいきている。

（7）	 Sports	&	AI プロジェクト :	https://www.sony.co.jp/SonyInfo/design/stories/sports_ai/
（8）	 ソニーデザインコンサルティング株式会社 :	https://www.sonydesignconsulting.com/

⑶　ソニーデザインコサンルティング株式会社
ソニーデザインコンサルティング株式会社（8）は，多

様なデザイン業務をソニーグループ外のお客様に提供
するために，2020 年 4 月 1 日に設立された。
ソニーのインハウスデザイン部門であるクリエイ
ティブセンターは，1961 年に発足以来，質の高い製
品やサービスのデザイン，コンセプト開発，ブランド
コミュニケーション，テクノロジーを活用した体験デ
ザイン，経営戦略の可視化，デザイン経営のための組
織マネジメントなど，多様な価値をソニーブループ内
に提供している。
これまで培ってきたデザインの力を社外のお客さま
の新たな事業機会を創出すると共に，社会課題の解決，
文化的価値の創造にも取り組んでいく所存である。
新会社の提供サービス概要は，⑴経営戦略の可視化，
デザインによる事業課題の解決・価値創造，ブランド
コミュニケーション，クリエイティブディレクション
などの「デザインコンサルティング」，⑵デザイン組織
のマネジメント，デザイン評価やKPI などのツール提
供，クリエイティブ人材の教育などの「デザインマネ
ジメント」，⑶プロダクトデザイン，ユーザーインター
フェイスデザイン，グラフィックデザイン，その他の
デザイン業務からなる「デザインサービス」からなる。



● 53 ●
知財ジャーナル　2021

④ 　見えないモノ，コトを可視化する / 
Sports & AI プロジェクト（7）

この事例も先の事例と同様，CES	2020 に出展した
もので，センサーとAI を用いたライブスポーツの制
作技術に関するデザイン提案である。卓球の試合を撮
影しながら，物体認識 /追跡処理を組み込んだ高速ビ
ジョンセンサーと独自の骨格推定技術を使って，球や
選手の動きをリアルタイムに解析し，これまで見えな
かった球の奇跡，選手の骨格や姿勢を可視化すること
で，今後のスポーツ放送の魅力向上に活かしていきた
いと考えている。このように，もともとユーザーが素
の状態では見えていなかったモノやコトを可視化する
ことでスポーツの楽しさを向上させることにも，デザ
イン開発がいきている。

（7）	 Sports	&	AI プロジェクト :	https://www.sony.co.jp/SonyInfo/design/stories/sports_ai/
（8）	 ソニーデザインコンサルティング株式会社 :	https://www.sonydesignconsulting.com/

⑶　ソニーデザインコサンルティング株式会社
ソニーデザインコンサルティング株式会社（8）は，多

様なデザイン業務をソニーグループ外のお客様に提供
するために，2020 年 4 月 1 日に設立された。
ソニーのインハウスデザイン部門であるクリエイ
ティブセンターは，1961 年に発足以来，質の高い製
品やサービスのデザイン，コンセプト開発，ブランド
コミュニケーション，テクノロジーを活用した体験デ
ザイン，経営戦略の可視化，デザイン経営のための組
織マネジメントなど，多様な価値をソニーブループ内
に提供している。
これまで培ってきたデザインの力を社外のお客さま
の新たな事業機会を創出すると共に，社会課題の解決，
文化的価値の創造にも取り組んでいく所存である。
新会社の提供サービス概要は，⑴経営戦略の可視化，
デザインによる事業課題の解決・価値創造，ブランド
コミュニケーション，クリエイティブディレクション
などの「デザインコンサルティング」，⑵デザイン組織
のマネジメント，デザイン評価やKPI などのツール提
供，クリエイティブ人材の教育などの「デザインマネ
ジメント」，⑶プロダクトデザイン，ユーザーインター
フェイスデザイン，グラフィックデザイン，その他の
デザイン業務からなる「デザインサービス」からなる。
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3 ．当社のデザイン開発と知的財産の関
係

⑴　産業界への影響
ビジネス貢献を図るべく，主要なプロダクトデザイ
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ることで事業を守る取り組みをしている。
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きたと考えている事例を以下に挙げる。
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国発明表彰（9）において，AI コミュニケーションロボッ
ト “aibo（アイボ）”の意匠権で「内閣総理大臣賞」を受
賞することができた。同賞は，科学技術の分野で秀で
た進歩性を有し，かつ，顕著な実施効果を挙げている

（9）	 公益社団法人発明協会	令和 2年度全国発明表彰	内閣総理大臣賞 :	http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/zenkoku/2020/cao.html
（10）	 公益社団法人発明協会	令和元年関東地方発明表彰	特許庁長官賞 :	http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/R1/jusho_kanto/detail/jpo2.html

発明等が対象で，恩賜発明賞に次いで優秀と認められ
た賞である。
心に響く「感性価値」に着目し，愛情の対象となるこ
とで人々の生活をより豊かにしたいという思いから創
られた aibo の意匠（デザイン）が高く評価されたもの
と考えている。「生命感」をテーマとし，美しさと愛ら
しさを併せ持つ「円」を基調としたデザインは，人々の
潜在意識にある仔犬の面影と一致することで，唯一無
二の存在として感じられることを意図している。また，
自社開発の超小型 1 軸・2 軸アクチュエーターや AI
により，様々な感情を全身で表現しながら人に近づい
たり，センサーによって顔を認識し，視線を合わせた
りすることで人の心に寄り添っている。
aibo の意匠（デザイン）は，AI と相俟って人々の生
活と共生する世界観をいち早く示すことができた点で，
わが国のロボティクスの産業分野に大きな影響を与え
ることができたと考えている。

② 　画音一体 4 K 有機 EL テレビの意匠 
（意匠登録第 1582364 号）
この事例は，令和元年関東地方発明表彰（10）におい

て特許庁長官賞を受賞することができた案件である。
一般的なテレビは底面にスピーカーを配置しており，
音響的な理由から床から一定距離離した状態で保持す
るためのスタンドが不可欠であった。本件の意匠（デザ
イン）では，画面自体を振動させてそこから音を出す音
響システムを本製品のために新規開発し，スタンドを
完全に無くしたデザインを実現した。このようにする
ことで，4K有機ELテレビとして迫力のある高画質な
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映像における被写体の位置に合わせて，この画面その
ものから音を部分的に出力させることができ，シンプ
ルな意匠に加えて，画音一体の臨場感溢れる視聴体験
を実現でき，世界中で多くのカスタマーに評価された。
技術のコモディティ化が進んでいるテレビの産業分

野において，顧客価値を最大に引き出した付加価値の
付け方を示すことができた点で，わが国のテレビの産
業分野に大きな影響を与えることができたと考えている。

③ 　変えないかたち・コンパクトデジタルカメラシ
リーズの意匠（意匠登録第 1467182 号）
この事例は，令和元年全国発明表彰（11）において発
明賞を受賞することができた案件である。
ミラーレスカメラやデジタル一眼レフカメラではな
い独自のポジションとして “高級コンパクトデジタル
カメラ ”という市場を作り上げたのが，当社のDSC-
RX100（RX100®）シリーズの意匠である。従来のコン
パクトデジタルカメラは，予め設定された条件でしか
撮影ができないことから，撮影者が意図した通りの写
真を撮ることが難しいという課題があった。また，ミ
ラーレスカメラやデジタル一眼レフカメラは，きめ細
かくマニュアル設定を楽しむことができる反面，その
マニュアル設定を把握して使いこなすことの難しさか
ら，特にアマチュア層のユーザーにはハードルが高い
ものとなっていた。一方，“高級コンパクトデジタル
カメラ ”は，大枠はコンパクトデジタルカメラ的な使
い方（手軽に簡単な操作で撮りたいときに瞬時に撮影
することができる）を維持しつつ，要所で「高級」なら
ではの使い方を挟むことができるため，高い解像度を
保持しつつ，意図通りのボケを表現できるというよう
なマニュアル露出やマニュアルフォーカスなどの機能
性を備えている。

（11）	 公益社団法人発明協会	令和元年全国発明表彰	発明賞 :	http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/zenkoku/2019/zenkoku_jusho_ichiran.html

ユーザーにとっては，手軽であることによってはじ
めて「いい写真」の撮影が可能となり，いわば昨日まで
は無価値だった写真が，今日からは傑作になるという，
これまでになかったユーザー体験を実現させると同時
に，「いい写真」の価値を知っている人にとってはこれ
までのカメラやスマートフォンのカメラ機能では実現
できなかった価値を提供するカメラとしてのニーズを
掘り起こすことに繋がり，混沌としたデジタルカメラ
市場を活性化させる引き金となり，その後，息の長い
ムーブメントとしてカメラ業界をけん引し，市場開拓
に大きく貢献することができた。

⑵　法制度への影響
令和元年意匠法改正審議の場において当社デザイン
開発事例が紹介され，画像デザインの保護拡充並びに
関連意匠制度の拡充を検討していただく引き金とに
なったものと考えている。
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また，経済産業省及び特許庁が主催する「産業競争
力とデザインを考える研究会」（12）（2017 年度開催）にお
いてクリエイティブセンター長の長谷川が委員を務め，
また，産業構造審議会第 8回意匠制度小委員会（13）に
も招聘され，デザイン経営宣言の発信及び意匠法改正
にも貢献してきた。その後も，2018 年の ID5 や 2019
年 EUIPO主催の「Conference	IP	Horizon	5.0」にも登
壇し，日本でのデザイン開発の現場での取り組みを紹
介することを通じて，知的財産とデザイン経営の重要
性を説明してきた。
このように当社では，デザイン部門が組織として知
的財産の重要性を浸透させる取り組みを積極的に実施
している。

＜ 2018 年 3 月 17 日開催
9回産業競争力とデザインを考える研究会の様子＞

⑶　デザイン開発と知財サポートの伴走支援
ソニーデザインコンサルティング株式会社は，先に
も説明した通り，ソニーグループ外のお客様に役務を
提供しているが，かかるお客様がスタートアップや個
人ないしは小規模事業主であった場合には，知的財産

（12）	 産業競争力とデザインを考える研究会報告書 :	https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20180523001.html
（13）	 産業構造審議会第 8回意匠制度小委員会 :	https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/08-shiryou.html

の担当者などもいない可能性あるため，様々なアイデ
アをきめ細かく知財サポートする必要があると考えて
いる。
デザイン思考による事業コンサルと知財アドバイ
ザーがOne	Team となってお客様に伴走をし，事業上
必要となるアイデアやロゴなどをしっかりと知財化支
援してゆくことを目指している。
このような実績を今後一つ一つ積み上げてゆくこと
で，社会的課題の解決を図るとともに，知財化による
産業振興にも貢献していく所存である。

4 ．おわりに

人が機器を操作するという時代から，機器が人の仕
草やコンテクストに合わせて動く時代に移っている中
で，一見するとシンプルなデザイン表現であっても，
インタラクション機能や挙動を含めたところで独自性
が表れることがあるので，デザイナーの成果をきちん
と知的財産として保護することは重要だと考えている。
令和元年意匠法改正（令和 2年 4月 1日施行）によれ
ば，画像デザインの保護拡充，空間デザインの保護，
関連意匠制度の拡充など，これまで知的財産として保
護しきれなかったデザインの成果が意匠権という形で
保護しやすい環境が整えられたが，デザインの領域が
広がっている中，知的財産による新たなデザインの保
護の在り方が今後も検討されてゆくものと思われる。
経済産業省と特許庁によるデザイン経営宣言を受け
て，デザインの重要性がますます高まる中，優れたデ
ザイン開発成果を知的財産として適切に保護すること
で，産業全体の活性化が図られるとともに，今後わが
国が進んでゆく価値創造社会を振興する一助になるも
のと期待している。
	 以上
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判例研究

特許法におけるサポート要件の解釈について判示した事例
─知財高判令和 2年 7月 2日「ボロン酸化合物製剤事件」─
（平成 30 年（行ケ）第 10158 号，平成 30 年（行ケ）第 10113 号）

加藤　浩（＊）

（＊）	 日本大学法学部教授
（1）	 審決では，訂正請求を認めたことにより，訂正により削除された請求項についての無効審判請求は却下されている。
（2）	 本件における審決取消事由の主張との関連では，訂正後の請求項 17 に関する審決の判断に誤りがあれば他の請求項に関する判断にも誤りが

ある，という関係にある。
（3）	 本件における審決取消事由の主張との関連では，訂正後の請求項 21 に関する審決の判断に誤りがあれば他の請求項に関する判断にも誤りが

ある，という関係にある。

Ⅰ．事案の概要

本判決では，以下に示す 2つの事件（Ａ事件，Ｂ事
件）について審理が行われた。
（Ａ事件）無効 2016-800096 号事件の審決のうち，「特
許第 4162491 号の請求項 17，19，20，44，46 に係る
発明についての特許を無効とする。」との部分の取り消
しに関する争い
（Ｂ事件）無効 2016-800096 号事件の審決のうち，「特
許第 4162491 号の請求項 21，38 ～ 42 に係る発明につ
いての審判請求は，成り立たない。」との部分の取り消
しに関する争い

1 ．特許庁における手続の経緯等
Ａ事件原告・Ｂ事件被告（以下「特許権者Ｘ」とい
う。）は，「ボロン酸化合物製剤」の発明について，2002
年 1 月 25 日（パリ条約による優先権主張：2001 年 1
月 25 日・米国）を国際出願日とする特許出願を行い，
平成20年8月1日に特許第4162491号（以下「本件特許」
という。）として特許権の設定登録を受けた。
Ａ事件被告・Ｂ事件原告（以下「請求人Ｙ」という。）
は，平成 28 年 8 月 5 日，本件特許につき無効審判（無
効 2016-800096 号）を請求した。
特許権者Ｘは，無効審判手続の中で，特許請求の範
囲の減縮等を目的とする訂正請求をし，特許庁は，平
成 30 年 6 月 25 日，審決をした。
審決では，特許請求の範囲の訂正を認めたうえで，

「特許第 4162491 号の請求項 17，19，20，44，46 に係
る発明についての特許を無効とする。特許第 4162491
号の請求項 21，38 ～ 42 に係る発明についての審判請
求は，成り立たない。特許第 4162491 号の請求項 1～
16，18，22 ～ 37，43，45，47 に係る発明についての

審判請求を却下（1）する。」との審決が示された。
これに対して，特許権者Ｘは，審決のうち特許を無
効とした部分の取消しを求めて訴えを提起し（Ａ事件），
請求人Ｙは，審決のうち請求を不成立とした部分の取
消しを求めて訴えを提起した（Ｂ事件）。

2 ．特許請求の範囲の記載
訂正後の請求項 17，19，20，44，46 は，物の発明
であり（2），訂正後の請求項17の記載は，次のとおりで
ある（以下「本件化合物発明」という。）。

【請求項 17】
凍結乾燥粉末の形態のＤ－マンニトール	Ｎ－（ 2－
ピラジン）カルボニル－Ｌ－フェニルアラニン－Ｌ
－ロイシン	ボロネート。

訂正後の請求項 21，38 ～ 42 は，方法の発明であ
り（3），訂正後の請求項21の記載は，次のとおりである
（以下「本件製法発明」という。）。

【請求項 21】
⒜（ⅰ）　水，
（ⅱ）　Ｎ－（ 2－ピラジン）カルボニル－Ｌ－フェニ
ルアラニン－Ｌ－ロイシン	ボロン酸，及び
（ⅲ）　Ｄ－マンニトールを含む混合物を調製するこ
と；及び
⒝　混合物を凍結乾燥すること；を含む，
凍結乾燥粉末の形態のＤ－マンニトール	Ｎ－（ 2－
ピラジン）カルボニル－Ｌ－フェニルアラニン－Ｌ
－ロイシン	ボロネートの調製方法。



● 57 ●
知財ジャーナル　2021

判例研究

特許法におけるサポート要件の解釈について判示した事例
─知財高判令和 2年 7月 2日「ボロン酸化合物製剤事件」─
（平成 30 年（行ケ）第 10158 号，平成 30 年（行ケ）第 10113 号）

加藤　浩（＊）

（＊）	 日本大学法学部教授
（1）	 審決では，訂正請求を認めたことにより，訂正により削除された請求項についての無効審判請求は却下されている。
（2）	 本件における審決取消事由の主張との関連では，訂正後の請求項 17 に関する審決の判断に誤りがあれば他の請求項に関する判断にも誤りが

ある，という関係にある。
（3）	 本件における審決取消事由の主張との関連では，訂正後の請求項 21 に関する審決の判断に誤りがあれば他の請求項に関する判断にも誤りが

ある，という関係にある。

Ⅰ．事案の概要

本判決では，以下に示す 2つの事件（Ａ事件，Ｂ事
件）について審理が行われた。
（Ａ事件）無効 2016-800096 号事件の審決のうち，「特
許第 4162491 号の請求項 17，19，20，44，46 に係る
発明についての特許を無効とする。」との部分の取り消
しに関する争い
（Ｂ事件）無効 2016-800096 号事件の審決のうち，「特
許第 4162491 号の請求項 21，38 ～ 42 に係る発明につ
いての審判請求は，成り立たない。」との部分の取り消
しに関する争い

1 ．特許庁における手続の経緯等
Ａ事件原告・Ｂ事件被告（以下「特許権者Ｘ」とい
う。）は，「ボロン酸化合物製剤」の発明について，2002
年 1 月 25 日（パリ条約による優先権主張：2001 年 1
月 25 日・米国）を国際出願日とする特許出願を行い，
平成20年8月1日に特許第4162491号（以下「本件特許」
という。）として特許権の設定登録を受けた。
Ａ事件被告・Ｂ事件原告（以下「請求人Ｙ」という。）
は，平成 28 年 8 月 5 日，本件特許につき無効審判（無
効 2016-800096 号）を請求した。
特許権者Ｘは，無効審判手続の中で，特許請求の範
囲の減縮等を目的とする訂正請求をし，特許庁は，平
成 30 年 6 月 25 日，審決をした。
審決では，特許請求の範囲の訂正を認めたうえで，

「特許第 4162491 号の請求項 17，19，20，44，46 に係
る発明についての特許を無効とする。特許第 4162491
号の請求項 21，38 ～ 42 に係る発明についての審判請
求は，成り立たない。特許第 4162491 号の請求項 1～
16，18，22 ～ 37，43，45，47 に係る発明についての

審判請求を却下（1）する。」との審決が示された。
これに対して，特許権者Ｘは，審決のうち特許を無
効とした部分の取消しを求めて訴えを提起し（Ａ事件），
請求人Ｙは，審決のうち請求を不成立とした部分の取
消しを求めて訴えを提起した（Ｂ事件）。

2 ．特許請求の範囲の記載
訂正後の請求項 17，19，20，44，46 は，物の発明
であり（2），訂正後の請求項17の記載は，次のとおりで
ある（以下「本件化合物発明」という。）。

【請求項 17】
凍結乾燥粉末の形態のＤ－マンニトール	Ｎ－（ 2－
ピラジン）カルボニル－Ｌ－フェニルアラニン－Ｌ
－ロイシン	ボロネート。

訂正後の請求項 21，38 ～ 42 は，方法の発明であ
り（3），訂正後の請求項21の記載は，次のとおりである
（以下「本件製法発明」という。）。

【請求項 21】
⒜（ⅰ）　水，
（ⅱ）　Ｎ－（ 2－ピラジン）カルボニル－Ｌ－フェニ
ルアラニン－Ｌ－ロイシン	ボロン酸，及び
（ⅲ）　Ｄ－マンニトールを含む混合物を調製するこ
と；及び
⒝　混合物を凍結乾燥すること；を含む，
凍結乾燥粉末の形態のＤ－マンニトール	Ｎ－（ 2－
ピラジン）カルボニル－Ｌ－フェニルアラニン－Ｌ
－ロイシン	ボロネートの調製方法。
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なお，「Ｎ－（ 2－ピラジン）カルボニル－Ｌ－フェ
ニルアラニン－Ｌ－ロイシン	ボロン酸」を，以下「ボ
ルテゾミブ」又は「Bz」という。また，「Ｄ－マンニトー
ル	Ｎ－（ 2－ピラジン）カルボニル－Ｌ－フェニルア
ラニン－Ｌ－ロイシン	ボロネート」は，ボルテゾミブ
とＤ－マンニトールとのエステル化合物であり，以下
「ボルテゾミブマンニトールエステル」又は「BME」と
いう。これらの略称を用いて本件化合物発明及び本件
製法発明（以下，あわせて「本件発明」ということがあ
る。）を表記すると，それぞれ次のとおりである。

【本件化合物発明】
凍結乾燥粉末の形態のBME
【本件製法発明】
⒜（ⅰ）　水，
（ⅱ）　ボルテゾミブ，及び
（ⅲ）　Ｄ－マンニトールを含む混合物を調製するこ
と；及び
⒝　混合物を凍結乾燥すること；を含む，
凍結乾燥粉末の形態のBMEの調製方法。

Ⅱ．審決

審決の理由の要旨のうち，サポート要件違反につい
ては，次のとおりである（4）。

1 ．サポート要件違反（その 1）
請求人Yは，本件発明が解決しようとする課題に
ついて，「安定性及び再構成性を有するボロン酸化合
物の改良された製剤を提供すること」にあると主張し
たうえで，本件特許の特許請求の範囲の記載は，サ
ポート要件に違反する旨主張した。
審決では，本件発明が解決しようとする課題は，本
件化合物発明については「製剤化したときに安定な医
薬となり得て，また，水性媒体への溶解でボロン酸化
合物を容易に遊離する（再構成性に優れた）組成物とな
り得る，凍結乾燥粉末形態の BMEを提供すること」
であり，本件製法発明については，「凍結乾燥粉末形
態の BMEの調製方法を提供すること」であると判断
し，課題に関する請求人Yの主張を否定した。その
うえで，サポート要件に違反する旨の請求人Yの主

（4）	 審決では，サポート要件のほか，進歩性の要件についても争われた。なお，訂正請求に対する審決の判断については，両当事者ともこれを
争っていない。

張についても否定した。

2 ．サポート要件違反（その 2）
請求人Yは，「本件特許に係る明細書の「発明の詳
細な説明」の記載には，凍結乾燥粉末の形態の BME
が発明の課題を解決することが示されていない」とし
て，本件特許の特許請求の範囲の記載は，サポート要
件に違反する旨主張した。
審決では，請求人Yの主張は，本件化合物発明に
関しては理由があり，本件製法発明に関しては理由が
ないとして，以下の理由が示された。
＜本件化合物発明について＞
審決では，「薬剤の安定性の向上や良好な再構成性
を期待して凍結乾燥を行う際，凍結乾燥の前後で薬剤
自体の化学構造は変化しない（させない）というのが技
術常識である。したがって，当業者は，薬剤であるボ
ルテゾミブをマンニトールと共に凍結乾燥して得られ
た凍結乾燥品中には，化学構造が変化していないボル
テゾミブが含まれ，凍結乾燥の結果としてボルテゾミ
ブの安定性の向上や良好な再構成性がもたらされると
期待する。」として技術常識及び当業者の期待について
認定した。
審決では，このような技術常識及び当業者の期待を
踏まえて，本件明細書の記載は，「凍結乾燥品にBME
が含まれていることを示すだけで，それ以外に，エス
テル化しない状態のボルテゾミブが相当量含まれる可
能性を排除しない」として，「凍結乾燥品が示した安定
性及び溶解性」，及び，「水溶液が示したプロテアソー
ム阻害活性」は，「エステル化しなかったボルテゾミブ
によるものであるという理解も十分に成り立ちうる」
と判示した。
以上より，審決は，「本件化合物発明（凍結乾燥粉末
の形態の BME）は，発明の課題を解決できると当業
者が発明の詳細な説明の記載から認識できる範囲のも
のではない」として，本件化合物発明は，サポート要
件を充足しないと判断した。
＜本件製法発明について＞
審決では，本件製法発明によって調製した物質に凍
結乾燥粉末の形態のBMEが含まれていることは明細
書に記載されていることから，「本件製法発明は発明
の詳細な説明に記載された発明であって，その記載に
より当業者が発明の課題を解決すると認識できる範囲
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のものである」として，本件製法発明は，サポート要
件を充足すると判断した。

Ⅲ．争点（審決取消事由）

1．特許権者Xの主張する審決取消事由（Ａ事
件）
審決が，サポート要件違反に基づき本件化合物発明
に係る特許を無効と判断したことは，誤りである（以
下，「特許権者X取消事由」という。）。

2 ．請求人 Yの主張する審決取消事由（Ｂ事
件）
審決が，サポート要件違反を否定して本件製法発明
に係る特許を維持した判断には誤りがある（以下，「請
求人Y取消事由」という。）。

Ⅳ．当事者の主張

1．特許権者X取消事由
特許権者Xは，「本件化合物発明のサポート要件に
関して検討すべきは，⒜本件化合物（凍結乾燥粉末の
形態のBME）が発明の詳細な説明に記載されているか，
⒝発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は本件出願
日時点の技術常識により，本件化合物によって上記課
題が解決できると当業者が認識できるかどうか，とい
う点である。」としたうえで，明細書の実施例等の記載
から，上記⒜，⒝の要件は満たされ，本件化合物発明
は，サポート要件を満たす旨主張した。
請求人Yは，「本件出願日時点の技術常識を踏まえ
ると，本件明細書に接した当業者の理解は次のような
ものであるから，本件化合物（凍結乾燥粉末の形態の
BME）によって発明の課題が解決できるとは認識でき
ない。」と主張した。
（ア）　実施例の製剤中にBMEは存在するが，その量
は不明である。
（イ）　実施例の製剤は保存安定性及び溶解性という効
果を示したが，この効果が本件化合物に起因したもの
であるのかが不明である。（マンニトールを賦形剤と
して用いた凍結乾燥の周知の効果にすぎない等の理解
もできる。）
（ウ）　実施例の製剤を試料としたプロテアソーム阻害
活性アッセイの結果は，BMEの加水分解によりボル
テゾミブが遊離したことによって生じたものだとは必
ずしもいえない。

2 ．請求人 Y取消事由
（１）　課題認定の誤り
請求人Yは，「本件製法発明の課題につき，審決が

「凍結乾燥粉末形態の BMEの調製方法を提供するこ
と」と認定したのは誤りである。」として，本件製法発
明につき無効理由の主張は採用できないとした審決の
判断は，その前提において誤りがある旨主張した。
特許権者Xは，「課題の認定について，審決に誤り
があることは争わない。」としたうえで，審決の課題認
定の誤りは審決の結論に影響を及ぼさない旨主張した。

（２）�　課題を解決できることを推認できる範囲の判断
の誤り
請求人Yは，「ボロン酸と糖とのエステルの形成に
はその混合溶液の液性（pH，組成及溶媒の種類等）が
大きく影響することは，本件優先日当時の技術常識で
ある。」としたうえで，「混合溶液の液性及び凍結乾燥
の条件につき限定のない本件製法発明は，発明の詳細
な説明に基づき当業者が課題を解決できると理解でき
る範囲を超えている。」と主張した。
特許権者Xは，「本件発明の解決課題は，物の発明

（本件化合物発明）であれ方法の発明（本件製法発明）で
あれ，水性媒体に溶解させることによりボロン酸化合
物を容易に遊離する安定な医薬組成物，という新規な
物を提供することである。」としたうえで，「本件化合
物発明に係るBMEはこの「新規な物」に当たるから，
本件製法発明に関しても，本件化合物発明に係る
BMEによって課題を解決できるかを判断すれば，サ
ポート要件の適否の判断として十分である。」と主張し
た。そして，「本件明細書において，具体的な混合溶
液の液性及び凍結乾燥の条件については実施例 1に記
載された一例しか開示されておらず，他の調製方法で
はBMEが得られるか否か不明であっても，本件製法
発明にサポート要件違反の問題を生じることはない。」
と主張した。

Ⅴ．裁判所の判断

1．特許権者X取消事由について
（１）　サポート要件充足性の判断手法について
裁判所は，特許請求の範囲の記載が明細書のサポー
ト要件に適合するか否かは，「特許請求の範囲の記載
と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範
囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載され
た発明で，発明の詳細な説明の記載又はその示唆によ
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のものである」として，本件製法発明は，サポート要
件を充足すると判断した。

Ⅲ．争点（審決取消事由）

1．特許権者Xの主張する審決取消事由（Ａ事
件）
審決が，サポート要件違反に基づき本件化合物発明
に係る特許を無効と判断したことは，誤りである（以
下，「特許権者X取消事由」という。）。

2 ．請求人 Yの主張する審決取消事由（Ｂ事
件）
審決が，サポート要件違反を否定して本件製法発明
に係る特許を維持した判断には誤りがある（以下，「請
求人Y取消事由」という。）。

Ⅳ．当事者の主張

1．特許権者X取消事由
特許権者Xは，「本件化合物発明のサポート要件に
関して検討すべきは，⒜本件化合物（凍結乾燥粉末の
形態のBME）が発明の詳細な説明に記載されているか，
⒝発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は本件出願
日時点の技術常識により，本件化合物によって上記課
題が解決できると当業者が認識できるかどうか，とい
う点である。」としたうえで，明細書の実施例等の記載
から，上記⒜，⒝の要件は満たされ，本件化合物発明
は，サポート要件を満たす旨主張した。
請求人Yは，「本件出願日時点の技術常識を踏まえ
ると，本件明細書に接した当業者の理解は次のような
ものであるから，本件化合物（凍結乾燥粉末の形態の
BME）によって発明の課題が解決できるとは認識でき
ない。」と主張した。
（ア）　実施例の製剤中にBMEは存在するが，その量
は不明である。
（イ）　実施例の製剤は保存安定性及び溶解性という効
果を示したが，この効果が本件化合物に起因したもの
であるのかが不明である。（マンニトールを賦形剤と
して用いた凍結乾燥の周知の効果にすぎない等の理解
もできる。）
（ウ）　実施例の製剤を試料としたプロテアソーム阻害
活性アッセイの結果は，BMEの加水分解によりボル
テゾミブが遊離したことによって生じたものだとは必
ずしもいえない。

2 ．請求人 Y取消事由
（１）　課題認定の誤り
請求人Yは，「本件製法発明の課題につき，審決が

「凍結乾燥粉末形態の BMEの調製方法を提供するこ
と」と認定したのは誤りである。」として，本件製法発
明につき無効理由の主張は採用できないとした審決の
判断は，その前提において誤りがある旨主張した。
特許権者Xは，「課題の認定について，審決に誤り
があることは争わない。」としたうえで，審決の課題認
定の誤りは審決の結論に影響を及ぼさない旨主張した。

（２）�　課題を解決できることを推認できる範囲の判断
の誤り
請求人Yは，「ボロン酸と糖とのエステルの形成に
はその混合溶液の液性（pH，組成及溶媒の種類等）が
大きく影響することは，本件優先日当時の技術常識で
ある。」としたうえで，「混合溶液の液性及び凍結乾燥
の条件につき限定のない本件製法発明は，発明の詳細
な説明に基づき当業者が課題を解決できると理解でき
る範囲を超えている。」と主張した。
特許権者Xは，「本件発明の解決課題は，物の発明

（本件化合物発明）であれ方法の発明（本件製法発明）で
あれ，水性媒体に溶解させることによりボロン酸化合
物を容易に遊離する安定な医薬組成物，という新規な
物を提供することである。」としたうえで，「本件化合
物発明に係るBMEはこの「新規な物」に当たるから，
本件製法発明に関しても，本件化合物発明に係る
BMEによって課題を解決できるかを判断すれば，サ
ポート要件の適否の判断として十分である。」と主張し
た。そして，「本件明細書において，具体的な混合溶
液の液性及び凍結乾燥の条件については実施例 1に記
載された一例しか開示されておらず，他の調製方法で
はBMEが得られるか否か不明であっても，本件製法
発明にサポート要件違反の問題を生じることはない。」
と主張した。

Ⅴ．裁判所の判断

1．特許権者X取消事由について
（１）　サポート要件充足性の判断手法について
裁判所は，特許請求の範囲の記載が明細書のサポー
ト要件に適合するか否かは，「特許請求の範囲の記載
と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範
囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載され
た発明で，発明の詳細な説明の記載又はその示唆によ
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り当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる
範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がな
くとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の
課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否
かを検討して判断すべきである」と判示した。
そして，サポート要件を充足するには，「明細書に
接した当業者が，特許請求された発明が明細書に記載
されていると合理的に認識できれば足り，また，課題
の解決についても，当業者において，技術常識も踏ま
えて課題が解決できるであろうとの合理的な期待が得
られる程度の記載があれば足りるのであって，厳密な
科学的な証明に達する程度の記載までは不要である」
と判示した。
このように解釈する理由については，サポート要件
は，発明の公開の代償として特許権を与えるという特
許制度の本質に由来することから，「明細書に接した
当業者が当該発明の追試や分析をすることによって更
なる技術の発展に資することができれば，サポート要
件を課したことの目的は一応達せられるからであり，
また，明細書が，先願主義の下での時間的制約もある
中で作成されるものであることも考慮すれば，その記
載内容が，科学論文において要求されるほどの厳密さ
をもって論証されることまで要求するのは相当ではな
いからである」と判示した。

（２）　本件化合物発明の課題について
裁判所は，本件明細書の記載によれば，本件化合物
発明が解決しようとする課題は，「製剤化したときに
安定な医薬となり得て，また，水性媒体への溶解でボ
ロン酸化合物を容易に遊離する組成物となり得る本件
化合物（凍結乾燥粉末の形態のBME）を提供すること」
であると判示した。
この課題が解決されたといえるためには，「凍結乾
燥粉末の状態のBMEが相当量生成したこと，並びに
当該BMEが保存安定性，溶解容易性及び加水分解容
易性を有すること」が必要であるとした。なお，ここ
でいう「相当量」とは，「医薬として上記課題の解決手
段になり得る程度の量」という意味であると判断した。

（３）�　凍結乾燥粉末の状態の BMEが相当量生成した
ことについて
請求人 Yは，「FAB 質量分析においては，ピーク
の大小をもって試料に含まれる物質の存在量の大小を
評価できないのであるから，実施例 1の記載から凍結
乾燥製剤に相当量のBMEが含まれていることを認識

できない旨」主張した。
しかしながら，裁判所は，上記（1）に説示したとお
り，サポート要件を充足するために厳密な科学的な証
明までは不要と解されるところ，「…に照らせば，当
業者は，本件化合物発明の対象物質（凍結乾燥粉末の
状態の BME）が相当量生成したと合理的に認識し得
る」として，請求人Yの上記主張は，判断を左右しな
いと判示した。

（４）　保存安定性について
請求人Yは，本件明細書に記載された保存安定性
の向上は，マンニトールを賦形剤として用いた凍結乾
燥という周知技術の適用により奏されたものと認識す
ることが自然である旨主張した。
しかしながら，裁判所は，「相当量の BMEを含む
製剤が保存安定性を示している以上，BMEも保存安
定性の向上に寄与していると考えるのが当業者の認識
であるといえるし，これに反して，凍結乾燥されたボ
ルテゾミブのみが保存安定性の向上に寄与していると
認めるべき事情も見当たらない」として，サポート要
件の充足のために必要とされる当業者の認識が上記
（1）のようなもので足りる以上，請求人Yの上記主張
は，判断を左右しない旨判示した。

（５）　溶解容易性及び加水分解容易性について
請求人Yは，本件明細書に記載された実施例 1 FD
製剤の溶解性を示す試験結果は，マンニトールを賦形
剤として用いた凍結乾燥という周知技術の適用により
奏されたものと理解することが自然である旨主張した。
しかしながら，裁判所は，上記（4）に説示したのと
同様の理由により，請求人Yの上記主張は，上記ア
の判断を左右しない旨判示した。

（６）　技術的事項に関する各論的主張について
裁判所は，「特許権者Xの主張をすべてそのまま肯
定することはできないものの，実施例 1 FD製剤に相
当量の本件化合物が含まれることについては，…によ
り，当業者が合理的に期待できる程度には，これを肯
定することができる。他方，請求人Yの主張は，以
上の認定を覆すに足りるものではない。」と判示した。

（ 7）　結論
裁判所は，上記の理由から，本件化合物発明の特許
請求の範囲の記載は，サポート要件を満たし，これを
否定した審決の判断は誤りである旨判示した。
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2 ．請求人 Y取消事由について
（１）　課題認定の誤りについて
裁判所は，本件製法発明の課題は本件化合物発明の
それと同様に認定すべきであり，これと異なる審決の
認定には誤りがある旨判示した。
そのうえで，「本件化合物発明がサポート要件を充
足し，本件明細書の中でその調製方法の一例も実施例
1として開示されている以上，本件化合物発明を調製
方法の観点からクレームし直した本件製法発明もサ
ポート要件を充足する」として，審決の解決課題の認
定の誤りは，結論に影響を及ぼさない旨判示した。

（２）�　課題を解決できることを推認できる範囲の判断
の誤りについて
請求人 Yは，実施例 1で開示された混合溶液の液
性においては凍結乾燥によりBMEが形成されると当
業者が認識できるとしても，それ以外の液性において
も同様にBMEが形成されるとは認識できないから，
混合溶液の液性等を限定しない本件製法発明にはサ
ポート要件違反がある旨主張する。
しかしながら，裁判所は，本件明細書の記載から，

「本件製法発明の BMEの調製方法は，実施例 1で開
示された方法に限られるものではなく，実施例 1と本
件明細書のその他の記載，技術常識に基づいて，当業
者が把握し得る調製方法を含むものといえるから，特
許請求の範囲の記載と明細書の記載に乖離はない。」と
して，請求人Yの上記主張は採用することができな
い旨判示した。

（３）　結論
裁判所は，上記の理由から，請求人Y取消事由は，
理由がない旨判示し，本件製法発明の特許請求の範囲
の記載は，サポート要件を満たし，これを肯定した審
決の判断は支持された。

Ⅵ．考察

1．サポート要件の趣旨と経緯
サポート要件は，特許法 36 条 6 項 1 号において，｢
特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載
したものであること」と規定されている。この規定は，

（5）	 特許庁『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 21 版〕』（発明推進協会，2020 年 6 月）p.124 ～ p.133〔内藤和彦，伊藤健太郎〕
（6）	 中山信弘，小泉直樹編『新・注解	特許法〔第 2版〕』（上巻）（青林書院，2017 年 9 月）p.749 ～ p.751
（7）	 大塚文昭『特許法通鑑〔改訂・増補版〕』（発明協会，1997 年 11 月）p.87 ～ p.116
（8）	 大塚文昭『特許法通鑑〔改訂・増補版〕』（発明協会，1997 年 11 月）p.116 ～ p.133

発明の詳細な説明に記載していない発明について特許
請求の範囲に記載することになれば，公開しない発明
について権利を請求することとなるため，これを防止
する規定である（5）。
現在の特許法 36 条 6 項 1 号は，昭和 62 年改正前の
特許法 36 条 5 項における「特許請求の範囲には､ 発明
の詳細な説明に記載した発明の欠くことができない事
項のみを記載しなければならない｣（昭和 34 年法）に
対応する規定であり，当時より，特許請求の範囲は，
発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えて記載
してはならない旨が規定されていた（6）。その後，昭和
62 年改正により，特許法 36 条 5 項は，番号が繰り上
がって第4項に移り，特許法第36条4項の第1号に「特
許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載し
たものであること」という規定が導入された（7）。この規
定は，当時は，特許請求の範囲と発明の詳細な説明と
の形式的な対応関係だけを判断するように解釈・運用
されていた。

特許法第 36 条（昭和 62 年改正法）
第 4項　前項第 4号の特許請求の範囲の記載は，次
の各号に適合するものでなければならない。
第 1号　	特許を受けようとする発明が発明の詳細

な説明に記載したものであること。
第 2号　	特許を受けようとする発明の構成に欠く

ことのできない事項のみを記載した項
（以下｢請求項｣という。）に区分してある
こと。

第 3号　	その他通商産業省令で定めるところによ
り記載されていること。

その後，特許法 36 条 4 項は，平成 2年改正により，
「要約書」が採用されたことに伴い，番号が繰り下がっ
て第 5項に移り，平成 6年改正により，「特許出願人
が特許を受けようとする発明を特定するために必要と
認める事項のすべてを記載しなければならない」旨の
規定が第 5項に採用されたことにより第 6項に移り，
「特許を受けようとする発明の構成に欠くことのでき
ない事項」（改正前の特許法 36 条 5 項 2 号）が削除さ
れた（8）。
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してはならない旨が規定されていた（6）。その後，昭和
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されていた。
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の各号に適合するものでなければならない。
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な説明に記載したものであること。
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ことのできない事項のみを記載した項
（以下｢請求項｣という。）に区分してある
こと。
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り記載されていること。
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れた（8）。
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特許法 36 条（平成 6年改正法）
第 6項　第 3項第 4号の特許請求の範囲の記載は，
次の各号に適合するものでなければならない。
第 1号　	特許を受けようとする発明が発明の詳細

な説明に記載したものであること。
第 2号　	特許を受けようとする発明が明確である

こと。
第 3号　請求項ごとの記載が簡潔であること。
第 4号　	その他経済産業省令で定めるところによ

り記載されていること。

平成 6年改正前は，審査官が「特許を受けようとす
る発明の構成に欠くことのできない事項」（改正前の
特許法 36 条 5 項 2 号）を認定して，特許請求の範囲を
限定することができたが，従来の規定では，特許請求
の範囲の記載が制約され，発明をより的確に記載でき
ない場合が生じることがあったため（9），平成 6年改正
により，改正前の特許法 36 条 5 項 2 号が削除され，
新たに「特許出願人が特許を受けようとする発明を特
定するために必要と認める事項のすべてを記載しなけ
ればならない」（特許法 36 条 5 項）とする規定が導入
された。こうして，特許請求の範囲は，出願人の自ら
の判断で特許を受けようとする発明を記載することが
明確化された（10）。
このように，平成 6年改正以降は，特許法 36 条 6
項 1 号は，特許請求の範囲に記載された事項が発明の
詳細な説明に形式的に記載されていれば足りるという
解釈の下，「形式的な要件」として実務が行われた。そ
の結果，機能や作用で特定される広い特許請求の範囲
の記載が可能になり，特許請求の範囲の記載が明細書
によって裏付けられていないものが増加した（11）。
このような状況に鑑みて，平成 15 年 10 月の審査基
準の改訂により，サポート要件には，特許請求の範囲
と発明の詳細な説明との形式的な対応関係だけでなく，
実質的な対応関係も必要とされるように変更されるこ
ととなった（12）。すなわち，平成15年 10月の審査基準

（9）	 平成 5年 12 月の工業所有権審議会答申において，従来の明細書の記載要件について，技術の多様化に対応できるよう改正するとともに，国
際的により整合のとれたものにすることが必要であるとされた。

（10）	 吉藤幸朔・熊谷健一『特許法概説〔第 13 版〕』（有斐閣，2001 年 11 月）p.270 ～ p.280
（11）	 例えば，機能的クレーム，パラメータクレーム，マーカッシュクレームなどがある。
（12）	 中山信弘『特許法〔第 4版〕』（弘文堂，2019 年 8 月）p.193 ～ p.197
（13）	 特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部	第 2 章	第 2 節	サポート要件「2.1 ⑵」
（14）	 知財高裁（大合議）平成 17 年 11 月 11 日判決（平成 17 年（行ケ）第 10042 号）「偏光フィルムの製造法事件」
（15）	 野口明生「偏光フィルム事件大合議判決の射程の構造」パテント（日本弁理士会）vol.73，no.2（2020 年）p.138 ～ p.145
（16）	 知財高判令和 2・10・21（令和元（行ケ）10112）「エクオール含有抽出物事件」
（17）	 知財高判令和 2・9・3（令和元（行ケ）10173）「両面粘着テープ事件」

の改訂により，「請求項の記載と明細書における開示
との対応関係について，これまで，表現上の対応関係
に着目した運用をしてきたが，内容に立ち入った判断
も加える」こととなった。このような経緯から，現在
の審査基準では，サポート要件の基本的な考え方につ
いて，以下のように説明されている（13）。

2.1	　サポート要件についての審査に係る基本的な
考え方

⑵　審査官は，この対比，検討に当たって，請求項
に係る発明と，発明の詳細な説明に発明として記載
されたものとの表現上の整合性にとらわれることな
く，実質的な対応関係について検討する。単に表現
上の整合性のみで足りると解すると，実質的に公開
されていない発明について権利が発生することとな
り，第 36 条第 6 項第 1 号の規定の趣旨に反するか
らである。

特許・実用新案�審査基準「サポート要件の基本的な考え方」

2．サポート要件の基本的な考え方
本判決では，サポート要件の基本的な考え方として，

「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載と
を対比すること」を前提としたうえで，「特許請求の範
囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載され
た発明で，発明の詳細な説明の記載又はその示唆によ
り当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる
範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がな
くとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の
課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否
か」を検討して判断すべきであると判示された。
この点については，パラメータ発明に関する「偏光
フィルムの製造法事件（14）」において，同じ趣旨の考え
方が示されており，この判決の射程についてさまざま
な議論があるが（15），近時の判例においても，この点を
判示するものが多い。例えば，化学分野では，「エク
オール含有抽出物事件（16）」，「両面粘着テープ事件（17）」
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において，機械分野では，「発光装置事件（18）」，「空気
分離方法事件（19）」において，同様に，サポート要件の
基本的な考え方が示されており，実務として定着して
いる。本判決においても，このようなサポート要件の
基本的な考え方が確認された。
また，審査基準では，サポート要件の基本的な考え
方として，「特許請求の範囲の記載がサポート要件を
満たすか否かの判断は，請求項に係る発明と，発明の
詳細な説明に発明として記載されたものとを対比，検
討してなされる。」としたうえで，以下のように説明さ
れている（20）。これに鑑みれば，本判決も，このような
審査基準の考え方と整合している。

2.1	　サポート要件についての審査に係る基本的な
考え方

⑶　請求項に係る発明が，発明の詳細な説明におい
て「発明の課題が解決できることを当業者が認識で
きるように記載された範囲」を超えるものであるか
否かを調べることによりなされる。請求項に係る発
明が，「発明の課題が解決できることを当業者が認
識できるように記載された範囲」を超えていると判
断された場合は，請求項に係る発明と，発明の詳細
な説明に発明として記載されたものとが，実質的に
対応しているとはいえず，特許請求の範囲の記載は
サポート要件を満たしていないことになる。

特許・実用新案�審査基準「サポート要件の基本的な考え方」

3．サポート要件の判断手法
本判決では，サポート要件を充足するには，「明細
書に接した当業者が，特許請求された発明が明細書に
記載されていると合理的に認識できれば足りる」とし，
また，課題の解決については，「当業者において，技
術常識も踏まえて課題が解決できるであろうとの合理
的な期待が得られる程度の記載があれば足り，厳密な
科学的な証明に達する程度の記載までは不要である」
と判示している。
本判決は，このようにサポート要件の判断基準を具
体的に示した点に意義がある。とくに，課題の解決に
ついて，「厳密な科学的な証明に達する程度の記載ま

（18）	 知財高判令和 2・11・4（令和 2（行ケ）10024）「発光装置事件」
（19）	 知財高判令和 2・9・15（令和元（行ケ）10150）「空気分離方法事件」
（20）	 特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部	第 2 章	第 2 節	サポート要件「2.1 ⑶」
（21）	 知財高判平成 22・1・28（平成 21（行ケ）10033）「フリバンセリン事件」
（22）	 知財高判平成 23・2・28（平成 22（行ケ）10221）「記録媒体用ディスクの収納ケース事件」

では不要」として，過度に厳格な判断を否定して出願
人の負担を軽減した点は，今後の実務にとって有意義
であると考えられる。
本判決では，上記のように解釈する理由について，

「明細書に接した当業者が当該発明の追試や分析をす
ることによって更なる技術の発展に資することができ
れば，サポート要件を課したことの目的は一応達せら
れる」という点，及び，「明細書が，先願主義の下での
時間的制約もある中で作成されるものであることも考
慮すれば，その記載内容が，科学論文において要求さ
れるほどの厳密さをもって論証されることまで要求す
るのは相当ではない」という点が示されている。本判
決において，このように「サポート要件を課したこと
の目的」に基づいてサポート要件を解釈している点は，
目的論的解釈として重要である。
サポート要件の判断において，「サポート要件の目
的」に基づいて，「合目的的な解釈」を行うことについ
ては，いくつかの事例がある。例えば，「フリバンセ
リン事件（21）」において，「「特許請求の範囲」が「発明の
詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のもので
あるか否かを判断するのに，必要かつ合目的的な解釈
手法によるべきであって，特段の事情のない限りは，
「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示さ
れた技術的事項を形式的に理解することで足りるとい
うべきである」と判示されている。また，「記録媒体用
ディスクの収納ケース事件（22）」では，「特許法 36 条 1
項 1 号の解釈に当たっては，特許請求の範囲の記載が，
発明の詳細な説明に記載された技術的事項を超えるか
否かを必要かつ合目的的な解釈によって判断すれば足
りる」と判示されている。

4 ．発明の課題について
本判決では，本件化合物発明の課題は，「本件明細
書の記載によれば，…製剤化したときに安定な医薬と
なり得て，また，水性媒体への溶解でボロン酸化合物
を容易に遊離する組成物となり得る本件化合物（凍結
乾燥粉末の形態のBME）を提供すること」であると判
示されている。発明の課題について，明細書（発明の
詳細な説明）の記載に基づいて認定されている。
また，本件製法発明の課題は，「本件化合物発明の
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において，機械分野では，「発光装置事件（18）」，「空気
分離方法事件（19）」において，同様に，サポート要件の
基本的な考え方が示されており，実務として定着して
いる。本判決においても，このようなサポート要件の
基本的な考え方が確認された。
また，審査基準では，サポート要件の基本的な考え
方として，「特許請求の範囲の記載がサポート要件を
満たすか否かの判断は，請求項に係る発明と，発明の
詳細な説明に発明として記載されたものとを対比，検
討してなされる。」としたうえで，以下のように説明さ
れている（20）。これに鑑みれば，本判決も，このような
審査基準の考え方と整合している。

2.1	　サポート要件についての審査に係る基本的な
考え方

⑶　請求項に係る発明が，発明の詳細な説明におい
て「発明の課題が解決できることを当業者が認識で
きるように記載された範囲」を超えるものであるか
否かを調べることによりなされる。請求項に係る発
明が，「発明の課題が解決できることを当業者が認
識できるように記載された範囲」を超えていると判
断された場合は，請求項に係る発明と，発明の詳細
な説明に発明として記載されたものとが，実質的に
対応しているとはいえず，特許請求の範囲の記載は
サポート要件を満たしていないことになる。

特許・実用新案�審査基準「サポート要件の基本的な考え方」

3．サポート要件の判断手法
本判決では，サポート要件を充足するには，「明細
書に接した当業者が，特許請求された発明が明細書に
記載されていると合理的に認識できれば足りる」とし，
また，課題の解決については，「当業者において，技
術常識も踏まえて課題が解決できるであろうとの合理
的な期待が得られる程度の記載があれば足り，厳密な
科学的な証明に達する程度の記載までは不要である」
と判示している。
本判決は，このようにサポート要件の判断基準を具
体的に示した点に意義がある。とくに，課題の解決に
ついて，「厳密な科学的な証明に達する程度の記載ま

（18）	 知財高判令和 2・11・4（令和 2（行ケ）10024）「発光装置事件」
（19）	 知財高判令和 2・9・15（令和元（行ケ）10150）「空気分離方法事件」
（20）	 特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部	第 2 章	第 2 節	サポート要件「2.1 ⑶」
（21）	 知財高判平成 22・1・28（平成 21（行ケ）10033）「フリバンセリン事件」
（22）	 知財高判平成 23・2・28（平成 22（行ケ）10221）「記録媒体用ディスクの収納ケース事件」

では不要」として，過度に厳格な判断を否定して出願
人の負担を軽減した点は，今後の実務にとって有意義
であると考えられる。
本判決では，上記のように解釈する理由について，

「明細書に接した当業者が当該発明の追試や分析をす
ることによって更なる技術の発展に資することができ
れば，サポート要件を課したことの目的は一応達せら
れる」という点，及び，「明細書が，先願主義の下での
時間的制約もある中で作成されるものであることも考
慮すれば，その記載内容が，科学論文において要求さ
れるほどの厳密さをもって論証されることまで要求す
るのは相当ではない」という点が示されている。本判
決において，このように「サポート要件を課したこと
の目的」に基づいてサポート要件を解釈している点は，
目的論的解釈として重要である。
サポート要件の判断において，「サポート要件の目
的」に基づいて，「合目的的な解釈」を行うことについ
ては，いくつかの事例がある。例えば，「フリバンセ
リン事件（21）」において，「「特許請求の範囲」が「発明の
詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のもので
あるか否かを判断するのに，必要かつ合目的的な解釈
手法によるべきであって，特段の事情のない限りは，
「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示さ
れた技術的事項を形式的に理解することで足りるとい
うべきである」と判示されている。また，「記録媒体用
ディスクの収納ケース事件（22）」では，「特許法 36 条 1
項 1 号の解釈に当たっては，特許請求の範囲の記載が，
発明の詳細な説明に記載された技術的事項を超えるか
否かを必要かつ合目的的な解釈によって判断すれば足
りる」と判示されている。

4 ．発明の課題について
本判決では，本件化合物発明の課題は，「本件明細
書の記載によれば，…製剤化したときに安定な医薬と
なり得て，また，水性媒体への溶解でボロン酸化合物
を容易に遊離する組成物となり得る本件化合物（凍結
乾燥粉末の形態のBME）を提供すること」であると判
示されている。発明の課題について，明細書（発明の
詳細な説明）の記載に基づいて認定されている。
また，本件製法発明の課題は，「本件化合物発明の
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それと同様に認定すべきであり，これと異なる審決の
認定には誤りがある」と判示されている。すなわち，
審決では，「本件製法発明の課題は，凍結乾燥粉末の
形態の BMEを製造する方法を提供すること」である
と認定されたが，本判決では，このような課題の認定
は誤りであることが判示されている。本件製法発明に
おいて，特許請求の範囲は，形式上，「方法」の発明で
あるが，明細書の記載によれば，「方法」ではなく「製
造された化合物」に特徴がある。
ただし，物の発明と製法の発明のそれぞれに異なる
特徴がある場合には，発明の課題はそれぞれに異なっ
て認定される。例えば，「容器詰飲料事件（23）」では，
物の発明については，発明の課題について，「長期間
保存しても色調変化のし難いイソクエルシトリン及び
その糖付加物を含有する容器詰飲料を提供すること」
として認定し，方法の発明については，発明の課題に
ついて，「容器詰飲料に含まれるイソクエルシトリン
及びその糖付加物の色調変化を抑制することにより，
当該飲料の色調変化を抑制する方法を提供すること」
として認定している。
本判決において，発明の課題は，明細書の記載から
認定されているが，その際，技術常識をどの程度，考
慮することが許されるかという問題がある。この点に
ついて，例えば，「ライスミルク事件（24）」では，「サポー
ト要件の適否に関しては，発明の詳細な説明から当該
発明の課題が読み取れる以上は，これに従って判断す
れば十分なのであって，出願時の技術水準を考慮する
などという名目で，あえて周知技術や公知技術を取り
込み，発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる
課題を認定することは必要でないし，相当でもない。」
として，周知技術や公知技術を取り込み，発明の詳細
な説明に記載された課題とは異なる課題を認定するこ
とが否定されている。発明の課題の認定において，技
術水準を考慮すること自体を否定するものではないが，
原則として，発明の詳細な説明の記載から把握するこ
との重要性が示されている。
また，審査基準では，発明の課題について，「原則
として，発明の詳細な説明の記載から把握する」とし
たうえで，「ただし，以下のⅰ又はⅱのいずれかの場
合には，明細書及び図面の全ての記載事項に加え，出

（23）	 知財高判平成 29・1・31（平成 27（行ケ）10201）「容器詰飲料事件」
（24）	 知財高判平成 30・5・24（平成 29（行ケ）10129）「ライスミルク事件」
（25）	 特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部	第 2 章	第 2 節	サポート要件「2.1 ⑶」
（26）	 高石秀樹「特許法上の諸論点と「課題」の一気通貫」パテント（日本弁理士会），vol.72，別冊 no.22（2019 年）p.1 ～ p.29
（27）	 知財高判平成 30・4・13（平成 28（行ケ）10182，10184）「ピリミジン誘導体事件」
（28）	 知財高判（大合議）平成 28・3・25（平成 27（ネ）10014）「マキサカルシトール事件」

願時の技術常識を考慮して課題を把握する」と規定さ
れている（25）。これに鑑みれば，本判決において，サ
ポート要件の適否を判断するに当たって，発明の詳細
な説明に記載された課題について検討することを原則
とした点は，審査基準の考え方とも整合している。

2．サポート要件についての判断
審査官は，発明の課題を，原則として，発明の詳細
な説明の記載から把握する。ただし，以下のⅰ又は
ⅱのいずれかの場合には，明細書及び図面の全ての
記載事項に加え，出願時の技術常識を考慮して課題
を把握する。
ⅰ　発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されて
いない場合
ⅱ　明示的に記載された課題が，発明の詳細な説明
の他の記載や出願時の技術常識からみて，請求項に
係る発明の課題として不合理なものである場合

特許・実用新案�審査基準「第 2節　サポート要件」

発明の課題を認定する際には，サポート要件の判断
における発明の課題と，それ以外の判断における発明
の課題の関係に注意が必要である（26）。例えば，サポー
ト要件の課題は，進歩性判断のように出願当時の技術
水準と比較して判断されるのではなく，原則として詳
細な説明の記載に基づいて認定されるべきである。こ
の点については，「ピリミジン誘導体事件（27）」において，
発明の課題を認定したうえで，サポート要件と進歩性
要件のそれぞれの観点について示して，「そうすると，
サポート要件を充足するか否かという判断は，上記の
観点から行われるべきであり，その枠組みに進歩性の
判断を取り込むべきではない。」と判示されている。
また，均等論の第 1要件（非本質的要件）において，

「特許発明の本質的部分」を認定する際の「発明の課題」
については，「マキサカルシトール事件（28）」において，
「明細書に従来技術が解決できなかった課題として記
載されているところが，出願時の従来技術に照らして
客観的に見て不十分な場合には，明細書に記載されて
いない従来技術も参酌して認定すること」が判示され
ている。均等論の判断では，特許発明と被疑侵害物を
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対比するため，明細書の記載，すなわち出願人の主観
的な認識ではなく，従来技術を参酌して客観的に「発
明の課題」を把握するべきという見解（29）がある。
今後とも，発明の課題を認定する際には，サポート
要件の判断における発明の課題と，それ以外の判断に
おける発明の課題の関係に注意が必要である。

5 ．課題を解決できることを推認できる範囲
本事件では，実施例 1以外において，同様にBME
が形成されるとは認識できないから，本件製法発明に
はサポート要件違反があるとする主張に対して，本判
決では，「実施例 1で開示された方法に限られるもの
ではなく，実施例 1と本件明細書のその他の記載，技
術常識に基づいて，当業者が把握し得る調製方法を含
むものといえる」と判示して，本件製法発明のサポー
ト要件を認めている。
サポート要件において，「課題を解決できることを
推認できる範囲」を検討する際に，「実験データ」はど
の程度，必要とされるべきかという問題がある。この
点については，「被覆硬質部材事件（30）」において，「数
例の実施例によってもサポート要件違反とされない事
例も存在するであろうが，そのような事例は，明細書
の特許請求の範囲に記載された発明によって課題解決
若しくは目的達成等が可能となる因果関係又はメカニ
ズムが明細書に記載されているか又は当業者にとって
明らかであるなどの場合といえる」と指摘されている。
最近では，「二酸化炭素含有粘性組成物事件（31）」にお
いて，「それらの技術常識に照らして合理的に理解す
ることができるから，本件各明細書に記載された効能
の全てについての試験例がなくとも，当業者は本件各
発明の課題を解決できる」として，明細書に全ての試
験例が示されていない場合でもサポート要件が認めら
れている。
また，審査基準では，「発明の課題が解決できるこ
とを当業者が認識できるように記載された範囲」につ
いて，明細書及び図面の全ての記載事項に加えて，出
願時の技術常識を考慮することが説明されている（32）。
これに鑑みれば，本判決において，課題を解決できる
ことを推認できる範囲を判断するに当たって，明細書

（29）	 生田哲郎，佐野辰巳「サポート要件の適否の判断において，出願時の技術水準を考慮して明細書に記載された発明の課題を認定した判断が誤
りとされた事例」発明（発明推進協会）vol.10（2018 年）p.37 ～ p.39

（30）	 知財高判平成 20・6・12（平成 19（行ケ）10308）「被覆硬質部材事件」
（31）	 大阪地判平成 30・6・28（平成 27（ワ）4292）「二酸化炭素含有粘性組成物事件」
（32）	 特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部	第 2 章	第 2 節	サポート要件「2.1」
（33）	 知財高判平成 29 年 6 月 8 日（平成 28（行ケ）10147）「トマト含有飲料事件」
（34）	 潮海久雄「特許法において開示要件（実施可能要件・サポート要件）が果たす役割」知的財産法政策学研究（北海道大学）vol.13（2007 年 8 月）p131
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の記載事項に加えて，出願時の技術常識を考慮した点
は，審査基準の考え方とも整合している。

2．サポート要件についての判断
「発明の詳細な説明において発明の課題が解決でき
ることを当業者が認識できるように記載された範
囲」の把握にあたっては，審査官は，明細書及び図
面の全ての記載事項に加え，出願時の技術常識を考
慮する。

特許・実用新案�審査基準「第 2節　サポート要件」

他方，「トマト含有飲料事件（33）」においては，食品
の風味評価試験に関する実施例が十分に記載されてい
ないことから，「総合評価において本件発明の効果を
有するとされるものかどうかは明らかでない」として，
明細書に実験データが示されていないことによりサ
ポート要件が否定されている。
サポート要件の適用は，業界や技術分野によって異
なり，例えば，機械等の分野ではなく，化学・製薬な
どの分野に適用される事例が多いことが指摘されてい
る（34）。また，審査基準においても，サポート要件の審
査について，「審査官は，審査対象の発明がどのよう
な特性の技術分野に属するか及びその技術分野にどの
ような技術常識が存在するのかを検討し，事案ごとに
判断すること」と説明されている。なお，「トマト含有
飲料事件」は食品分野の事例である。
サポート要件の適用における技術分野の違いをさら
に明確にするためには，判例の蓄積が必要であり，今
後の判例の動向に注目することが重要である。
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判例研究

電子タバコケースの意匠において先使用権が肯定された事例
（大阪地裁平成 29 年（ワ）849 号意匠権侵害差止等請求事件）

竹内　敏夫（＊）

Ⅰ．事実の概要

本件は，意匠にかかる物品「電子タバコケース」に関
する本件意匠権（意匠登録第 １５５７３１５ 号，平成 ２８ 年 ６
月 ２０ 日出願）を有する原告（株式会社お取り付け．ｃ
ｏｍ）が，電子タバコケースの各製品を販売している
被告（有限会社シーガル）に対し，被告製品の販売が本
件意匠権を侵害するとして，意匠法 ３７ 条 １ 項に基づ
き被告各製品の製造販売の差止め，同条 ２ 項に基づき
被告各製品の破棄等を請求し，意匠権侵害の不法行為
に基づく損害の賠償等の支払を請求した事案である。
①　本件意匠の意匠登録について

原告は，平成 ２８ 年 ５ 月 ８ 日から，本件意匠の実施
品である電子タバコケース（IQOS 専用のケースで，
商品名「iQOS Case」）（以下「原告製品」という。）を楽
天市場内で運営するウェブショップ「デザインカバー
工房」にて販売していた。原告は，平成 ２８ 年 ５ 月 ３０
日付けで意匠の登録出願（意願 ２０１６ － ０１１０８１）をし，
その際，新規性喪失の例外証明書提出書を提出すると
ともに，同月 ３１ 日付けの新規性の喪失の例外の規定
の適用を受けるための証明書を添付している。この証
明書には，原告製品は原告が楽天市場内で運営する
ウェブショップ「デザインカバー工房」にて同月 ８ 日よ
り販売しており，最初の受注は同月 ９ 日である旨が記
載されている。そして，本件意匠の登録出願は意匠法
４ 条 ２ 項の規定の適用を受けようとすることを願書に
明記してされ，原告は，同年 ６ 月 ２０ 日，新規性喪失
の例外証明書提出書を提出するとともに上記証明書を
援用している。
②　被告の行為及び被告の各製品

被告は，平成 ２８ 年 ５ 月 ４ 日から同月 ７ 日までと同
年 ６ 月 １５ 日から同月 １８ 日までの ２ 回にわたり広州市
にある製造委託先のシャインカラー社を訪れ，本件意
匠に係る物品である電子タバコケースに相当するアイ
コスケース（以下，各製品をまとめて「被告製品」とい
う。）のサンプル（見本品）を製作するよう依頼し，遅く
とも同月 １６ 日までには製品仕様を完成させてシャイ

ンカラー社に対して １４００ 個の被告製品の製造を委託
した。そして，同月 １９ 日には日本国内の訴外ＩＭＰ
社に被告製品を販売することの了解を得るとともに

（納品は同年 ８ 月 ２ 日），遅くとも平成 ２８ 年 ７ 月 １０ 日
から被告独自でアイコスケースの販売を開始している。

Ⅱ．判旨

本件では，被告製品の意匠が，本意匠に類似すると
して意匠権侵害を認めたうえで，被告の出願以前の行
為が意匠法 ２９ 条の各要件を満たすとして先使用権を
認めている。

（ 1）　本件意匠の意匠権侵害について
意匠権侵害について，本判決では，「登録意匠とそ

れ以外の意匠との類否の判断は，需要者の視覚を通じ
て起こさせる美感に基づいて行うものとされており

（意匠法 ２４ 条 ２ 項），この類否の判断は，両意匠を全
体的に観察することを要するが，意匠に係る物品の用
途，使用態様さらには公知意匠にない新規な創作部分
の存否等を参酌して，当該意匠に係る物品の看者とな
る需要者が視覚を通じて注意を惹きやすい部分を把握
し，この部分を中心に対比した上で，両意匠が全体的
な美感を共通にするか否かによって類否を決するのが
相当であると解される。」としている。

そのうえで，引用意匠 １ ～ ９ のうち，引用意匠 １，
引用意匠 ２ については，新規性喪失の例外（意匠法 ４
条）の適用を認めたうえで先行意匠から除外し，これ
ら以外の引用意匠 ３ ～ ９ を先行意匠として参酌したう
えで「本件意匠は，各収納部がそこに収納されるタバ
コパッケージや携帯用充電器の幅や高さとほぼ同じ大
きさとされているとともに，背面部の上端を正面まで
伸長したベルトについて，その幅が絞り込まれながら
大半均一で，小型収納部の幅よりも細くなっており，
かつ，伸長が正面中心部までとなっている点に主たる
特徴があるといえ，この構成が主たる要部であると認

（＊） 日本大学法学部教授
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（＊） 日本大学法学部教授
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めるのが相当である。」と認定している。
また，本判決ではさらに「本件意匠では，小型収納
部の底部が大型収納部の底部よりも上側に設置されて
おり，正面視及び側面視において段をなし，それに対
応して，大型収納部と小型収納部の開口部の高さがほ
ぼ同じである点（すなわち，小型収納部が大型収納部
の上部側に設けられている点）も，引用意匠 ３ないし
９には見られない点である。もっとも，両収納部が段
をなしているものは引用意匠 ５，７及び ９にも見られる
から，前記（ア）で述べた点に比べると特徴性は弱いが，
それらの引用意匠では底部の高さの差は小さく，小型
収納部の開口部は大型収納部の開口部のやや下にある
点で本件意匠と異なっており，本件意匠は上記引用意
匠よりもやや不安定な印象を生じている。したがって，
この点も副次的には本件意匠の要部と認めるのが相当
である。」として，本件意匠の副次的な要部と認定して
いる。
そのうえで，主たる要部の基本的構成態様は共通し
ているとしたうえで，「他方，本件意匠と被告意匠と
は，各収納部の底部と開口部の位置関係（具体的構成
態様イの一部，ウ）という副次的な要部において相違
しており，確かに，被告意匠では，各収納部の底部の
位置がほぼそろえられていることによって，本件意匠
と対比すると，よりまとまりのある印象を与えている
ということはできる。しかし，本件意匠の要部の検討
で述べたとおり，引用意匠 ３ないし ９と対比した場合
の本件意匠の大きな特徴は，各収納部やベルトの形態
（主たる要部）によってスマートでシンプルな印象を与
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先の名称が同一であることなどを総合して，上記出品
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７日まで・・・広州市にある製造委託先であるシャイ
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サンプル（見本品）を製作するよう依頼した。」「被告代
表者は，同年 ６月 １５ 日から同月 １８ 日まで・・・中国
に行き，シャインカラー社を訪れた。」その際，製作さ
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とや，裏の生地を改め，ハイクラス（合成皮革のライ
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である平成 ２８ 年 ６ 月 ２０ 日の時点で，原告製品とは関
係なく被告各製品のデザインを決定し，その製造委託
の発注までをシャインカラー社に対して行うとともに，
ＩＭＰ社から被告製品２の販売を受注していたことにな
るから，少なくとも日本国内において被告意匠の実施で
ある事業の準備をしていたことになる。」から被告は意
匠法 ２９ 条に基づく先使用権を有すると認定している。

Ⅲ．判例評釈

1．本判決の位置付け
本判決は，意匠において，先使用権が認められた数
少ない裁判例の一つである。本件では，中国（国外）で
の意匠の創作行為と，これにより製造された被告意匠
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製品の日本企業への販売の契約により「事業の準備」が
認められ，意匠法 ２９ 条に基づく先使用権が認められ
ている。また本件意匠が意匠法 ４ 条の新規性喪失の例
外の適用を受けており，本件意匠の新規性喪失行為か
ら出願までの間に行われた意匠法 ２９ 条所定の各行為
に基づいて先使用権を認めた事例である。

2 ．先使用権について
（ 1）　知得経路について

意匠法 ２９ 条では，「意匠登録出願に係る意匠を知ら
ないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創
作をし，又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでそ
の意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者か
ら知得して」と規定されており，独自に意匠を創作し
ていなければならない。

この点，本判決により認定された本件意匠の主たる
要部と，副次的な要部の創作については，経過を見る
限り本件意匠の出願日である平成 ２８ 年 ６ 月 ２０ 日の時
点で中国において完成がされている。また，原告が主
張しているが，本件意匠は，新規性喪失の例外の適用
を受けており，出願前の平成 ２８ 年 ５ 月 ８ 日の時点で
楽天市場を通じて販売され，楽天市場で １ 位にランク
インしたことがあることや，中国で模造品が販売され
ていることが主張されている。

この点について，判決では，「製品の開発過程で他
社製品を参照することは一般的に行われることではあ
るが，前記のとおり本件では，原告製品が発売される
より前に被告代表者がシャインカラー社に対して被告
各製品のサンプル製作を指示していたことにつき相応
の裏付け証拠があることからすると，原告製品とは関
係なく被告各製品を開発した旨の被告代表者の陳述及
び供述は信用し得るというべきであり，原告主張の事
情は，上記認定を左右するに足りるものではない。ま
た，中国の実情（甲 １５，１６）も一般論にすぎず，被告
代表者が本件意匠を知っていたことを直ちに推認させ
るものとはいえない。」として，「自らその意匠若しく
はこれに類似する意匠の創作」したものと認定している。

この点，意匠法 ２９ 条の「意匠登録出願に係る意匠を

（1） 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（２１ 版）』２９５ 頁（発明推進協会，２０２０ 年）
（2） 本判決では，「被告代表者の陳述及び供述では，シャインカラー社と最初に協議したのは同年 ５ 月 ４ 日であり，そこでデザインを決めてサン

プル製作を指示した次の協議が上記の同年 ６ 月 １５ 日とされているから，同年 ５ 月 ４ 日の時点での協議内容（前記（１）イ）の信用性が重要とな
る。」 「以上のとおり，被告代表者は被告各製品の開発（被告意匠の創作）過程について具体的な供述をしており，その内容は各証拠とも整合
していること，同年 ５ 月 ４ 日の協議から同年 ６ 月 １５ 日のサンプル確認まで何らかの連絡協議が行われたともうかがわれず，かえって，被告
代表者の月に １ 回程度訪中しているとの供述は，１ 回の訪中時に数日をかけて数社との打合せをしていること（乙 ３０）と整合していることを
考慮すると，被告意匠を同年 ５ 月 ４ 日の協議の時点で創作していた旨の被告代表者の陳述及び供述は，その信用性を認めることができる。」
と独自創作の過程を重視し，検証している。

（3） 知財高判平成 ２７ 年（ネ）第 １００２５ 号 平成 ２７・６・３０ 判決

知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠
の創作をし，又は意匠登録出願に係る意匠を知らない
でその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした
者から知得して」との要件は，旧法においては「善意
ニ」という語が用いられ，その解釈としては他人の特
許出願の際にその他人に帰属すべき発明を実施してい
る者が知っているかどうかの問題と考えられていたが，
現行法においては特許出願の時点における知不知はあ
えて問題とせず，実施している発明（意匠）の知得の経
路を問題としている（1）。そのため，原告の製品がイン
ターネットサイトを通じて既に販売されていた事実だ
けでは足りないといえる。

本件では，本件意匠登録出願の一カ月以上前の同年
５ 月 ８ 日販売を開始していること，また被告も利用し
ている楽天市場を通じて販売をしていることからする
と，通常同業者であれば楽天市場での他社の商品の販
売状況を確認することは取引の実情では十分に考えら
れことではある。しかし，この点について，原告の実
施行為である同年 ５ 月 ８ 日販売より前の同年 ５ 月 ４ 日
の製品デザインに関する協議の内容と，そこで示され
ていた意匠の態様が立証されていることを重視してお
り（2），また被告が原告意匠権者の楽天市場のサイトか
ら知得したとの原告の主張に対しては，かかる点にに
ついて明確な立証がされていない以上，本判決の判断
は妥当であるといえる。

また，海外で意匠の創作が行われている点について，
特許事例ではあるが，同様に海外で行われた独自創作
に基づいて先使用権を認めた事例としては，会社から
の指示に基づいて，中国の委託先の会社によって作成
された図面により，特許製品にかかる先使用を認めた
事例（「繰り出し容器」事件）（3）があり，今回のケースと
同様に中国での独自の発明により先使用権が認められ
ている。これは，意匠法 ２９ 条の条文上も創作につい
ては，日本国内との限定が付されていないため，この
点では妥当な判断であるといえる。

なお，このように海外での生産委託などにより，発
明や意匠の創作が海外でなされるケースがこれまで以
上に増えてくることが予想されることから，実務上先
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代表者が本件意匠を知っていたことを直ちに推認させ
るものとはいえない。」として，「自らその意匠若しく
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使用権の立証にあたっては，海外での発明・創作行為
についても証拠として確保しておくことが必要となる
といえる。

（ 2）　事業又は事業の準備行為について
先使用権のもう一つの要件である「意匠登録出願の

際・・・現に日本国内においてその意匠又はこれに類似
する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の
準備をしている者」については，「意匠の実施である事業」

「その準備」については，「日本国内において」と日本国
内での実施である事業ないしはその準備が要求される。
「事業の準備」については，ウォーキングビーム最高

裁（4）の判例では，「特許出願に係る発明の内容を知ら
ないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から
知得した者が，その発明につき，いまだ事業の実施の
段階には至らないものの，即時実施の意図を有してお
り，かつ，その即時実施の意図が客観的に認識される
態様，程度において表明されていることを意味すると
解するのが相当である。」としている。この最高裁判例
は特許に関するものであるが，この基準については，
意匠についても同様に適用されるものと思われる。

この点，本判決では，「被告は，本件意匠の登録出
願日である平成 ２８ 年 ６ 月 ２０ 日の時点で，原告製品と
は関係なく被告各製品のデザインを決定し，その製造
委託の発注までをシャインカラー社に対して行うとと
もに，ＩＭＰ社から被告製品 ２ の販売を受注していた
ことになるから，少なくとも日本国内において被告意
匠の実施である事業の準備をしていたことになる。」と
認定しており，日本国内おける取引先への １４００ 個の
製品の受注が少なくとも「事業の準備」に該当すると認
定している。

この点で参考となる裁判例では，同様に意匠の先使
用権を認めたケースであるが，盗難防止用商品収納
ケース事件（5）がある。この盗難防止用商品収納ケース
事件では，被告が本件意匠登録出願日までに，中国の
上海において設計図面を作成したほか，現地の製造委
託先に金型費，部品価格，組立費並びに金型償却及び
運送費込みでの納入単価の見積りを依頼し，上海の別
の企業に金型を製作し，サンプル ６ 個及び １００ 個の発
送を受けたことにより，その後正式な注文が入り次第

（4） 最高裁判昭和 ６１・１０・３　民集 ４０ 巻 ６ 号 １０６８ 頁
（5） 東京地裁平成 １５ 年（ワ）第 ７９３６ 号 平成 １５・１２・２６ 判決
（6） 田村善之『知的財産法　第 ５ 版『２８３ 頁（有斐閣，２０１０ 年）では，出願の際と規定した理由として，「特許権侵害に対する抗弁を付与する以上，

発明の公開という特許法の趣旨に沿った行動である特許権者の出願行為よりも先に，発明の実用化というもう １ つの特許法の趣旨に沿う行
動をとっていることを要求したのである」としている。

即時に被告製品の製造販売を開始するという意図を有
するとともに，その意図が客観的に認識される態様，
程度において表明されていると認めることができる，
として先使用権を認めた裁判例がある。この盗難防止
用商品収納ケース事件では，中国において，日本から
の受注に基づいていつでも製造ができる状態になって
いることをもって，即時実施の意図が客観的に認識さ
れるとして，「事業の準備」にあたるとしているが，こ
れは意匠法 ２９ 条が「日本国内」と規定し，意匠権者と
先使用権者との公平を図るという先使用権制度の趣旨
からは認められないのではないかとの疑問が残る。後
述するが，先使用権制度の制度趣旨を経済説や，意匠
の利用の促進などととらえても，やはりこれらは日本
国内における譲渡行為などが契約などの客観的な行為
がなければ，ウォーキングビーム最高裁のいう「即時
実施の意図を有しており，かつ，その即時実施の意図
が客観的に認識される態様，程度において表明されて
いる」とはいえないのではないかと考えられる。

この点，本件の判決では，訴外ＩＭＰ社から被告製
品の販売を受注したことより，「事業の準備」を認定し
ていることは妥当な結論であるといえる。

（ 3）　先使用権の判断基準時と新規性喪失の例外
本件では，原告である意匠権者が，平成 ２８ 年 ５ 月

８ 日から本件意匠の実施品である電子タバコケースを
楽天市場で販売しており，同年 ６ 月 ２０ 日に新規性喪
失の例外の適用を受けたうえで出願している。そして，
被告の先使用権に該当する各行為は，この新規性喪失
行為後で出願日以前の同年 ６ 月 １６ 日から １９ 日の間に
行われている。

この点について，意匠法 ２９ 条は「出願の際」と規定
しており出願時点を基準としている。

そもそも意匠法 ２９ 条が出願時を基準としたのは，
特許（意匠）法が発明（意匠）の開示とともにその実施を
法目的としているから，発明（意匠）の開示を行った特
許（意匠）権者に対して抗弁する以上は，特許（意匠）法
のもう １ つの趣旨である発明（意匠）の実施をなしてい
ることを要求するため，特許（意匠）権者が発明（意匠）
の開示の意思を示した時点である出願時を基準とした
と考えられる（6）。
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とするならば，本件のように意匠権者の意匠の創作
及び実施行為が，被告の独自創作及び実施の準備行為
等よりも早い場合には，そもそも本件被告の行為につ
いて先使用権を認める必要があるのであろうか。現行
意匠法 ２９ 条は「出願の際」と規定しており，公表時期
に基づく例外などは一切認めていないため，政策論で
はあるが，新規性喪失行為が，先使用権に該当する行
為よりも先に行われていた場合にまで，先使用権を認
める必要が本来的にはないのではないかとも考えられ
る。

この点について，先使用権の制度趣旨から，このよ
うな場合にも先使用権を認めるべきか否かについてさ
らに検討を加える。
①　先使用権の制度趣旨について

本判決においては，先使用権の制度趣旨については
明確に触れられていない。特許に関する判例であるが，
先使用権制度については先のウォーキングビーム最高
裁判例がある。このウォーキングビーム最高裁判例に
よれば「先使用権制度の趣旨が，主として特許権者と
先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば，
特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施
又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一
切認めないのは，先使用権者にとつて酷であって，相
当ではなく，先使用権者が自己のものとして支配して
いた発明の範囲において先使用権を認めることが，同
条の文理にもそうからである。」と判示されており，い
わゆる公平説に立つこが示されている。しかし，この
判例で示された「公平」の内容については，必ずしも明
確ではない。そのため，先使用権に関する学説状況を
整理したうえで考察を行う。
②　学説状況

意匠法における先使用権について特許法とは別に議
論している学説はないため，特許法 ７９ 条に基づく学
説状況を整理し，これを基に意匠法における先使用権
制度の制度趣旨を検討する。先使用権の制度趣旨に関
する学説としては，大別して古い判例で示された経済
説と，前述の最高裁判例で示された公平説がある。経
済説は，先願主義を貫くと出願時点より前に事業の実
施又はその準備をしていた者の既存の事業や設備を廃

（7） 平田慶吉「工業所有権法における先使用権について」民商法雑誌 １１ 巻 ２ 号（１９４０ 年）１９７ ～ １９８ 頁
（8） 吉田広志「先使用権の範囲に関する一考察─実施形式の変更が許される範囲の基準について─」パテント ５６ 巻 ６ 号（２００３ 年）６１ ～ ７７ 頁
（9） 田村・前掲註（６）田村 ２８３ 頁
（10） 麻生典「先使用権制度の趣旨」慶応法学 ２９ 号（２０１４ 年）２５６ 頁
（11） 森岡一夫「先使用権の要件と範囲」東洋法学 ２０ 巻 １・２ 号（１９８７ 年）２０６ 頁
（12） 田村・前掲註（６）２８３ 頁「先使用権の制度趣旨を，事業に着手していた者の不測の損害や国民経済上の無駄を防ぐとだけ説明するものも多い

が，・・・特許法 ７９ 条と異なり，事業の準備をなした時期が特許出願後であってもその出願公開より前であれば先使用権の抗弁を認める，
という要件になるはずである。」と指摘している。

絶させることになり，善意の事業者に酷であるばかり
でなく国民経済上好ましくない，とする説である（7）。

一方，公平（衡平）説（本稿では，「公平説」の表記に
統一する。）は，先使用権制度の趣旨は，特許権者と先
使用権者との公平を図ることにあるとする説である。
この公平説は前述の判例でも採用されているが，この
公平の解釈については，いくつかの解釈がある。

発明の実施の促進と捉える説（8），実施の促進と過剰
な出願の抑止に先使用権の根拠を求める説（9），また正
当な先使用者によって創出された産業的占有状態の保
護と捉える説（10）（11），など様々な学説がある。
③　制度趣旨に基づく考察

経済説については，経済的な観点のみを重視すると，
論理的には，創作が完成している必要はなく，事業の
準備の要件だけで足り，また創作の内容が公開される
までは無駄な投資を防ぎようがないのであるから，や
はり論理的には，出願時ではなく公開時までに事業の
実施をしていた場合に先使用権の成立を認めなければ
ならないことが指摘されており（12），この点から考える
と新規性喪失時に既に意匠の公開がされている以上，
その後に独自に創作を行い，事業の準備をしたとして
も，これを保護する必要はないと思われる。

占有説によっても，仮に発明や意匠の創作の「占有」
という概念が肯定しうるとした場合，論理的には，そ
の意匠の創作の占有された時点を基準に判断すべきと
考えられ，かかる考えからすれば，新規性喪失時に既
に出願人によって創作の占有がされたと考えれば，そ
の後に第三者が独自に創作を行い，事業の準備をした
としても，これを保護する必要はないように思われる。

また，発明・創作の実施・利用促進の観点から考え
る説に立っても，新規性喪失時点で既に意匠権者によ
り事業化されている時点で，意匠の創作の実施ないし
利用の促進が図られており，まして新規性喪失の例外
を主張しながら，さらに公開の意思表示である出願と
いう法目的に沿った行為を行った意匠権者以上に，中
間において独自創作と事業の準備を行った第三者を保
護する必要はないように思われる。

このように，経済説に立っても，また公平説に立っ
ても，このような場合には先使用権を認める必要がな
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とするならば，本件のように意匠権者の意匠の創作
及び実施行為が，被告の独自創作及び実施の準備行為
等よりも早い場合には，そもそも本件被告の行為につ
いて先使用権を認める必要があるのであろうか。現行
意匠法 ２９ 条は「出願の際」と規定しており，公表時期
に基づく例外などは一切認めていないため，政策論で
はあるが，新規性喪失行為が，先使用権に該当する行
為よりも先に行われていた場合にまで，先使用権を認
める必要が本来的にはないのではないかとも考えられ
る。

この点について，先使用権の制度趣旨から，このよ
うな場合にも先使用権を認めるべきか否かについてさ
らに検討を加える。
①　先使用権の制度趣旨について

本判決においては，先使用権の制度趣旨については
明確に触れられていない。特許に関する判例であるが，
先使用権制度については先のウォーキングビーム最高
裁判例がある。このウォーキングビーム最高裁判例に
よれば「先使用権制度の趣旨が，主として特許権者と
先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば，
特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施
又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一
切認めないのは，先使用権者にとつて酷であって，相
当ではなく，先使用権者が自己のものとして支配して
いた発明の範囲において先使用権を認めることが，同
条の文理にもそうからである。」と判示されており，い
わゆる公平説に立つこが示されている。しかし，この
判例で示された「公平」の内容については，必ずしも明
確ではない。そのため，先使用権に関する学説状況を
整理したうえで考察を行う。
②　学説状況

意匠法における先使用権について特許法とは別に議
論している学説はないため，特許法 ７９ 条に基づく学
説状況を整理し，これを基に意匠法における先使用権
制度の制度趣旨を検討する。先使用権の制度趣旨に関
する学説としては，大別して古い判例で示された経済
説と，前述の最高裁判例で示された公平説がある。経
済説は，先願主義を貫くと出願時点より前に事業の実
施又はその準備をしていた者の既存の事業や設備を廃

（7） 平田慶吉「工業所有権法における先使用権について」民商法雑誌 １１ 巻 ２ 号（１９４０ 年）１９７ ～ １９８ 頁
（8） 吉田広志「先使用権の範囲に関する一考察─実施形式の変更が許される範囲の基準について─」パテント ５６ 巻 ６ 号（２００３ 年）６１ ～ ７７ 頁
（9） 田村・前掲註（６）田村 ２８３ 頁
（10） 麻生典「先使用権制度の趣旨」慶応法学 ２９ 号（２０１４ 年）２５６ 頁
（11） 森岡一夫「先使用権の要件と範囲」東洋法学 ２０ 巻 １・２ 号（１９８７ 年）２０６ 頁
（12） 田村・前掲註（６）２８３ 頁「先使用権の制度趣旨を，事業に着手していた者の不測の損害や国民経済上の無駄を防ぐとだけ説明するものも多い

が，・・・特許法 ７９ 条と異なり，事業の準備をなした時期が特許出願後であってもその出願公開より前であれば先使用権の抗弁を認める，
という要件になるはずである。」と指摘している。

絶させることになり，善意の事業者に酷であるばかり
でなく国民経済上好ましくない，とする説である（7）。

一方，公平（衡平）説（本稿では，「公平説」の表記に
統一する。）は，先使用権制度の趣旨は，特許権者と先
使用権者との公平を図ることにあるとする説である。
この公平説は前述の判例でも採用されているが，この
公平の解釈については，いくつかの解釈がある。

発明の実施の促進と捉える説（8），実施の促進と過剰
な出願の抑止に先使用権の根拠を求める説（9），また正
当な先使用者によって創出された産業的占有状態の保
護と捉える説（10）（11），など様々な学説がある。
③　制度趣旨に基づく考察

経済説については，経済的な観点のみを重視すると，
論理的には，創作が完成している必要はなく，事業の
準備の要件だけで足り，また創作の内容が公開される
までは無駄な投資を防ぎようがないのであるから，や
はり論理的には，出願時ではなく公開時までに事業の
実施をしていた場合に先使用権の成立を認めなければ
ならないことが指摘されており（12），この点から考える
と新規性喪失時に既に意匠の公開がされている以上，
その後に独自に創作を行い，事業の準備をしたとして
も，これを保護する必要はないと思われる。

占有説によっても，仮に発明や意匠の創作の「占有」
という概念が肯定しうるとした場合，論理的には，そ
の意匠の創作の占有された時点を基準に判断すべきと
考えられ，かかる考えからすれば，新規性喪失時に既
に出願人によって創作の占有がされたと考えれば，そ
の後に第三者が独自に創作を行い，事業の準備をした
としても，これを保護する必要はないように思われる。

また，発明・創作の実施・利用促進の観点から考え
る説に立っても，新規性喪失時点で既に意匠権者によ
り事業化されている時点で，意匠の創作の実施ないし
利用の促進が図られており，まして新規性喪失の例外
を主張しながら，さらに公開の意思表示である出願と
いう法目的に沿った行為を行った意匠権者以上に，中
間において独自創作と事業の準備を行った第三者を保
護する必要はないように思われる。

このように，経済説に立っても，また公平説に立っ
ても，このような場合には先使用権を認める必要がな
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いのではないかと思われる。
このように公開時点を先使用権成否の基準時とする

考えは，既になされた投資を保護するという観点を重
視すれば，政策判断ではあるが，新規性喪失の時点を
基準とすることが考えられることは指摘されている（13）。

なお，本件については，現行法上「出願の際」と規定
されていることから，これを無視した判断はできない
ため，結論としては妥当であると考えられる。

（ 4）　先使用権の効力範囲について
先使用権が認められる意匠の範囲については，先の

ウォーキングビーム最高裁判決では，「先使用権の効
力は，特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現
に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく，これ
に具現された発明と同一性を失わない範囲内において
変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当であ
る。」と判示している。

この点意匠に関する事例として，包装用かご事
件（14）がある。この包装用かご事件では，直接判決内
容とはなっていないが，念のためとして「実施をして
いる意匠の範囲」の解釈として，「登録意匠の意匠登録
出願の際に先使用権者が現に日本国内において実施を
していた具体的意匠に限定されるものではなく，その
具体的意匠に類似する意匠も含むものであり，した
がって，先使用権の効力は，意匠登録出願の際に先使
用権者が現に実施をしていた具体的意匠だけではなく，
それに類似する意匠にも及ぶと解するのが相当である。
なぜなら，意匠の創作的価値は，当該具体的意匠のみ
ならずそれと類似する意匠にも及び，意匠権者は登録
意匠のみならずそれと類似する意匠も実施をする権利
を専有する（意匠法 ２３ 条）という制度の下において，
先使用権制度の趣旨が，主として意匠権者と先使用権
者との公平を図ることにあることに照らせば，意匠登
録出願の際に先使用権者が現に実施をしていた具体的
意匠以外に変更することを一切認めないのは，先使用
権者にとって酷であって，相当ではないからである。」
と判示している。

この点，意匠の場合は，特許のような技術的思想と
いう抽象的なものとは異なり，意匠の創作は物品の美
的外観（意匠法 ２ 条 １ 項）として図面等に創作された意
匠が具体的に表されているため，この図面等に現わさ
れた物品の形態から要部を抽出することができ，また

（13） 中山信弘『工業所有権法 上　第 ２ 版増補』４７１ 頁（弘文堂，１９９８ 年）
（14） 大阪地判平成 １０ 年（ワ）１１６７４ 号 平成 １２・９・１２ 判決

先使用権の対象となる実施製品の物品についても同様
にその意匠の要部を抽出することが可能である。また，
上記包装用かご事件が説示するように，意匠法 ２３ 条
と同様に，実施製品の意匠と全く同一の範囲だけでな
く，これに類似する範囲まで先使用権を認めることは，
意匠の効力範囲と先使用権を認められる趣旨からすれ
ば首肯できる。

また，先使用権が抗弁権であることからすると，先
使用権の対象となる実施意匠の要部が変わらない限り，
その他の微細な形状や色彩などが異なる程度であれば，
いずれも登録意匠の類似範囲に含まれると考えられる
ため，その範囲まで先使用権を認めるのは，意匠権者
と先使用者の公平を図る制度趣旨からも首肯できる。

本判決の事案では，被告は，要部は同じであるが，
全体の材質や色，又は裏面の形状などが異なる物件目
録 １ ～ ６ の類似の類似する意匠が示されており，これ
らを出願後の同年 ７ 月 １０ 日から販売し，これに先使
用権が認められている。

この点では，本判決の趣旨に賛成である。

3 ．その他（本件意匠の要部認知と意匠権侵害
について）
本判決において，本件意匠の要部について，主たる

要部と副次的な要部とに分けて認定している。一方で，
イ号製品との対比においては，主たる要部については
両意匠の美感が共通しており，副次的な要部について
は「本件意匠と被告意匠とは，各収納部の底部と開口
部の位置関係（具体的構成態様イの一部，ウ）という副
次的な要部において相違しており，確かに，被告意匠
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ことによって，本件意匠と対比すると，よりまとまり
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そのため，本件意匠の要部として認定している以上，
その要部に関する差異を評価し，非侵害と判断する余
地があったのでないかとも思われる。

Ⅳ．おわりに

本稿では，意匠に関する先使用権（意匠法 ２９ 条）の
規定の適用を中心に述べてきた。今後，意匠の保護対
象の拡充により，先使用が主張される場合も増えてく
ると考えられる。意匠については，特許と比べて創作
完成から製品化に至るまでの時間が比較的短いものも
多く，また流行性があるため，同一時期に類似するデ
ザインとなるケースも多くなるといえる。意匠に関す
る先使用権については，判例も少ないため，今後のさ
らなる事例の積み重ね議論に注目していきたい。

 以上
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判例研究

「口コミサイトのランキング順位操作にかかるステルスマーケ
ティング行為について誤認惹起行為であると認めた事案」

大阪地判平成 31 年 4 月 11 日判時 2441 号 45 頁
［口コミサイトのランキング順位操作］事件

安田　和史（＊）

（＊）	 校友，株式会社スズキアンドアソシエイツ取締役，法政大学兼任講師，日本大学非常勤講師，東海大学総合社会科学研究所研究員
（1）	 本件サイトは，平成 27 年 8 月頃には閉鎖されており，証拠上，最後に確認されたのは同月 1日のことである。
（2）	 SEO対策とは，検索エンジン最適化（Search	Engine	Optimization）のことであり，検索エンジンで検索結果の上位に表示されるようウェブサ

イトを最適化することをいう。Yahoo! や Google を代表とする検索エンジンの検索結果で上位に表示されることにより，運営するウェブサイ
トにかかるターゲット層の訪問数を増やすことができ，結果的に集客につなげることが期待される。つまり，検索エンジンで表示された検
索結果を見てクリックしてくれる人を増やす仕組みのことである。なお，過去に流行したSEO対策の一つとして，メタタグにキーワードを
掲載するというものがある。メタタグの記載について商標法上の問題になった事案として，①大阪地判平成 17・12・8 判時 1934 号 109 頁［ク
ルマの 110 番事件］，②東京地判平成 27・1・29 判時 2249 号 86 頁［IKEA事件］，大阪地判平成 29・1・19LEX/DB25448552［バイクシフター
事件］がある。また，同じように集客を上げるための仕組みとして検索連動型広告（リスティング広告）等がある。検索連動型広告に関する過
去の判例として，大阪地判平成 19・	9・13［カリカセラピ事件］，大阪高判平成 29・4・20 判例時報 2345 号 93 頁［石けん百貨事件］がある。

（3）	 以下，サイトが閉鎖されていることもあるため，個別ページのURLは省略する（判決文本文には掲載）。

Ⅰ . 事実の概要

1　当事者
⑴　Ｘ
Ｘは，リフォーム専門業者の中でも外壁等の塗装工
事を中心に手掛ける専門業者（以下「外壁塗装リフォー
ム業者」という。」）である。

⑵　Ｙ
Ｙは，Ｘと同じく「外壁塗装リフォーム業者」である。

2 　本件サイトおよび本件サイトとＹとの関
わり

⑴　本件サイト
本件サイトは，URL が「http://gaihekitosou-navi.
net/」のウェブページ（以下「本件トップページ」とい
う。）をトップページとする口コミサイト（平成 24 年 3
月 5 日）である（1）。

⑵　本件サイトとＹとの関わり
Ｙは，ウェブサイト制作業者である株式会社ヒュー
ゴ（以下「ヒューゴ」という。）に対し，本件サイトの制
作を依頼し，本件サイトの公開前後を通じて本件サイ
トの SEO対策（2）の状況を確認したり，ヒューゴから，
その状況確認の結果報告を受けたりしていた。

3 　Ｙ運営サイトの構成

図 １　本件サイト　※Ｘ代理人提供資料

本件サイトは，図 1に示すトップページをはじめと
して，以下のページから構成されている（3）。なお，以
下のページは全て各ページに共通して表示されている
タブである。

①　「当サイトについて」をクリックすると表示される
サイトを説明するウェブページ（以下「本件サイト説
明ページ」という）。
②　「口コミランキング」をクリックすると表示される
ウェブページ（以下「本件口コミランキングページ」
という）。
③　「掲載業者一覧」をクリックすると表示されるウェ
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ブページ（以下「本件掲載業者一覧ページ」という）。
④　「口コミ投稿フォーム」をクリックすると表示され
るウェブページ（以下「本件口コミ投稿フォームペー
ジ」という）。
⑤　本件掲載業者一覧ページに一覧表示されている業
者名をクリックすると表示される，業者ごとの口コ
ミが掲載されているウェブページ（参考：図	2［Ｙへ
の口コミ内容一覧（証拠の一部を抜粋）］）。
⑥　本件サイトの各ウェブページ末尾の「運営情報」を
クリックすると表示されるウェブページ。

Ｙへの口コミ内容一覧（証拠の一部を抜粋）
「親切・丁寧で，親身になって相談に乗ってくれ
ました。」

甲 6の 1

「担当者の対応がよかった。みなさま親切で大変
お世話になりました。」

甲 6の 1

「他社の見積もりとも比較し，高いなあ・・・と
は思いましたがやはりその料金を納得できる工事
内容で，とても満足しました。」

甲 21 の 1

「良い工事をしていただきました…営業担当の方
も丁寧で良いです。」

甲 21 の 1

「理想どおりの仕上がりになったので大変満足し
ました！こちらの希望を柔軟に聞いてくれました
し，非常にお願いしやすかったです」

甲 21 の 1

図 ２　Ｙへの口コミ内容一覧（証拠の一部を抜粋）

4　本件サイトの表示内容
⑴　本件サイトの各ウェブページに共通する表示
ａ．ウェブサイト上部の共通する表示
タイトルとして，大きく「みんなのおすすめ，塗装
屋さん」という表示がある。また，その上には，図 1
で示すように「外壁塗装，リフォーム業者を選定する
人のための評判，評価，クチコミサイト」との表示が
あるが，時期によっては，「これから外壁塗装，リ
フォーム業者を利用する人のためのサイト」という表
示に切り替わる。
それらの下には，図 1で示すように「当サイトにつ
いて」，「口コミランキング」，「リフォーム基礎知識」，
「リフォーム基礎用語集」，「掲載業者一覧」，「口コミ
投稿フォーム」のリンクが横に並んでいる。
ｂ．ウェブサイト右部の共通する表示
「最新ランキングベスト 5」と題するランキング表
（以下「本件ランキング表」という。）が表示されている
（図 3参照）。その下には，「リフォーム基礎知識」，「リ
フォーム基礎用語集」，「掲載業者一覧」，「掲載業者に
載せて欲しい塗装屋さんの口コミを書く」等のバナー

が縦に並んでいる。
本件ランキング表では，全ての時期において，「No.	1」
が「オンテックス」（すなわち，Ｙ）と表示されている
（図 3下線部分参照）。

図 ３　最新ランキングベスト ５
（図 １の右部を抜粋し拡大したもの）
※下線部分は筆者が追記したもの。

⑵　本件トップページの固有部分の表示
本件トップページの固有部分（本件共通表示のバ
ナー等の左側の部分）には，以下の表示が存在する（平
成 24 年 6 月 10 日時点のもの。）
ａ．本件トップページの固有部分の上部の表示
写真と共に「おすすめの塗装屋さん，その他の業者
が探せるサイトです。あなたの感想が，未来の笑顔に
貢献するかも。。。」との表示がある。
ｂ．本件トップページの固有部分の中部の表示
「管理人のつぶやき」と題する表示に続いて，次の
「本件サイト説明ページの固有部分」下部の表示の途中
までの表示がある。
ｃ．本件トップページの固有部分の下部の表示
「ランキング利用者が評価した口コミランク」として，
上位にランキングされた業者の最新の口コミが記載さ
れている。

⑶　本件サイト説明ページの固有部分の表示
ａ．本件サイト説明ページの固有部分上部の表示
「当サイトについて」と題する表示に続いて，「『みん
なのおすすめ，塗装屋さん』は，日本全国で営業して
いる外壁塗装業者を対象に，利用者からの投稿により
おすすめ業者をランク付けしたサイト（口コミサイト）
とも表現できます。」，「実際に利用した方が，本音で
口コミを投稿してもらい，実際に良かったのか，悪
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かったのかという，『実態』情報を集め共有していこう
というコンセプトで作成しました。」等の表示がある。
ｂ．本件サイト説明ページの固有部分下部の表示
「管理人のつぶやき」以下には，「ひとことでリ
フォームといっても，その内容は本当に幅広いものだ
ということを身をもって理解しましたので，まずは家
の見た目ともなる外壁塗装について，その数ある業者
の口コミをまとめるサイトにコンセプトを絞り，ラン
キングをつけてみました。」という表示（図 4つぶやき
部分参照）。また，「※ランキングは，今の所口コミ件
数で決めていますが，後々は寄せられた投稿内容や，
対応エリアなどの企業規模なども加味したランク付け
にできればと考えています。」という赤色表示（図 3赤
字部分参照）がある。

図 ４　本件トップページの固有部分の中部の表示
（管理人のつぶやき以下）

※Ｘ代理人提供資料
※括弧部分および付随する説明は

報告者が追記したもの。

⑷　本件口コミランキングページの固有部分の表示
本件口コミランキングページの固有部分（本件共通
表示のバナーの左側の部分）には，「口コミランキング
一覧」と題する表示に続いて「このサイトで掲載してい
るランキングは，不特定多数の一般ユーザーによる口
コミ件数でランクをつけています。口コミの内容につ
いては，投稿後に一定時間を経過してからランキング
へと自動反映される仕組みになっています。」という表
示。そして，ランキングの 1位から 10 位までの業者
の業者名，ランキングの 1位から 5位までの業者への
最新の口コミ内容の表示。そのランキングにおける 1
位は，全ての時期においてオンテックス（すなわち，
Ｙ）と表示されていた（図 5参照）。

図 ５　本件口コミランキングページの固有部分の表示
（１ 位部分抜粋）　※Ｘ代理人提供資料

5 　本件掲載業者一覧ページの固有部分の表示
本件掲載業者一覧ページの固有部分（本件共通表示
のバナーの左側の部分）には，「業者一覧」として，掲
載業者が表示されている（図 6参照。なお，平成 24 年
6 月 10 日時点のもの）。

図 ６　本件掲載業者一覧ページの固有部分の表示　
※Ｘ代理人提供資料
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図 ５　本件口コミランキングページの固有部分の表示
（１ 位部分抜粋）　※Ｘ代理人提供資料

5 　本件掲載業者一覧ページの固有部分の表示
本件掲載業者一覧ページの固有部分（本件共通表示
のバナーの左側の部分）には，「業者一覧」として，掲
載業者が表示されている（図 6参照。なお，平成 24 年
6 月 10 日時点のもの）。

図 ６　本件掲載業者一覧ページの固有部分の表示　
※Ｘ代理人提供資料
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6 　本件口コミ投稿フォームページの固有部分
の表示
本件口コミ投稿フォームページの固有部分（本件共
通表示のバナーの左側の部分）には，「こちらのフォー
ムでは，口コミ投稿フォームとして，「お住まいの都
道府県」，「業者名」，「口コミ内容」を記載する欄が表
示されていた（平成 27 年 5 月 26 日時点のもの。）

7 　関連事件
本件に先駆けて，原告は裁判所に対して発信者情報
開示請求を行っている（以下「第一訴訟」という）（4）。こ
の訴訟において，ウェブ制作会社の「ヒューゴ」を特定
した。更に，平成 28 年頃ヒューゴに対して，不正競
争行為及び名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟を提起
した（以下「第二訴訟」という）（5）。この訴訟の中で，
ヒューゴは，「Ｙが本件サイトの運営者である」と主張
した。それを受けて，Ｘはヒューゴと和解し訴訟を終
了させ，Ｙを相手に本件訴訟を提起した。

8 　Ｘの請求
平成 27 年法律第 54 号による改正前の不正競争防止
法 2条 1 項 13 号（現行法 20 号，以下現行法を記載す
る。）の不正競争（役務の質，内容について誤認させる
ような表示）に該当するとして，損害賠償等の支払を
求めた（6）。

9 　争点
争点 1	　本件サイトが，Ｙの提供する「役務…の広告」

に当たるか
争点 2	　本件サイトの表示が，Ｙの提供する「役務の

質，内容…について誤認させるような表示」に
当たるか

争点 3　Ｘの損害の有無及び額等

（4）	 東京地判平成 26・10・15LEX/DB25446746［口コミランキングサイト発信者情報開示等請求事件］参照。
（5）	 大阪地裁平成 28 年（ワ）第 9485 号損害賠償請求事件（本件訴訟判決文に記載）。
（6）	 平成 27 年法律第 54 号による改正前の不正競争防止法 2条 1 項 13 号は，同改正後 14 号となったが，その後，平成 30 年法律第 33 号によっ

てさらに改正されて 20 号となった。
（7）	 裁判所は，争点 2から判断を行った。

Ⅱ . 判旨（7）　　一部認容

1 　争点 2（本件サイトの表示が，Ｙの提供
する「役務の質，内容…について誤認させる
ような表示」に当たるか）について

⑴　本件サイトの表示内容から生じる認識内容
ａ．本件サイトを閲覧する者の属性
「本件サイトを閲覧する者は，外壁塗装業者やリ
フォーム業者に工事を依頼しようと考えており，その
ための業者をインターネットにより探そうとしている
一般需要者であるといえる。そして，そのような需要
者は，本件サイトには外壁塗装業者やリフォーム業者
を利用したことがある者（元施主）が実際に提供を受け
たサービスの質，内容に言及した口コミを基にした評
価が掲載されているという先入観を持った上で，これ
を参考にしようとして本件サイトを訪問していると推
認される。」
ｂ．本件サイトの表示内容から生じる認識
「本件サイトを閲覧する者の認識を前提とすれば，
本件サイトのランキングは，投稿された口コミの件数
及び内容を基に作成された，本件掲載業者一覧ページ
に掲載されている業者の提供するサービスの質，内容
に関する評価のランク付けを表示したものであって，
Ｙがランキング 1位であることは，投稿された口コミ
の件数及び内容に基づき，Ｙの提供するサービスの質，
内容が，本件掲載業者一覧ページに掲載されている業
者の中で投稿者の主観的評価として最も優良であると
評価されていると表示したものである。」

⑵ 　本件サイトにおけるＹがランキング 1 位である
との表示（本件ランキング表示）の品質誤認表示該当
性
ａ．投稿された口コミの件数及び内容に基づく評価と
の間のかい離
「本件サイトを閲覧する者の認識からすると，本件
ランキング表示は，掲載業者の中での，投稿された口
コミの件数及び内容に基づく評価との間にかい離がな
いのであれば，品質誤認表示に該当するとはいえな
い。」
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「Ｙへの口コミは，その件数が最も多いだけでなく，
その内容も軒並み高評価のものであることからすると，
本件ランキング表示（本件サイトにおけるＹがランキ
ング 1位であるとの表示）と，Ｙへの口コミの件数及
び内容に基づく評価との間にかい離はないと認められ
る。」
ｂ．口コミが虚偽のものである場合について
「もっとも，そもそもＹへの口コミが虚偽のもので
ある場合，例えば，Ｙが自ら投稿したものであったり，
形式的には施主又は元施主（以下「施主等」という。）か
らの投稿であったとしても，その意思を反映したもの
ではなかったりなどする場合は，本件サイトの表示上
のＹへの口コミの件数及び内容をそのままのものとし
て受け取ることが許されなくなり，その結果，本件ラ
ンキング表示とのかい離があるということとなる。」
「本件サイト公開前の日付となっている 5件の投稿
は，Ｙの関与の下にヒューゴにおいて投稿作業をした
架空の投稿であると認められる。そして，確かに，同
様の日付の投稿は他の業者についても存在するが，そ
れらの投稿はいずれも各 4件である（……）から，Ｙに
ついては，これらにより，本件サイトの公開時点から，
既にランキング 1位と表示されていたと推認され，そ
の表示は虚偽であったといえる。」
「掲載業者に対する投稿については……真に施主等
がした真正なものであるかについては重大な疑問を抱
かざるを得ない。」
「Ｙは……コメントを書いた施主等にプレゼントを
進呈していたと認められ，また，本件サイトに関する
新聞社の取材に対し，『顧客の感想を社員が聞き取っ
て（自社の口コミとして）投稿したことはあったが虚偽
は書いていない』と回答したと認められ……何とかし
てＹへの口コミ件数を増やそうとする姿勢が見て取れ
る。」
「本件サイトの改修を打ち合わせる……メールから
は，施主等から投稿される口コミをそのまま反映させ
ようとしない作為的な態度が見て取れる。」
「本件サイトにおけるＹがランキング 1位であると
いう本件ランキング表示は，実際の口コミ件数及び内
容に基づくものとの間にかい離があると認められる。
そして，本件サイトが表示するようないわゆる口コ
ミランキングは，投稿者の主観に基づくものではある
が，実際にサービスの提供を受けた不特定多数の施主
等の意見が集積されるものである点で，需要者の業者
選択に一定の影響を及ぼすものである。したがって，

本件サイトにおけるランキングで 1位と表示すること
は，需要者に対し，そのような不特定多数の施主等の
意見を集約した結果として，その提供するサービスの
質，内容が掲載業者の中で最も優良であると評価され
たことを表示する点で，役務の質，内容の表示に当た
る。そして，その表示が投稿の実態とかい離があるの
であるから，本件ランキング表示は，Ｙの提供する
『役務の質，内容…について誤認させるような表示』に
当たると認めるのが相当である。」

2 　争点 1（本件サイトが，Ｙの提供する「役
務…の広告」に当たるか）について
「本件サイトの発注元はＹであるところ，……Ｙの
本件サイトに対する一連の態度に照らせば，Ｙが，Ｙ
の提供する役務に需要者を誘引するために本件サイト
を開設したことは明らかである。」

3 　争点 3　Ｘの損害の有無及び額等について
「Ｙによる本件の不正競争行為は，Ｙの提供する
サービスの質，内容が，本件掲載業者一覧ページに掲
載されている業者の中で主観的な意味で最も優良であ
ると評価されていると誤認させるものであるにすぎず，
Ｘの提供するサービスの質，内容についての評価を低
下させるものではないことから，Ｘの営業上の信用が
毀損されたと認めることはできない。」
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及
び発信者情報の開示に関する法律（いわゆるプロバイ
ダ責任制限法）に基づく発信者情報開示制度は，匿名
性の高いインターネットにおける情報発信による権利
侵害が発生した場合に，当該情報発信を媒介し，ある
いはそれに関与した者に対し，その発信者に関する情
報を開示させることで，被害者が加害者の身元を特定
し，法的救済を求める道を確保するために制定された
ものであるから，そのために必要となった費用は権利
侵害行為（本件では不正競争行為）と相当因果関係ある
損害と認めるのが相当である。」

Ⅲ .　評釈　判旨結論として賛成ただし
理由づけに一部疑問がある

1　本判決の地位
本判決は，口コミランキングサイトを自ら作成して
自らの評価を自作自演する所謂「ステルスマーケティ
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「Ｙへの口コミは，その件数が最も多いだけでなく，
その内容も軒並み高評価のものであることからすると，
本件ランキング表示（本件サイトにおけるＹがランキ
ング 1位であるとの表示）と，Ｙへの口コミの件数及
び内容に基づく評価との間にかい離はないと認められ
る。」
ｂ．口コミが虚偽のものである場合について
「もっとも，そもそもＹへの口コミが虚偽のもので
ある場合，例えば，Ｙが自ら投稿したものであったり，
形式的には施主又は元施主（以下「施主等」という。）か
らの投稿であったとしても，その意思を反映したもの
ではなかったりなどする場合は，本件サイトの表示上
のＹへの口コミの件数及び内容をそのままのものとし
て受け取ることが許されなくなり，その結果，本件ラ
ンキング表示とのかい離があるということとなる。」
「本件サイト公開前の日付となっている 5件の投稿
は，Ｙの関与の下にヒューゴにおいて投稿作業をした
架空の投稿であると認められる。そして，確かに，同
様の日付の投稿は他の業者についても存在するが，そ
れらの投稿はいずれも各 4件である（……）から，Ｙに
ついては，これらにより，本件サイトの公開時点から，
既にランキング 1位と表示されていたと推認され，そ
の表示は虚偽であったといえる。」
「掲載業者に対する投稿については……真に施主等
がした真正なものであるかについては重大な疑問を抱
かざるを得ない。」
「Ｙは……コメントを書いた施主等にプレゼントを
進呈していたと認められ，また，本件サイトに関する
新聞社の取材に対し，『顧客の感想を社員が聞き取っ
て（自社の口コミとして）投稿したことはあったが虚偽
は書いていない』と回答したと認められ……何とかし
てＹへの口コミ件数を増やそうとする姿勢が見て取れ
る。」
「本件サイトの改修を打ち合わせる……メールから
は，施主等から投稿される口コミをそのまま反映させ
ようとしない作為的な態度が見て取れる。」
「本件サイトにおけるＹがランキング 1位であると
いう本件ランキング表示は，実際の口コミ件数及び内
容に基づくものとの間にかい離があると認められる。
そして，本件サイトが表示するようないわゆる口コ
ミランキングは，投稿者の主観に基づくものではある
が，実際にサービスの提供を受けた不特定多数の施主
等の意見が集積されるものである点で，需要者の業者
選択に一定の影響を及ぼすものである。したがって，

本件サイトにおけるランキングで 1位と表示すること
は，需要者に対し，そのような不特定多数の施主等の
意見を集約した結果として，その提供するサービスの
質，内容が掲載業者の中で最も優良であると評価され
たことを表示する点で，役務の質，内容の表示に当た
る。そして，その表示が投稿の実態とかい離があるの
であるから，本件ランキング表示は，Ｙの提供する
『役務の質，内容…について誤認させるような表示』に
当たると認めるのが相当である。」

2 　争点 1（本件サイトが，Ｙの提供する「役
務…の広告」に当たるか）について
「本件サイトの発注元はＹであるところ，……Ｙの
本件サイトに対する一連の態度に照らせば，Ｙが，Ｙ
の提供する役務に需要者を誘引するために本件サイト
を開設したことは明らかである。」

3 　争点 3　Ｘの損害の有無及び額等について
「Ｙによる本件の不正競争行為は，Ｙの提供する
サービスの質，内容が，本件掲載業者一覧ページに掲
載されている業者の中で主観的な意味で最も優良であ
ると評価されていると誤認させるものであるにすぎず，
Ｘの提供するサービスの質，内容についての評価を低
下させるものではないことから，Ｘの営業上の信用が
毀損されたと認めることはできない。」
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及
び発信者情報の開示に関する法律（いわゆるプロバイ
ダ責任制限法）に基づく発信者情報開示制度は，匿名
性の高いインターネットにおける情報発信による権利
侵害が発生した場合に，当該情報発信を媒介し，ある
いはそれに関与した者に対し，その発信者に関する情
報を開示させることで，被害者が加害者の身元を特定
し，法的救済を求める道を確保するために制定された
ものであるから，そのために必要となった費用は権利
侵害行為（本件では不正競争行為）と相当因果関係ある
損害と認めるのが相当である。」

Ⅲ .　評釈　判旨結論として賛成ただし
理由づけに一部疑問がある

1　本判決の地位
本判決は，口コミランキングサイトを自ら作成して
自らの評価を自作自演する所謂「ステルスマーケティ
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ング（8）」に関する事案である。なお，自ら運営する口
コミサイトのランキングを不正操作した内容を表示す
る行為について品質誤認表示であると認定された事案
は本件が初めてである（9）。
不正競争防止法による保護を受ける場合には，本事
案のように同法 2条 1 項 20 号に規定する誤認惹起行
為による不正競争行為についての規制の他に，口コミ
による営業誹謗行為に該当すれば同法 2条 1 項 21 号
による保護を受けられる場合もあると思われる。
ランキングについての従来の判決としては，カー
ワックスがカー用品の専門誌であるカーグッズマガジ
ン誌の読者らによって，カーケア商品の部門で 1位に
選ばれたことを商品に付す行為は品質についての表示
であると認め，実際には受賞していなかったことから
虚偽表示であると認められた事例（10）がある。
口コミや口コミランキングサイトの記載は比較広告
と類似すると思われ，従来の関連事件として，コジマ
安売り広告事件（11），キシリトールガム事件（12），烏龍茶
バッグ事件（13）等がある。
口コミは，サイトの外観から発信者の情報を特定で
きる手段が殆どないと言ってよいと思われる。そのた
め，一般的には事前に発信者情報開示請求を行い発信
者の特定を行うことになる。なお，本事案も事前に発
信者情報開示請求が行われている（第一訴訟）（14）。
インターネット上の「おすすめ英語教材ランキング
－英会話教材研究会公式サイト」というサイトにおい
て，英会話教材「スピードラーニング」について氏名不
詳で投稿された複数の口コミに対し，「社会的評価を
低下させるものであることが明らかである」と認定し
た事案がある（15）。他に，サービス・商品についての口

（8）	 ステルスマーケティング（略称：ステマ）とは，ターゲットとなる需要者に対して，企業が自ら行っているキャンペーンであるということを
一見して分からせないようにする（隠す＝ stealth）アプローチをいう。マーケティング手法としては新しいものではなく「サクラ」や「推奨販
売」等として古くから存在していた。マーケティングの手法やメディアが多様化するにつれて，ステルスマーケティングの影響が増大した。
需要者への効果は，本文で後述した「ウィンザー効果」，「ハロー効果」，「バンドワゴン効果（同調効果）」等が期待される。しかしながら，ス
テルスマーケティングは需要者の期待を大きく裏切ることになるため，露見すると市場からの批判を受けトラブルになることもあることか
ら，効果以上にリスクの方が高い場合もある。

（9）	 本判決についての評釈として，泉克幸「判批」法学セミナー増刊　速報判例解説 vol.26　新・判例解説Watch，小泉直樹「判批」ジュリスト
2019 年 9 月号（No.1536）参照。

（10）	 大阪地判平成 23・12・15LEX/DB25444088［カーワックス事件］参照
（11）	「価格」について，品質誤認表示を否定した事案。東京高判平成 16 年 10 月 19 日判時 1375 号 27 頁［コジマ安売り広告事件］参照。
（12）	 キシリトールガムによる歯の再石灰化効果についての比較広告に関し，品質誤認表示であるとした知財高判平成 18・10・18［キシリトール事

件］参照。
（13）	 烏龍茶のポリフェノール濃度についての比較広告に関し品質誤認表示であるとした東京地判決平成 20 年 12 月 26 日［烏龍茶事件］参照。
（14）	 第一訴訟においては，品質誤認表示（現不正競争防止法 20 号）と信用棄損（現不正競争防止法 21 号）の主張が行われているが，裁判所は名誉

権侵害のみを認めＸの発信者情報開示請求について認容している。
（15）	 東京地判平成 27・7・13LEX/DB25531301［スピードラーニング発信者情報開示事件］参照。
（16）	 東京地判令和 1・12・3LEX/DB25583839［脱毛クリニック発信者情報開示事件］参照。
（17）	 消費者庁「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」平成 24 年 5 月 9 日（一部改訂）5頁参照。
（18）	 マイヴァン・マイズナー＝マイク・マセドニオ＝大野真徳（著）小川維（訳）『リファーラルマーケティング』26 ～ 29 頁（アチーブメント出版株

式会社，2015 年）では，リファーラルマーケティングについて，顧客との「信頼関係を構築することを通じて，新規の顧客やクライアントを
獲得し，その結果，継続的な個人的紹介によるビジネスを獲得する戦略」であるとし，「『クチコミ』は，リファーラルマーケティングの構成
要素にすぎず，同義語ではない」とし，「単に他の人が……商品やサービスについて話していること」と定義されている。

コミを投稿・閲覧できる「みんなの評判ランキング（み
ん評）」の特定のスレッドにおいて，氏名不詳者による
衛生面やサービス面に問題があるかのような「真実性
のない」投稿に対して社会的評価を低下させるもので
あることを認めた事案がある（16）。

2 　口コミ・口コミランキングサイト
⑴　インターネット広告と口コミ
インターネット広告は，一般にクリック数やサイト
閲覧数等に連動して報酬が確定することから，成果を
得るための工夫が必要になる。しかしながら，時とし
て広告表示や広告表現が過剰になってしまう場合があ
る。仮に実際の商品やサービスの内容と表示がかい離
すれば法的な問題になり得る（17）。
事業者自らが行うインターネット広告は，過剰な表
現になっていることがあるため，信憑性を疑う消費者
も少なからずいる。そこで，ECサイト等では商品の
購入者やサービスの利用者からのコメントを受け付け，
消費者からの主観的評価を集めて参考情報として提供
するようになった。また，そのような消費者の口コミ
をまとめた口コミランキングサイトも登場した。
口コミは，マーケティングの分野でも注目されてお

り，リファーラルマーケティング（Referral	Marketing）
の一種としてその効果について議論されている（18）。

⑵　需要者に与える効果
口コミや口コミランキングサイトで評価を受けたと
いう事実を表示することは，自らその商品やサービス
をアピールする直接的な行為ではないが，人から評価
されたという間接的な表現によって品質等を高く見せ
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ることができる効果がある。場合によっては，自らす
るアピール以上に効果を得られる場合もあるだろう。
口コミが消費者に対して社会心理学的にどのような
効果があるかについては様々な研究がされているが，
代表的なものとして「ウィンザー効果」，「ハロー効果」，
「バンドワゴン効果（同調効果）」等がある。
「ウィンザー効果」とは，利害関係者が自らアピール
するよりも，第三者の評価の方が信頼できると思い込
む効果である。
「ハロー効果」とは，ある分野で権威のある人が評価
すると，別の分野のことであるにもかかわらずその評
価が信頼できると思い込む効果である。例えば「皇室
御用達」，「公的な検定の合格」等と表示する場合があ
る。
「バンドワゴン効果（同調効果）」とは，多数が選択し
ているものに対して「みんながやっているから大丈夫」
だという安心感を得てしまう効果である。例えば，流
行しているという情報が流れると，それに対する支持
が拡大するような場合をいう。
口コミは，第三者からの評価であることから，ウィ
ンザー効果が生じる場合があると思われる。また，芸
能人や皇室，マスコミ等の権威がある者がコメントし
た場合には，ハロー効果も生じる場合があるだろう。
さらに，評価の高い口コミが多数存在していれば，バ
ンドワゴン効果を生むことになり，取引者との信頼関
係を全く構築していなない状況にあったとしても安心
できる相手だと思いこんでしまう場合があるだろう。
口コミランキングサイトは，口コミの集合体である
から「ウィンザー効果」，「ハロー効果」，「バンドワゴ
ン効果（同調効果）」を増大させる効果を生む場合があ
ると思われる。また，一般にやらせに基づく口コミラ
ンキングサイトは，当該やらせを画策した利害関係者

（19）	 石井美緒「品質誤認惹起表示の判断要素と規制目的に関する序論的考察」『商学集志』第 89 巻第 2号 7頁参照。
（20）	 消費者庁デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関するプロジェクトチーム「消費者の信頼を確保する

ための消費者レビューの管理」令和 2年 6月 12 日 4 頁参照。
（21）	 不正競争防止法上は，サクラレビューは虚偽性が強い場合は品質誤認表示（不正競争防止法 2条 1項 20 号）の問題が生じ得るものであり，サ

ゲレビューは営業誹謗行為（不正競争防止法 2条 1項 21 号）の問題が生じ得ると思われる。
（22）	 代表的なものとして，「食べログやらせ業者事件」（2012 年頃）がある。同事件は，グルメサイト「食べログ」で，好意的な口コミ投稿等を行う

見返りに掲載されている飲食店から金銭を受け取っている業者（通称：やらせ業者）による不正投稿が発覚したものである。事件が発覚した後，
運営会社は，やらせ業者・不正業者対策を含むポリシーを公表し，厳格な運営を行っている。
食べログ「口コミ・ランキングに対する取り組み」https://tabelog.com/help/policy/（2021 年 1 月 5 日筆者確認）

（23）	 代表的な事件として，「ペニーオークション詐欺事件」（2012年）がある。同事件は，参加者が入札毎に手数料を支払う仕組みになっているオー
クションサイトにおいて，サイト運営者が手数料収入を得るために自動的に入札額を引き上げるシステムを使って実質的に落札できないよ
うにして入札手数料を搾取していた詐欺事件である。同サイトの集客のために，多数の芸能人にプロモーション費用を払いSNSで紹介させ
ていたことが問題となった。

（24）	 サクラレビューやサゲレビューを含む，やらせレビューの書き込みは事業になっており，代行業者も存在している。吉野次郎「アマゾン『や
らせレビュー』の首謀者を直撃，楽天も餌食に」日経ビジネス 2020 年 1 月 20 日参照。記事によれば，これらのやらせレビューは，販売促進
のために行っており，やらせレビューの競争が生じていることや，SNSを通じてレビュアーを募集していること，実際に商品を買わせてレ
ビューの信憑性を高めていること，「気持ちを込めて」書き込むようレビュアーを指導していること，やらせレビューの質や投稿総数によっ
てレビュアーへの報酬を変えていること，不自然な評価にならないように経験上の工夫を凝らしていること等が取材によって明らかになっ
ている。

のみのプロモーションのために作りこまれているもの
であるから，比較のために掲載されるそれ以外の同業
者にとっては悪影響しかないだろう。
なお，口コミについては，「公的機関による品質の
評価等に関する表示に比して，消費者による商品評価
に関する表示の場合，消費者の当該表示に基づく商品
の評価に対する信頼性は相対的に低い（19）」と述べる識
者もいるが，数百件集めた口コミとそれをまとめたラ
ンキングサイトでの評価は，前述した「ウィンザー効
果」，「ハロー効果」，「バンドワゴン効果（同調効果）」等，
消費者に強い認知バイアスを与え得るものであり公的
機関による品質の評価等に匹敵する（あるいはそれを
超える）効果を生むものもあると思われる。
消費者庁の調査によると「消費者レビューに対する
消費者の信用」について，「消費者は，商品の購入に際
してレビューを見ており（58.2％），また，レビューを
全体的若しくは部分的にでも信用している（75.4％）」
との結果が出ており，口コミは消費者から高い信用を
得ていることがわかる（20）。

⑶　「やらせレビュー」の法的問題
「やらせレビュー」には自作自演（所謂：サクラレ
ビュー）や評価対象者の評価を根拠なく落とすために
行う虚偽の口コミ（所謂：サゲレビュー）を行う場合が
ある（21）。
「やらせレビュー」は，自ら一般需要者になりすます
場合もあれば，一般消費者になりすまして投稿するこ
とを第三者に依頼する場合（22），プロモーション効果の
高い第三者にレビューを依頼する場合（23）などがある。
「やらせレビュー」が増えてきたことで，口コミの信
憑性に疑問が持たれるようになってきている（24）。
本来，口コミは中立的な一般需要者の評価であり，
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ることができる効果がある。場合によっては，自らす
るアピール以上に効果を得られる場合もあるだろう。
口コミが消費者に対して社会心理学的にどのような
効果があるかについては様々な研究がされているが，
代表的なものとして「ウィンザー効果」，「ハロー効果」，
「バンドワゴン効果（同調効果）」等がある。
「ウィンザー効果」とは，利害関係者が自らアピール
するよりも，第三者の評価の方が信頼できると思い込
む効果である。
「ハロー効果」とは，ある分野で権威のある人が評価
すると，別の分野のことであるにもかかわらずその評
価が信頼できると思い込む効果である。例えば「皇室
御用達」，「公的な検定の合格」等と表示する場合があ
る。
「バンドワゴン効果（同調効果）」とは，多数が選択し
ているものに対して「みんながやっているから大丈夫」
だという安心感を得てしまう効果である。例えば，流
行しているという情報が流れると，それに対する支持
が拡大するような場合をいう。
口コミは，第三者からの評価であることから，ウィ
ンザー効果が生じる場合があると思われる。また，芸
能人や皇室，マスコミ等の権威がある者がコメントし
た場合には，ハロー効果も生じる場合があるだろう。
さらに，評価の高い口コミが多数存在していれば，バ
ンドワゴン効果を生むことになり，取引者との信頼関
係を全く構築していなない状況にあったとしても安心
できる相手だと思いこんでしまう場合があるだろう。
口コミランキングサイトは，口コミの集合体である
から「ウィンザー効果」，「ハロー効果」，「バンドワゴ
ン効果（同調効果）」を増大させる効果を生む場合があ
ると思われる。また，一般にやらせに基づく口コミラ
ンキングサイトは，当該やらせを画策した利害関係者

（19）	 石井美緒「品質誤認惹起表示の判断要素と規制目的に関する序論的考察」『商学集志』第 89 巻第 2号 7頁参照。
（20）	 消費者庁デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関するプロジェクトチーム「消費者の信頼を確保する

ための消費者レビューの管理」令和 2年 6月 12 日 4 頁参照。
（21）	 不正競争防止法上は，サクラレビューは虚偽性が強い場合は品質誤認表示（不正競争防止法 2条 1項 20 号）の問題が生じ得るものであり，サ

ゲレビューは営業誹謗行為（不正競争防止法 2条 1項 21 号）の問題が生じ得ると思われる。
（22）	 代表的なものとして，「食べログやらせ業者事件」（2012 年頃）がある。同事件は，グルメサイト「食べログ」で，好意的な口コミ投稿等を行う

見返りに掲載されている飲食店から金銭を受け取っている業者（通称：やらせ業者）による不正投稿が発覚したものである。事件が発覚した後，
運営会社は，やらせ業者・不正業者対策を含むポリシーを公表し，厳格な運営を行っている。
食べログ「口コミ・ランキングに対する取り組み」https://tabelog.com/help/policy/（2021 年 1 月 5 日筆者確認）

（23）	 代表的な事件として，「ペニーオークション詐欺事件」（2012年）がある。同事件は，参加者が入札毎に手数料を支払う仕組みになっているオー
クションサイトにおいて，サイト運営者が手数料収入を得るために自動的に入札額を引き上げるシステムを使って実質的に落札できないよ
うにして入札手数料を搾取していた詐欺事件である。同サイトの集客のために，多数の芸能人にプロモーション費用を払いSNSで紹介させ
ていたことが問題となった。

（24）	 サクラレビューやサゲレビューを含む，やらせレビューの書き込みは事業になっており，代行業者も存在している。吉野次郎「アマゾン『や
らせレビュー』の首謀者を直撃，楽天も餌食に」日経ビジネス 2020 年 1 月 20 日参照。記事によれば，これらのやらせレビューは，販売促進
のために行っており，やらせレビューの競争が生じていることや，SNSを通じてレビュアーを募集していること，実際に商品を買わせてレ
ビューの信憑性を高めていること，「気持ちを込めて」書き込むようレビュアーを指導していること，やらせレビューの質や投稿総数によっ
てレビュアーへの報酬を変えていること，不自然な評価にならないように経験上の工夫を凝らしていること等が取材によって明らかになっ
ている。

のみのプロモーションのために作りこまれているもの
であるから，比較のために掲載されるそれ以外の同業
者にとっては悪影響しかないだろう。
なお，口コミについては，「公的機関による品質の
評価等に関する表示に比して，消費者による商品評価
に関する表示の場合，消費者の当該表示に基づく商品
の評価に対する信頼性は相対的に低い（19）」と述べる識
者もいるが，数百件集めた口コミとそれをまとめたラ
ンキングサイトでの評価は，前述した「ウィンザー効
果」，「ハロー効果」，「バンドワゴン効果（同調効果）」等，
消費者に強い認知バイアスを与え得るものであり公的
機関による品質の評価等に匹敵する（あるいはそれを
超える）効果を生むものもあると思われる。
消費者庁の調査によると「消費者レビューに対する
消費者の信用」について，「消費者は，商品の購入に際
してレビューを見ており（58.2％），また，レビューを
全体的若しくは部分的にでも信用している（75.4％）」
との結果が出ており，口コミは消費者から高い信用を
得ていることがわかる（20）。

⑶　「やらせレビュー」の法的問題
「やらせレビュー」には自作自演（所謂：サクラレ
ビュー）や評価対象者の評価を根拠なく落とすために
行う虚偽の口コミ（所謂：サゲレビュー）を行う場合が
ある（21）。
「やらせレビュー」は，自ら一般需要者になりすます
場合もあれば，一般消費者になりすまして投稿するこ
とを第三者に依頼する場合（22），プロモーション効果の
高い第三者にレビューを依頼する場合（23）などがある。
「やらせレビュー」が増えてきたことで，口コミの信
憑性に疑問が持たれるようになってきている（24）。
本来，口コミは中立的な一般需要者の評価であり，
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口コミランキングサイトはその集合体であるべきであ
る。
一般投稿者に成りすました自作自演の口コミは，健
全な競争を妨げることになり，消費者の自由な選択を
奪い不正競争を蔓延させるおそれがある。
なお，本件は消費者問題の側面もあるがその場合は
景品表示法の問題となる（25）。

3 　不正競争防止法 2 条 1 項 20 号
不正競争防止法 2条 1 項 20 号は，役務若しくはそ
の広告にその役務の質，内容等について誤認させるよ
うな表示をする行為を不正競争行為として定めている。
「広告」は，「公衆に対してなされる表示のうち営業
目的をもってなされたもの」を指し，いかなる媒体で
あることを問わない（26）。
「誤認」については，実際の誤認が起きている必要は
なく，表示自体が「誤認をさせるような」ものであれば
足りる。
「品質誤認」は，直接品質を誇大又は虚偽に広告する
場合のみに限られず，間接的な表現によって誇大又は
虚偽の効果を生み出す場合も含まれる（27）。なお，「間
接的であるだけに，その外延が問題となり得る」とさ
れる（28）。
「誤認させるような表示」に該当するかどうかの判断
基準は，「個別・具体の事案に応じて，当該表示の内
容や取引界の実情等，諸般の事情が考慮された上で，
取引者・需要者に誤認を生じさせるおそれがあるかど
うかという観点から判断される」ことになる（29）。

4 　判旨 2（争点 1）について
裁判所は，本件サイトの表示が，Ｙの提供する「役
務の質，内容…について誤認させるような表示」に当
たるかについて検討を行い，「広告」等該当性について
判断した。
本来であれば，テーマに従ってサイト利用者の主観
的評価を書き込む口コミや，それを集計した口コミラ
ンキングサイトが広告になることはない。しかしなが

（25）	「商品 ･サービスを提供する事業者が，顧客を誘引する手段として，口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し，又は第三者に依頼して掲載さ
せ，当該「口コミ」情報が，当該事業者の商品 ･サービスの内容又は取引条件について，実際のもの又は競争事業者に係るものよりも著しく
優良又は有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には，景品表示法上の不当表示として問題となる。」前掲注 17・消費者庁 5頁
参照。

（26）	 経済産業省知的財産政策室編『逐条解説不正競争防止法』143 頁（令和元年 7月 1日），山本庸幸『要説不正競争防止法第 4版』）206 頁（発明推進
協会，2006 年参照。

（27）	 小野昌延編著〔小松著〕『新・注解不正競争防止法上巻（第 3版）』694 頁（青林書院，2020 年）参照。
（28）	 前掲注 26・山本 211 頁では，間接的に誤認させる場合も「本号の対象となる誤認を惹起する行為であるが，間接的であるだけに，その外延が

問題となり得る」とし，「たとえ商慣行や商売上の駆け引きなどによって結果的に一部の者に誤認を惹起させてしまうようなものであっても，
社会的に許容される範囲内のものがあると考えられるが，そのようなものについては，本号の対象とはならないものと解される。」と述べる。

（29）	 前掲注 26・経産省知財室 146 頁参照。

ら，口コミやサイトの内容について管理・支配し，あ
たかも一般投稿者であるかの如く成りすまして自作自
演の評価等を投稿することや，自分との比較において
他者を貶めるような口コミを投稿する場合は，それら
が自己の営業的目的のために作成され，需要者の消費
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質なサービスを提供しているであるとか，対応した担
当者の対応が良かったであるといった内容であり直ち
に虚偽であるとわかるようなものはなかったと思われ，
これらの口コミだけで品質誤認表示であるとの判断を
導くのは困難であったと思われる。
そのため，サイトの構造や表示内容についての分析，
件数の水増しやサイトの表示内容の時期による変遷を
追い，事実関係の整理を行っており十分な証拠を積み
重ねたうえで品質誤認表示該当性が認められたもので
あったと思われる。

6 　判旨 3（争点 3）について
本事案で認められた損害賠償は，わずか 8万円と少
額であった。その内訳は，第一訴訟における調査費用
の一部として 7万円と，弁護士費用の 1万円である。
Ｘが仮に，本件ランキングサイトにより営業上の損
害を被っていたとしても，それを立証するのは容易で
はないだろう。判決でも「本件ランキング表示によっ
てＸの営業上の利益が侵害されるおそれがあったこと
は否定できないが，本件ランキング表示によってＸの
売上が当然に減少したはずであるとはいえず，その意
味での損害が現実に発生したとは認められない」との
認定がされている。
本事案においてＹは不正競争行為に基づいて営業上
の利益を得ていたことは間違いないと思われる。この
点，品質誤認表示にかかる「不正競争」によって営業上
の利益を侵害された者は，侵害行為による侵害者の利
益の額を立証すれば，その利益の額が損害の額と推定
され，推定を覆す特段の事情や侵害者の反証がないか
ぎり，その利益の額の賠償を受けることができる（5
条 2 項）が，口コミサイトの広告効果によって得た利
益の額を証明することは，極めて難しいと思われる。
そもそも，立証の負担を軽減するために平成 5年改正
時に設けられた同規定であるが，本事案のようなケー
スにおいては立証負担は軽減されず，十分な賠償を受
けることができない。なお，Ｘは同項に基づく主張を
行っていない。

7 　本判決の射程
本判決は，口コミが虚偽のものである場合には投稿
された口コミの件数及び内容に基づく評価との間にか
い離が生じ品質誤認表示に該当するとの一般論を述べ
ていることから，口コミの内容が明らかに虚偽である
ようなサクラレビューについては，少なくとも品質誤

認表示であると認められる場合があることになると思
われる。したがって，仮に投稿数が少なかったとして
も，グルメサイトのレビューに，自分のお店で提供し
ていない高級素材を使用しているとの口コミを自ら投
稿する場合については，品質誤認表示が認められるこ
とになると思われる。
ただし本事案では，Ｙに対する口コミの例として

「親切・丁寧で，親身になって相談に乗ってくれまし
た（甲第 5号証の 3 及び甲第 6 号証の 1・筆者による
抜粋）」，Ｙの営業担当者について「とても熱心で誠実
な人柄が伝わってきた（甲第 5号証の 3及び甲第 6号
証の 1・筆者による抜粋）」，「担当者の対応が良かった。
みなさま親切で……（甲第 5号証の 3及び甲第 6号証
の 1・筆者による抜粋）」とするもの等のみであったこ
とから，直ちに虚偽の口コミであると評価できるもの
ではなかったと思われる。判決では，件数の水増し等
によるランキングの操作等について具体的にどの口コ
ミと特定することなく，「表示が投稿の実態とかい離
がある」と認定するに留まっている。
本事案のようにランキングサイトを自ら作り水増し
の結果業界 1位であるとの表示をしている場合は勿論
であるが，そのようなランキングによらないとしても，
サクラレビューについてかなりの数を水増しするよう
な行為や，業者に依頼して評価の操作をする行為は，
不正競争を蔓延させる行為にほかならず，虚偽表示で
あると認めるべきであろう。

8 　実務への影響
本事案でみられるような種類のサイトについては，
外観から得られる情報は限られており，事前にプロバ
イダー等に対して段階的に発信者情報開示請求を行い，
証拠収集を行う必要がある。
Ｘは，第一訴訟において本件サイトが蔵置された
サーバー領域を保有・管理する会社から発信者情報開
示を受けウェブサイト制作会社であるヒューゴを特定
し，さらにヒューゴに対して行った第二訴訟）の中で，
本件サイトの運営者がＹであることを答弁書で明らか
にさせている。そして，これらの手続き過程で得られ
た証拠から，本事案において「真に施主等がした真正
な投稿であること」が疑われる重大な疑問が生じたこ
とやＹの本件サイト運営にかかる作為的な態度，サイ
トの公開時点で架空の投稿が表示されるようにしてい
たこと等を明らかにし，本件サイトの表示が品質誤認
表示に該当する（あるいは，そのおそれがある）との心
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証を裁判官から得ていたものと思われる（30）。
第一訴訟においては，信用棄損（不正競争防止法 2
条 1項 21 号）に関する主張も行っていたのに，本事案
においては主張がされていないが，その理由について
は明らかではない。この点，競業者に対してサゲレ
ビューを偽装するような行為については，同号での対
応が望ましいと思われる。
自作自演の口コミに基づくランキング表示は虚偽表
示であると認められる場合がある。裁判所も，「Ｙが
自ら投稿したものであったり，形式的には施主又は元
施主……からの投稿であったとしても，その意思を反
映したものではなかったりなどする場合」について虚
偽の口コミであると認定している。そのような評価を
前提とすると，不正競争防止法 21 条 2 項 5 号に基づ
く刑事対応についても視野に入れることもできたので
はないかと思われる。同号は，同条 2項 1号と比較し
て「不正の目的」の立証負担がない。仮に，刑事罰を受
けることになれば 5年以下の懲役若しくは 500 万円以
下の罰金に処され，又はこれを併科される可能性もあ
る。また，報道等によって社名や名前が明らかにされ
ることもあるから，同じような不正な広告行為に対す
る抑止効果が期待できる。したがって，悪質なステル
スマーケティングサイトに対しては刑事対応を行うべ
きだろう。
口コミサイトやランキングサイトを使ったステルス
マーケティングは横行している状況にあるが，自ら運
営する口コミサイトのランキングを不正操作した内容
を表示する行為について品質誤認表示であることが明
確となり，証拠収集の方法等についても明確になった
ことから，今後同種の判例の積み重ねが期待される。

	 以上

（30）	 小野昌延＝松村信夫『新・不正競争防止法概説下巻（第 3版）』88 ～ 89 頁（青林書院，2020 年）は，「Ｙの口コミサイトに対する操作の内容が比
較的顕著であった事例であり，本判決が同種事例に対する先例となりうるかは疑問がある」と述べる。しかしながら本判決における前提事実
として，Ｙの口コミサイトに対する操作の内容を顕著にした発信者情報開示請求等の手続きはインターネット関連事案において一般的に行
われ実務上確立しているものであるし，争点 2の判断で裁判所としての判断基準を示していることから，今後同種の事例における先例的価
値があると思われるし，実務上の参考になるとも思われる。
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講演録

著作権法違反の実態とACCS による対策活動
久保田　裕（＊）

本日は，著作権侵害の実態とACCS によるソフト
ウェア，コンテンツ等の法的保護対策活動について講
義を進めていきます。テーマは「著作権法違反の実態
とACCSによる対策活動」としました。

1 　ACCSについて

それでは早速ACCSについてご紹介をいたします。
正式名称は一般社団法人コンピュータソフトウェア著
作権協会。ACCS（アックス）と言われています。会社
で言うところの社長に相当する理事長は，ゲーム会社，
カプコンの代表取締役会長である辻本憲三が務めてお
りまして，私はACCSの専務理事です。

設立自体は 1985 年，プログラムが著作権法で保護
されるということが明記されてから以降です。2020
年の 9 月には創立 30 周年を迎えるということで，ソ
フトウェアを中心とした権利保護，それから著作権・
知的財産権思想の普及活動を行ってきております。協
会というと，皆様イメージできるかどうか分かりませ
んけれども，ACCS は，株式会社で言うところの株
主に相当する会員によって構成している団体です。主
だった会員は，任天堂，カプコンといったゲームソフ
トの制作会社，それからマイクロソフト，ジャストシ
ステムといったビジネスソフトの制作会社，こうした

コンピュータープログラムの権利を持っている会社に
加えまして，実は，集英社，講談社，角川，東映と
言った出版社や映像制作会社もコンピュータソフト
ウェアの著作権協会に会員として加盟しています。も
ともとデジタル化されたコンテンツの権利保護と普及
を行うということが目的となっておりますので，コン
ピュータープログラムの会社だけではなくてデジタル
コンテンツを保有している出版社ですとか映像制作会
社に関しても加盟をいただいて，著作権の普及や権利
保護活動を一緒に行なっているのです。

現在は約 120 社が加盟をしています。協会の活動は，
著作権思想の普及，それから権利保護活動を行うとい
うことで，「法」「電子技術」「教育」の 3つの観点から
さまざまな活動を展開しています。また，活動の柱は
大きく3つあります。1つが会員の権利行使の支援活動，
いわゆる侵害対策の支援活動です。その侵害対策活動
に加えまして，著作権・知的財産権について広く知っ
ていただく活動として，ホームページですとか，今回
のような日本大学での特別講義は年間十数回あります。
定期的な授業として，現在，山口大学，東京工芸大学，
国士舘大学でそれぞれ講義を持っています。さらに，
著作権等の普及活動として企業や自治体への講演があ
ります。とりわけ，ビジネス著作権検定委員会の委員
長として正しい著作権法の理解に力を注いでいます。
加えまして，いわゆるロビーイングですが，著作権法
は時代に応じた改正というのが毎年行われております
けれども，そういった改正に際して必要な調査ですと
か，政策の提言を文化審議会審議委員として立法の手
伝いもしています。

（＊）	（一社）コンピュータソフトウェア著作権協会専務理事，山口大学特命教授
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（＊）	（一社）コンピュータソフトウェア著作権協会専務理事，山口大学特命教授
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2 　著作権違反行為の変遷と類型

2 - 1 著作権法違反行為の変遷

この後は著作権法違反の歴史と，それに基づいた分
類を行っていきます。歴史を右側に，その歴史に応じ
た関連する法律の動向を左にまとめています。かいつ
まんで紹介すると，1986 年頃，つまりプログラムが
著作権法で保護されるようになって以降で，主たる侵
害事犯というのは，お店においてビジネスソフトのコ
ピー品販売，無許諾レンタルが主でした。店で行われ
ているので専門業者による侵害ということで，この時
代は私自身が全国の違法現場を調査し，各県警，所轄
の警察の方々とのやりとり，例えば調書掲載にあたっ
ての用語の統一なども行っていました。

その後，1995 年頃，Windows	95 が世の中に出始め
ますと，インターネットも一般化されてくることにな
りまして，そうするとインターネットを悪用したコ
ピー品の販売などが横行するようになってきます。ま
た，コピー品の販売だけではなくて，インターネット
上に，記録媒体を使わずに送受信をするファイルの
アップロードといった類型も出始めます。そういった
インターネットでの被害が拡散をしていくことに伴い
まして，日本では非常に早い段階，1997 年に，著作
権法の「公衆送信」の中に，「送信可能化」を含めた規定
が制度化されています。インターネットの海賊版など
の販売が規制されるだけではなくて，その後，役割分
担を持った組織化された海賊版の販売，さらに，精巧
な海賊版の販売ということで現在に至っており，その
間，店舗において，海賊版販売ではない形式でコンテ
ンツを無断で利用するという形の一つとして，違法上
映というものが 2000 年頃から出始めまして，少し落

ち着いていた部分がありましたが，最近でもゲーム
バーなどでの違法上映というのも摘発されています。
またインターネットのアップロードに関しても，以前
はホームページを使ったものが主でしたけれども，
ファイル共有，それから動画サイト，オンラインスト
レージということで変遷をたどり，最近では著作権侵
害には該当しづらい，もしくはその蓋然性が非常に薄
いような行為も散見され，に関しても見受けられると
いう変遷をたどっています。

これらの背景としては，デジタルネットワーク社会
が到来したことに伴って，誰もが情報の受信者であり
発信者となったという点が大きいと思います。以前で
あれば，映像を作って広めることができたのは，典型
的には映画の制作会社やテレビ局だったわけですけれ
ども，現在では，皆さんを含めて，誰もが簡単に動画
投稿サイトなどに情報を発信することができるように
なりましたし，また，スマホなどで情報の受信も容易
になったということがあります。そういったことが
あって，結果として著作権の侵害やその他プライバ
シーの侵害，いわゆる情報犯罪というのが増加し，ま
た，それに対応する形で，新たな犯罪行為とされるよ
うな類型も増え，その対策として摘発事例なども増え
たということが言えると思います。

2 - 2 著作権法違反行為の 4つの類型
簡単にご紹介したわけですけれども，以上のような
歴史から見る侵害事犯に関しては，大きく四つに分け
ることができると思います。まず，店舗が関与するパ
ターン。それから 2つ目がインターネットなどを通じ
たコピー品の販売。3番目がインターネットへの無断
アップロードの行為。そして，その他といったような
類型に分類することができます。
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1 つ目の店舗などによる類型としては，もともと
1985 年頃から見受けられた販売店とか路上販売，そ
れからダイレクトメールなどを使った集客によるコ
ピー品販売が挙げられます。このダイレクトメールに
よる販売は，最近はほぼ見受けられませんが，以前で
すと ACCS の会員の支社にコピー品のダイレクト
メールが届いて，それがきっかけになって事件化され
たといったようなものもあります。それからコピー品
販売ではないですけれども，無許諾上映というものも
あります。まさに今講義の内容をパワーポイントを
使って映写をしておりますけれども，こういう映写を
するという行為は著作権法の中で上映として規定され
ており，許諾なく行うと侵害になるわけなんですが，
こういった無断上映というのを，ゲームソフトに関し
て，いわゆるファッションホテル，ラブホテルのよう
な所だったり漫画喫茶だったり，それから最近ですと
ゲームバー，お酒を飲みながらゲームを遊ぶことがで
きるというようなことを宣伝しているようなところで，
無許諾で上映されるということで摘発されたような事
例もあります。それからお店を通じた無断のレンタル
と言ったような類型があります。

それから 2番目としてインターネットを悪用したコ
ピー品販売ですが，これは集客の方法が様々あります。
最近はなかなか少なくなってきている印象ではありま
すけれども，ホームページを作ってそこで集客をする
ような方法，それから掲示板，電子メール（スパム
メール），こういったものを使った方法，それからイ
ンターネットオークションなどが過去には多くあった
類型ですけれども，最近ですと，後ほど紹介する
ショッピングサイトでしたり，それからフリマ，スマ
ホアプリを利用して集客をするといったような方法も
確認されております。

そして，3番目，インターネットを悪用したアップ
ブロード。これはアップロードの場所によって分ける
ことができます。ホームページを使用する，専用掲示
板を通じたアップロードということもありますけれど
も，ストレージサーバーを使ったアップロードという
のが最近多いと思います。そのストレージサーバーと
いうのも，国内だけではなくて国外，外国にあるサー
バーを悪用されるというようなケースもあり，なかな
か難儀をしているというところです。それからアップ
ロード先として，動画投稿サイトや，SNSへのアッ
プロードといったようなものも確認をされているとこ

ろです。また，サーバーという概念ではないのですけ
れども，ファイル共有ソフトを使ってアップロードす
るといったような類型もあります。ファイル共有ソフ
ト，古くはWin	MXだったり，Winny，Share，Perfect	
Dark，あるいはトレントといったようなものが該当
するということになります。それから，その他の類型
として，組織，例えば会社だったり学校だったり，あ
るいは残念ながら官公庁のような所などでも確認をさ
れているのですが，1つのソフトから複数台のパソコ
ンに無断でインストールをしてしまうという行為，こ
れが組織内の違法コピーとされているものですけれど
も，こういった類型もあります。それから非常に残念
なのですが，コピー品と知りながらコピー品を入手し
てそれをインストールして会社の業務などで使用する
といったような類型も確認されております。

以上の四つの類型に基づきまして，説明を詳しくし
ていきますが，その前提としての著作権法違反という
のはどういうことかというのを一旦整理しておきます。

3 　著作権法違反行為とは

著作権法というのはルールです。したがってルール
を破ってしまうと法的な責任が生じます。その法的な
責任というのは，民事上の責任として，受けた損害の
支払いをしろという損害賠償，その行為を止めるよう
にという差止請求などといった民事上だけではなく，
刑事上の法的な責任を負うことにもなります。著作権
法違反行為は，著作権違反と略して言われることもあ
りますけれども，これは大別すると，著作権を直接侵
害するという行為の類型と，直接侵害ではないけれど
も侵害とみなされる行為（みなし侵害行為）という 2つ
の類型に分けることができます。
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1 つが著作権侵害行為というものなのですが，これ
は著作権法が規定する，複製ですとか公衆送信，それ
から上映といった支分権があります。著作権は権利の
束と言われていますが，この支分権に該当する行為に
ついて，許可を得ず，また法定の除外事由がないのに
その行為をしたときに直接侵害行為ということになり
ます。

それから一方，支分権の該当行為ではないのですけ
れども，そのままにすると著作権者の不利益となるよ
うな行為に関して，侵害とみなす，擬制するものが規
定されています。例えばコピー品であるということを
知りながら販売目的で所持をするといったような行為
に関しては，みなし侵害行為と規定をされています。
支分権に関しては，著作権というのは権利の束と言わ
れていて，公表権，氏名表示権，同一性保持権から，
複製権，上演権，上映権，公衆送信権，展示権，頒布
権，貸与権，翻訳権，翻案権に至るまで，さまざまな
権利の束で構成されているので，著作権侵害というこ
とを主張する場合には，これらのどの構成要件に該当
するのかを指摘，主張をしなければなりません。

では，違反に対する刑事罰はどれくらいかと言うと，
著作権法の 119 条に規定されていますけれども，10
年以下の懲役又は 1000 万円以下の罰金ということで
非常に重たい刑が予定をされています。懲役刑と罰金
刑の併科でありますし，また，あまり知られていない
のですが両罰規定ということで，法人が行った場合に
は，その法人に対して 3億円という非常に高額な罰金
も予定されているというところに特徴があります。な
お，みなし侵害などに関しては，法定刑が少し下がっ
ていまして，5年もしくは 500 万ということで規定を
されています。

著作権法違反に関する刑事罰のポイントの 2つ目と
して親告罪ということです。公訴提起に際しては，被
害者による告訴，処罰意思の表明，犯罪事実の申告と
処罰意思の表明が必要という親告罪とされています。
ただ，こちらについては平成 30 年 12 月の施行を受け
た改正法に基づきまして，一部については非親告罪と
なっています。ですが，捜査を進めていくという意味
では被害者の意向確認をするということがありますの
で，親告罪であるかもしくは一部非親告罪であったと
しても，被害者の意向確認を進めながら捜査が行われ
るというのが実務的な流れとなっています。この後は

具体的な事例に関してご紹介をしていきたいと思いま
す。

4 　摘発事件をもとにした著作権法違反
事例

それでは次のテーマとしまして，具体的な著作権法
違反の事例に関して，摘発された事件をもとに紹介し
ていきます。

類型①　実店舗の関与行為

類型 1番目ですけれども，実店舗が関与するケース
です。これは平成 30 年に摘発をされたゲームバーに
おけるゲームソフトの無断上映の事例です。家庭用の
ゲームソフトをお店に置いて，お店がお客さんに遊戯
させていたというものです。これはコピー品のゲーム
ソフトなどを使ったわけではなくて，正規のゲームソ
フトを使っていて，かつ，1回遊戯するたびにお金を
取るというタイプではなくて，そのお店に入場料のよ
うなもの，飲食料を支払うと，サービスとしてゲーム
が遊びますよといったような方法で営業していたとい
う店舗に関する摘発です。

ここで考えていただきたいのですけれども，どうし
てこれがいけないことなのかということです。正規の
ソフトを使っているし，遊戯について直接お金を取っ
ているわけでもないとうことなのですが，著作権者で
あるゲームソフトメーカーからしますと，元々家庭用
のゲームソフトとして提供しています。したがって，
少なくても許可を得ない形で商用利用するということ
については認めていないのです。逆に言うと，商用と
して使いたいという場合には，きちんと許可を得ても
らうというプロセスがなければ，お店でどんな風に使
われているかということもわからないということもあ
りますので，許可がない限りは行なってほしくないと
いうことがあります。そして，今回のこのケースでは，
警告をした店舗が摘発の対象になっておりますけれど
も，よく言われるのが，警告がなければ警察は来ない
という，いわば都市伝説がありますが，もちろんそん
なことはありません。著作権法の中でも，上映という
のは少し特殊な内容でもありますので，違法行為をし
ている側が上映権の侵害の認識がない可能性もある，
いわゆる違法性の認識ですけれども，そういったこと
を担保するためや，あるいは実際に警告をしたけどや
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めないということが捜査機関による摘発ということの
一つの理由にもなりますので，そういったことがあっ
て警告を送付したというものになります。従って，必
ず警告を送付しなければ事件にならないということで
はありません。必要があれば警告を送付するというこ
とです。非常に小さい事例で恐縮ですけれども，
Nintendo	SwitchですとかPlayStation	4のソフトでは，
それぞれのお店で遊戯をさせていたということです。
一部店舗では，PlayStation	VR が遊戯できますよ，
というようなことを宣伝していたものも確認されてい
ます。少し細かい話ですが，この上映の場合に，どう
いう犯罪事実になるのかというのを少し紹介したいと
思います。被疑者は，「法定除外事由なく著作権者の
許諾を受けないで」とありまして，「不特定の顧客に対
しゲームソフトの著作物（タイトル）を遊戯させるため
テレビモニターに映写して上映してもって著作権を侵
害した」といった内容になっております。ここで適用
されうる罪名及び罰条としましては直接侵害になりま
すけれども，著作権法 22 条の 2 の上映権があり，そ
の侵害を行ったということで著作権法 119 条の 1項，
先ほど説明した直接侵害という類型になります。こう
いった犯罪事実に基づいて捜査，捜索，逮捕，起訴な
りが行われています。

類型②　ネットでの海賊版販売行為

続きまして，インターネットを通じたコピー品販売
の事例です。こちらは，三つほど，紹介をしたいと思
うのですけれども，まず一つ目が，ネットオークショ
ンを通じたゲームソフトのコピー品販売という事案で
す。これは割と最近で，昨年の 11 月に摘発された事
例になります。内容としてはコピー品を違法アップ
ロードされたサイトからファイルをダウンロードして
入手，そしてそれを記録媒体にコピーした上でコピー
ソフトを起動することができるツールを一緒にして販
売をしていた，というものになります。比較的古い
ゲームタイトルが今回のこの事件では立件対象になっ
ておりますけれども，古いソフトだから価値がないか
というとそういうことではありません。やはりゲーム
メーカーとしては古いタイトルであってもそれを正規
の形で一つにまとめて配信なり遊んでもらうといった
ようなことも行なっておりますので，古いから価値が
ないとか情報として価値がないということではなくて，
そういうものに関しても当然経済的な価値があるとい
うことになります。

ビジネスソフトの事例でいいますと，これは少し古
いのですけれども平成 20 年ということなので 10 年少
し前の事例になりますが，ホームページ，ウェブサイ
トを通じたコピー品販売の事例です。この事件では，
同じようにコピー品販売をして執行猶予中であった男
性らが，再犯で行なっていたものに関して摘発が行わ
れたというものです。非常に特徴的な事件だったので
すけれども，元々，複数のホームページを短時間で
次々に作っては消去し，ということを繰り返しながら
販売をしていたというものになります。海賊版が海賊
版を生むという構造が典型的だったのがこの事例なの
ですけれども，この男性らが他の知人であった友人に
コピー品を売るためのノウハウがあるよ，ということ
を伝え，さらにそういったものも紹介をして販売を
行っていました。また，別のグループがこの摘発され
た連中からそのノウハウを仕入れて販売をするという
海賊版連鎖が起こってしまいました。

また権利者による「刑事後民事」が行われたというの
もポイントです。なかなか刑事事件の後に民事対応す
るというのはハードルがありまして，民事的な対応を
するに際しても，どういうコピーソフトがいくらで何
本売れたかということが特定できないと，権利者とし
ては民事的な請求をすることができない。しかし，こ
のケースではホームページにそういった情報が残って
いたことで，裁判記録などを参考にして権利者が民事
的な対応を行ったという実績があります。ここには書
いていないのですが，この事件では，当時非常に珍し
かったのですけれども，警察側がプロバイダーである
ドメインの取得会社などにも協力をしてもらって，
「この摘発されたホームページにアクセスをすると刑
事摘発されました」といった表示をさせることで，事
件摘発，事件検挙に行政的にも対応したところに特徴
がございます。そういった非常に顕著な事例なのです
が。

さらにこのホームページの事例というのは，こう
いった「ジャパネットおかま」という非常に著名な
ショッピングサービスの類似名称を使って販売を行っ
ておりまして，ロゴも作っておりました。ロゴに合わ
せて「金利手数料はお客様が負担」と書かれています。
「お客様が負担」となっています。こういう改変を行っ
たりとか，それから「ONEOS」，「パソコンライフを
快適に」といったようなページを作ったりとか，「エム
ドナルド」，あのハンバーガーショップですけれども，
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めないということが捜査機関による摘発ということの
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というようなことを宣伝していたものも確認されてい
ます。少し細かい話ですが，この上映の場合に，どう
いう犯罪事実になるのかというのを少し紹介したいと
思います。被疑者は，「法定除外事由なく著作権者の
許諾を受けないで」とありまして，「不特定の顧客に対
しゲームソフトの著作物（タイトル）を遊戯させるため
テレビモニターに映写して上映してもって著作権を侵
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されうる罪名及び罰条としましては直接侵害になりま
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の侵害を行ったということで著作権法 119 条の 1項，
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続きまして，インターネットを通じたコピー品販売
の事例です。こちらは，三つほど，紹介をしたいと思
うのですけれども，まず一つ目が，ネットオークショ
ンを通じたゲームソフトのコピー品販売という事案で
す。これは割と最近で，昨年の 11 月に摘発された事
例になります。内容としてはコピー品を違法アップ
ロードされたサイトからファイルをダウンロードして
入手，そしてそれを記録媒体にコピーした上でコピー
ソフトを起動することができるツールを一緒にして販
売をしていた，というものになります。比較的古い
ゲームタイトルが今回のこの事件では立件対象になっ
ておりますけれども，古いソフトだから価値がないか
というとそういうことではありません。やはりゲーム
メーカーとしては古いタイトルであってもそれを正規
の形で一つにまとめて配信なり遊んでもらうといった
ようなことも行なっておりますので，古いから価値が
ないとか情報として価値がないということではなくて，
そういうものに関しても当然経済的な価値があるとい
うことになります。

ビジネスソフトの事例でいいますと，これは少し古
いのですけれども平成 20 年ということなので 10 年少
し前の事例になりますが，ホームページ，ウェブサイ
トを通じたコピー品販売の事例です。この事件では，
同じようにコピー品販売をして執行猶予中であった男
性らが，再犯で行なっていたものに関して摘発が行わ
れたというものです。非常に特徴的な事件だったので
すけれども，元々，複数のホームページを短時間で
次々に作っては消去し，ということを繰り返しながら
販売をしていたというものになります。海賊版が海賊
版を生むという構造が典型的だったのがこの事例なの
ですけれども，この男性らが他の知人であった友人に
コピー品を売るためのノウハウがあるよ，ということ
を伝え，さらにそういったものも紹介をして販売を
行っていました。また，別のグループがこの摘発され
た連中からそのノウハウを仕入れて販売をするという
海賊版連鎖が起こってしまいました。

また権利者による「刑事後民事」が行われたというの
もポイントです。なかなか刑事事件の後に民事対応す
るというのはハードルがありまして，民事的な対応を
するに際しても，どういうコピーソフトがいくらで何
本売れたかということが特定できないと，権利者とし
ては民事的な請求をすることができない。しかし，こ
のケースではホームページにそういった情報が残って
いたことで，裁判記録などを参考にして権利者が民事
的な対応を行ったという実績があります。ここには書
いていないのですが，この事件では，当時非常に珍し
かったのですけれども，警察側がプロバイダーである
ドメインの取得会社などにも協力をしてもらって，
「この摘発されたホームページにアクセスをすると刑
事摘発されました」といった表示をさせることで，事
件摘発，事件検挙に行政的にも対応したところに特徴
がございます。そういった非常に顕著な事例なのです
が。

さらにこのホームページの事例というのは，こう
いった「ジャパネットおかま」という非常に著名な
ショッピングサービスの類似名称を使って販売を行っ
ておりまして，ロゴも作っておりました。ロゴに合わ
せて「金利手数料はお客様が負担」と書かれています。
「お客様が負担」となっています。こういう改変を行っ
たりとか，それから「ONEOS」，「パソコンライフを
快適に」といったようなページを作ったりとか，「エム
ドナルド」，あのハンバーガーショップですけれども，
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ページのトップ画像の真ん中にいる人物，実は小さい
んですが「ズナルド」というふうに書かかれています。
こういったような著名な表示を無断使用して遊び心で
使っていたのだと思いますけれども，それに関しても
実は不正競争防止法の中に著名表示冒用というものが
あるのですけれども，こういった不正競争防止法違反
でも，この事件に関して摘発もされたというものであ
ります。

ネットでの海賊版販売行為の三例目です。これも 3
年前，4年前になりますが，ショッピングサイトで非
常に精巧なコピー品を販売していたという事件の摘発
がされております。このショッピングサイトというの
は，実はAmazon なんですね。虫眼鏡を使わないとコ
ピー品かどうか見分けることができないというレベル
の精巧さなのですけれども，Amazon を通じて非常に
精巧な海賊版が大量に販売をされていたという事件が
摘発されています。それだけ非常に精巧で，ある意味，
使えてしまうということがありましたので，多くの販
売がなされてしまい 1万 4000 枚が販売され，少なく
ても 1億 2000 万円ぐらいの売り上げがあったという
ことです。また非常に大量のブツも押収をされている
という事例になります。こういったショッピングサイ
トなどに，よもやコピー品が紛れ込んでいるというこ
とは一般の方はなかなか思いつかないでしょうから，
そういった意味でも非常に問題のあったストアだった
のですが，検挙がなされたというものになります。コ
ピー品販売の犯罪事実の例を申し上げますと，「法定
除外事由なく著作権者の許諾を受けないでソフトウェ
アを複製の上それらが侵害されたものであることを知
りながら有償頒布しもって著作権を侵害する行為とみ
なされる行為を行ったものである」といったような例
がございます。この事例では前段で自らコピーをして
いて，そのコピーした上でそれを販売したという内容
になっておりますけれども，前半の複製の点に関して
は直接侵害になるので著作権法 21 条の複製権，それ
から直接侵害なので 119 条 1 項の直接侵害の適用があ
ります。また後段の，知りながら販売をしたという行
為は，これはみなし侵害行為になりますので，著作権
法の 113 条 1 項 2 号それから 119 条の 2項 3号という
ことの規定を受けるという形になります。著作権法の
条文にもぜひ当たって確認してみてください。

類型③　ネットへのアップロード行為

それから，著作権法違反事例として 3番目の類型，
ネットへのアップロード行為に関してですが，こちら
は，出版関係，漫画作品とか雑誌ですね，こういった
摘発が最近多くなされております。ひとつが「はるか
夢の址」という，侵害ファイルを集めて集約をされて
いるサイト，いわゆるリーチサイトですけれども，そ
ういったリーチサイトを通じた漫画などのアップロー
ドということで 9名以上が逮捕されるというものがご
ざいました。この事件でACCS は，具体的に被害額
の算定に関して協力をさせていただきまして，漫画だ
けでも一年間で 731 億円という金額を算定しています。
非常に大きな被害があるという事例になります。この
事件では，最終的に約 50 作品だったと思いますけれ
ども，起訴の対象になりまして，そういったようなこ
ともあって，初犯でありながら首謀者 3名などに対し
ては実刑判決が言い渡されています。それから最終的
にはその後，出版社 1社が民事的な請求をしまして，
1億 6千万円の損害賠償ということで結果が出ており
ます。それだけ非常に悪質な事案だということになり
ます。

それから漫画が続きますけれども，ネタバレサイト
というのがあります。これは発売の前に，どういう内
容が掲載されているのか，画像を一部差し込みながら，
内容を紹介するといったようなものですけれども，こ
れに関しての摘発がされています。ネタバレを行って
摘発された連中は，このネタバレサイトの運営に際し
てアフィリエイト広告をつけることを目的としていて，
摘発された一つの事例では，少なくても 3億円という
非常に多くの収益を上げていたというところに特徴が
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あります。ネタバレ自体が何で問題かというところな
のですが，権利者側からすると発売された後に感想を
掲載するといったようなこと自体に関して，例えば漫
画をそのまま転載するといったようなことがなければ
問題視するということはそうないと思うのですけれど
も，少なくともネタバレというのは発売日より前に掲
載をされるというところに特徴があります。そうする
と内容がまず不完全であるということがありますし，
誤った形で読者に伝わってしまうし，また加えてやは
りフリーライド的な要素も少なからずあるといったこ
ともあって，権利者としては，これに関しては非常に
許せないということで対応を行ったということになり
ます。それから問題として，残念ながら発売日より相
当前に漫画が入手できてしまうようなお店もいくつか
ありますが，これは流通の過程上仕方がない部分もあ
るのですけれども，そういったところから入手して掲
載をしていたという実態が明らかになりましたので，
警察側でそういったお店に対しては実は指導なりを
行って防犯的な対応というのも行っております。

それから最近では非常に話題になりました「漫画村」。
残念ながら見たことがあるという方もいるかもしれま
せんが，漫画村の摘発です。これは首謀していたとさ
れる人物が国外に出国して逃亡していたのですけれど
も，現地フィリピン共和国の協力も得まして，最終的
には日本に強制退去させられていて，摘発され，逮捕
起訴されたという事例になります。現在も公判が続い
ているという状況になっています。

その他ファイル共有ソフトによるアップロードとい
うことで，長らく警察庁を中心として複数の県で一斉
検挙というのも行われております。平成 25 年の摘発
のときには全国の 47 都道府県警察が連動して一斉取
り締まりを行ったというものになります。ネットでの
無断公開の事例，犯罪事実の事例ですけれども，同じ
ように，「法定除外事由なく許諾を受けずに著作物を
自動的に公衆送信しうるようにしもって著作権を侵害
した」といったような内容になっています。このケー
スではファイル共有ソフトShareを通じたアップロー
ドですので，Share を作動させ，というような記載に
なっています。インターネット上での無断公開なので，
公衆送信権，著作権法の 23 条 1 項を受けて，119 条
の 1項を直接侵害ということで罪名及び罰条が適用さ
れることになります。

類型④　その他（海賊版業務使用行為）

それから著作権法違反事例の最後の類型として，海
賊版の業務使用というのがございます。これはコピー
品であることを知りながら，それを会社の業務で使っ
ていたという事例ですけれども，ここで被害を受けた
のは，CADソフトです。設計製図専用のソフトで非
常に高額なソフトです。1 セットをフルで揃えると
1000 万円近い価格のあるソフトなのですけれども，
こういったものを 5万円だったり 10 万円だったり，
酷いと 5000 円とか，そういった形で入手して使って
いるということが確認されています。このときには最
終的に購入をして使用していた代表と，それから法人
自体についても送検対象になりましたけれども，法人
に関しては既に触れたとおり，罰則は両罰規定で最高
3億円ということがあります。加えまして，会社が著
作権侵害などで立件をされますと，競争入札などで業
務を請け負っているようなケースがあると思うのです
けれども，そういった指名競争入札に参加する際の資
格が満たされずに業務を得られないということが特徴
としてあります。これはいろんな県などで規定をされ
ておりますけれども，そういう違反があった場合には
入札に参加できませんと規定しているということです
ね。そうすると一定期間ではありますけれども，会社
で行った場合に仕事を取って来られなくなるというこ
とがありますし，またそういったことに関して融資元
である銀行などにそれが発覚した場合には，場合に
よって融資の中止といったようなこともあり得るとい
うことで，会社なり法人による著作権法違反というの
は，罰金だけではなくて事実上のリスクも大きくある
というところに特徴があります。

長くなりましたけれどもその他の資料としてお配り
しているPDFにはポイントになりそうな摘発事例も
紹介しておりますので，時間がある時に見ていただけ
たらと思います。

5 　新たな態様による権利侵害

これまでは侵害の変遷ですとか具体的な事例を見て
きましたけれども，最後に，最近生じている新たな侵
害対応の紹介と，それから，それに対するACCS と
しての取り組みをご紹介したいと思います。

新たな侵害の対応ということなのですけれども，ま
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あります。ネタバレ自体が何で問題かというところな
のですが，権利者側からすると発売された後に感想を
掲載するといったようなこと自体に関して，例えば漫
画をそのまま転載するといったようなことがなければ
問題視するということはそうないと思うのですけれど
も，少なくともネタバレというのは発売日より前に掲
載をされるというところに特徴があります。そうする
と内容がまず不完全であるということがありますし，
誤った形で読者に伝わってしまうし，また加えてやは
りフリーライド的な要素も少なからずあるといったこ
ともあって，権利者としては，これに関しては非常に
許せないということで対応を行ったということになり
ます。それから問題として，残念ながら発売日より相
当前に漫画が入手できてしまうようなお店もいくつか
ありますが，これは流通の過程上仕方がない部分もあ
るのですけれども，そういったところから入手して掲
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で行った場合に仕事を取って来られなくなるというこ
とがありますし，またそういったことに関して融資元
である銀行などにそれが発覚した場合には，場合に
よって融資の中止といったようなこともあり得るとい
うことで，会社なり法人による著作権法違反というの
は，罰金だけではなくて事実上のリスクも大きくある
というところに特徴があります。

長くなりましたけれどもその他の資料としてお配り
しているPDFにはポイントになりそうな摘発事例も
紹介しておりますので，時間がある時に見ていただけ
たらと思います。

5 　新たな態様による権利侵害

これまでは侵害の変遷ですとか具体的な事例を見て
きましたけれども，最後に，最近生じている新たな侵
害対応の紹介と，それから，それに対するACCS と
しての取り組みをご紹介したいと思います。

新たな侵害の対応ということなのですけれども，ま
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ずは侵害として利用されている場所が移行していると
いうところに特徴があります。古くは，コピー品販売
であれば店舗があってインターネットオークションな
どがあって，ということなのですけれども，それに加
えまして，最近ですと，先ほど紹介したショッピング
サイトですとか，フリマアプリを通じたパターン，そ
れから SNSで告知をして集客をするといったような
方法も見受けられております。このように侵害の場所
が移ってきているということです。それからアップ
ロードに関しても，古くはホームページ，ファイル共
有ソフトというのがありましたけれども，最近ではそ
のサーバーが海外のオンラインストレージを悪用した
り，あるいは動画を投稿するに際しても，動画投稿サ
イトだけではなくて SNS上に投稿するといったよう
に，侵害の場が変遷しています。

加えまして，その方法，侵害の場所が移行するだけ
ではなくて，それらを組み合わせたような新たな方法，
形態というのも確認をされているという状況になって
います。ビジネスソフトの例で紹介をしますと，これ
までのビジネスソフトの典型的な違反例としましては，
コピーソフトを作って，それをコピーソフトを動かす
ことができるキー，インストールキー，ライセンス
キーというものをセットにして販売するというのが典
型例でした。このケースで言えば当然コピーソフトを
作ったり売ったりするというのが著作権法の直接侵害
だったら，みなし侵害になるということなのですけれ
ども，これに加えまして新たな方法として，ソフトの
入手に関してはメーカーが提供している正規のサイト
から入手させるようにURLを紹介するか，もしくは
海外のサーバーなどに蔵置した上で，そのURLを紹
介する，加えてそれらを入手させた上で，使えるよう
な不正なキーだけを販売している，もしくはこういっ

た方法を紹介する内容，こういう情報そのものを販売
をする，といったような方法が出てきております。

どうしてこういうことが生じているかというところ
なのですけれども，やはり背景としては正規のビジネ
スの環境変化というのが大きいと考えられます。ビジ
ネスソフトで言いますと，古くは 5インチや 3.5 イン
チのフロッピーディスクというものから，CD や
DVDのパッケージによる流通が主でしたけれども，
最近ですとクラウドを使った，パッケージがない形で
ソフトが利用できるということで変化が起こっており
ます。それからゲームソフトの関係で言うと，家庭用
ゲーム機がインターネットに接続されず，個人の領域
で，個人だけで楽しむというものが主でしたけれども，
そういったものだけではなくて，オンラインに接続し
て不特定の全世界のユーザーと遊ぶことができるとい
うことでサービスが拡張されています。それから出版
関係などで言うと，今ももちろん紙による提供はある
わけですけれども，加えて電子によるといったような
ことで，いずれもネットワークを活用したサービスの
展開が起こっているということが，この侵害の新たな
対応が生じている背景としてはあげられると思います。

ここで言うところの問題となる部分なのですけれど
も，何が問題かと言いますと，はっきり言うと，著作
権法の中にはこれまで簡単に説明した通り，コピーを
したりインターネット上で公開をするといったような
事に関しては権利が規定されているので，権利が及ぶ，
つまり権利者として不正なことがあったときには対応
することができるのですが，例えばビジネスソフトで
あれば，クラウドで使うといったような行為だったり，
あるいはゲームを遊ぶ，上映するではなくて遊ぶ，と
いったような行為，などに関しては元々権利の規定が
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ないので，及ばないということがあります。権利が及
ばないということは，対応することができない，とい
うことが問題としては大きい部分になってしまいます。

具体的にどういうことが起こっているかと言うと，
ビジネスソフトで言うと，ソフトを使うために配布を
されているシリアル番号などが不正に流通していると
いうのが問題としてあります。正規のユーザーである
ことを確認するためなどに使われるのがこのシリアル
番号と言われるものなのですけれども，こういったも
のが流通しております。でも，これはもう古くからの
問題でありまして，単なる英数字の羅列なので，著作
権法の保護の対象である著作物ではないことから，少
なくてもこれまでは直接対応することが困難という状
況が続いていました。これが平成 30 年の不正競争防
止法という，著作権法ではない法律が規定されること
によって，最終的には現在では対応することができる
ようになってきております。それからゲームソフトの
話でいうと，パラメーターを勝手にいじって強くして
しまうといったようなことが問題としてありました。
ゲームを始めた時からお金が最大あるとか，あるいは
アイテムが全部揃ってしまっているとか，そういった
ような改造行為ですね。こういう改造行為に関しても，
改造される対象というのはデータそのものになります
ので，データそのものは著作権法の保護対象ではない
ということから，直接対応をすることができなかった
ということなのですが，これに関しても同様に，不正
競争防止法による対処対応というのができるように
なってきております。こういった改正をするに際して，
ACCS としては実際の実態ですとか，そういったも
のを集約しながら改正に際しての提言などを行うとい
うことも行なっています。

そのプロダクトキーの販売に関しては，最終的に処
分の結果としては嫌疑不十分ということで不起訴と
なったというものですが，摘発事例があります。それ
からパラメーターをいじってしまうというそのセーブ
データの改造なのですけれども，これに関しても改造
を受けることを業としている改造代行という類型と，
それからそういう改造を可能にするようなツールを販
売していた法人などに関しても，摘発がなされていま
す。これらも業界としてはこれまで直接的な対応がで
きなかったものに関して，著作権ではなく不正競争防
止法という法律によって対応しております。

それからコンピュータープログラムや出版それから
映像，あらゆるコンテンツで共通する問題なのですけ
れども，リンク集，リーチサイトというのが問題とし
てあります。コンテンツなどを侵害するファイルのリ
ンクを集めて，そういうものを紹介するようなサイト
のことをリーチサイトと言っていますけれども，リン
ク行為そのものが侵害行為ではありませんので，それ
を集めたものであったとしても，これまでは著作権法
違反にはならなかったのですが，2020 年の 10 月 1 日
に改正著作権法が施行されて，今はこれらの行為に関
しても違反ということになっています。

著作権法に関しては毎年改正をされておりまして，
例えば親告罪の部分を一部非親告罪にするといったよ
うな改正です。その他，リーチサイトの対策として，
リーチサイトを運用する行為を刑事罰の対象に加える
とか，それから 2021 年 1 月 1 日からですけれども，
違法と知りながら侵害コンテンツをダウンロードする
行為に関して，一定の要件下ですけれども，違法とす
る，いわゆるダウンロード違法化の拡大といったよう
なことも，改正，施行されるというような流れになっ
ております。こういったような新たな侵害の類型に関
しては，繰り返しになりますけれども，著作権法の適
用をしながら，加えて不正競争防止法，あるいは，例
えばオークションの出品画面などで登録商標を使用し
ているような場合には商標法違反ということで，複数
の法律などを駆使しながら対応しているというのが特
徴です。

6 　ACCSによる著作権侵害対策の活動

最後に，こうした著作権や，その他の侵害に関して，
どういう対応をしているかということを紹介します。
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ACCSでは，この侵害対策をスムーズに行うために，
3ステップスキームという方針を定めて行なっていま
す。3ステップの最初，ファーストステップは防犯的
な対応ということで，侵害が起こりにくいようにする，
事前に防止をするためにその一環としての実態の調査
だったり，あるいは違法行為をしている人に対して注
意喚起をしたり，ということを行っています。そう
いったことをしても乗り越えてくる人は当然いるので，
その人たちに対してはセカンドステップとして，実際
に法的な手続きを権利者が行うわけですけれども，そ
の支援を行っています。そしてサードステップとして
最終的にはそれを侵害対策の観点から広く知っていた
だくということで，例えば警察と連携したイベント
だったり，あるいは私自身もそうですけれども，警察
の学校に行って著作権の侵害の実態などについてお話
をさせていただいたりとか，広く知っていただく活動
を行っています。

実際に刑事事件に関して言いますと，これまでに約
820 件近い実績があります。この数字が多いか少ない
かを考えてみると，実はご存知の通り，警察庁が例年，
こういった摘発の実績などについてホームページで掲
載をされていますので，その辺りを見ながら比較をし
てもらうといいかと思うのですが，ACCS では，平
均するとだいたい 1年に 20 件から 30 件近く，多い時
には 1年に 90 件近い支援を行ったという実績があり
ます。それから組織内での不正コピーに関しても，こ
れも長らく支援を行っていまして，権利者が和解した
金額として 100 億円近いという非常に金額が表すとお
り，違法コピーが多くあったのですが，これらについ
ても最近は非常に改善されてきている状況になってお
ります。

ACCS の取り組みとしては，こういった侵害対策
を警察と連携し，あるいは会員会社から相談を受けな
がら対応するわけですけれども，それだけではなくて，
他の権利者や権利者団体とも連携しながら対応すると
いうことも行っています。その一つが不正商品対策協
議会という，まさに偽ブランド，違法コピー品など不
正商品に関して，対策をみんなでやって行きましょう，
普及啓発をみんなで一緒にやっていきましょうという
協議会が警察庁の傘下にありまして，こういったとこ
ろを通じて共同のイベントを実施するということなど
も行なっております。

それから権利者団体だけではなくて，時には権利侵
害対策の関係では敵対すると思われるようなオーク
ション事業者やフリマアプリの事業者などとも，共同
連携して対応することを行っています。これが「イン
ターネット知的財産権侵害品流通防止協議会」という
ものなんですが，これは権利者とインターネット事業
者などが加盟をして構成されている会議です。権利者
としては侵害を防止したい一方，事業者としては少な
くても商品の流通をさせたい，というところで対立す
ることがあるのですが，侵害品の排除とういう意味で
は共通の目的がありますので，事業者とも連動しなが
ら対応するということを行っております。同じように，
ファイル共有ソフトの対策という意味では，インター
ネットプロバイダーさんとも連携をして警告のメール
を送付するなど協力して活動を行なっております。

ということで，著作権の侵害対策というのは，まさ
に安全安心という意味では，一番の抑止としては警察
による摘発ということになります。日本は行政国家的
な側面が強く，警察による摘発によって国民が悪いこ
とという認識を強め，より防犯的になります。そして
侵害行為は止まり，それが広報されれば抑止にも繋が
るわけですけれども，それだけでは当然のことながら，
安全安心は守ることはできません。今回はインター
ネット上での情報の流通というところとの関係で，著
作権法の中のコンテンツの侵害についてお話をしてき
ましたが，それを実行するためには権利者が実際に努
力するということもあります。それから権利者団体，
我々のようなACCS や他の団体などが，ときには事
業者と連動しながら対応するということで，広くきち
んと権利が守られるという活動を行っております。そ
のためにも法律をきちんと知ってもらうということと
か，それからそのための教育ということも必要になっ
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てきますし，技術的に守っていくことも必要なのです。
「法」「電子技術」「教育」これらの三つのポイントをバ
ランス良く組み合わせながら活動を行っているのが
ACCSということになります。

今後，皆さんが社会に出られてからも，この著作権
ということが絡まないことはないはずです。ぜひ著作
権についても興味を持っていただいて，今日学んだこ
とを活かしていただければと思います。非常に短い時
間で，かつ駆け足でございましたけれども本当にあり
がとうございました。もし何か分からないことがあれ
ば，いつでもご質問いただければと思います。
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『日本大学知財ジャーナル』執筆要項

平成 24 年 10 月 25 日国際知的財産研究所運営委員会決定

1　文章・表現

原則として常用漢字，現代仮名遣いを用いる。学術上，必要な限度において，他の漢字を用いるものとする。

2　体　裁

①　A 4判（縦）にて横書きとし，論説は，20,000 字前後を標準とする。

判例研究等は，10,000 字前後も可とする。

②　フォントの設定は，明朝体の 10.5 ポイントを基本とする。

③　見出しの数字は，一番大きいものから，Ⅰ　→　1　→　（ 1）　→　①　とする。

④　図表は，各一点を 600 字とみなす。

⑤�　内容は，知的財産に関わる研究であり，原則として，未発表，未投稿のものとする。（研究領域の具体例と

しては，知的財産法・制度，知的財産政策，知的財産判例研究，知的財産会計・経営，知的財産国際問題，産

業技術と知的財産，知的財産人材育成などがあげられる。）

⑥�　法令の条数（条・項・号）の記載は，ローマ数字表記とし，条数の前に「第」を記載しないこと。ただし，「 1

条の 2第 1 項」という場合は除く。同一法令を並べるときは「・」（ナカグロ）で，他の法令の乗数を並べると�

きは｢，｣（カンマ）でつなぐ。　〔例〕　憲法 13 条・14 条，民法 90 条

⑦　論説には要旨（400 字以内）を付すものとする。

3　文献の引用と表記

本文の該当箇所の上部分に　（7）　のように注記番号を付して，本文末にまとめて，引用文献・資料等を表示す

る。

①　雑誌論文
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〔例〕　甲野太郎「●●●●●●●●」日本知財学会誌○○巻○○号（20XX年）100 頁以下

②　単行本
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　　　　丙野三郎ほか『知財法』350 頁以下〔丙野〕（○○出版，20XX年）
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「判例批評」「判例研究」等の判例研究は，原則として表題を掲げずに「判批」「判研」とする。判
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　　　福岡地大牟田支判昭和 45・2・27 判タ 253 号 302 頁

⑤　先例，通達

〔例〕　昭 41・6・8民甲 1213 号民事局長回答

以　　上　
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